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令和４年第２回大分県議会定例会会議録（第１号） 

 

令和４年６月１４日（火曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第１号 

令和４年６月１４日 

午前１０時開会 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期決定の件 

第３ 第５７号議案から第６６号議案まで及び

第２号報告から第４号報告まで 

   （議題、提出者の説明） 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期決定の件 

日程第３ 第５７号議案から第６６号議案まで

及び第２号報告から第４号報告まで 

     （議題、提出者の説明） 

副議長辞職の件 

副議長の選挙 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 御手洗吉生 副議長 古手川正治 

    志村  学     井上 伸史 

    吉竹  悟     清田 哲也 

    今吉 次郎     阿部 長夫 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    衛藤 博昭     森  誠一 

    大友 栄二     井上 明夫 

    鴛海  豊     木付 親次 

    三浦 正臣     嶋  幸一 

    元吉 俊博     阿部 英仁 

    成迫 健児     浦野 英樹 

    高橋  肇     木田  昇 

    羽野 武男     二ノ宮健治 

    守永 信幸     藤田 正道 

    原田 孝司     小嶋 秀行 

    馬場  林     尾島 保彦 

    玉田 輝義     平岩 純子 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    河野 成司     猿渡 久子 

    堤  栄三     荒金 信生 

    麻生 栄作     末宗 秀雄 

    小川 克己 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           広瀬 勝貞 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          黒田 秀郎 

 教育長          岡本天津男 

 公安委員長        岩本 光生 

 人事委員長        石井 久子 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 労働委員会会長      深田 茂人 

 総務部長         和田 雅晴 

 企画振興部長       大塚  浩 

 企業局長         磯田  健 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        松田 哲也 

 福祉保健部長       山田 雅文 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     高濱  航 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       島津 惠造 

 会計管理者兼会計管理局長 廣末  隆 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         秋月 久美 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 

御手洗議長 おはようございます。 

 開会に先立ち、先般新たに公安委員長に就任

された岩本光生君から御挨拶があります。岩本

光生君。 

岩本公安委員長 おはようございます。この５

月１日から公安委員長に就任した岩本と申しま

す。よろしくお願いします。（拍手） 
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御手洗議長 次に、先般新たに部局長に就任さ

れた方々から御挨拶があります。 

磯田企業局長 ４月１日付けで企業局長を拝命

した磯田と申します。よろしくお願いします。

（拍手） 

高橋生活環境部長 生活環境部長を拝命した高

橋強と申します。どうぞよろしくお願いします。

（拍手） 

廣末会計管理者兼会計管理局長 会計管理者兼

会計管理局長を拝命した廣末隆です。どうぞよ

ろしくお願いします。（拍手） 

岡本防災局長 防災局長を拝命した岡本文雄と

申します。どうぞよろしくお願いします。（拍

手） 

後藤人事委員会事務局長 人事委員会事務局長

を拝命した後藤豊と申します。どうぞよろしく

お願いします。（拍手） 

田邊労働委員会事務局長 労働委員会事務局長

を拝命した田邊隆司です。どうぞよろしくお願

いします。（拍手） 

河野監査委員事務局長 監査委員事務局長を拝

命した河野哲郎です。どうぞよろしくお願いし

ます。（拍手） 

―――――→…←――――― 

午前１０時２分 開会 

御手洗議長 ただいまから令和４年第２回定例

会を開会します。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

御手洗議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告

をします。 

 まず、閉会中に各常任委員会及び議会運営委

員会の委員長及び副委員長が互選されましたの

で、御報告します。 

 総務企画委員長今吉次郎君、同副委員長吉竹

悟君、福祉保健生活環境委員長二ノ宮健治君、

同副委員長後藤慎太郎君、商工観光労働企業委

員長井上明夫君、同副委員長森誠一君、農林水

産委員長太田正美君、同副委員長大友栄二君、

土木建築委員長清田哲也君、同副委員長木付親

次君、文教警察委員長阿部長夫君、同副委員長

衛藤博昭君、議会運営委員長井上伸史君、同副

委員長志村学君。 

 次に、去る３月３１日、麻生栄作君から新型

コロナウイルス感染症対策特別委員の辞任願が

提出されましたので、同日、これを許可し、４

月１日、後任に森誠一君を指名しました。 

 次に、監査委員から、地方自治法第１９９条

第９項の規定により、総務事務センターなど１

２９か所の定期監査の結果について、中部振興

局など６か所の臨時監査の結果について、公立

大学法人大分県立芸術文化短期大学など４９か

所の財政的援助団体等監査の結果について、同

条第１０項の規定により、監査の結果に関する

意見について及び同法第２３５条の２第３項の

規定により、３月分、４月分及び５月分の例月

出納検査の結果について、それぞれ文書をもっ

て報告がありました。 

 なお、調書等は朗読を省略します。 

 次に、知事から、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定に基づく令和３年度大分県一般

会計予算繰越明許費繰越計算書についてなど、

４件の報告がありました。 

 なお、報告書は、いずれもお手元に配付の議

案書の末尾に添付してあります。 

 次に、会議規則第１２５条第１項ただし書の

規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣

しました。 

 以上、報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 本日の議事は、お手元に配付の議

事日程第１号により行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

御手洗議長 日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規

定により、嶋幸一君及び藤田正道君を指名しま

す。 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 会期決定の件 

御手洗議長 日程第２、会期決定の件を議題と
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します。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、本日か

ら６月２９日までの１６日間としたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は１６日間と決定しました。 

―――――→…←――――― 

 日程第３ 第５７号議案から第６６号議案ま

      で及び第２号報告から第４号報告

      まで 

      （議題、提出者の説明） 

御手洗議長 日程第３、第５７号議案から第６

６号議案まで及び第２号報告から第４号報告ま

でを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

第５７号議案 令和４年度大分県一般会計補正

予算（第１号） 

第５８号議案 大分県税条例の一部改正につい

て 

第５９号議案 大分県税特別措置条例の一部改

正について 

第６０号議案 大分県使用料及び手数料条例の

一部改正について 

第６１号議案 大分県議会議員及び大分県知事

の選挙における選挙運動用自動

車の使用並びにビラ及びポスタ

ーの作成の公営に関する条例の

一部改正について 

第６２号議案 水質汚濁防止法第三条第三項の

規定に基づく排水基準を定める

条例の一部改正について 

第６３号議案 大分県病院事業に係る料金条例

の一部改正について 

第６４号議案 県有地の売却について 

第６５号議案 大分都市計画事業大分臨海工業

地帯大在土地区画整理事業に関

する条例の廃止について 

第６６号議案 大分県立学校職員及び大分県市

町村立学校県費負担教職員定数

条例の一部改正について 

第 ２号報告 令和３年度大分県一般会計補正

予算（第１４号）について 

第 ３号報告 令和３年度大分県公債管理特別

会計補正予算（第３号）につい

て 

第 ４号報告 大分県税条例等の一部改正につ

いて 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 提出者の説明を求めます。広瀬知

事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 令和４年第２回定例県議会の開会に

あたり、県政諸般の報告をし、あわせて今回提

出した諸議案について説明します。 

 今日は、議会見学のために高校生まで傍聴を

いただいています。皆さんを心から歓迎します。

どうそよろしくお願いします。 

 第１に、県政諸般の報告をします。 

 新型コロナウイルス感染症対策と社会経済の

再活性化ですが、新型コロナウイルスの感染者

が県内で初めて確認されて以来、２年３か月が

過ぎ、感染の大波も第６波に及んでいます。今

回のオミクロン株は強い感染力を有しているも

のの、ワクチン３回目接種の進展等により、重

症化リスクはかなり抑えられています。感染者

の致死率も本年２月から３月にかけて０．３２

％であったものが、この４月、５月には０．０

７％まで大幅に低下しています。加えて、入院

病床・宿泊療養施設の事前確保など各般の対策

も奏功し、医療の逼迫は回避されています。現

在、感染は落ち着きつつありますが、事態を継

続的に改善させ、収束局面に持っていくために

も、県民の皆様には、常時換気や国の新たな対

処方針に沿ったマスクの着用など、基本的な感

染対策の徹底について、今後とも御理解、御協

力をお願いします。県としても、医療、保健体

制の拡充やワクチン４回目接種の円滑実施など、

万事油断なく対処していきます。 

 長期にわたるコロナ禍で経済も相当に傷んで

いることから、生活困窮者の生活再建には、引

き続き注力していきます。支援策の中心は生活

福祉資金であり、これまでに延べ約３万９千件、

約１５３億円の特例貸付を行っていますが、な
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お、最大６０万円の自立支援金等を含め、その

受付期限を８月末まで延長します。さらに、低

所得の子育て世帯には、児童一人当たり５万円

をプッシュ型で新たに給付します。 

 中小企業・小規模事業者の事業継続と雇用維

持にも、十分な留意が必要です。そのため、県

制度資金に１千億円の新規融資枠を設定し、今

後の資金需要に備えています。雇用調整助成金

の特例措置や政府系金融機関による実質無利子、

無担保融資の申請期限も、今般、９月末まで延

長されることになりました。こうした対策が事

業者まで迅速、確実に届くよう、遺漏なく対応

します。 

 ところで、コロナ禍のこれまでの経験により、

新型コロナウイルスに対する感染防止策や感染

後の処置等について、多くの知見が蓄積されま

した。また、治療薬の開発、実用化が進むなど、

コロナへの対応力は２年前に比べ、格段に高ま

っています。そうしたこともあり、海外では感

染対策の緩和が主流となってきています。そろ

そろ我が国も、感染対策と社会経済再活性化の

両立に向けて、コロナと共生しながら、日常性

の回復を図っていくべきではないかと考えてい

ます。 

 その上で、疲弊した県経済を、速やかに民需

主導の自立的な成長路線へと戻していく必要が

あります。政府も成長と分配の好循環による新

しい資本主義の実現を目指しており、その成果

を期待しています。 

 そのような中、足下では残念ながら、例えば、

県中小企業団体中央会による４月の景況調査で

は、コロナ禍から次のステージへの移行を期待

する一方、エネルギー、原材料の価格高騰や部

品調達の停滞など、多くの懸念が示されていま

す。県内企業の倒産件数も、大筋において、コ

ロナ前と比べて顕著な動きはないものの、本年

５月の連休前後には一時、コロナ関連倒産が続

いたことから、先行き不安が残ります。加えて、

ロシアによる無法なウクライナ侵略と、これに

対する経済制裁が世界規模での不確実性を高め、

経済活動の下押し圧力となっています。国際通

貨基金では、既に世界全体の本年実質成長率を

下方修正しており、これによれば、日本の成長

率も当初の３．３％から０．９ポイント減とな

る２．４％と予測されています。ウクライナ危

機がさらに長期化し、ロシアへの制裁が続けば、

経済への打撃は、より深刻さを増すものと思わ

れます。 

 なお、ウクライナ避難民の苦難に対しては、

日々心を痛め、人道支援の必要性を強く感じて

います。県内でも９世帯２４人を受け入れてお

り、また、緊急プロジェクトとして県を窓口に

寄附金を募ったところ、目標としていた５００

万円を超える寄附をいただいています。御協力

を賜った皆様に、心より感謝します。今後、避

難民の方々の生活支援や地域との交流事業など

に役立てていきます。 

 話を社会経済の再活性化に戻すと、これには

懸念材料もいろいろとありますが、楽しみな動

きも見えます。特に本県は、経済成長の原動力

となる創業、起業が大変盛んであり、毎年５０

０件を超えるスタートアップ企業が誕生してい

ます。昨年度もその勢いは衰えず、５６０件の

企業が勢いよく産声を上げました。また、経済

の牽引役として進めてきた企業誘致も、昨年度

はサプライチェーンの見直しによる国内回帰等

の流れもあり、誘致件数は過去最多の６８件と

なりました。大型工業用地のニーズにも対応し

ながら、引き続き全力で企業誘致に取り組んで

いきます。 

 地域の隅々にまで仕事を創り出す農林水産業

でも、昨年度、新規就業者数が４６９人と過去

最多を記録しました。お陰で生産も順調であり、

その結果、輸出も３５億９千万円と、こちらも

過去最高となりました。将来にわたり躍進を続

けられるよう、気を引き締めて、生産者や農業

団体等の意欲ある取組を支援していきます。 

 地域経済を広く動かす観光業の復活も欠かせ

ません。アウトドアガイド認証制度の創設をは

じめ、サイクルツーリズムや食文化をいかした

ガストロノミーツーリズムの展開など、おんせ

ん県おおいたに一層の魅力を添えながら、旅行

需要を喚起します。心待ちなのは、ＪＲグルー

プによる大型観光プロモーション、デスティネ
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ーションキャンペーンです。令和６年度の春、

大分、福岡両県での共同開催が決定しました。

来月には実行委員会を立ち上げ、観光素材の磨

き上げや、おもてなしの体制整備などに着手し

ます。訪日観光客の受入れも、約２年ぶりに解

禁されました。水際規制のさらなる緩和を政府

に求めつつ、多言語動画沸騰大分による観光情

報の発信や、ターゲットとする国々の旅行者ニ

ーズに即したツアー造成など、機を逸すること

なく、インバウンドの本格再開に対応します。 

 そして現在、多くの企業が顧客満足度を高め

ながら、利益ある持続的成長を実現するため、

デジタル技術を活用した生産性や販売力、収益

力等の向上に取り組んでいます。県内でも、こ

のデジタル変革、ＤＸの動きが活発化し、好事

例も出てきました。豊後大野市にある野菜の加

工販売会社では、見積計算をネット上で体系化、

システム化することにより、人手をかけること

なく、迅速、明快な価格提示を可能としました。

取引先の満足度向上と同時に、従業員も営業活

動など他の中核業務に時間を割けるようになっ

たとのことです。九重町の酒造会社では、麹の

温度管理を自動制御することで、職人の負担軽

減を図るとともに、品質の安定化を通じた銘酒

作りにつなげています。こうした取組を多様な

分野に広げるため、専門的知見を持ったデジタ

ル企業と中小企業等をマッチングさせ、ＤＸを

共創していく仕組みを今般、構築しました。セ

ミナーや相談会もあわせて開催し、各社それぞ

れがありたい姿に到達できるように、ＤＸの積

極的な展開を応援します。 

 発展著しい先端技術を、新産業の創出にいか

していくことも重要です。中でもドローンにつ

いては、機体認証制度等が年内に創設され、有

人地帯での補助者なし、目視外での飛行が解禁

される見込みとなりました。そこで存在感を発

揮するのが、県と民間企業で共同開発をしたド

ローンアナライザーです。県産業科学技術セン

ターに配備しており、飛行性能の多角的評価が

可能な本システムの活用によって、国の機体認

証制度に合致した性能試験の手法を確立できれ

ば、全国のドローン関連企業が注目するように

なるものと期待しています。 

 世界的に伸びゆく宇宙産業にも目が離せませ

ん。大分県では、アジア全体における宇宙産業

の拠点として大分宇宙港の準備を進めており、

様々な宇宙ビジネスの芽も県内に出始めていま

す。衛星データを活用した海洋浮遊ごみの回収

や車椅子利用者の移動支援などは、その先進例

です。また、ビジネスプラングランプリで過去

に最優秀賞を獲得したＩＴ企業では、ごみ収集

車の運行管理に衛星測位システムを導入するこ

とで、ルートの最適化や収集業務の効率化を実

現し、商用化を果たしています。 

 加えて本県の強みは、ものづくり産業です。

世界企業との取引によって技術力が磨かれ、こ

れまで大きく発展してきました。しかし、取り

巻く環境は変わりつつあります。例えば、全国

に先駆けて企業会活動を始めた半導体分野では、

台湾の受託製造大手が熊本進出を決めるなど、

これから世界レベルで半導体の供給構造が変化

していくものと思われます。本県の半導体産業

も、その中でしっかり位置付ける必要がありま

す。県経済をリードする自動車産業では、加速

する電動化シフトに向けて、組立産業だけでな

く、広範な部品産業も含めて、その対応を迫ら

れています。また、本県は鉄鋼業や化学工業な

ど、我が国経済を支える素材業種の大規模工場

が集中しており、県内総生産当たりの二酸化炭

素排出量は全国最大となっています。これまで

のものづくり産業県としての優位性をこれから

も維持していくには、この製造工程でも脱炭素

を実現しなければなりません。そこで、これら

半導体や自動車、コンビナート企業群の課題と

展望に関し、２０３０年、２０５０年を見据え

た多角的な議論を深めるため、ものづくり未来

会議おおいたを立ち上げました。官民、有識者

の知恵を結集し、ものづくりの夢ある将来像を

描いていければと思っています。いや、ぜひ描

いていかなければならないと思います。 

 芸術文化の振興について申し上げます。 

 先月２２日、日中韓交流の東アジア文化都市

２０２２大分県が幕を開けました。年末にかけ

て、県民総参加の多彩な関連行事を各地域で開
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催し、誇るべき「おおいた」の芸術文化を広く

情報発信します。続くコロナ禍で本格的な国際

交流とはいきませんが、これを機に、草の根レ

ベルの関係を末永く保つことが大事だろうと考

えています。 

 開幕式典では、マルタ・アルゲリッチさんの

来県が３年ぶりにかない、記念演奏を御披露い

ただきました。アルゲリッチさんにおかれては、

平成８年に別府アルゲリッチ音楽祭の総監督と

して就任以来、本県音楽文化の発展に多大な貢

献を賜っています。また、県内各地でピノキオ

コンサートを開催するなど、子どもの豊かな心

の成長や若手音楽家の人材育成にも、大いに寄

与していただいています。こうした数々の御功

績をたたえ、このたび県民栄誉賞を授与したと

ころです。また、アルゲリッチさんと長年親交

がある伊藤京子さんには、総合プロデューサー

として、音楽祭を大分の宝となるまでに育んで

いただきました。長年にわたる御尽力に対し、

この場をお借りし、深甚なる感謝をささげたい

と思います。 

 次に、提出した諸議案について、主な内容を

説明します。 

 初めに、第５７号議案令和４年度大分県一般

会計補正予算（第１号）です。今回の補正は、

主に国のコロナ禍における原油価格・物価高騰

等総合緊急対策を踏まえた諸施策について措置

するものです。 

 補正額は、５０億４,８７４万４千円であり、

これに既決予算額をあわせると、累計で７，２

２８億８，９７４万４千円となります。 

 以下、主なものを説明します。 

 まず、生活困窮者対策に関し、家計急変世帯

の高校生に係る授業料について、国の支援制度

の足らざるところを県独自に補い、現行の就学

支援金などと同等の支援水準を確保します。ま

た、保育所、幼稚園等における給食費の値上げ

を抑制するため、高騰する食材費への財政支援

を講じます。子ども食堂に対しても、食事の提

供回数に応じた補助制度を臨時に設け、運営継

続に力を添えます。 

 次に商工業では、物価上昇に見合う価格転嫁

を図りつつ、賃金の底上げを促進していくこと

が肝要です。そのため、国の業務改善助成金を

活用し、生産性向上に資する設備整備などを行

う中小企業等には、自己負担分の２分の１を支

援します。なお、事業所内最低賃金が本県最低

賃金よりも３１円以上、上回っている場合、国

助成金の対象外となりますが、政府目標である

最低賃金の全国加重平均千円を念頭に置き、も

う一段の賃上げを実施する中小企業等には、国

制度に準じた支援金を県独自に交付します。 

 また、地域の個人消費を盛り上げるため、プ

レミアム率３０％の商品券を市町村と連携して

発行します。全国に向けても、大手ＥＣモール

を活用した割引クーポン付きのＷｅｂ物産展を

開催することとし、その中では、顧客接点を強

化するライブコマースも取り入れていきます。 

 燃料高騰のあおりを受ける地域公共交通も守

っていかなければなりません。そこで、特に県

民生活に密着する乗合バスやタクシーの運行維

持に向けて、燃料費の一部を事業者に対して助

成します。地域物流の要を担うトラック運送に

関しても、燃料高騰分の価格転嫁を促進するた

め、荷主や貨物自動車運送業者を対象として、

燃料サーチャージの導入実態を調査するととも

に、その結果も踏まえた価格交渉促進セミナー

を開催します。 

 食料安全保障の面からも関心が高まる農林水

産業については、施設園芸や乾しいたけ生産、

漁船漁業等における省エネ機器の導入を促進す

るため、既存支援制度の事業主負担を軽減しま

す。また、畜産に関する配合飼料価格安定制度

においては、生産者積立金の単価アップを余儀

なくされていることから、その増額分を臨時に

助成します。肥料の価格が急騰する中、一部を

畜産堆肥で代替させる工夫も重要だと思ってい

ます。そのため、高品質な堆肥を県域流通させ、

農家が安心して適時、適量に利用できるよう、

ＪＡ全農おおいたを主軸とした耕畜連携の体制

づくりを後押しします。 

 最後に予算外議案として、第６０号議案大分

県使用料及び手数料条例の一部改正についてで

す。その主たる内容は、教育職員免許状の更新
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制度が来月１日に廃止されることに伴い、関係

手数料を廃止するものです。 

 以上をもって提出した諸議案の説明を終わり

ます。何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただき

ますようお願いします。 

御手洗議長 これをもって提出者の説明は終わ

りました。 

  〔三浦副議長退場〕 

―――――→…←――――― 

 副議長辞職の件 

御手洗議長 副議長三浦正臣君から副議長の辞

職願が提出されました。 

 お諮りします。この際、副議長辞職の件を日

程に追加し、直ちに議題としたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、副議長辞職の件を日程に追加し、直

ちに議題とすることに決定しました。 

 副議長辞職の件を議題とします。 

 まず、その辞職願を朗読させます。 

―――――→…←――――― 

  〔職員朗読〕 

  辞職願 

 今般都合により副議長を辞職したいので、許

 可されるよう願い出ます。 

 令和４年６月１４日 

    大分県議会副議長 三浦正臣 

大分県議会議長 御手洗吉生 殿 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 お諮りします。三浦正臣君の副議

長辞職を許可することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、三浦正臣君の副議長辞職を許可する

ことに決定しました。 

  〔三浦議員入場〕 

―――――→…←――――― 

 副議長の選挙 

御手洗議長 ただいま副議長が欠員となりまし

た。 

 お諮りします。この際、副議長の選挙を日程

に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、副議長の選挙を日程に追加します。 

 これより副議長の選挙を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

  〔議場閉鎖〕 

御手洗議長 ただいまの出席議員数は４３名で

あります。 

 投票用紙を配付させます。 

  〔投票用紙配付〕 

御手洗議長 投票用紙の配付漏れはありません

か。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

  〔投票箱点検〕 

御手洗議長 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は、単記無記名

です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、

議席順に順次、投票願います。 

  〔各員投票〕 

御手洗議長 投票漏れはありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了します。 

 開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会

人に清田哲也君、成迫健児君及び吉村哲彦君を

指名します。 

 ３名の諸君の立会いを求めます。 

  〔立会人登壇〕 

御手洗議長 投票箱を開き、投票の点検をさせ

ます。 

  〔投票点検〕 

御手洗議長 選挙の結果を報告します。 

 投票総数    ４３票 

  有効投票   ４２票 

  無効投票    １票 

 有効投票中 

  古手川正治君 ２５票 
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  玉田輝義君  １７票 

 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は１１票です。 

 よって、古手川正治君が副議長に当選されま

した。 

 議場の閉鎖を解きます。 

  〔議場開鎖〕 

御手洗議長 ただいま副議長に当選された古手

川正治君が議場におられますので、会議規則第

３２条第２項の規定により、本席から当選を告

知します。 

 副議長に当選された古手川正治君から当選承

諾及び就任の御挨拶があります。古手川正治君。 

  〔古手川副議長登壇〕 

古手川副議長 さきほどは１０２代副議長に御

選任いただき、誠にありがとうございます。 

 １１年間、議会活動を通じて学んだことをい

かし、御手洗議長を支え、そして、議会、県政

の発展のために努力します。どうぞ皆様方の引

き続きの御指導、よろしくお願いします。誠に

ありがとうございました。（拍手） 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 以上をもって本日の議事日程は終

わりました。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 この際、三浦正臣君から退任の御

挨拶をしたい旨の申出がありましたので、これ

を許します。三浦正臣君。 

  〔三浦議員登壇〕 

三浦議員 昨年３月から本日まで、大変多くの

皆様方から御支援、御指導を賜り、まずもって

心より厚く感謝と御礼を申し上げます。 

 さて、この間、大分県立芸術文化短期大学６

０周年記念式典をはじめ、多くの公務に参加し

ました。中でも、昨年１１月、日本赤十字社名

誉副総裁寬仁親王妃信子殿下が御来県、御臨席

された九州８県赤十字大会において、大分県議

会を代表して祝辞を述べたことは、私にとって

大変強く印象に残っています。 

 また、九州議長会、在京大分県人会定期総会、

大韓民国国慶日レセプション等、県外において

も数多くの公務に出席し、私にとって大変貴重

な経験をしました。ありがとうございました。 

 また、広報委員会の委員長として、若年層が

これまで以上に大分県議会を分かりやすく身近

に感じてもらえればと思い、昨年４月から、大

分県議会公式ツイッターの開設、また７月には、

出張おんせん県議会若者ＤＡＹを初めて出張型

で日本文理大学で開催、そして何より、８月３

日には、小学生、そして保護者の皆様を対象に

した夏休み子ども議会見学を初めて開催し、多

くの子どもたちが本議場で皆様方の議席に座り、

我々議員との触れ合いトークを行いました。こ

の夏休み、子ども議会見学は今年度も実施予定

ということであり、私にとっても大変うれしく

思っています。 

 さらに、政策検討協議会会長として、男女が

生き生きと暮らせる大分県づくりに向けた政策

提言を各会派の皆様方と一緒に調査研究、検討

を重ね、本年３月に議長に報告書を提出しまし

た。また、本会議場、そして委員会室において

は、新型コロナウイルス感染症防止対策を講じ、

加えて、議員の皆様方に一人１台のタブレット

端末を配備しました。 

 お陰様でこのように、同僚、先輩議員の皆様、

広瀬知事をはじめとする県執行部の皆様、議会

事務局職員の皆様方の温かい御支援と御協力の

お陰で、大分県議会副議長という大役を終える

ことができました。重ねて、改めて厚く感謝と

御礼を申し上げます。 

 今後は、この経験をいかし、私自身、微力で

すが、大分県のさらなる発展に向けて、しっか

り取り組んでいきます。どうか変わらぬ御指導

と御鞭撻を賜りますようお願いし、副議長退任

にあたっての私からのお礼の御挨拶とします。

皆様、本当にありがとうございました。（拍手） 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 お諮りします。明１５日から１７

日までは、議案調査のため休会としたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、明１５日から１７日までは休会と決

定しました。 
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 なお、１８日、１９日は県の休日のため休会

とします。 

 次会は、６月２０日定刻より開きます。日程

は、決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 本日はこれをもって散会します。 

午前１０時５４分 散会 
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令和４年第２回大分県議会定例会会議録（第２号） 

 

令和４年６月２０日（月曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第２号 

            令和４年６月２０日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 御手洗吉生 副議長 古手川正治 

    志村  学     井上 伸史 

    吉竹  悟     清田 哲也 

    今吉 次郎     阿部 長夫 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    衛藤 博昭     森  誠一 

    大友 栄二     井上 明夫 

    鴛海  豊     木付 親次 

    三浦 正臣     嶋  幸一 

    元吉 俊博     阿部 英仁 

    成迫 健児     浦野 英樹 

    高橋  肇     木田  昇 

    羽野 武男     二ノ宮健治 

    守永 信幸     藤田 正道 

    原田 孝司     小嶋 秀行 

    馬場  林     尾島 保彦 

    玉田 輝義     平岩 純子 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    河野 成司     猿渡 久子 

    堤  栄三     荒金 信生 

    麻生 栄作     末宗 秀雄 

    小川 克己 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           広瀬 勝貞 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          黒田 秀郎 

 教育長          岡本天津男 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         和田 雅晴 

 企画振興部長       大塚  浩 

 企業局長         磯田  健 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        松田 哲也 

 福祉保健部長       山田 雅文 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     高濱  航 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       島津 惠造 

 会計管理者兼会計管理局長 廣末  隆 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         秋月 久美 

 人事委員会事務局長    後藤  豊 

 労働委員会事務局長    田邊 隆司 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

御手洗議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 本日の議事は、お手元に配付の議

事日程第２号により行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑 

御手洗議長 日程第１、第５７号議案から第６

６号議案まで及び第２号報告から第４号報告ま

でを一括議題とし、これより一般質問及び質疑

に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。大友栄二君。 

  〔大友議員登壇〕（拍手） 

大友議員 おはようございます。１１番、自由

民主党、大友栄二です。 

 本議会トップバッターを務めます。先輩同僚

議員、支援者の皆様に感謝の気持ちを持って、
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早速質問に入ります。 

 今後の誘客対策についてです。 

 本県の一大産業である観光ですが、コロナ禍

や令和２年７月豪雨等の災害で大きな影響を受

けています。 

 県内の延べ宿泊客数は、令和元年には約７９

０万人であったところ、２年が約４８６万人、

３年の速報値では約４２９万人と大きく減少し

ています。 

 そんな中、先頃ＪＲ各社が取り組む国内最大

級の観光イベント、デスティネーションキャン

ペーンの本県開催が決定しました。これぞ正に

観光産業復活の起爆剤として、今後、令和６年

の開催に向けて様々な準備が進んでいくことと

思います。キャンペーンの大成功を大いに期待

し、また私の地元にも様々な観光資源があるの

で、受入準備を含め協力を惜しまず取り組んで

いきます。 

 前回の平成２７年のときには１３３億円の経

済効果があったと聞いており、今回もおんせん

県おおいたブランドのさらなる向上のほか、宇

宙港やホーバーなど新たな魅力もＰＲできるの

ではないかと期待を膨らませています。 

 ただし、気になる点もあります。 

 一つは、福岡県との共同開催と聞いています

が、エリアも広がるとともに関係者も多くなる

ことと思います。インバウンドの視点も盛り込

みながら、いかに回遊してもらうか、福岡県と

の連携が大切になってくると思います。 

 また、ＪＲと連携したイベントではあります

が、例えば、耶馬溪のように鉄道が通っていな

い市町村、地域もあります。これらＪＲとつな

がりのないところをいかに関連付けていくのか

も大変重要な視点だと思います。 

 今後、市町村や観光協会をはじめ、関係団体

と県が一枚岩となって、精力的かつスピーディ

ーに機運を盛り上げていただきたいと考えます

が、こうしたことを踏まえ、県として、ＤＣの

成功に向け今後どのように進めていくのか伺い

ます。 

 次に、ツーリズムおおいたにおける使途不明

金についてです。 

 先週１６日に行われた事務局の記者会見で、

不明金が約５，７００万円と公表されました。 

 県観光を牽引するツーリズムおおいたには、

二度とこのようなことが発生しないよう対策を

講じていただく必要がありますが、これまでの

再発防止の取組とそれに対する県の指導監督の

状況について、観光局長に伺います。 

 続いて、アーバンスポーツの振興についてで

す。 

 新型コロナウイルスの影響により、密になら

ずに個人で競技ができるアーバンスポーツの人

気が高まっており、とりわけスケートボードは、

東京オリンピックで日本勢がメダルを量産し、

注目度はさらに高まっています。 

 また、今年４月２２日から２４日には、スケ

ートボードやＢＭＸなどのアーバンスポーツの

国際大会Ｘゲームズが千葉市にて日本で初めて

開催されました。会場には４万人の観客が押し

寄せ大盛況となったようです。ここでも日本人

選手の活躍は目覚ましく、男子スケートボード

ストリート、そして女子スケートボードパーク

の種目では、日本勢が１位から３位を占め、表

彰台を独占しました。こうした雄姿を目の当た

りにした子どもたちの中には、将来のトップア

スリートを目指して競技を志す人も多くいると

思います。 

 高まっているスケートボード熱ですが、一方

で、身近にスケートボードができる施設が少な

いことが課題となっており、公道や公園でスケ

ートボードを行うマナーが十分でない若者と一

般市民とのトラブルが懸念されます。 

 また、滑り方だけではなくマナーやルールを

教えてもらえるスケートボード教室が少ないこ

とも課題にあげられます。こうした背景もあっ

てのことか、大分市のＴ－ｗａｖｅでは、大分

スケートボード協会が主催するスクールに定員

を超える申込みが寄せられていると聞いていま

す。 

 人気が高まりつつあるスケートボードについ

て、県内にスポーツとして競技する環境が十分

に整っていないために、マナーアップや競技力

の向上につながっていないと感じています。ス
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ケートボードをはじめ、アーバンスポーツの振

興についてどのように取り組んでいかれるのか、

企画振興部長の見解を伺います。 

 以下は対面席より質問します。 

  〔大友議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

御手洗議長 ただいまの大友栄二君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 大友栄二議員から誘客復活について、

いろいろ御提案を交えて御質問いただきました。 

 まず私から、デスティネーションキャンペー

ンに向けた今後の取組についてお答えします。 

 デスティネーションキャンペーン、いわゆる

ＤＣの開催の決定は、本県の観光産業のみなら

ず、経済界全体においても、コロナ禍における、

いわば未来の光であり、皆さんの期待の大きさ

を感じています。 

 本県においては９年ぶりの開催となる今回の

ＤＣでは、ポストコロナを見据えて、さらには

前回ＤＣにおける経験や、福岡県との共同開催

によるメリット等を最大限にいかして、本県観

光の復活の起爆剤とします。議員の御指摘のと

おり、インバウンドの視点も含めた周遊促進や、

鉄道がない地域をいかに巻き込んでいくかとい

う観点も誠に大切です。そうした点も踏まえ、

ＤＣ成功に向けては、次の三つのポイントが重

要だと考えます。 

 一つは、大分・福岡連携による新たな旅の提

案です。旅行ニーズが多様化する中、一人一人

が求める最適な旅を実現するため、両県の特色

や魅力を余すことなく一体として届けることが

肝要です。例えば、福岡の都市型観光と大分の

温泉や自然など、異なる魅力をかけ合わせて、

旅の満足度を高めます。古くから伝わる歴史や

文化など、両県の関連する素材を一つの物語と

して提案することで、新たな価値を創出します。

このような取組を通じ、新たな周遊ルートを開

発し、域外からの観光客をしっかり呼び込むと

ともに、両県民が地域の魅力を再発見する機会

とします。また、福岡との連携では、豊富な海

外路線の存在も大きなメリットの一つです。こ

の機会を通じて、外国人観光客にも強力にアピ

ールすることで、インバウンドの着実な回復に

もつなげていきます。 

 二つは、ポストコロナを見据えた新たなステ

ージへの挑戦です。現在、市町村や地域観光協

会等と連携して、アドベンチャーツーリズムな

どの自然体験型コンテンツの開発、ＭａａＳや

電動モビリティを活用した、鉄道だけではない

複合的な交通対策などにも取り組んでいます。

議員言及の耶馬溪についても、電動キックボー

ドを活用した周遊コースづくりの実証実験に着

手したところです。こうした取組によりおんせ

ん県おおいたに一層の魅力を添え、旅の高付加

価値化を促進し、持続可能な観光の実現を目指

します。 

 そして三つは、やはり地域への愛着を育むお

もてなしの実現が大事です。前回ＤＣでは、観

光客の出迎えや観光案内、街角の清掃や花の装

飾など、県民の皆さんによるおもてなしの一つ

一つが観光客に大変好評でした。住んでいる方

も訪れる方も、外国の方も含む誰もが地域への

愛着を抱き、再び訪れたいと感じる県民総参加

のおもてなしに取り組みます。 

 ＤＣ開催の令和６年は随分先に感じますが、

全国最大級の観光キャンペーンであるため、準

備には相当な時間を要すると思います。早速、

来月には官民一体となった実行委員会を立ち上

げて、その準備を加速していきます。 

 私からは以上ですが、その他の御質問につい

ては担当の部長、局長から答弁をさせます。 

御手洗議長 秋月観光局長。 

秋月観光局長 私からは、ツーリズムおおいた

における使途不明金について御説明します。 

 ツーリズムおおいたでは、事件判明後、速や

かに外部調査委員会を立ち上げ、問題発生に至

った経緯の解明と再発防止に向けた提言等を求

めるとともに、刑事手続による問題解決を図る

ために、大分中央署に告訴を行いました。 

 外部調査委員会からは、通帳、銀行印の管理

を含む支払手続等への内部牽制が不十分だった

ことや、経理事務に対するチェック機能が脆弱

だったことなどを指摘されました。 

 これを受けてツーリズムおおいたでは、通帳、
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銀行印の管理や支払手続を複数人で行うよう厳

格化したほか、顧問税理士と新たに監事に選任

した公認会計士が重層的かつ定期的に経理事務

の状況を確認する体制を構築しました。 

 県では、公益法人たるツーリズムおおいたの

適正な事業運営を確保するため、理事へのヒア

リングや会計帳簿等の書類検査を実施しました。

さらに、４月からは毎月、再発防止策が適切に

運用されていることを現地で確認しています。 

 本県観光振興の中心を担うツーリズムおおい

たへの信頼回復が何よりも大切です。今後も再

発防止策が確実に実施され、公益法人としてふ

さわしい組織の運営が行われるよう、必要な指

導、監督に取り組んでいきます。 

御手洗議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 アーバンスポーツの振興に

ついてお答えします。 

 アーバンスポーツは、従来の体育の概念にと

らわれず、遊びの要素を取り入れた楽しむスポ

ーツとして人気であり、町なかで個人でも気軽

にできるスポーツとして若者を中心に広がって

います。 

 一方で、公園等を活動の場とするため、安全

性やマナーの面で他の利用者とトラブルになる

場合があり、競技者のモラルの向上が課題です。

また、アーバンスポーツを身近に体験できる場

所の確保も必要です。 

 県では、今年度、市町村と連携し、県内各地

のスポーツ施設や商業施設等で出張型のスケー

トボードスクールを開催し、初心者や親子を対

象に、安全な乗り方やマナーを学んでもらうこ

とにしています。 

 また、今年１０月には、日本最大級のキッズ

向けスケートボードコンテスト、ＦＬＡＫＥ 

ＣＵＰを本県で初めて開催します。集客力のあ

る大型商業施設で開催することにより、子ども

たちだけでなく、多くの方にもアーバンスポー

ツへの興味、関心を持ってもらい、認知度向上

への取組をさらに進めていきます。 

御手洗議長 大友栄二君。 

大友議員 ありがとうございます。 

 今、報道等では、観光動向も増加傾向と言わ

れていますが、これはあくまでコロナ禍の最悪

な状況との比較が多くて、コロナ前に比べたら、

まだまだホテルや観光業、関連企業は厳しいと

ころがあります。 

 本県は観光が基幹産業の一つでもあるので、

コロナ禍からの脱却という意味では、このＤＣ

に大きな期待を持っています。 

 ＤＣの中身については、これから先というこ

とですが、ぜひ県内偏りなく周遊していただけ

るような仕組みづくりをお願いします。 

 また、不祥事が発生したことについては大変

残念ですが、その検証を十分に行った上で、こ

れからＤＣの成功に向けて、再度県観光をしっ

かりと牽引していっていただきたいということ

を要望しておきます。 

 アーバンスポーツについてですが、これは再

三申してきましたが、やっぱり見るだけのスポ

ーツではなくて、やってみようと思ってもらえ

るような施設整備が重要だと思います。この後

の質問でもちょっと触れようと思いますが、耶

馬溪にアクアパークという施設があって、その

施設があるからこそ水上スキーをやり始める子

どもが増えて、水上スポーツを通して大学の進

学を決めたり、他県からこの環境を求めて転入

してくる方もいらっしゃいます。環境があれば

チャレンジが生まれると私は信じているので、

引き続き施設整備に対するバックアップをお願

いします。 

 では、次に行きます。 

 選ばれる学校づくりについてです。 

 本県の高校入試制度は、平成の初期の学区制

から段階を踏んで今の全県一区入試制度へと変

化してきました。全ての子どもたちに平等に学

ぶ機会を与えるという視点から考えると、この

入試制度は正に子どもたちのニーズに合ったも

のなのかもしれません。 

 しかしながら、近年の普通高校入試志願者数

を見てみると、大分市内は定員を大幅に超える

倍率であり、それとは逆に周辺地域においては

軒並み定員割れを起こすという状況が続いてい

ます。高校定員数は各管内の中学校卒業生を基

に割り出しているので、極端にこのような倍率
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の違いが出るということは様々な理由があると

考えます。 

 一つは、高校無償化の影響もあり私立高校を

選択しやすくなったということです。また私の

地元、中津市のように県境に位置する地域にお

いては隣県への進学も少なからずあるようです。

それだけ子どもたちの選択の幅が広まった反面、

中学校卒業生の減少も拍車をかけ、地域になく

てはならない既存校の定員確保が難しい時代に

突入しています。 

 そのような中、県では魅力・特色ある学校づ

くりの事業により、生徒に選ばれる学校づくり

に努めています。今行っている事業はすばらし

い事業であると感じていますが、以前から言っ

てきたように、生徒や保護者の方に選んでもら

える学校になっているかというと、まだまだ物

足りないというのが本音です。 

 中津市の普通科校では、今年度の定員数に対

しての入学生は、中津南高は定員ほぼ同数、中

津北高は２０人割れ、中津南高耶馬溪校は１０

人割れでした。 

 今後、生徒数減少が進み、耶馬溪校など地域

の高校では、小規模校化や、学校自体の統廃合

を危惧する声も聞かれる中、教育委員会から今

後の県立高校の魅力づくりなど学校、学科の在

り方についての将来ビジョン、県立高校未来創

生ビジョンを策定する旨の公表がありました。

今後の具体的なビジョンについては、外部委員

からなる委員会を立ち上げ、これから検討を進

めると聞いていますが、さらなる統廃合も想定

されるかなど懸念材料もあります。 

 ビジョン策定にあたり、今後、地域の県立学

校が生徒、保護者に選ばれる学校になるために、

どのような方向性で学校づくりを進めていくの

か、魅力・特色ある学校づくりについて教育長

の考えをお聞かせください。 

 また、今回、耶馬溪校など４校に地域と高校

との協働体制を推進するコミュニティ・スクー

ルを拡大すると伺っています。これまで小中学

校の多くでは既に導入されてきましたが、県立

高校での導入は、玖珠美山、久住高原農業高校

に次いで３番目となります。 

 学校運営協議会の中で地域の方や市の方と連

携し、特色を出せるようにしていければと考え

ますが、心配もあります。本来、学校運営協議

会の主な役割は、校長が作成する学校運営の基

本方針を承認する、学校運営に関する意見を教

育委員会又は校長に述べることができる、教職

員の任用に関して、教育委員会規則に定める事

項について教育委員会に意見を述べることがで

きるというものですが、どの程度の権限を持ち、

どの程度の予算を動かせるかなど、明確ではあ

りません。地域の皆さんと共に知恵を出し合い、

学校運営に意見を反映させることで一緒に協働

しながら子どもたちの豊かな成長を支えるとさ

れていますが、概念論であり、なかなかその先

にある姿までイメージできないのが正直なとこ

ろです。高校の専門性に鑑み、企業や関係機関

等を含めた多様な連携先を地域と捉え、取組を

進めている地域もあると伺っています。地域で

子どもたちを育ていくという意味では、中高一

貫校の可能性などについても幅広に議論を深め

ていただきたいと思います。 

 こうしたことを踏まえ、地域と共に地域に必

要とされ選ばれる学校になっていくために、今

後、県立高校においてコミュニティ・スクール

をどのように活用しながら取り組んでいくのか、

教育長の考えをお聞かせください。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 ２点についてお答えします。 

 まず、魅力・特色のある学校づくりについて

です。 

 今回の県立高校未来創生ビジョンは、統廃合

を検討するものではなく、全ての県立高校の魅

力向上に向けて、学校や学科の在り方について

方針を策定するものです。 

 策定にあたっては、各校のこれまでの取組の

状況や課題を検証するとともに、時代や地域の

ニーズに合った学校、学科の在り方について検

討することとしています。 

 学科については、新しい時代に対応した学び

を踏まえ、その在り方について検討を進めます。

他校に先行して、情報科学高校及び津久見高校

では、ＩＴ系人材の育成という喫緊の課題に対
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応するため、来年度、学科改編を行うこととし

ています。 

 また、普通科については、スーパーサイエン

スハイスクール事業や探求的な学びを通して進

学実績を向上させている学校の取組も参考に、

進学力向上につながる生徒の学びや指導の在り

方について全県的に検討を行います。 

 特に地域の学校については、地元の行政や産

業との連携、協働により、一層の魅力向上を図

ります。宇宙港やグリーンツーリズム等、地域

の強みをいかした学びの在り方や、全国募集、

コミュニティ・スクールなどについても検討し

ていきます。 

 次に、県立高校におけるコミュニティ・スク

ールの活用についてお答えします。 

 コミュニティ・スクールの導入は、地域の行

政や産業界などとも積極的につながり、幅広い

意見を学校運営にいかしていくことができ、地

域と共にある学校づくりに有効な手段の一つと

考えます。 

 現在、県立高校では、玖珠美山高校と久住高

原農業高校の２校に導入しており、両校の学校

運営協議会では、学校運営の基本方針への承認

や、教育活動に関することなどに意見をいただ

いています。また、委員を講師とした職業講話

や、委員が経営する企業への訪問などを行って

おり、入学者の増加や生徒の進路実現にもつな

がっています。 

 来年度から、地域資源を活用した学びや、地

域連携の基盤づくりが進んでいる国東高校、安

心院高校、竹田高校、耶馬溪校の４校にも導入

することとしました。 

 このうち、国東高校及び安心院高校について

は、特色ある学科や学びなどをいかし、全国募

集も行うこととしました。 

 新規導入の４校においては、先行している２

校の成果も踏まえつつ、各校の特色をいかした

ものにしていきます。 

御手洗議長 大友栄二君。 

大友議員 まず、冒頭に触れた入試制度につい

て少し伺いますが、前回私が質問した際に、全

県一区制度の検証を、前学区制との比較ではな

くて平成初期の頃の学区制まで遡って検証して

いただきたいとお願いして、教育長からも長い

スパンで検証していきたいと答弁をいただいて

いますが、その後の検証で気付きがあればお聞

きします。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 その検証を行うにあたり、資料を

確認したところ、平成８年度以前の資料は存在

しなかったため、平成９年度以降の状況につい

て検証しました。 

 本県の学区制編制の中で、それぞれの生徒に

おいて通学区域外の受入れの上限を定めている

ため、生徒の流出入の状況も基本的にはその範

囲内で推移しています。 

 一方で、全県一区となってからの区域外への

移動において、大きな変化が生じているとは捉

えていません。例えば、中津市の状況を見ると、

平成７年からの学区制では、市内から市外県立

高校への進学者は市内卒業者数の６％から８％

の間でした。令和４年度入試における市外進学

者の割合は６．７％となっており、大きな変化

は生じていません。 

御手洗議長 大友栄二君。 

大友議員 この制度を検証していく上で、平成

初期の学区制のデータがないのは残念ですが、

現制度のよい部分をいかして、ブラッシュアッ

プしていくことも必要だと思うので、ぜひとも

引き続き深く検証をお願いします。 

 あと、私立学校も頑張っているので、その特

色を出して頑張っている私学ともしっかりと切

磋琢磨しながら、県立高校も特色、魅力をしっ

かりと作っていかなくてはいけないと思います。 

 コミュニティ・スクールについてですが、３

月定例会、吉竹議員の今後の県立高校の在り方

についての質問に対して、知事が、地域がどう

高校をバックアップして盛り上げていくかも重

要と答弁されましたが、このコミュニティ・ス

クールは正に地域主体に移行していくものだと

捉えています。 

 しかし、大きな期待を抱く反面、責任の所在

が不明確にならないかという心配もあります。

しっかりと県教委の責任の下、地域の意向に沿
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った学校づくりを進めていただくことをお願い

します。 

 あと、私が以前から熱望している地域資源で

あるアクアパークを活用した耶馬溪校水上スキ

ー部創設の話ですが、最近、地域の中にも同様

の声や動きが見られています。それとともに、

この日本屈指の環境を求めて、旧市内の小学校

から耶馬溪中学へと進学して水上スキーを頑張

っていたお子さんがいると以前紹介しましたが、

その子が今年度、耶馬溪校に入学してくれまし

た。彼は間違いなく日本トップクラスの選手に

なると思いますが、そのような生徒が在学する

この３年間、これが大切になってくると思いま

す。 

 さきほどアーバンスポーツの質問もしました

が、水上スキーとかウェイクボードなどの水上

スポーツと、例えば、スケートボードとかスノ

ーボード、これは関連性があって、どれかをや

っていると、その関連するものに興味を持って

いることが多いです。私はオリンピックで注目

を浴びたスケートも部活動に取り込み、他県に

ないスケート部や水上スキー部という部活動を

立ち上げ全国公募にするということも、さきほ

ど申した私学と切磋琢磨できる、かつ地域資源

をいかした特色のある学校づくりの一つだと考

えますが、見解を伺います。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 地域の特色や資源を活用して学校、

地域の活性化、あるいは生徒募集につなげるこ

とは、有効な方策であると理解しています。 

 部活動の設置については、顧問や技術指導者

の確保、さらに競技の安全性や練習会場への移

動手段の確保などの課題があると考えます。 

 一方で、学校に部活動がなく、地域スポーツ

クラブなどで練習している生徒についても高体

連の大会に出場できるようにするなど、生徒が

活躍できる場を確保するために、学校ごとに工

夫しています。 

 まずは、こうした対応を基本として、地域と

共に連携、協働した特色ある学校づくりを今後

も進めていきます。 

御手洗議長 大友栄二君。 

大友議員 私は選ばれる学校になるために、出

口づくりが一番重要な課題と考えます。スケー

ターとか水上スキーヤー等のスポーツ選手とし

ての可能性を広げる出口を作る、これも大事だ

と思います。しかも、今はアクアパークという

地域資源があるので、それをいかしてできるの

は最大の魅力、特色であると思います。現にこ

の環境で育って世界に羽ばたく方もいらっしゃ

るし、この環境を求めて中津に入ってくる方も

いらっしゃるということで、正に地域の特色で

あると思います。 

 地域に学校がなくなると寂しくなるという感

情的な話ではなくて、地域を牽引する役割を担

う耶馬溪校が必要不可欠な存在になり得ると思

います。地域の中で、部活動ではなくて社会体

育の中でやっていくというのも分かるんですが、

高校の魅力化を作るという意味で、こういう部

活動に力を入れる学校があってもいいんではな

いかと思いますが、再度教育長の考えをお聞か

せください。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 生徒の多様な進路目標実現には、

学校と地域が連携し、継続的に生徒支援をして

いくことが重要だと考えます。コミュニティ・

スクールを導入することで、さらに地域との組

織的な連携、協働体制が継続的なものとなり、

地域を担う人材の育成にもつながると考えます。 

 今し方、部活動の考え方についてお答えしま

したが、繰り返しになるかもしれませんが、で

きるだけ課題を解決してもらいながら、部員と

なりたい生徒がどれぐらい増えてくるのか、そ

ういったところも見極めながら考えていきます。 

 以前には同好会があったことも承知していま

す。まずは学校での盛り上がり、熱の入り方、

その辺りをしっかり見ていきます。 

御手洗議長 大友栄二君。 

大友議員 ありがとうございます。以前、同好

会もありましたし、今も同好会というか部活動

でしっかり立ち上げていこうという動きもある

ので、大変難しい部分も多いと、クリアしなけ

ればいけない課題も多いことは理解できますが、

いろんなニーズがあるのは間違いないし、大学
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との連携で進学につなげることも十分に可能だ

と思うので、私は可能性がある限りしつこくお

願いしたいと思うので、引き続き地域に必要と

され、生徒たちに選ばれる学校づくりに努めて

いただくことをお願いして、次の質問に移りま

す。 

 子どもを中心とした諸課題についてです。 

 本県においては子育て満足度日本一の実現を

目指し、令和２年３月に策定した第４期おおい

た子ども・子育て応援プランに基づき、結婚か

ら妊娠・出産、子育てまで切れ目のない支援に

取り組んでいただいていると思います。 

 そうした中、国では先日、こども家庭庁設置

法案が可決され、令和５年４月１日にこども家

庭庁が創設されることとなりました。こども家

庭庁の創設にあたっては、常に子どもの視点に

立って、強力かつ専一に取り組む独立した行政

組織と専任の長官ができるということで、各省

庁の間で抜け落ちることがなく、切れ目ない支

援が実現されることを期待しています。 

 子どもへの関わりは、妊娠・出産、子育てを

通じて支援する母子保健、保育所や子育て支援

サービス、困りを抱える子どもへの支援を行う

児童福祉、小学校就学後の教育と、関わりの主

体が子どもの年齢や状況等によって移り変わる

ことから、関係者が連携して支援を行うことが

重要だと思います。 

 特に小学校就学前後の移行期においては、保

健師などの母子保健や保育士などの児童福祉か

ら学校教育の場へと子どもに主として関わる場

が変わるため、発達が気になるなど困りを抱え

る子どもたちへの支援が途切れてしまい、子ど

もたちが戸惑ってしまったり、悩んでしまうケ

ースもあるのではないでしょうか。発達が気に

なるお子さんに対しては、適切な支援を早期か

ら継続的に実施することで、お子さんによって

は将来的に特別な支援などなく生活できるよう

になるとも聞きます。そういったお子さんに対

して、関係機関が連携して適切な支援を継続す

ることは非常に重要だと考えます。 

 また、昨年度、県でヤングケアラー実態調査

を行い、家族の世話をすることで困り事を抱え

ている児童生徒が約千人いるという推計値が出

されました。ヤングケアラーについては、誰を

世話しているか、どのような悩みを抱えている

かによって、どのように支援するべきかは様々

だと思うので、学校だけで対応するのは難しい

ケースもあると思います。そういった場合には、

学校と福祉が連携して支援することが必要では

ないでしょうか。 

 今後、本県においても、国のこども家庭庁を

見据え、子どもを中心とした切れ目ない支援の

実現にどのように取り組まれるのでしょうか。

特に福祉と教育との連携という観点について、

知事の考えを伺います。 

 次に、幼児教育センターの今後の展望につい

てです。 

 福祉と教育の連携の中でも、幼稚園、小学校、

こども園、保育所について、区分や設置主体に

かかわらず全ての子どもが健やかに成長できる

よう、連携をどのように深めていくかも大切な

部分です。互いの教育、保育の内容を理解する

ことや幼児同士、幼児と児童の交流などによっ

て子どもの育ちをつなげていくことで、小１プ

ロブレムの解消にもつながります。 

 研修、支援、情報の収集・発信、連携の四つ

の機能を掲げた幼児教育センターが設置された

ことにより改善された部分も多くあると思いま

すが、実際には、特に保育所、こども園と小学

校との連携は思ったほどの成果が出ていないよ

うにも感じます。 

 また、教育、保育を担う人材の確保、育成も

大事な問題です。現場では人材不足を感じてい

ます。業務負担軽減に向けたＩＣＴの活用など

も含め、幼児教育の充実を図ってほしいと思い

ます。 

 コロナ禍の影響により、センターの活用や連

携自体が難しい２年間だったのではないかと思

いますが、幼、小、こ、保の連携を含め、幼児

教育センターの今後の展望をお聞かせください。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 ただいま子どもを中心にした諸課題

について御質問いただきました。 

 私から、支援が必要な子どもに対する切れ目
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のない支援についてお答えを申します。 

 障がいのある子どもの支援を行っている施設

に以前伺った際に、最も大切なことは、早期に

子どもの特性を把握することと、継続して支援

していくことの二つだとお聞きしました。そう

した意見も踏まえ、県ではこれまで、発達が気

になるなどの困りを抱える子どもやその御家族

に対して、きめ細かな支援をしてきました。 

 保育所等の現場では、県独自の取組として、

平成２６年度から約７００人の保育コーディネ

ーターを養成して、発達障がいなどの子どもや

その御家族を支援できるようにしています。 

 また、昨年度からは、保護者等からの子ども

の発達に関する相談にワンストップで対応する

ために、発達支援コンシェルジュを各圏域に配

置して、適切な関係機関へのつなぎはもとより、

必要に応じて訪問支援も行っています。 

 加えて、発達障がいの診断を受けていないも

のの、発達が気になる子どもなどについては、

小学校就学の際に、伝達すべき必要な情報が途

切れないような取組も必要です。 

 例えば、中津市では、小児科の医師を中心に、

日頃から母子保健、児童福祉、教育の各関係者

がケース会議等を通じて顔の見える関係を構築

し、切れ目のない支援を実践しています。 

 今年度は、こうした好事例も参考に、就学前

後を通じた支援体制づくりに向けて、関係機関

の連携体制構築のためにガイドラインを策定し

て、市町村への横展開を進めていきます。 

 関係機関の連携という点では、ヤングケアラ

ーについても同様に大事です。 

 先日の総合教育会議においても議題にあげて、

福祉と教育が互いに連携して取り組んでいくこ

とを確認しました。 

 この４月に、ヤングケアラー専門の相談窓口

を設けましたが、児童や生徒本人からの相談は

まだありません。そのこと自体が、この問題の

難しさを表しています。やはり、ただ待つだけ

ではなくて、子どもの様子を日々身近にいる大

人が気付いて、支援につなげるプッシュ型の取

組が必要だと考えます。 

 このため、学校や訪問介護の現場等で支援が

必要な子どもを早期に発見し、必要な支援につ

なげられるように、教育や介護事業所などの関

係者を対象にした研修を行って、ヤングケアラ

ーへの支援体制を構築していきます。 

 来年４月に設置されるこども家庭庁に先んじ

て、県としては、こうした取組を通じて、社会

の宝である子どもが誰一人取り残されることな

く、健やかに生まれ育つことができる温かい社

会を築いていきます。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 幼児教育センターの今後の展望に

ついてお答えします。 

 幼児教育センターでは、幼児教育の質の向上

を図ることを目的に、全ての幼児教育施設職員

を対象に研修を実施しています。昨年度は、新

採用から管理職までキャリアに応じた研修を年

間１５０日ほど実施しました。その中には、発

達障がいなど配慮を要する子どもたちへの支援

スキルを学ぶ保育コーディネーター養成研修も

あります。 

 コロナ禍の中、県の幼児教育アドバイザーに

よる訪問研修を、この２年間で延べ２５２園実

施しました。令和２年度からはＩＣＴを活用し

たオンデマンド型の研修も導入し、１６６園が

受講しました。多忙な保育現場のニーズも高い

状況となっています。 

 小学校との連携については、幼児教育施設と

小学校の先生が幼小接続を共に学ぶ地域別研修

を実施しています。参加者からは、子どもの育

ちを共に考え、円滑に接続できるカリキュラム

を工夫したいという声がありました。 

 今後は、市町村版幼児教育アドバイザーの養

成、活用を一層推進するとともに、竹田市をモ

デルに、５歳児から小学校１年生の２年間の架

け橋期のカリキュラムを作成し、横展開を図っ

ていきます。 

御手洗議長 大友栄二君。 

大友議員 ありがとうございます。今、知事の

答弁でヤングケアラーへの相談はまだないとい

うことで、深いなというか、難しいなと私も改

めて感じました。引き続き支援がしっかり行き

届くような工夫をしながらやっていただきたい
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と思います。 

 教育長に一つ再質問しますが、個別な配慮が

必要な幼児に対する支援の充実も大切な問題で

す。 

 小学校では、困りを抱えた障がい認定されて

いないお子さんに対して、親の希望があれば支

援を開始できるということですが、幼児教育段

階における、いわゆるインクルーシブ教育につ

いてどのように考えているのか伺います。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 私ども県教育委員会としても、幼

児教育の関係者に対する支援、それから連携、

しっかり行っていく必要があると考えます。 

 幼児教育センターは、特別な配慮を必要とす

る幼児への支援の充実を図ることを目的に、保

育コーディネーター養成研修を実施しています。

また、保育補助者を養成する子育て支援員研修

においても特別な配慮に関する内容を扱ってい

ます。 

 加えて、幼稚園等からの要請に応じて、特別

支援学校の特別支援教育コーディネーターが巡

回相談を行ったり、専門家チームの相談会を活

用して支援の充実を図っています。 

御手洗議長 大友栄二君。 

大友議員 ありがとうございます。正直、こど

も家庭庁創設の段階で幼保一元化等、一元化で

きなかった部分もあると感じていますが、保健

師、児童福祉司、放課後児童クラブ等の関係機

関と連携をしっかりと深めながら、全ての子ど

もたちが平等に困りなく成長していける環境づ

くりをしていくためにも、こども家庭庁の創設、

今後に大きく期待しています。それに伴って本

県もしっかりと連携を深めて前進していただく

ことをお願いして、次の質問に行きます。 

 医療的ケア児に対する支援についてです。 

 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関

する法律が昨年９月に施行されました。法の趣

旨は、医療的ケア児を育てる家族の負担を軽減

するとともに、医療的ケア児の健やかな成長を

図り、障がいや医療的ケアの有無にかかわらず、

安心して子どもを産み育てることができる社会

を目指すことにあります。 

 ２４時間３６５日ケアを行う御家族の負担を

少しでも軽減するためには、医療、保健、福祉、

教育、労働といった様々な関係者が連携して支

援を行うことが重要です。また、県内どこに住

んでいても適切な支援が受けられるよう、広域

自治体である県が取組を進め、市町村行政や教

育機関の支援を行っていくことも大切です。 

 そこでまず、本県の医療的ケア児への支援に

ついて、その取組状況を伺います。 

 また、新法では、相談体制の整備、関係機関

等への情報提供や研修を行う機関として、県が

医療的ケア児支援センターを設置することがで

きるとされており、本県でも今年度から設置、

運営されると聞いています。 

 本県の医療的ケア児支援センターでは、当事

者や保護者の思いに寄り添いながら、具体的に

どのような取組を実施していくのか、あわせて

伺います。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 医療的ケア児に対する支援

についてお答えします。 

 医療的ケア児の支援には、様々な関係者が関

わることから、県では支援の総合調整を担うコ

ーディネーターを確保するため、市町村保健師

や相談支援事業所の専門員など７１人に対し研

修を実施してきました。 

 次のステップとして今年度からは、現場で直

接支援に携わる保育所等の職員を対象に、医療

的ケア児のニーズにきめ細かく対応できる支援

人材を養成していきます。 

 加えて、医療的ケア児の受入れに必要な設備

整備等もこれまで５事業所に助成しており、引

き続き整備を進めます。 

 医療的ケア児支援センターについては、７月

から別府発達医療センター内に開設予定であり、

本人や御家族の不安や困り事に対し、ワンスト

ップで相談に応じ、適切な支援につながるよう

関係機関と調整していきます。 

 こうした支援を円滑に行うため、センターに

は、経験豊富な相談員や医師、看護師を配置す

ることとしています。 

 医療的ケア児や保護者の思いに寄り添いなが
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ら、それぞれの心身の状況等に応じた適切な支

援を受けられるよう、関係者が一体となって切

れ目なく支えていきます。 

御手洗議長 大友栄二君。 

大友議員 ありがとうございます。私の知人に

医療的ケア児を持つお母さんがいらっしゃって、

よくいろんな相談を受けます。そのお子さんは

意思疎通ができないんですが、意思疎通のでき

ない子の社会参画をどうやったらできるかなと

いつも考えていて、やっぱりこの子の価値に気

付いてくれる大人が増えないとだめだと言われ

ており、私もすごく考えさせられました。 

 以前、某テレビ局の共生社会をテーマにした

番組の出演オファーがあったそうですが、これ

も意思疎通ができないということでかなわなか

ったそうです。それを聞いて、私たちが机上で

いくら共生社会を目指すといっても、気付かな

いうちに取り残されていると感じている人を作

ってしまっているのかなと感じました。 

 そういう意味で、当事者意識をもっと大切に

していきたいということを再認識したわけです

が、センターでの対応も当事者意識を持てる当

事者、またその保護者に担ってもらってはどう

かという声もいただきました。経験豊富な相談

員がいるということですが、保護者の就労問題

の解消にもつながるんではないかという声をい

ただいているので、これは保護者の一意見です

が、このような当事者意識を持って対応してほ

しいというニーズについてどのように考えてい

るのか伺います。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 ただいま議員のお話にもあ

ったとおり、医療的ケア児やその御家族の御苦

労は想像するに余りあるものがあると思います。 

 議員御指摘のとおり、当事者の視点は大変重

要だと考えています。定期的に開催するセンタ

ーの運営会議において、必要に応じて当事者や

その御家族もお招きして、御意見をいただきな

がら運営を進めていくことを検討したいと考え

ています。 

御手洗議長 大友栄二君。 

大友議員 福祉大国のフィンランドは、当事者

が相談対応することが多いとも伺っています。

我々健常者の親でも、子どものことになると、

親ばかになっていないかと気を遣って話をした

りしますが、障がい児の親はそれ以上に、言い

過ぎではないかとか甘えになっていないかと気

を遣っておられると感じています。当事者意識

で聞いてもらえることは、親にとって大きな負

担軽減につながると思います。これはセンター

に限らずですが、そのような意識で対応できる

環境づくりに努めていただきたいと思います。 

 もう一点、その知人からは、普通学級に通わ

せたいが支援学校にしか行けなかったという話

も伺いました。 

 インクルーシブ教育とは、社会に出たときに

いかに自立して生活できるように学べる環境を

作っていくかというのが私の認識でしたので、

支援学校に行くことも前向きな選択だったんで

はないかという話もしました。ただ、子どもの

ことを考えると、地域の子どもたちと同じ学校

で、子ども時代を地域社会の中で過ごさせたい

という親の気持ちも理解できます。 

 そこで、私もいろいろ調べてみましたが、支

援学校と普通学校の副学籍制度を採用している

県もあると知りました。この制度のメリット、

デメリット、そして、導入の検討をしているか

について伺います。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 令和２年の調査によると、全国で

６都県、３政令指定都市が副学籍制度を導入し

ている状況だと承知しています。 

 本県では副学籍制度は導入していませんが、

特別支援学校の小中学部の児童生徒が、居住地

校交流として、居住地の学校で行事だったり、

体育や美術などの学習に参加している状況です。

副学籍の制度ですが、地域の中で育っていく素

地を作ることができる制度であると捉えてはい

ます。しかしながら、児童生徒の付添いだった

り、カリキュラムの調整、学習評価など、現実

的な課題もあります。 

 インクルーシブ教育の推進に向けて、居住地

にある学校との交流及び共同学習を継続すると

ともに、導入県市の状況について調査を進めた
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いと考えます。 

御手洗議長 大友栄二君。 

大友議員 学校同士の交流も行っていると私も

伺っていますが、年間とか月に数回学校を訪れ

て交流しても、特別な人と会う特別な日という

ような感覚が拭えないと、これは保護者からの

声でしたが、そういう声も伺っています。望ん

でいるのは、特別ではなくて日常だと私は思っ

ているので、同じ学籍を持って、特別でなくな

ることに近づけるのであれば、これはぜひとも

調査して導入の検討をしていただくようお願い

します。 

 それでは、最後の質問に移ります。 

 効果的な広報戦略についてです。 

 近年のＩＣＴの急速な進化は、私たちのライ

フスタイル、ワークスタイルの幅広い場面にお

いて変化をもたらしています。その代表である

スマートフォン、タブレット端末、ソーシャル

メディア、クラウド等の普及により情報に触れ

る手段も多様化しているため、情報を発信する

側もこれまでの手法を踏襲していては、相手に

情報をうまく届けることが難しい時代になって

います。 

 県の広報に求められる役割は、まず県民に正

しい情報を伝えること、次に県内外、ひいては

国外に地域の魅力を伝えること、そして、行政

と様々なコミュニティーをつなぐことにあると

考えます。県は様々な分野の多岐にわたる情報

を保有していますが、それを発信する際には、

これらの役割のうち何を求められていて、誰を

ターゲットにし、どのような内容を、どんなタ

イミングで伝えるべきなのかなど、様々な角度

から戦略的な広報立案を行わなければなりませ

ん。そのためには、それぞれの施策の理解を深

め、広報の目的を明確にして広報媒体や発信方

法の選定を行い、ただ単に情報を届けて終わる

のではなく、情報発信後はその効果測定を行い、

今後の広報にもいかしていくことが必要です。 

 県では、安心・活力・発展プランにおいて、

戦略的広報の推進に取り組むことを掲げており、

おんせん県おおいたというブランド力の強化や

デジタルマーケティングの活用といった積極的

な取組を行っています。にもかかわらず、その

目標指標である地域ブランド調査（魅力度ラン

キング）の順位は、ここ数年、２２位から２６

位とほぼ横ばいとなっており、上昇傾向が見ら

れないのが現状です。もちろん、この指標だけ

で戦略的広報ができていないとするのは早合点

だと思いますが、一つのデータとして数値が全

く伸びていないのは、何か原因があると思われ

ます。一体何が課題なのでしょうか。 

 例えば、庁内の広報委員会でもいろいろと議

論がなされていると思いますが、必ず広報部門

に情報が集まるような体制づくりや、そのため

に各所属が広報の役割をきちんと理解する仕組

みの構築が大切だと考えます。また、単純な情

報の伝達という形で広報するのではなく、その

情報をいかにブラッシュアップし、魅力的な情

報として発信していくかで、受け手の興味の度

合いが大きく変わってくると思います。そのよ

うな広報計画を関係する所属と何度も議論を重

ねるなどして練っていくことが肝要だと考えま

す。 

 また、各事業の担当者の資質に左右されるこ

となく、どのような情報でも効果的な広報の水

準を保つ必要があることから、統一的で明確な

広報戦略を全所属で共有し、さらにそのチェッ

ク機能が働く仕組みづくりや、また体制構築が

必要であると考えます。 

 そこで、伺います。時代やニーズに合った広

報にするために、現在の本県の広報の課題をど

のように分析し、今後どのような広報戦略で取

り組んでいかれるのか企画振興部長に伺います。 

御手洗議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 これまでも県民志向の戦略

的広報という基本姿勢の下、県内向けにはタイ

ミングよく分かりやすい県政情報の提供、県外

には大分県の魅力発信、そして、非常時には迅

速、正確な危機管理広報などを実践してきてい

ます。 

 特に、おんせん県おおいたプロモーションは

時宜に応じた見直しを行い、これまで多くの大

分県ファンの獲得につなげてきました。 

 他方、時代や環境、ニーズの急速な変化や、
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加速する情報の多様化等への対応が課題となる

中、外部の知見を活用することも重要です。 

 今年度から、大手企業のブランディング等で

実績がある外部人材をアドバイザーとし、効果

的な広報に向けたクリエイティブプランの検討

やデジタルマーケティングの活用など、情報発

信の企画段階から検証まで参画いただく予定と

しています。 

 アドバイザーには、県庁に新しい風を吹き込

み、職員の広報感覚を磨いていくことなど人材

育成面でも期待しています。 

 広報広聴課、ＤＸ推進課が中心となり戦略的

広報を進める体制も整えたところであり、統一

的で明確な方向性を持って、着実に伝わる効果

的広報に取り組んでいきます。 

御手洗議長 大友栄二君。 

大友議員 ありがとうございます。本当はほか

にもこれに関連した質問をしたかったんですが、

時間が余りないのでこれで終わりにしますが、

知りたい情報を的確に広報するためには、さき

の議会でもＥＢＰＭの話も出ましたが、やはり

エビデンスとデータに基づいたものが必要にな

ってくると思います。 

 情報にあふれた社会であるからこそ、エビデ

ンスとデータに基づいてしっかり整理して、分

かりやすく、かつ効果的な広報に努めていただ

くことをお願いして、今日の私の質問を終わり

ます。ありがとうございました。（拍手） 

御手洗議長 以上で大友栄二君の質問及び答弁

は終わりました。羽野武男君。 

  〔羽野議員登壇〕（拍手） 

羽野議員 おはようございます。２５番、羽野

武男です。早速質問に入ります。 

 まず、流域治水プロジェクトによる西部地域

の防災・減災対策についてお尋ねします。 

 令和２年７月豪雨の発生から、間もなく２年

を迎えます。天ヶ瀬温泉街周辺の玖珠川におけ

る復旧の状況については、進展が見え始めてい

ますが、復旧、復興を早期に進め、一日も早く

平穏な日常を取り戻し、この地域の安心を確保

する必要があると考えます。 

 さて、流域治水の必要性については２０１８

年１２月に質問しましたが、その後、たび重な

る豪雨災害等に対応するため、これまでの治水

計画を見直し、上流、下流や本川、支川の流域

全体を包括的に捉えて、国や流域自治体、企業、

住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む流

域治水の実効性を高めるとして、流域治水関連

法が２０２１年４月２８日に成立し、同年１１

月には全面施行されました。 

 これと並行して治水対策の全体像を取りまと

めた流域治水プロジェクトが国と県により策定

され、県下でも８地域の流域治水プロジェクト

が公表されました。 

 私の地元である西部地域は、筑後川水系流域

治水プロジェクトの上流部に位置付けられてい

ます。 

 流域治水は、これまでの河川管理者が主体と

なって行う治水対策、いわゆる流す対策だけで

はなく、氾濫域を含めた流域全体で水害を軽減

させる治水対策なので、今後の対策は、流れを

遅くする対策や本川への流入を少しでも遅らせ

る対策、つまり、ためる、しみ込ませる対策の

強化も欠かせないと思います。 

 それらの具体的対策として日田市では、ため

池の事前放流、住宅等における雨水貯留タンク

の設置補助、九重町でもため池の事前放流が掲

げられ、本県においては、水田貯留機能向上に

向けた普及啓発や治山事業、森林整備事業、水

源林造成事業が掲げられています。 

 さきの対策以外に、ためる、しみ込ませる対

策として、例えば、玖珠町では総合運動公園多

目的グラウンドやメルヘンの森スポーツ公園、

工業団地の排水対策、各戸貯留、九重町でも九

重町役場から九重町野球場にかけた一帯の排水

対策や松木ダムの活用なども考えられます。 

 このように流域治水プロジェクトは、従来か

らの河川管理者が主体となって行う治水対策を

加速することに加え、利水ダムを含む既存ダム

やため池の洪水調整機能の強化、水田などによ

る雨水貯留浸透機能の活用、災害に強い森林づ

くりとして森林整備、治山対策なども幅広く含

まれているのが特徴です。 

 そこで、お尋ねします。流域治水プロジェク
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トによる西部地域の防災・減災対策の取組につ

いて知事に伺います。あわせて、多様な対策を

組み合わせるのが肝要かと思いますが、さらな

る対策の必要性についても伺います。 

 壇上では以上です。 

  〔羽野議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

御手洗議長 ただいまの羽野武男君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 羽野武男議員から流域治水プロジェ

クトによる西部地域の防災・減災対策について

御質問いただきました。 

 今年もまた梅雨を迎えました。この時期には

幾度となく豪雨災害に見舞われており、現地で

お聞きした被災者の方々の声に思いをいたすと、

改めて強靱な県土づくりを急がなければならな

いと決意を新たにしています。 

 とりわけ、近年の気候変動により水災害リス

クが増大する中、これまでの河川管理者等の取

組に加え、流域内の関係者が協働し、被害軽減

に向けた治水対策に主体的に取り組む社会を構

築する必要があります。 

 このため、流域全体を俯瞰して、関係者が一

体となって取り組むハード、ソフト対策の全体

像を示した流域治水プロジェクトを令和３年に

策定し、公表しました。 

 筑後川水系流域治水プロジェクトでは、まず

流す対策として、大肥川、二串川等の河川改修

に加え、令和２年に甚大な被害を受けた玖珠川

や野上川において、再度災害防止に向けた改良

復旧を進めています。 

 特に、玖珠川の天ヶ瀬温泉街では、被災直後

から河川改修を念頭に、地元の方々と協議を重

ねた結果、今年度、左岸側の拡幅を中心とした

新規事業に着手することがかないました。 

 温泉街にとって、泉源は命の源です。まずは

拡幅に伴う代替泉源の確保が重要です。そのた

め、電磁探査やボーリングにより温泉の分布状

況の調査を進めており、今後も関係者の皆様と

丁寧に協議していきます。 

 次に、ためる対策として、日田市の朝日地区

や九重町の千町無田地区において、水田の一時

貯留効果や流域全体を見据えた排水路への流出

抑制効果の検証など、田んぼダムの実証実験に

取り組むこととしています。 

 また、流域内の七つの利水ダムでは、令和２

年に締結した治水協定に基づいて、事前放流に

より治水容量を拡大するほか、５３か所のため

池についても事前放流の取組を進めるなど、既

存施設の有効利用に取り組んでいます。 

 さらに、しみ込ませる対策については、浸透

機能向上を目指して、玖珠町の山下地区等にお

いて令和３年度に１４６か所、１９９ヘクター

ルの間伐を実施しました。 

 こうした対策を計画的に進めていきますが、

地球温暖化の進行を踏まえると、今後もさらな

る対策の必要性を県下全域で、様々な角度から

検討していくことが大切です。 

 例えば、ダムの容量拡大や新たな遊水地の整

備、さらに災害リスクに応じた居住地域の誘導

などについて、長期的な視点で議論を進めてい

くことが肝要であると考えています。 

 今後もあらゆる施策を総動員して、関係者が

一体となって、西部地域をはじめとした防災・

減災対策を引き続き推進していきます。 

羽野議員 ありがとうございました。天ヶ瀬温

泉街は、河川整備後も床下浸水が想定されてい

ます。そういう現状の中では、そこの上流を、

雨水の河川流入を少しでも抑える対策をしっか

りと取っていただきたいと思います。そのこと

が中流域、あるいは下流域の減災にも当然貢献

することになります。 

 そういう中で、まず浸透施設ですが、例えば、

１００メートル四方のグラウンドがあった場合

に、幅５メートル、深さ１メートルの穴を掘っ

て、そこに砂利を敷き詰めて、貯留と浸透を組

み合わせると、総雨量１００ミリメートルの雨

に耐えられて、その雨の流出抑制になるそうで

す。 

 さきほど質問でも言いましたが、玖珠の工業

団地に行くと、その周囲を幅１メートル、深さ

１メートルぐらいのＵ字水路でばっと囲ってい

ます。全部流れるんですね。その部分を浸透施

設とかに置き換えるだけで相当効果が発揮でき
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ると思います。 

 また、これはやっているか知りませんが、中

津日田道路とか大分自動車道の排水場所に浸透

施設とか貯留施設を造ることも考えられるわけ

です。 

 それから次に、今言いましたが、田んぼダム

の関係ですが、金曜日にちょうどテレビで球磨

川のプロジェクトについてやっていました。そ

の中で、稲は深さ３０センチメートルまで耐え

られるということで、できれば３０センチメー

トルためるような田んぼダムがいいんだと言っ

ていました。自分のところを見ると、そんなに

畦畔の高さがあるような田んぼはない。国の支

援メニューを見ると、畦畔の補強についてもあ

るようなので、ぜひそういった、できるだけた

める、一時的にためるだけなので、ためられる

ような、今のものに蓋を付けるだけではなくて、

ぜひ強靱な畦畔にした上で、ためる量も増やし

ていただきたいと思いますが、農林水産部長の

考えをお願いします。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 球磨川の田んぼダムですか、

放送の中で、３０センチメートルまで耐えられ

るからということの中で、畦畔の補強をやった

らいいんではないかというお話だと思います。 

 田んぼダムの推進においては、今、過去の湛

水被害の状況とかを見ながら、貯留効果とか洪

水抑制効果の実証試験を行うこととしています。

また、その中で一番大切なことは、やはり農家

が理解して協力してくれることだと思っていま

す。理解と協力を得ながら、そこのあぜについ

て、今回の実証実験でもそうですが、実際に行

うとすれば、経年劣化等で脆弱化している、低

くなっているところもあろうと思うので、そう

いったところも見ながら、本年度やるところに

ついて、やはり貯留機能が十分発揮できるよう

なあぜの補強の支援等も行っていきます。 

御手洗議長 羽野武男君。 

羽野議員 よろしくお願いします。 

 それから知事答弁の中で、間伐、山の保水機

能のことがありました。西部地域は特に面積的

にも林地が多く、災害に強い森林づくりがとて

も重要になると思います。 

 ２０２０年７月の球磨川流域の山腹崩壊の要

因を調べたものがあり、いろんな要素があって、

皆伐跡地だったとか、それから、堅来川の支流

の取水域のある林道では全て斜面や道路の崩壊

が起こっていたとか、鹿の食害で林床が、下草

がなくなっていたとか、いろんな現地の調査結

果が出ています。 

 そこで、森林作業道の切土、盛土の損壊は、

斜面の傾斜角度が３０度を超えると起こりやす

く、４０度を超えると特に起こりやすいと分か

っています。 

 そこで、災害に強い森林づくりの取組として、

例えば、傾斜角度３０度以上の斜面の既設の森

林作業道の点検や路盤、排水施設の整備、それ

から、危険斜面の表面浸食防止のために、倒伐

木を利用した土留め工の設置や鹿の不嗜好性樹

種の植栽、こういったのを新たに実施してはど

うかと思いますが、いかがでしょうか。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 全体的な災害防止の中で、

森の中の作業道等の安全性確保ということでの

御質問だと思います。 

 森林の作業道については、開設時に県で定め

たチェックシートによって、例えば、危険箇所

を通過しない線形を造るとか、盛土をする前で

も適切な盛土をやっているかとか、排水対策の

実施についてとか、こういったことを事前に確

認した上で作業道を造ってもらうように、公共

造林についてもそういった形の実施をやるよう

な形でお願いするようにしています。 

 既設の作業道についても今申したチェックシ

ートに基づいて、当然、盛土をやっているとこ

ろとか排水対策が必要で排水対策をしていると

ころはチェックシートの中でどこかが分かって

いるので、そういったところをチェックシート

を活用しながら、森林組合等の管理者に適時の

点検を指導していきたいと考えます。また、そ

ういったことを整備する技術者についても、し

っかりと安全面の知識を持ち施工してもらう形

での業者の育成も行っていきます。 

 それから、鹿対策等については、鹿ネットに
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よる獣害対策も行っていますが、今、議員が言

われたように、広葉樹林の中には鹿が好まない

樹種もあるようで、導入にあたってはそういっ

たものを優先的に導入することも検討していき

ます。 

御手洗議長 羽野武男君。 

羽野議員 よろしくお願いします。 

 次に、太陽光発電施設の環境面への配慮につ

いて質問します。 

 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の創

設によって、県内でも多くの太陽光発電施設が

設置されています。それに伴い住民とのトラブ

ルも増加しているようです。 

 トラブルの要因は主に、景観が損なわれるこ

と、発電施設の倒壊、飛散による破損等、設置

場所での土砂災害、反射光が差し込むことなど

があげられます。 

 このようなトラブルに対しては、景観法や森

林法、急傾斜地法、電気事業法等に基づく対応

が考えられますが、規制区域の指定や施設の規

模、法の遡及適用等の課題があり、全ての施設

に適用できるわけではありません。加えて、今

後は、老朽化した施設の維持管理、また、廃止

等に対する事業者による適切な対応が必要とな

ります。 

 他県では、発電設備の設置や維持管理、撤去、

廃棄についても、条例やガイドラインの遵守を

求めているケースも見受けられます。 

 本年の第１回定例会において、我が会派の守

永議員のカーボンニュートラルへの取組につい

ての代表質問に対し、知事は、県民や企業とも

一体となり、取組を加速させていくと答弁され

ました。私は、県が県民や企業と一体となって

カーボンニュートラルへの取組を加速していく

ためにも、施設の設置だけではなく、施設の維

持管理、更新、廃止といった面においても県の

関与が必要であると考えます。 

 本県でも環境影響評価条例などにより環境保

全の視点から事業者に指導していると思います

が、現状の取組と今後の課題について、生活環

境部長の見解を伺います。 

御手洗議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 太陽光発電施設の環境面へ

の配慮についてお答えします。 

 再生可能エネルギーの導入促進に向けては、

地域の理解を得て共生していくことが重要です。

そのため、太陽光発電所については、昨年、環

境影響評価条例の面積要件を改正して、対象と

なる施設を拡大しました。 

 施設の維持管理、更新、廃止については、環

境保全の視点から、環境影響評価手続の中で地

域が懸念する景観や廃棄のほか、濁水や反射光

対策等への配慮を求めています。 

 事業の内容については、説明会等を通じ、地

域の理解を十分得るよう指導しています。 

 加えて、条例の対象規模未満の発電所につい

ても、県の指針があるので、それに基づいて、

自主的に環境への配慮を行うよう事業者に求め

ています。 

 また、発電施設等の維持管理体制などについ

ては、再エネ特措法上の計画認定基準となって

いるので、発電事業の円滑、確実な実施を国が

確認することとなっています。違反に対しては、

国の指導、認定の取消しも想定されています。 

 県においても、事業者に対し各種関係法令の

遵守を求めていますが、太陽光発電所の地域と

の共生は全国的な課題です。本年４月から、国

において省庁横断的な検討が進められているの

で、その動向をしっかり注視していきます。 

御手洗議長 羽野武男君。 

羽野議員 さきほど言いましたが、太陽光発電

施設に関係する課題には現在の法令で全て対応

できるわけではないということです。 

 施設の適切な維持管理という視点で、法令の

不足する部分を補うために条例が求められると

思います。 

 太陽光発電推進県である山梨県は、出力１０

キロワット以上の太陽光パネルを対象に、昨年

７月に山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び

維持管理に関する条例を制定しました。その後、

他県で出力１０キロワット未満の施設をめぐっ

てトラブルが起こった。すぐさま規制対象から

発電出力を外して、野建ての太陽光発電施設全

てに拡大する条例改正をして、今年４月から施
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行されています。全国で起きているトラブルの

多くは、パネルの管理不全によるものが多いと

いうことです。 

 今後、ＦＩＴの買取期間が終わって、耐用年

数も到来し、トラブルは必ず訪れると思います。

自治体が対応しなければならない課題だと思い

ますが、本県も山梨県のような条例を制定すべ

きだと思います。いかがでしょうか。 

御手洗議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 条例の制定について御質問

がありました。 

 カーボンニュートラルを進める上では、再エ

ネの導入促進は必要で、そのためには地域の理

解と事業の実施をどう調整するかが問題になろ

うかと思います。 

 そのツールとして、現在、環境アセスメント

があり、事前には環境への評価を調査し、予測

し、環境に配慮したものになるよう指導を行っ

ている状況です。ただ、議員御指摘のように、

事業実施前においてはこうした環境影響評価、

あるいは関係各法に基づいて、地元の住民に対

する説明会を行うこととしていますが、なかな

かそれが十分でなくて、コミュニケーションが

取られずにトラブルが発生している状況があり

ます。 

 事業実施後については、再エネ法、あるいは

電気事業法の規制があるので、事業認定の取消

しもあり得るという方向性になっています。た

だ、これも必ずしも十分ではないのが現状で、

条例の制定という動きが出てきていると認識し

ています。 

 答弁でも申しましたが、今そこについては国

も非常に問題意識を持っています。経済産業省、

農林水産省、国土交通省、環境省、この４省が

合同で検討会を立ち上げて、再エネ設備の適正

な導入、あるいは管理に向けた施策の方向性を

検討しています。その検討結果もこの夏には出

るということなので、そうした検討結果を踏ま

えて、必要な対応について考えていきます。 

御手洗議長 羽野武男君。 

羽野議員 環境影響評価条例は山梨県にもあり

ます。それに加えて条例をつくっているという

ことなので、しかし、面積が２ヘクタール以上

とかになっているわけで、山梨県は出力を取っ

払ったので面積関係なしです。 

 それから、電気事業法についても、届出から

３０日以内に命令ができる、そんなことであっ

て実質的に対応できないわけですから、ぜひそ

こも踏まえて検討していただきたいと思います。 

 次に、生物多様性の保全に向けた今後の取組

についてお尋ねします。 

 生物多様性の新たな世界目標であるポスト２

０２０生物多様性枠組は、今年開催予定の生物

多様性条約第１５回締約国会議第２部で採択さ

れる見込みとなっています。この枠組みの中で、

２０３０年までに陸と海の３０％以上の保全を

目指す３０ｂｙ３０目標が掲げられています。 

 それに先駆けてＧ７各国は、昨年６月のＧ７

サミットにおいて、国の状況やアプローチに応

じて、２０３０年までに自国の陸域と海域の少

なくとも３０％を保全することなどを約束しま

した。 

 これを受けて環境省は、生物多様性に関する

取組として、３０ｂｙ３０目標の達成に向けて

取り組んでいます。同目標の達成は、国だけの

取組では限界があり、企業や自治体など、オー

ルジャパンでの取組が不可欠です。 

 このため、目標達成に向けて各種施策を実効

的に進めていくための有志連合として、環境省

を含めた産民官１７団体を発起人とする、生物

多様性のための３０ｂｙ３０アライアンスが本

年４月８日発足し、大分県も参加者としてそこ

に名を連ねています。 

 同アライアンス参加者は、自らの所有地や所

管地を保護地域以外で生物多様性保全に資する

地域、いわゆるＯＥＣＭとして登録することや

保護地域の拡大などを目指すほか、自ら土地を

所有又は管理していなくとも、その土地の管理

を人的、金銭的に支援することなどによって、

３０ｂｙ３０実現に向けて協力することとなり

ます。 

 そこで、今後、生物多様性のための３０ｂｙ

３０アライアンスの一員として、どのように取

り組んでいくのか、生活環境部長に伺います。 
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 あわせて、同アライアンスには、自治体や企

業以外にＮＰＯや個人も参加できますが、豊か

な自然環境を有する本県としては、県内の自治

体はもとより、可能な限り多様な主体に広く参

加を呼びかけるべきだと思いますが、県の考え

を伺います。 

御手洗議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 生物多様性の保全に向けた

今後の取組についてお答えします。 

 生物多様性の保全については、第２次生物多

様性おおいた県戦略に基づき、自然公園やラム

サール条約湿地等の重要地域を中心に取り組ん

できました。 

 また、平成２８年からは、豊かな自然環境が

保たれた地域のうち、法的規制が弱いエリアな

どを県独自におおいたの重要な自然共生地域と

して、これまでに２６か所を指定しています。 

 こうした中、環境省が主導する今回の３０ｂ

ｙ３０目標は、本県の取組と正に軌を一にする

もので、今回、このアライアンスに名を連ねま

した。 

 今後、環境省から示される認定基準等を踏ま

え、本県が選定した自然共生地域のＯＥＣＭ登

録も含め、保全地域の拡大に努めていきます。 

 アライアンスへの参加呼びかけについては、

県内市町村への働きかけはもちろんですが、企

業やＮＰＯなど多様な主体で構成されるおおい

たうつくし作戦県民会議という組織があります。

これも活用しながら幅広に行っていきます。 

 今後、改定を予定している県戦略にはこうし

た取組も盛り込みながら、本県の豊かな自然に

育まれた生物多様性の保全に向け、しっかりと

進めていきます。 

御手洗議長 羽野武男君。 

羽野議員 ありがとうございます。経済活動の

中で開発せざるを得ない場合も当然あると思い

ますが、その場合、自然環境の保全を常に頭に

入れていただいて、そこにどう折り合いを付け

ていくかがとても重要になると思います。土木

建築分野にもグリーンという文字が出てきまし

た。この分野の部分も土木建築と連携して、し

っかり取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、バリアフリー化の推進についてです。 

 公立小中学校等のバリアフリー化についてお

尋ねします。 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律の一部を改正する法律、いわゆるバ

リアフリー法が２０２０年に改正され、２０２

１年４月から完全施行されています。 

 市町村に関わる改正内容としては、バリアフ

リー化の努力義務の対象となる建築物、特定建

築物のうち、２千平方メートル以上の建築物、

特別特定建築物を新築等の際、バリアフリー基

準を満たすことが義務付けられ、この建築物に

公立小中学校等（小学校、中学校、義務教育学

校及び中等教育学校）が追加されました。 

 既に計画的に進められてきたバリアフリー化

をさらに加速させるのが狙いだそうですが、文

部科学省が２０２０年７月に設置した学校施設

のバリアフリー化等の推進に関する調査研究協

力者会議が同年１２月にまとめた報告書には、

今後５年間で避難所に指定されている全ての学

校が、車椅子使用者用トイレを整備するなどの

整備目標が示されました。 

 さらに大学、高校、既設の小中学校全てに対

して、災害時の避難所になっていることや、イ

ンクルーシブ教育の推進の視点から、バリアフ

リー化を推進し、特に公立の小中学校について

は、既設校も数値目標を示し、財政支援を充実

させ、バリアフリー化を推進することが附帯決

議されています。 

 そこで、お尋ねしますが、県内の公立小中学

校等の校舎及び屋内運動場について、昨年度末

現在のバリアフリー化の状況と今後の整備計画

について伺います。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 車椅子使用者用トイレについて、

校舎への整備率は３年度６３．６％で、２年度

から２．１ポイント増加しています。屋内運動

場を見ると４５．９％で、１．７ポイントの増

となっています。エレベーターについて、校舎

への整備率は２６．６％で、１．５ポイントの

増。屋内運動場は８６．５％で、変わらずとい

うところです。スロープについて、校舎への整
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備率は６８．５％で、１．６ポイントの増。屋

内運動場は７１．４％で、１．９ポイント増と

なるなど、整備が進んでいる状況です。 

 特別支援学校では、校舎における整備はいず

れも完了していますが、屋内運動場のエレベー

ターが１校において、また、車椅子使用者用ト

イレが４校において未整備となっている状況で

す。 

 整備計画は、現時点で４市が策定済みです。

そのうち、日田市では、車椅子使用者用トイレ

の校舎への整備率を７０％から１００％にする

ことを目指しています。 

 県として、まずは残る市町村教育委員会に対

し、整備計画の策定を促すとともに、大規模改

修工事などを行う際に、バリアフリー化をあわ

せて行うよう助言していきます。 

御手洗議長 羽野武男君。 

羽野議員 ありがとうございます。屋内運動場、

いわゆる体育館は投票所として利用されること

もあって、駐車場からの動線あたりは結構バリ

アフリー化されていると思いますが、校舎から

体育館に移動する渡り廊下とか、ああいったと

ころはなかなかされていないところが多いかな

と思うので、そういう部分も含めて積極的に整

備を働きかけていただきたいと思います。 

 次に、市町村におけるバリアフリー化の推進

についてです。 

 地方自治体に関わるもう一つの改正がバリア

フリー基本方針の改正です。その内容は、同法

に規定する移動等円滑化促進方針、いわゆるマ

スタープランと基本構想の対象地区要件を緩和

し、市町村がマスタープランや基本構想を作り

やすくなりました。 

 マスタープランと基本構想は、地域における

面的かつ一体的なバリアフリー化を促進するた

めに市町村が計画を作成する制度です。 

 マスタープランとは、旅客施設を中心とした

地区や、高齢者、障がい者等が利用する施設が

集まった地区において、面的、一体的なバリア

フリー化の方針を市町村が示すもので、バリア

フリー基本構想とは、同地区において、公共交

通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、

信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的

に推進するために市町村が作成する具体的な事

業を位置付けた計画です。 

 国は、面的なバリアフリー化を図ることで、

高齢者や障がい者等が移動する際、施設を利用

する際の利便性や安全性の向上が図られ、誰も

が暮らしやすいまちづくりにつながる。また、

外出機会の増大により、まちの活性化も期待さ

れるとして、市町村に計画の作成を求めていま

すが、県内の作成状況はマスタープランが大分

市のみで、基本構想は大分市と別府市のみとい

う状況です。この状況を県としてどう分析し、

今後の県内市町村におけるバリアフリー化の推

進についてどのように支援していくのか、土木

建築部長の見解を伺います。 

御手洗議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 本県では平成７年に九州で

最も早く福祉のまちづくり条例を制定し、条例

に基づく重点地区整備計画を１５市町で策定し

ています。加えて、大分市及び別府市ではバリ

アフリー法に基づく基本構想をそれぞれ１６年

及び１７年に策定しています。これらの計画や

構想に基づき、それぞれの施設管理者が連携し

て、面的かつ一体的にバリアフリー化を進めて

います。 

 県も条例制定に先立ち平成３年度から共生の

まち整備事業で、県管理道路の歩道の段差解消

や点字ブロックの設置、県有建築物の多目的ト

イレやスロープの設置、音響信号機の整備等を

行い、市町村の取組を後押ししてきました。 

 議員御指摘の３０年の法改正に基づくマスタ

ープランについては、令和３年度末時点で全国

２２自治体が策定済みであり、九州では３市、

県内では令和２年に大分市が全国７番目に策定

しています。 

 今後は、これらの取組を情報共有するととも

に、これまで培ったバリアフリーに関する技術

等を提供しながら、引き続き県管理施設の改修

も進め、市町村と相互に協力し、バリアフリー

化を推進していきます。 

御手洗議長 羽野武男君。 

羽野議員 ありがとうございます。公共施設を
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新改築する場合に、一般地方自治体、市町村、

最近では当初からユニバーサルデザインされた

設計になっていると思うんですが、それでも、

実際建った後に利用してみると、ああ、ここは

こうだったらいいのになとか、結構あったと思

うんです。一つの市町村だったら何回も建て替

えるわけではないので、ぜひそういったところ

を、県内の改善点あたりを県が一元化して、新

しく造る自治体の参考資料みたいになったらい

いんではないかなと思ったりもしていました。 

 いずれにしても、引き続き県内のバリアフリ

ー化への支援を継続してよろしくお願いします。 

 次に、心のバリアフリーの推進についてです。 

 さらに今回の改正では、自治体が作成するマ

スタープランの記載事項に、様々な心身の特性

や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深

めようとコミュニケーションを取り、支え合う

心のバリアフリーが追加され、基本構想の事業

メニューに教育啓発特定事業が加わり、教育啓

発特定事業を含むハード、ソフト一体の基本構

想について、作成経費が補助されることになっ

ています。 

 また、ユニバーサルデザイン２０２０行動計

画では、学校に心のバリアフリーの教育の実施、

企業、行政に社員、職員向け研修の実施を求め

るとともに、行政と地域関係者の連携によって

地域に根ざした心のバリアフリーの周知と啓発

を求めています。 

 心のバリアフリーと聞くと、少し難しい感じ

もしますが、本県でも公共施設や店舗などの車

椅子マーク駐車場を適正に利用していただくた

め、障がいのある方や高齢の方などで駐車場の

利用に配慮が必要な方に、県が共通の利用証を

交付する制度である大分あったか・はーと駐車

場利用証制度があります。制度の基本となるの

は、県民の皆様の一人一人の譲り合い、思いや

りの心であり、正に心のバリアフリーが根幹に

あると思います。 

 そこで、お尋ねします。心のバリアフリーに

ついて、学校教育との連携や、さきのあったか

・はーと駐車場利用証制度の拡充などを含め県

としてどのように進めていくのか、福祉保健部

長の見解をお聞かせください。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 心のバリアフリーの推進に

ついてお答えします。 

 障がい者や高齢者も含めた全ての人にとって

住みやすい社会を実現するためには、多様性を

理解し、お互いの良さを認め合いながら協働す

る力を幼少期から養う必要があります。 

 そこで、県では、市町村や教育委員会との連

携の下、小中学生を対象とした福祉講座等を毎

年開催しています。昨年度は、車椅子や視覚障

がいの疑似体験を行うふれあい学習や、福祉施

設での介助を行うボランティア体験を実施した

ところです。 

 御紹介のあった大分あったか・はーと駐車場

は、県民の要望を踏まえ今年１月、聴覚障がい

者も新たに対象に加え、妊産婦の利用期間も産

後３か月から１２か月まで延長するなど、制度

の拡充を図りました。 

 本取組は、ＳＤＧｓに定められた「すべての

人に健康と福祉を」と「住み続けられるまちづ

くりを」という二つの目標の実現に資するもの

であり、企業等にこうした視点もアピールしな

がら、さらなる協力施設の拡大を呼びかけてい

きます。 

 今後とも県民の声に耳を傾けながら、心のバ

リアフリーの推進にしっかり取り組んでいきま

す。 

御手洗議長 羽野武男君。 

羽野議員 幼少期の段階から、障がいの有無に

かかわらず、それぞれが相互に認め合って人間

関係を広げ、社会性や豊かな人間性を育んでい

くことは、皆が住みやすいと思う社会をつくっ

ていくためには欠かせないと思います。しっか

り引き続いて取り組んでいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 続いて、帰国・外国人児童生徒への支援につ

いてです。 

 まず、帰国・外国人生徒の高校入試について

お尋ねします。 

 グローバル化の進展等により、県内の学校に

在籍する日本語指導が必要な児童生徒数は近年
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増加傾向にある中、当該児童生徒にとって大き

な難関が高校入試だと思います。 

 現在、県内高等学校では別府翔青高校のグロ

ーバルコミュニケーション科のみが帰国・外国

人生徒の特別入学者枠を設けており、受験言語

は英語となっています。他県では英語に限らず

母語も試験言語としている府県もあるようです。

県内には母語や継承語が英語ではない生徒も多

いと思いますが、なぜ受験言語を英語に限定し

ているのでしょうか、その理由についてお示し

ください。 

 また、帰国・外国人生徒の全ての母語に対応

することは、現実問題としては難しい面もある

と思われます。しかし、この受験制度は当該生

徒にとっては実力を発揮できない不利な状況と

なり得ます。まずは、特別入学者枠を全ての県

立高校・科に配置することで、日本語を母語と

する生徒と同様に多様な選択肢から学校や学科

を選べるようになるのではないかと思いますが、

教育長の考えを伺います。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 別府翔青高校の帰国・外国人生徒

特別入学者選抜は、帰国、来日して日が浅く、

日本語能力等が不十分な生徒に対し、英語によ

る受験の機会を提供し、入学定員とは別に合格

者を決定するものです。 

 同校には、グローバルに活躍する豊かなコミ

ュニケーション能力を備えた人材育成を目標と

した、県内唯一のグローバルコミュニケーショ

ン科を設置しています。この学科では、英語の

授業時間が多く、海外留学生との交流など英語

を基本言語とした活動も多い状況です。特別入

学者選抜では、その教育を受けるに足る能力や

適性等を判定する必要があるため、英語での面

接や小論文を実施しています。 

 なお、本県では帰国・外国人生徒の受験にあ

たっては、特別入学者選抜以外に、これまでも

全ての県立高校で試験問題へのルビ振りや検査

時間の延長など、特例の措置を実施しています。

特別入学者選抜による入学者の対応については、

入学後の日本語指導体制や進路希望への対応な

ど検討すべき課題も多いところです。まずは、

別府翔青高校の取組の確実な実施と検証をし、

日本語指導が必要な児童生徒数の推移や他県状

況も踏まえ研究を重ねたいと考えています。 

御手洗議長 羽野武男君。 

羽野議員 全国の帰国・外国人児童生徒は、そ

もそも義務教育の段階の就学も完全には把握し

切れていないのが実態ではないかと思います。

２０１９年度の文部科学省の調べでは、日本に

住む義務教育相当年齢の外国籍児の１５．８％

に当たる約２万人が就学していない可能性があ

ることが初めて分かったとの報道がありました。

小中学校段階で退学してしまう例もあるかもし

れません。文科省は、有識者会議が２０２０年

３月にまとめた報告書を基に、就学状況の積極

的な把握と就学促進を各自治体に求めています。

その上で、さらに求められる取組が、高校やそ

れ以降の進学に対する支援だと思います。 

 日本学術会議の分科会が２０２０年８月にま

とめた提言では、外国人生徒等の高校進学率が

６０％台にとどまっていると推計し、全国の高

校入試で特別枠や特別措置を広げるよう要望し

ているのは御承知のとおりだと思います。福島

県では、本県より人口が多いこともあるかもし

れませんが、外国人生徒に係る特別選抜枠を行

っている高校は、各地域に分散して７校あるよ

うなので、参考にしていただきたいと思います。 

 本県は、別府市をはじめ、多文化共生が進ん

でいる地域が各地にあります。今後の状況を考

えると、生徒の特別枠や特別措置を県内各地に

広げていくことは、本県に学ぶ全ての外国人留

学生徒にとっても人生に関わる大きな案件だと

考えます。数の少ない今こそ、ぜひ検討してい

ただきたいと思います。 

 次に、学習言語の習得に向けた教育について

です。 

 高校入試という課題解決のためには、高校入

試に至る前の段階での日本語指導が極めて重要

だということは、今さら言うまでもないと思い

ます。 

 現在、県内の学校には、大分県帰国・外国人

児童生徒受入れマニュアルが示されており、日

本語指導が必要な児童生徒の受入れと指導、支
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援の実際や、役割分担についても丁寧に示され

ており、受入れにあたっての現場の不安等は解

消される部分もあるかと思われます。 

 一方で、コロナ収束を見越して、就労目的の

外国人の受入れ等も増加すると思われる中、今

後、県内の帰国・外国人児童生徒も増加してい

くことが推測されます。 

 文部科学省は、特別の教育課程による日本語

指導については二つの目的があるとしています。 

 一つ目は、日本語を用いて学校生活を営むこ

とができるようにすること、二つ目は、日本語

を用いて学習に取り組むことができるようにす

ることです。 

 一つ目の生活言語については、学校で多くの

時間を過ごすうちに１、２年間で身に付くとさ

れています。しかし一方で、二つ目の学習言語

習得については、５年から７年が必要となると

する説もあり、日本語を学ぶ帰国・外国人児童

生徒にとっても、学校側にとっても、そして保

護者にとっても非常に難しい問題です。文科省

もこの理論を念頭に置いた上で、日本語を学ぶ

ことと教科内容を学ぶことを一つのカリキュラ

ムとして構成するという考え方で、第２言語と

しての日本語を学ぶためのＪＳＬカリキュラム

を開発したと承知しています。しかし、実際に

は、ＤＬＡと呼ばれる教科学習に困難を感じて

いる児童生徒を対象とした対話型の評価方法の

活用やＪＳＬカリキュラムの作成、日本語指導

を行う意思が学校側にあったとしても、多忙を

極める学校教育現場では、十分な時間や人員を

確保することさえ困難な状況もあるのではない

でしょうか。特別の教育課程についても、保護

者に学習言語の獲得についての専門知識がなけ

れば、生活言語が話せていればよしとして、希

望しない場合も散見されるのではないかと危惧

しています。 

 今後、増加が予想される帰国・外国人児童生

徒の日本語指導を充実させていくことは、彼ら

自身と家族の人権にも関わる問題であり、その

先の高校入試、そして、県内に定住するかもし

れない人材の育成にも関わる重要な問題だと捉

えています。 

 この点を踏まえ、県教育委員会として学習言

語の習得についてさらなる取組の強化が必要だ

と考えますが、教育長の考えを伺います。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 日本語指導が必要な児童生徒は、

令和３年度は県内公立学校全体で７０人、今年

度は９３人と増加傾向にあります。高校入試等

の進路指導に対応するには、学習言語の習得が

必要不可欠ですが、これまで生活言語の習得に

とどまる場合が多かった状況です。 

 このため県では、児童生徒支援のための加配

教員を活用し、日本語指導の充実を図ってきま

した。それに加え、令和元年度から国の補助事

業を活用し、昨年度は日本語指導支援員１４人

を派遣するとともに、日本語指導者養成研修を

実施しました。 

 さらに今年度から、日本語指導に知見のある

日本語指導アドバイザーを県教委に２人配置し、

日本語能力チェックや初期指導の支援、ＪＳＬ

カリキュラムを含む特別の教育課程の編成につ

いてのアドバイス等を行っています。 

 今後も市町村教育委員会と連携し、日本語指

導が必要な児童生徒が学習言語を獲得し、進路

を切り開いていけるよう、必要な支援を継続し

ていきます。 

御手洗議長 羽野武男君。 

羽野議員 ありがとうございます。事前に一般

質問にあたって、いただいた資料によると、日

本語指導が必要な児童生徒はいます。評価して

教育課程にいくことになりますが、必ずしも全

てが特別の教育課程にいるわけではありません。

日本語指導が必要な児童生徒がいるのに、全員

が特別な教育課程にいく自治体もあれば、全然

いない自治体もあります。こういった部分の日

本語指導を受けさせるために、評価方法という

のは、さきほども言いましたが、県下で統一し

ていると考えられるのか、正確な評価になって

いるのかが分かれば伺います。 

 また、特別教育課程による日本語指導を受け

ていない児童生徒はどのような形で日本語指導

を受けているのか、あわせてお願いします。 

御手洗議長 岡本教育長。 
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岡本教育長 児童生徒が日本語指導を必要とす

るかどうかの評価は、文部科学省の対話型説明

とＤＬＡや、県教委の日本語能力チェックシー

トにより行っています。その評価に基づき、日

本語指導を個別に行うことが必要と判断された

場合、特別の教育課程を作成し、別室において

指導しています。 

 特別の教育課程を作成するまでに至らない児

童生徒については、今申したやり方とは異なり、

教育課程外の放課後の補充学習等で必要な支援

を行っています。 

御手洗議長 羽野武男君。 

羽野議員 県が作っている帰国・外国人児童生

徒受入れマニュアルには、母語保持の重要性や、

生活言語能力と学習言語能力の習得の年数の違

いが記載されています。質問で申したとおり、

期間が違うということです。 

 その内容や習得方法が保護者に理解されてい

ないと、もううちの子は日本語がしゃべれるか

ら、みんなと一緒に授業を受けさせてくれとい

う要望にもつながってくるんではないかと思い

ます。こういった事前の内容や習得方法につい

ても保護者に説明されているのかどうかお尋ね

します。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 内容や習得方法ですが、さきほど

答弁しましたが、日本語指導アドバイザーが学

校と保護者との連絡会に同席し、母語の保持や

学習言語の重要性、今後の進路等について説明、

協議する場を持っています。 

御手洗議長 羽野武男君。 

羽野議員 分かりました。県内には、いくつか

の大学で日本語指導に関して著名な教授や先生

方もおられると聞いています。他県では、県独

自の日本語教材を作成しているところもあるよ

うですが、本県でもその方々の知識と経験を基

にして、本県の文化や特徴をいかした日本語教

材を作ったらいかがかと思います。幸い、めじ

ろんというキャラクターもあるので、そういっ

たキャラクターをいかしながら教材を作っても

いいのではないかと思いますが、見解を伺いま

す。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 教材自体ではありませんが、本県

独自に、指導に役立つ教材のリストを作成し、

市町村教育委員会等にホームページで紹介して

います。加えて、現在、指導場面に応じた教材

リソース集を作成中です。これら教材について

は、今後も各種の研修などで情報共有していき

たいと考えています。 

 なお、大分県帰国・外国人児童生徒受入れマ

ニュアルと日本語能力チェックシートですが、

こちらはいずれも県内の専門家に意見をお聞き

しながら、本県で独自に作成したものです。 

御手洗議長 羽野武男君。 

羽野議員 時間が少しあります。太陽光パネル

をもう少し議論したかったのですが、まだ時間

が余っていますが、最後に、帰国・外国人児童

生徒が未来を切り開けるように、言葉の力を育

ませる教育となるよう取組の強化をお願いして、

私の一般質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手） 

御手洗議長 以上で羽野武男君の質問及び答弁

は終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時５９分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

古手川副議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 一般質問及び質疑を続けます。清田哲也君。 

  〔清田議員登壇〕（拍手） 

清田議員 皆さんこんにちは。４番、自由民主

党、清田哲也です。このたび一般質問の機会を

いただいたこと、先輩同僚議員の皆様に感謝し

ます。 

 また、今般就任された古手川正治副議長に心

より御就任のお祝いの言葉を申し上げて、古手

川正治という名前が表すように、正しく県民の

ための政治が推進されること、その一助となる

ことを祈念して私も一般質問するので、執行部

の皆さんよろしくお願いします。 

 まず、危機管理への備えについてです。 

 巨大地震への防災・減災対策について伺いま
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す。 

 １月２２日未明、日向灘を震源とするマグニ

チュード６．６、最大震度５強の地震が発生し、

県内では負傷者６人のほか、建物や道路、漁港、

港湾施設等に被害が生じました。県内でこれだ

け大きな地震が発生したのは、平成２８年熊本

地震以来と記憶していますが、何の前触れもな

く発生する地震の恐ろしさを、改めて痛感しま

した。 

 県では、南海トラフ地震を喫緊の課題と位置

付け、大分県地震・津波防災アクションプラン

に基づき、各種対策に取り組んでいます。これ

により、今回の地震では被害を最小限に抑える

ことができたのではないかと考えています。 

 そのような中、政府の地震調査委員会では先

頃、巨大地震が想定されている南海トラフの西

端に位置する日向灘や、鹿児島県から台湾まで

及ぶ南西諸島海溝で新たにマグニチュード８ク

ラスの巨大地震が起き得るとする長期評価を公

表しました。 

 日向灘における巨大地震の今後３０年以内の

発生確率は不明とされていますが、日向灘を含

む東海から九州沖の南海トラフではマグニチュ

ード８から９クラスが３０年以内に７０％から

８０％発生すると予測されています。いつ巨大

地震が起きてもおかしくない状況です。マグニ

チュード８クラスの地震となれば、今回の規模

と比較してエネルギーが約１３０倍となること

から、より広範囲に甚大な被害が発生すること

は想像に難くありません。 

 切迫する南海トラフ地震などの巨大地震に立

ち向かうためには、日頃からの備えや心構えな

ど住民への注意喚起はもとより、防災の３要素、

自助、共助、公助の強化をこれまで以上に加速

させる必要があると考えます。こうしたことを

踏まえ、今後の巨大地震への防災・減災対策に

ついて知事に伺います。 

 以下、対面席で行います。 

  〔清田議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

古手川副議長 ただいまの清田哲也君の質問に

対する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 初めに、私も古手川正治副議長のお

誕生を心からお喜び申し上げます。お名前がそ

んなに高貴慶祝なお名前だとは、これまで全く

気が付きませんでした。大変失礼しました。こ

れからもどうぞよろしくお願いします。 

 さて、清田哲也議員から、巨大地震への防災

・減災対策について御質問いただきました。 

 県では、東日本大震災以降、南海トラフ地震

を喫緊の課題と捉え、これまで様々な防災・減

災対策に取り組んできました。 

 今年１月の日向灘地震をあげるまでもなく、

つい昨日、京都、能登の地震もありました。突

然発生する地震に備え、地震・津波防災アクシ

ョンプラン等に基づき、ハード、ソフト両面か

ら対策を講じていくことが誠に重要であると深

く感じています。 

 ハード対策では、県経済の要である大分コン

ビナートの護岸強化をはじめ、災害発生時に命

の道となる広域道路ネットワークの整備や、緊

急輸送道路の橋梁耐震補強などに取り組んでい

ます。引き続き国の防災・減災、国土強靭化の

ための５か年加速化対策予算を最大限活用し、

県土の強靭化を推進していきます。 

 また、住宅の耐震化も大切です。令和２年度

に算出した耐震化率は８４％であり、平成２７

年度と比較して９ポイント上昇しています。耐

震診断、改修に関する支援制度の周知や相談体

制の充実等により、住宅のさらなる安全性向上

を支援していきます。 

 ソフト対策では、地震・津波を疑似体験でき

る防災ＶＲや、事前の備えを紹介する啓発動画

をユーチューブで公開しており、その再生回数

は８５万回を超えるなど、防災意識は確実に広

がっています。今後も、テレビコマーシャルや

ＳＮＳ等を活用した広報を積極的に行い、防災

の日常化に取り組んでいきます。 

 コロナ禍の影響で、直近の自主防災組織の避

難訓練等実施率は５割弱にとどまっていますが、

実施が低調な地域には、地元防災士会等との連

携による支援チーム避難させ隊を派遣し、避難

訓練を促進していきます。 

 また、高齢者施設入所者の避難対策も大きな
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課題であり、福祉団体や地域住民と連携した避

難訓練についても支援します。 

 大規模災害が発災した際には、県外等からの

広域応援部隊や救援物資を円滑に受け入れ、迅

速に被災市町村へ送り届ける必要があることか

ら、大分県広域受援計画を策定しています。今

後は、被災市町村の災害応急対策が迅速かつ的

確に実施できるように、まだ策定していない市

町村の計画づくりを後押ししていきます。 

 さらに、大分大学等が共同開発中の災害情報

活用プラットフォームＥＤｉＳＯＮとの連携を

強化し、災害現場のドローン映像の共有化や、

リアルタイム災害情報の可視化など、防災行政

の高度化を目指します。 

 防災・減災対策に終わりはありません。今後

とも、地域や市町村、関係機関と一体となって、

自助、共助、公助の対策を着実に推進し、巨大

地震による人的被害ゼロのぼうさい県おおいた

を目指して、歩みを進めていきます。 

古手川副議長 清田哲也君。 

清田議員 大変力強い答弁をいただきありがと

うございます。知事がふだんから推し進められ

ている県土強靭化、国の予算を積極的に受け入

れながら、そのときに備えるハード整備をしっ

かり我々も力強く支えていきます。 

 また、答弁にもあったように、どうしてもコ

ロナにおいて避難訓練とか地区の自主防災活動

は停滞気味であろうと思うので、今後もコロナ

を見据えながら、ソフト、ハード両面での対策

を私たちも進めていかなければならないし、ま

た県、市との連携の中でしっかり進めていって

いただきたいと思います。 

 この場をお借りして一言お礼を申します。１

月２２日の日向灘沖地震の際に、鶴見、蒲江、

米水津、各漁港施設は大きな被害を受けました。

知事はじめ関係部局、また、特に農林水産部の

漁港漁村整備課の大変迅速な対応、水産庁との

深く迅速な連携をいただき、１月２２日に発災

したんですが、３月末、昨年度末には蒲江、鶴

見漁港、県管理の漁港においては災害復旧工事

を発注していただき、大変漁業関係者は助かっ

ています。 

 また、佐伯市や県漁協の災害申請等の支援も

していただいた。そしてまた、米水津漁港は佐

伯市が今発注していますが、また今後、災害復

旧に関する御支援を継続していただきたいと思

っているので、一言お礼を申します。ありがと

うございます。 

 次の質問に行きます。 

 大分県国民保護計画の周知についてです。 

 身近に迫る危機管理への備えとして、さきほ

どの自然災害のほか、長引くウクライナ情勢か

ら目が離せない状況になっています。 

 これまで、有事の際の武力攻撃事態等への対

処に関して必要となる個別の法制の整備が進め

られてきました。国民保護法はその一つで、国

全体として武力攻撃事態等における国民の保護

のための措置を的確かつ迅速に実施することと

されています。この国民保護法に基づき、大分

県国民保護計画が策定され、国との共同で実動、

又は図上訓練、年度によっては県単独での訓練

が毎年欠かさず行われています。 

 ウクライナでの惨状を報道で知る機会が多い

中で、もし自分がウクライナの方々と同じ状況

になったらどうするかと考え、不安を感じる県

民も少なくないのではないかと思います。それ

と同時に、人は、まだ大丈夫、自分の身にはそ

んなことは起こらないと考えがちです。心理学

で正常性バイアスと言うそうですが、自然災害

に対しては、避難訓練を繰り返し行い、東日本

大震災等の教訓から学ぶことで、この正常性バ

イアスを克服することができます。 

 しかし、本計画が想定している武力攻撃に自

らがさらされたときに、どこに避難し、いかに

生命を維持していくかということに関しては、

自然災害への対処と比較し圧倒的に情報があり

ません。ウクライナのことを遠い国の出来事と

考えるのではなく、我が事と捉え、どのような

支援ができるのかを考えるのと同時に、もし自

分が武力攻撃の渦中にいたらどうするかを考え

る機会として、大分県国民保護計画の周知の強

化を行い、県民の理解を深める取組を行うべき

と考えますが、見解を伺います。 

古手川副議長 岡本防災局長。 
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岡本防災局長 大分県国民保護計画の周知につ

いてお答えします。 

 議員御指摘のとおり、ウクライナ情勢は私た

ちにとって対岸の火事ではなく、平時からの準

備が重要と改めて認識しました。 

 県では、外国からの武力攻撃やテロ攻撃など、

万が一の事態に備えるため、平成１８年に国民

保護計画を策定しました。また、県民の避難や

救援等を迅速に実施できるよう、これまでに図

上と実動を合わせて１５回の国民保護訓練を実

施。このうち国との共同訓練は８回を数え、全

国でも上位に位置しています。 

 訓練内容としては、大分市ほか３市において、

大規模集客施設や石油コンビナート、空港等で

の爆弾や化学剤散布テロによる災害を想定した

避難、救援等となっています。 

 こうした中、近年の北朝鮮による脅威の増大

を受け、本年４月、国から弾道ミサイルの落下

を想定した避難訓練を促す通知があったことか

ら、県ではいくつかの市町村との共同実施に向

けて検討中です。 

 国民保護計画の周知にあたっては、何よりも

実践的な訓練を繰り返すことが重要であると考

えています。今後とも、計画が実行性を持ち十

分に機能するよう、訓練内容の充実を図るとと

もに、県民一人一人の理解が深まるよう努力を

重ねていきます。 

古手川副議長 清田哲也君。 

清田議員 市町村との連携した訓練を計画中で

あるということで、大変いいことなんだろうと

思います。ただ、国民保護計画なるものがある

ことを知らない県民の皆様も多いのではないか

なと思うんですね。 

 これはガイドライン的なものでもいいんです

が、こういう計画があって、県としてはこうい

う取組をやっているという広報も今後調査、研

究していただけたらなと思います。こういう計

画があって、そういう武力事態等はないのがも

ちろん一番いいんですが、もしあったときはこ

うだというところが少しでも見えるように、今、

県民の皆様もウクライナの方々の報道を見るに

つけ関心が高まっている時期ではあろうと思う

ので、その辺の検討をよろしくお願いします。 

 次の質問に移ります。 

 未成年に関する諸課題について伺います。 

 成年年齢の引下げに伴う課題への取組につい

てです。 

 明治時代から今日まで約１４０年間、日本で

の成年年齢は２０歳と民法で定められてきまし

た。この民法が改正され、本年４月１日から、

成年年齢が２０歳から１８歳に変わっています。

これにより、本年４月１日に１８歳、１９歳の

方は既に成人となっています。 

 そもそも成年と未成年の違いを整理すると、

民法に定める成年年齢は、一人で契約ができる

年齢という意味と、父母の親権に服さなくなる

年齢という意味があります。成年に達すると、

親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契

約ができるようになるということです。例えば、

携帯電話の契約、住居の賃貸契約、クレジット

カードをつくる、高額な商品を購入する際のロ

ーン契約等は、未成年の場合、親の同意が必要

です。しかし、成年に達すると、親の同意がな

くても、こうした契約が自分一人で結べるよう

になります。また、親権に服さなくなるため、

自分の住む場所、進学、就職等の進路なども自

分の意思で決定できるようになります。 

 さらに、１０年有効のパスポートを取得した

り、公認会計士、司法書士、行政書士などの資

格を取得したりすることもできるようになりま

す。また、女性が結婚できる最低年齢は１６歳

から１８歳に引き上げられ、結婚できるのは男

女ともに１８歳以上となります。ただし、成年

年齢が１８歳になっても、飲酒、喫煙、競馬な

どの公営競技に関する年齢制限は、これまでと

変わらず２０歳です。健康面への影響や非行防

止、青少年保護等の観点から、現状維持となっ

ています。 

 気になるのは、近年の若年者や２０代前半の

若者は、精神的、社会的自立が遅れている、人

間関係をうまく築くことができない等の特徴を

持つ者が増えていることです。このままでは、

自立が困難な若年者が十分に保護されないまま、

さらに困難な状況に陥ってしまうのではないか
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と懸念しています。 

 この成年年齢引下げを契機に、若年者が大人

の自覚や能力を得るような教育、そのほか、若

年者の自立を援助する様々な施策を幅広に社会

全体で粘り強く取り組んでいくことで、若年者

の自立を支え、若年者に社会の構成員として重

要な役割を果たさせていくことが可能となると

考えます。 

 県では、昨年、青少年健全育成基本計画を改

訂し、様々な施策を展開しています。中でも青

少年の健全育成・自己形成支援として、様々な

課題に積極的かつ柔軟に対応するなど、社会人

として自立できる人材が育つよう自己形成支援

に取り組むとされています。 

 消費者被害が拡大しないための施策はもとよ

り、若者の自立に対する支援など成年年齢引下

げに伴う諸課題についてどのように取り組んで

いかれるのか、知事の見解を伺います。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 成年年齢の引下げに伴う課題への取

組について御質問いただきました。 

 今回の改正の背景には、少子高齢化が進む我

が国において、将来の国づくりの中心を担う若

者に早期に社会参加してもらいたいとの思いが

あります。さきに行われた選挙権年齢の引下げ

等とあわせて、１８、１９歳の若者が経済取引

の面でも一人前の大人として認められることは、

若者の社会参加にとって大事な要素であると考

えられたからだと思います。 

 一方、親権の対象年齢の引下げにより自立で

きない若者が困窮化したり、未成年者取消権が

行使できず、若者の消費者トラブルが増加する

といった課題も指摘されています。こうした課

題に対応するため、次の三つに取り組んでいき

ます。 

 一つは、若者の自立支援です。若い人には、

できるだけ早い時期から自立に向けて、社会的、

職業的な成長を促す教育が必要です。 

 小中学校では、自立に向けて成長を自己評価

できるよう、令和２年度からキャリア・ノート

を活用した教育に取り組んでいます。また、中

学校では職場体験活動、高校ではインターンシ

ップなど、生徒の成長段階に応じたキャリア教

育を通じて、懸命に働き収入を得ることや金融、

経済の仕組みなど、社会の興味深いところ、難

しいところ、厳しいところを学ぶことの大切さ

を教えています。 

 さらに、地域や民間団体等と連携した取組も

進めています。例えば、青少年団体と共同で行

っている大分県少年の船では、小、中、高校生

で班を編成し、年齢の異なるメンバーが協力し

て様々な体験活動や寝食を共にすることで、社

会性や自立心の向上につながっています。保護

者の方々からは、少年の船での体験が後押しと

なり、子どもが教師の道を選んだ、あるいは、

泣き言を言わずに努力するようになったなどの

感想をいただいています。 

 二つは、自立困難な事情を抱えた若者への支

援です。学校においては、スクールカウンセラ

ーを配置し、児童生徒の心に寄り添った相談体

制の充実に努めています。また、おおいた青少

年総合相談所では、令和２年度から相談員を増

員し、医療、福祉、法律等の専門家チームを設

けるなど、課題を抱えた若者の支援にワンスト

ップで対応しています。 

 三つは、若者を狙った消費者被害防止です。

これまでも、高校の授業を通じた消費者教育や

消費生活相談員による巣立ち教育出前講座など

の実施により、若者が消費者被害に遭わないよ

う努めてきました。新たに今年度からは、消費

者教育コーディネーターを県内全ての高校に派

遣し、消費者教育の充実、強化にしっかり取り

組んでいきます。 

 これからも、本県の未来を担う若者たちが安

心して社会に羽ばたけるようにしっかりと支援

していきます。 

古手川副議長 清田哲也君。 

清田議員 ありがとうございます。電子マネー

とかいろいろ便利なものが出ると、使い方を間

違うといろんな犯罪にもつながりかねないし、

特に学校現場での教育等も必要になってくるか

と思います。 

 実は今月、佐伯の法人会青年部で、大分県警

察に御協力いただき、サイバー犯罪の講演をい
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ただくようにしていて、各高校に御案内もして

います。ただ、その日がちょうど鶴城高校も豊

南高校も期末試験の期間中で、生徒は来れなく

ても保護者の方でも来てくださいということで、

親子でそういう知識を身に付けるような取組も

しているので御紹介しました。 

 では、次の質問に移ります。 

 主権者教育の現状と課題についてです。 

 一足先の平成２８年から、選挙権年齢が満１

８歳に引き下げられました。 

 昨年１０月に行われた衆議院議員選挙におい

て、県全体の投票率は５７．２６％で前回の同

選挙より０．２８ポイント上回りました。しか

し、県内の２０歳から２４歳の投票率は３５．

５４％となっており、全世代の中で最も低い数

値となっています。また、注目される１８歳の

投票率は５２．３７％と、県全体の投票率より

低く、主権者教育を行っても必ずしも投票率の

向上につながっていない、未成年者に対する教

育、啓発の難しさが現れています。 

 主権者教育が投票率の向上のみを目的として

いるわけではないことは理解していますが、国

民生活と地方公共団体、国との関わり、日本国

憲法や政治参加の重要性を小、中、高と段階に

応じて学び、自ら考えさせていく中で、自らが

持つ選挙権の行使に関して意識が高まるはずな

のに、そうはなっていないのはなぜなのか、現

状行われている主権者教育の内容に関して検証

すべきではないでしょうか。主権者教育の現状

と課題に関して伺います。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 主権者教育については、小学校第

６学年では、議会政治や選挙の役割などを、中

学校の公民的分野では、小選挙区比例代表並立

制等の仕組みや政治参加の意義を学習していま

す。まちづくりのアイデアを議会に提言したり、

市報やＷｅｂサイトで発信したりする等の取組

を行っている中学校も見られます。 

 高校では、政策ポスター作成から模擬選挙ま

での流れの体験、高校生の投票率向上について

のディベートの実施など、自らの政治参画に向

けた取組を行っています。 

 一方で、これらの取組が特定の教科の取組と

なっており、学校教育全体において主権者とし

ての在り方を学ばせる必要があると考えていま

す。 

 昨年度、高校においては校則の見直しについ

て、生徒と学校が話し合う場を設けました。校

則を我が事として捉え、議論することで、参画

することの大切さを学び、公正な世論形成等の

主権者教育の新たな取組となったと考えていま

す。 

 生徒にとって政治や社会が一層身近なものと

なる中、社会で求められる資質、能力を全ての

生徒に育み、生涯にわたって探求を深める未来

の創り手として送り出していくことが重要であ

ると考えています。 

古手川副議長 清田哲也君。 

清田議員 先般、浦野議員と共に県議会出前講

座で佐伯市立切畑小学校に行ってきました。昨

年も行かせていただいたんですが、早ければ早

い方がいいのかなという思いがしています。と

にかく、小学校ぐらいで県議会でもいいし、市

町村の教育委員会経由の市町村議員さんたちで

もいいので、議会見学に行くでもいいし、議員

の生の話を聞く機会があれば、すごく印象に残

って、恐らく政治のニュースとか選挙のニュー

スをテレビで見るときの意識が子どもたちも変

わっていくのかなと思うし、もう一つは、保護

者、親が選挙に行く、それに子どもを連れてい

っていいわけですから、一緒に投票所に行って

親が投票する姿を見せるとか、そういう取組も

何か積極的にしていっていただけたらと提案し

ておくので、また御検討をよろしくお願いしま

す。 

 次の質問に移ります。 

 教職員の広域人事についてです。 

 教職員の広域人事に関しては、この一般質問

の場においても様々な議論が交わされてきたか

と思います。全県的な教育水準の維持、臨時講

師比率の地域間格差の解消等、人材育成の観点

からもメリットがあることは理解しています。

一方で、デメリットもあるかと思います。例え

ば、校長、教頭ともに長距離、長時間の通勤を
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している場合、学校で起こり得る様々な危機管

理への迅速な対応ができるのか危惧されます。

管理職教員が勤務校所在地に居住すれば、危機

管理体制上の課題のみならず、居住地における

いわゆる関係人口増の一人となり、日常消費も

生まれ、微力ですが、地元経済への貢献にもな

ります。学校と地域とのつながりの重要性に鑑

み、赴任した地域の方々と共に教育に取り組み、

地域に根ざした教育を進める意欲や努力する姿

を管理職教員が率先垂範で若手の教職員に示す

ことができます。広域人事の目的を達成するた

めにも管理職教員の勤務地居住は大きな役割を

果たすのではないかと考えます。 

 また、１０年３地域の異動原則に関しても、

見直しが必要ではないかと思います。ライフサ

イクルにおいて、１０年３地域の異動原則を考

慮し、県内各地域への通勤利便性の高い大分市

内に定住する教職員が多いのではないかと思い

ます。このことは人口偏在に拍車をかけ、地域

経済の疲弊の要因にもなりかねないし、結婚、

出産のタイミングにも大きな影響を及ぼしてい

ると推察されます。広域人事は継続しつつ、な

おかつ教員が出身地域で家庭を持ち、居住しや

すくするための弾力的な運用が、教育水準の確

保のみならず働き方改革の推進にもなり、地域

経済への貢献にもなるのではと考えます。 

 こうした点を踏まえて、教職員の広域人事に

ついてどのような方針で実施されているのか、

教育長の見解を伺います。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 広域人事は、全県的な教育水準の

維持向上、若手教員の人材育成、教職員の意識

改革の三つの観点から取り組んできました。 

 教職員の人事は、市町村教育委員会の内申に

基づき、適材適所で対応しており、これまでも

必要な見直しを実施してきました。校長や教頭

などの管理職の配置については、新任教頭の一

定数を他の市町村から登用していた人事ルール

を緩和するなど見直しを行いました。今年度は

約９３％の学校において、校長、又は教頭のい

ずれかが勤務校所在地の市町村に居住し、危機

管理等に対応しています。 

 若年期の広域異動については、周辺部の市町

村教育委員会を中心に、教育水準の維持向上の

ために必要だという声を数多くいただいていま

す。これまでも、異動年数の弾力的運用とか一

定の臨時講師経験を１地域としてみなすなど、

必要な見直しも行ってきました。 

 今後とも、教職員の結婚や育児、介護などの

個別事情にも十分配慮しながら、教職員の広域

人事を進めていきます。 

古手川副議長 清田哲也君。 

清田議員 ありがとうございます。広域人事そ

のものは私も非常にいいと思っていて、また今

御答弁もいただいたのであれなんですが、結婚

とか出産とか、ちょうどその時期を迎える教職

員が、できれば居住は地元にしていただきたい

のが一番の思いであり、そういうところへの若

干の配慮ができるような弾力的運用という意味

合いでの質問だったので、なかなか大分市に人

口が集中している現状もあるし、その辺の御配

慮と研究、検討をよろしくお願いします。 

 次の質問に行きます。 

 教育現場における働き方改革についてです。 

 働き方改革推進の取組として、校務支援シス

テムの充実と活用の促進、会議の効率化、スク

ールサポートスタッフの活用等様々な取組が行

われています。教職員の働き方改革のゴールは

子どもと向き合う時間を確保することであり、

単に仕事の量を減らすことではないと理解して

います。しかし、実際に子どもと向き合う時間

さえ、働き方改革の名の下に減らしている現状

があるのではないか、検証する必要性を感じて

います。実際に私が伺った事例ですが、宿題の

添削を保護者が行い、やり直しまでして担任に

提出している現状は教員が子どもと向き合って

いると言えるのか、また、今年４月の話ですが、

快晴であり、コロナ陽性者も濃厚接触者もいな

い学校で、急遽、コロナ感染予防という理由で、

歓迎遠足を校内に変更することが子どもと向き

合っていると言えるのか、大変疑問に感じてい

ます。地域行事への参加を働き方改革の名の下

に止めていくことは、学校と地域との関わりを

放棄し、学外での子どもたちの活動から目をそ
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らすことになるのではないかと考えます。 

 このような現状を伺うと、教職員の働き方改

革の本質は子どもたちと向き合う時間を確保す

るためのはずなのに単純な労務の削減になって

はいないかとの疑念が生じます。働き方改革を

進めるにあたり、教職員の一番の仕事である教

育の時間さえ削るような統一性のない運用がな

されないように、検証と改善が必要かと考えま

す。 

 教育現場における働き方改革のこれまでの検

証と今後の取組について見解を伺います。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 学校における働き方改革の目的は、

これまでの働き方を見直し、子どもたちに対し

て効果的な教育活動を行えるようになることで

す。子どもと向き合う十分な時間を確保するた

め、学校以外が担うべき業務や、教師が必ずし

も担う必要のない業務について、精選に努めて

います。 

 教育委員会では、平成２０年度に学校現場の

負担軽減プロジェクトチームを設置し、全課室

をあげ、組織的に業務改善に取り組んできてい

ます。 

 具体的には、平成２２年度から学校現場への

調査文書の見直しや研修、会議の縮減に取り組

み、研修、会議については、平成２９年度の実

績で３１．６％を削減できています。 

 教職員研修については、オンライン研修を推

進し、昨年度はコロナ禍もあり、当初計画は３

２．１％でしたが、それを大きく上回る５０．

４％の研修をオンラインで実施しました。移動

時間等の削減により勤務時間をより有効に活用

することができたとの声が寄せられています。 

 教職員が子どもと向き合う時間の拡充の観点

から、教職員の働き方改革を引き続き進めてい

きます。 

古手川副議長 清田哲也君。 

清田議員 事務的なものとかオンラインででき

るものとかの工夫で時間をつくっていくのは当

然、それこそ正に働き方改革だと思うんですが、

どうしてもさきほど質問の中で言ったような事

例を聞くと、はっきり言ってこれは親の声です。

自分の子が行っているところは添削まで親がし

て、やり直しまで親がして、それを実際に先生

が見てくれて、ああ、この子はこういうところ

を２回やり直しているんだなというところまで

いっていれば問題ないんでしょうが、片や隣の

学校では、添削からやり直しまで先生がきっち

り見ています。 

 例えば、同じ小学校３年生とかで宿題に対す

る取組にばらつきがあると。これは非常に何か

私はおかしな話だなと思っていて、そういうと

ころの統一性も含めて、働き方改革を進めなが

らも、子どもとの向き合いはどうなっているん

だと、そこも減らしているんではないだろうな

というところのチェック、改善、統一性をまた

しっかり詳細に見ていってほしいと思っている

ので、よろしくお願いします。要望にします。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 ものづくり人材の育成についてです。 

 高等技術専門校の活用についてです。 

 各産業分野において人材不足の状況が顕著に

なってきています。人材不足、これは育成と確

保をしっかりしていきながら、本県経済発展の

ため避けては通れない喫緊の課題です。 

 現状の取組として、職業系高校への熟練技能

者の派遣、そして、在学中の技能検定取得の支

援、このように既にものづくり産業に従事して

いる若年者に対しては、２級、３級の技能検定

試験手数料の減免等、若手技能者の育成、確保、

定着に向けた支援が行われています。しかしな

がら、熟練技能者の高齢化による退職が進んで

いること、少子化により職業系はもとより将来

を担う若者の絶対数が減少していることに加え、

その若年層のものづくり離れの傾向が見られる

ことから、各産業分野における技術の承継が困

難になっている現状があります。こうした現状

下において、県が運営する高等技術専門校のよ

り一層の充実と活用が必要なのではないかと感

じています。 

 元来は離職者の再就職支援という側面が強か

ったかと思いますが、近年では２０代、３０代

の入校者が多く、新たな職種に挑戦したいとい

う方や、お子さんがこども園に通い始めたのを
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きっかけに新しい技術を習得して、新たな職場

を求めるという主婦の方の入校も多くなってい

ます。 

 佐伯校の実績ですが、令和２年度で就職率８

８．２％、これは全員が県内就職を果たしてい

ます。定員割れの現状もありますが、生徒募集

に関する情報発信を頻繁に行い、またパンフレ

ット等も若者受けするデザインを取り入れるな

どして、新たな挑戦の意欲を持った２、３０代

の方の入校割合が増えている、そのような成果

につながっているのではないかと感じています。 

 また、女性が技術を身に付けられる、生活圏

に最も近い学校としての魅力発信が今後は重要

になってくるのかなという考えもあります。ま

た、女性活躍の場を推進していく、そういう役

割も担える学校だと思っていますが、こうした

最近の実態を踏まえ、県内３校の高等技術専門

校の活用と充実の見解を伺います。 

古手川副議長 高濱商工観光労働部長。 

高濱商工観光労働部長 高等技術専門校は、地

域産業を担う人材の育成、離職者の円滑な再就

職の促進等に重要な役割を担っています。雇用

情勢の改善等により、入校生が定員に満たない

状況はあるものの、職業に必要な技能の習得や、

就職活動をきめ細やかに支援することで、高い

就職率を維持しています。 

 各高等技術専門校での訓練内容や取得できる

資格等については、企業ニーズやＩＣＴ等技術

の進展に合わせて見直しを行っており、例えば、

佐伯校においては、３Ｄプリンターを活用した

実習を始めるなど充実を図ってきています。 

 あわせて、子育て中の女性等の多様な就業ニ

ーズに柔軟に対応するため、県内各地の民間専

修学校等に委託し、簿記等短期間での知識習得

や、介護や保育の資格取得等、様々なコースも

設けています。 

 高等技術専門校が就労意欲を持つ女性や若者

等にこれまで以上に活用されるよう、ハローワ

ークでの案内に加え、知名度向上に向けてＳＮ

Ｓ等による情報発信を強化していきます。 

古手川副議長 清田哲也君。 

清田議員 各校定員割れしないように努力して

いるのはすごく見えているし、広告もよく見る

ようになってきているので、今後も取組をお願

いしたいと思いますが、実習機械の件で再質問

します。 

 佐伯校での機械加工科実習機械は１６台あり

ます。いずれも耐用年数は１０年ですが、最新

のものでも２１年が経過しています。古くても

動けば問題ないと思いますが、例えば、加工プ

ログラムを入力して、そのプログラムに従って

工具を自動交換できる数値制御の工作機械、マ

シニングセンタとＮＣ旋盤という工作機械があ

りますが、いずれも、導入後２９年が経過して

いて、実際ここで学んでも、いざ企業に就職し

たときにプログラムの入力方法が違っていたり、

操作方法が最新のものとはかなり違っていたり

して、卒業生が戸惑うようなことがあると思う

んですが、即戦力のものづくり人材育成のため、

授業で使用する工作機械の更新に関する見解を

伺います。 

古手川副議長 高濱商工観光労働部長。 

高濱商工観光労働部長 工作機械を含め、授業

で使用する機材等については、要望を把握した

上で優先順位を付けて更新してきており、予算

を配分しています。 

 そういった中で、我々の優先順位の付け方で

すが、やはり安全衛生上不可欠なもの、また、

就職や資格取得に有効なもの、そしてまた、複

数の訓練下で利用するものを優先として掲げて

います。佐伯高等技術専門校においてもこの観

点から、集じん機とか溶接機、また、パソコン

等の設備や更新を順次行ってきています。 

 言われるとおり、工作機械の更新ですが、こ

れはやはり非常に高額、そしてまた、当面の更

新が難しい現状があります。丁寧にメンテナン

スしながら、現場で応用できる基本的な技能を

習得する訓練を実施してきています。 

古手川副議長 清田哲也君。 

清田議員 現状を把握していただいているなら

それでいいんですが、なかなか１台が高額だか

ら、おいそれとすぐ買うような感じにはならな

いと思いますが、現状把握をさらに進めていた

だいて、できるものは本当に優先的にやってい
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っていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 現場に即した土木技能者の確保と育成につい

てです。 

 建設業における人材不足に関しては、既にそ

の課題が共有され、解決に向けた取組がなされ

ています。しかし、その取組のほとんどは、い

わゆる技術屋さんと呼ばれる施工管理を担う技

術者の育成、確保に関するものが多数です。今

回は、土木現場において実際に作業する、コン

クリートを打設したり、型枠を組んだり、そう

いう型枠工であり、左官工であり、普通作業員

のことを土木技能者と定義して質問します。 

 従来の建設業は、豊富な生産年齢人口のもと、

不良、不適格業者の排除、品質確保をいかに行

うかという観点から、施工管理技術者の教育、

評価に力点が置かれていたように思います。最

近では、実際に現場で物を造る技能者への評価、

教育、資格が整備されてきてはいますが、技術

者不足の課題の深刻さ以上に、実際に現場で物

を造る技能者不足の課題は建設業界の将来に深

刻な影を落としています。ＩＣＴ機械によって

カバーできる技能もありますが、橋脚、擁壁な

どの構造物をはじめ、まだまだ人力でないとで

きない工程が建設現場にはたくさん残されてい

ます。土木技能はいわゆる徒弟制度のようなも

ので、先輩の技術を現場で見て覚えるような慣

習の下、技術の承継が行われてきました。しか

し、熟練工の退職ペースに若手技能者の入職が

追いついておらず、現場技術の承継が滞ってい

ます。 

 このような状況改善を少しでもしようと、建

設業協会佐伯支部の青年部と佐伯土木事務所の

共催で、子どもたちを集めて、建設機械に実際

に触れてもらうフェアを今年の春に行いました。

５００人以上の来場があり、来場した子どもに

は漏れなくミニカーをプレゼントするという、

これは大変効果が絶大でしたが、また、そのミ

ニカーを持って、夜、家でも保護者の方とその

話をすると。 

 このような官民協働での人材確保の取組も今

後一つの手法であるかと思いますが、現場に即

した土木技能者の確保と育成について、どのよ

うに取り組んでいかれるのか伺います。 

古手川副議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 少子高齢化が進展する中、

技能者不足へ対応するためには、生産性の向上

と新規就業者の確保を共に進めることが肝要で

あり、国や県、業界をあげて取り組んでいます。 

 まず、生産性の向上については、ＩＣＴ建設

機械の導入やコンクリート構造物のプレキャス

ト化等により現場の省力化を積極的に進めてい

ます。一方、新規就業者を確保するためには、

きつい、汚い、危険の３Ｋイメージを解消し、

給与、休暇、希望の新３Ｋの実現が不可欠です。

このため、設計労務単価の引上げや週休２日工

事の普及など就労環境の改善をしっかりと後押

しするほか、技能者の資格取得経費を補助する

など、業界の人材確保に向けた取組を支援して

います。 

 また、産学官で構成するおおいた建設人材共

育ネットワークにおいて、小中学生を対象とし

た体験型イベントやＳＮＳ、動画配信等、建設

産業の魅力発信を行い、イメージアップも図っ

ています。 

 さらに今年度、新たに職種ごとの技能者不足

の実態を調査し、課題を深掘りした上で、入職

促進に向け具体的な対策の検討に着手します。 

 引き続き産学官一体となり、技能者をはじめ

とする担い手の確保と育成に取り組んでいきま

す。 

古手川副議長 清田哲也君。 

清田議員 ありがとうございます。建設業協会

佐伯支部は自分たちで技能者育成の学校もつく

ってみようかとか、そういう研究も始めている

ようなので、またそういう話が出た際にはいろ

いろ御支援いただきたいと思うし、高校の土木

科でも技能者のコースをつくるとか、さきほど

の高等技術専門学校でも技能者育成コースがで

きないかとか、そういう全庁的な取組をまたひ

とつ研究していただきたいと思うので、よろし

くお願いします。 

 それでは最後、４番目の大項目に移ります。 

 県産品の販売戦略についてです。 
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 おんせん県おおいた応援店、これは首都圏に

おける県産品の販売戦略の前線基地であると私

は思っています。ただ、このコロナ禍で、非常

におんせん県おおいた応援店の経営が厳しいと

ころもあるんではないかと心配しています。今

後、さらに連携強化、加盟したいという店舗を

増やすための信頼関係の醸成という面において、

県で応援店のＰＲ強化を行って、県が応援店を

応援するという取組も必要ではなかろうかと思

っています。 

 例えば、大分から出張する方々へ応援店のパ

ンフレットを配付すると、応援店を応援する、

そのような施策の強化も少し考えていただけた

らと思いますが、見解を伺います。 

古手川副議長 高濱商工観光労働部長。 

高濱商工観光労働部長 県においては、首都圏

等において、大分県産食材等を取り扱う量販店

や飲食店などをおんせん県おおいた応援店とし

て登録し、県産品の魅力発信と取引拡大を促進

しています。これまで３６５店舗を登録してお

り、昨年度は１２０を超える店舗を持つ量販店

の新規登録により、県産焼酎の取引が開始され

ました。 

 応援店に対しては、魅力ある県産品の情報提

供はもとより、各店舗での大分フェア開催に係

るチラシの作成支援や頒布用温泉入浴剤といっ

たノベルティーグッズの提供なども行っていま

す。また、東京の衣食住を幅広く発信する月刊

誌や大手フリーマガジンなどで応援店を紹介す

るなど、ＰＲにも積極的に取り組んできていま

す。そうした取組により、例えば、東京のオー

ガニック専門店では、２週間のフェアで２００

万円を超える売上げがあり、今後もぜひ開催し

たいといった声もいただいています。 

 今後ですが、正に御提案いただいたように、

大分発着の出張者や旅行者をターゲットに、応

援店を簡単に検索できるＱＲコード付きの広告

を大分空港に掲げるなどの取組もあわせて進め

ていき、おんせん県おおいた応援店のさらなる

活用につなげていきます。 

古手川副議長 清田哲也君。 

清田議員 その新たな取組に期待します。あり

がとうございます。 

 最後の質問です。 

 県産農林水産物の県内消費拡大についてです。 

 地産地消の取組を中心に県内での農林水産物

の販売戦略も重要です。少し高くても地元のも

のをスーパーで必ず手に取っていただくにはど

うするか、大人への食育、意識付けも販売拡大

のためには重要です。例えば、有機野菜に注力

する臼杵市では、ユネスコ創造都市ネットワー

クへの食文化分野での加盟も追い風になってい

ます。 

 このように県産品を県内で販売拡大していく

ためにどのような取組を今後重要視していき行

っていくのか、農林水産部長に伺います。 

古手川副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 県産農林水産物の出荷先に

ついては、物流コスト、販売単価、需要量など

を踏まえて決めることが重要です。物流コスト

の面では、県内消費が最も有利と認識していま

す。このため、県内の卸売市場も重要な取引先

として位置付け、二つの観点から県内消費の拡

大を取り組んでいます。 

 一つは、県民が県産食材への理解を深め、食

べる習慣を醸成するための食育活動です。これ

まで、小学校や料理学校と連携し、おおいた和

牛や養殖ヒラメなどを題材に出前授業や、レシ

ピ開発を実施してきました。今年度は有名料理

家と連携し、ブリのレシピ動画作成、カボス料

理教室を開催します。 

 二つは、県内量販店で県産食材の取扱量を増

加させるための販売促進の強化です。３月に行

ったベリーツの売場装飾コンテストでは、売上

げが前年比で４００％を超える店舗もあり、県

内消費の拡大につながりました。７月からは、

大手食品メーカーが考案した地産地消夏野菜カ

レーを活用し、量販店での関連食材のＰＲを行

う予定としています。 

 こうした活動により、積極的に県産農林水産

物の県内での消費拡大を図っていきます。 

古手川副議長 清田哲也君。 

清田議員 ありがとうございます。これで質問

を終わりますが、高濱部長におかれては東京に
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戻られても大分県応援団の団長としてしっかり

また、ますますの御活躍を祈念するとともに、

御子息が健やかに、強靱な男子になられるよう、

しっかり見守らせていただきたいと思います。

フェイスブック楽しみにしています。誠にあり

がとうございました。（拍手） 

古手川副議長 以上で清田哲也君の質問及び答

弁は終わりました。堤栄三君。 

  〔堤議員登壇〕（拍手） 

堤議員 皆さんこんにちは。傍聴の皆さん、ま

たインターネット、ケーブルテレビで御視聴の

皆さん、お世話になります。日本共産党の堤で

す。早速、一般質問をします。よろしくお願い

します。 

 まず、県民生活の安全のための施策について、

中小企業対策についてです。 

 新型コロナとロシアによるウクライナへの侵

略戦争、アベノミクスの異次元の金融緩和によ

って異常円安をつくり、物価や輸入品の高騰を

招いています。全商連付属・中小商工業研究所

の営業動向調査でも、２０２２年上期３月の原

材料、商品の仕入値ＤＩが、前々期２１年上半

期の３６．７から前期２２年下期には６０．１

に、今期２２年上期は７５．６と２期連続で急

上昇していると調査結果を公表しています。円

安などで今後影響が広がり長期化も予想されま

す。原材料やガソリン、軽油の価格上昇が営業

を圧迫していることの実態が表れています。大

分市の消費者物価指数を見ても、今年１月の光

熱、水道が前年同月比７．５％増の１０５．３、

２月が１０６．６、３月は１０８．０、４月は

１０８．７と上昇傾向にあります。それは食料

品でも前年同月比で上昇傾向にもあります。 

 先日、都町の飲食業者の方々から話を聞き、

ガス代と仕入値が高くなり営業に大きな支障が

出ている、海産物の商品がなく仕入れができな

いで困っている、また建築業者は、木材がめち

ゃくちゃ値上がりしたが、契約時の金額しかも

らえないので大赤字になるなど、厳しい営業の

実態を聞きました。コロナ禍で経営が厳しく廃

業せざるを得ない事業者が多く出ています。 

 こうした状況を踏まえ、中小事業者向けの物

価高騰対策資金として無利子融資制度や固定費

補助などを創設すべきではありませんか。答弁

を求めます。 

 次に、生活困窮者対策についてです。 

 こんな状況というのに、政府は６月からの年

金支給を０．４％カット、１０月からは後期高

齢者医療制度で一定所得者に対し２倍化負担な

ど、とんでもない施策が行われようとしていま

す。県民の暮らしを守る地方自治体の役割とし

て、国に対し物価高騰で苦しんでいる庶民への

年金削減や社会保障の負担増中止を求めるべき

ではありませんか。あわせて、物価高騰対策と

して困窮世帯に水道光熱費等の補助を創設すべ

きではありませんか。答弁を求めます。 

 以下、対面にて。 

  〔堤議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

古手川副議長 ただいまの堤栄三君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 堤栄三議員から、物価高騰対策と県

民生活を脅かしている諸問題について御質問い

ただきました。私からお答えします。 

 まず、中小事業者対策についてですが、長引

くコロナ禍の中、本県では様々な中小企業対策

を講じてきました。無利子、無担保融資をはじ

め、県内でも約４万５千件の利用がある雇用調

整助成金、使途を問わない総額約１４０億円の

応援金や事業継続支援金、多くの市町村による

家賃補助などで、固定費を中心に手厚い支援を

行ってきました。 

 その結果、本県の有効求人倍率は全国を上回

る１．３１倍で、企業倒産件数も低水準で推移

しています。また、日銀大分支店の５月公表の

景況判断では、一部に弱さは残るものの、緩や

かに持ち直しているとしています。 

 そうした中で、ロシアのウクライナ侵略や円

安、供給力不足等を要因とする物価高騰が新た

な経済活動の下押し圧力となっており、資金繰

りの悪化に備え、ゼロ金利政策の下、引き続き

金融緩和による支援に力を入れる必要があると

いう状況です。 

 国では、原油価格・物価高騰等総合緊急対策



第２回 大分県議会定例会会議録 第２号 

- 45 - 

の中で、影響の大きい中小企業等に配慮し、政

府系金融機関による無利子、無担保融資を９月

末まで延長しました。県においても、保証人が

原則不要の制度資金に１千億円の新規融資枠を

設けて、低利資金のメニューを複数用意して、

県内事業者からの相談に対応しています。あわ

せて、金融機関に対しては、返済猶予や条件変

更、追加融資等の資金繰り相談に対して、丁寧

に対応するよう、特段の配慮をお願いしていま

す。今後も国や金融機関と連携しながら、それ

ぞれの事業者の実情に応じて、必要な金融支援

を届けられるようにしっかりと取り組んでいき

ます。 

 他方で、年明けから続いた第６波の感染拡大

はようやく落ち着く兆しを見せており、国全体

でコロナと共生しながら社会経済を復活させよ

うという機運が高まりつつあります。今後は、

従来の給付等による固定費中心の直接的な支援

から、ヒト、モノ、カネの流れを取り戻す中で、

経済を正常化する方向へとシフトしていく必要

があります。 

 最近の物価上昇についても、本来は価格転嫁

で対応するのが望ましい姿であり、その環境づ

くりのためにも、個人消費を下支えしていくこ

とが重要です。 

 こうしたことから、県では、市町村と連携し

て消費を喚起するプレミアム商品券事業の第２

弾を実施することとしています。プレミアム率

は第１弾と同様、高率の３０％を原則とし、発

行規模は１３０億円の予定です。さらに、新し

いおおいた旅割の中では、地域クーポンを発行

し、観光消費も促進しています。 

 消費の活性化を通して、事業者の売上回復や

価格転嫁を後押しし、コストの上昇に苦しむ県

内事業者を支援していきます。 

 次に、生活困窮者対策についても御心配をい

ただいています。 

 ２年以上にわたるコロナ禍に加え、急速に進

む原油、物価高は、国民生活や経済活動に重大

な影響を及ぼしています。 

 厳しい日本の経済、財政状況や加速する少子

高齢化の中で、いかに全世代型社会保障を構築

していくかが何よりも重要です。 

 そうした中、年金制度は、高齢者の生活の基

本的な部分を支える大切な制度であると同時に、

社会経済を支える役割も果たしています。この

ため、将来にわたって持続的かつ安定的な制度

であることが求められています。 

 年金改革法等の施行により、本年４月から、

年金支給額が原則０．４％引き下げられました

が、これは現役世代の賃金の動向等を反映して

決定されたものであると承知しています。 

 後期高齢者医療制度をはじめとした社会保障

制度についても、同様に、全世代で広く国民の

安心を支えていく必要があります。 

 １０月からは、後期高齢者医療の被保険者全

体のうち、一定以上の所得がある約２０％の方

について、医療費の窓口での負担割合が２割と

なります。今年度以降、団塊の世代が７５歳以

上となり始め、医療費の増大が見込まれる中、

制度を確実に未来へつないでいくために、既に

給付費の約４割を負担している現役世代との世

代間の公平を図ったものと考えています。 

 次に、原油価格・物価高騰等への対策につい

てですが、国の総合緊急対策を受けて成立した

補正予算を積極的に活用することとしています。 

 収入の減少や生活に苦しむ方への支援では、

緊急小口資金等の特例貸付や生活困窮者自立支

援金の申請期限を８月末まで延長するほか、低

所得の子育て世帯に対しては、児童一人当たり

５万円をプッシュ型で支給します。 

 加えて、子ども食堂や保育施設等に対して、

県と市町村が連携して食材費の増加分を支援す

ることにより、保護者の経済的負担の軽減を図

ります。こうして、真に生活に困っている方々

への支援を強化したいと考えています。 

 なかなか先行きが見通せない中ではあります

が、同時に消費喚起をはじめとした社会経済の

活性化にもしっかりと取り組んで、一日も早い

景気回復を目指し、県民が安心して暮らしてい

ける大分県づくりに努めていきます。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 中小企業対策についてですが、事業復

活支援金の受付が延長されました。しかし、持
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続化給付金も含めて、これまでの様々な固定費

を含めた助成が一応基本的には終わっているわ

けですね。今回の復活支援金は、個人の場合、

３割下がった場合には３０万円の支給という状

況になっていますが、やはり今が中小零細企業

は大変な現状です。確かに無利子の融資制度も

延長されて、それが借りやすいというのも当然

基本ですが、しかし、なかなかそれも借入れが

できない方もいます。 

 総合的な判断をされると言っていますが、実

際に総合的ではなくて、やはり銀行当局はその

人の返済能力を見ています。だから、そういう

点ではなかなか融資制度は厳しい状況ですから、

なおさらやはり固定費として、各市町村も含め

て、家賃の固定費、さらには上水道の固定費を

これまでやってきました。そういうものを県と

しても中小零細企業を含めて応援するという態

度が必要だと思いますが、これについては、再

度そういう考えはないかを聞きます。 

 プレミアム商品券についても、今回の補正予

算を調べてみたら、小売、飲食、宿泊業などは

約１万５，２１４社が対象で、そのうちの７，

９４６店舗が加盟店、つまりプレミアム商品券

を使えると、５２％なんですね。これであまね

く中小零細業者に対する支援が、これだけでは

足りないと私は思います。 

 おまけに、１万３千円の使い道も大型店と小

売店では、大型店はいくらまでしか使えないと

か、いろいろ使い勝手の問題があります。 

 そういう様々な状況もありますから、プレミ

アム商品券だけではなくて、さきほど言ったよ

うな制度設計も本当に今必要だと思いますが、

それについて再度答弁を求めます。 

 あと、生活困窮の関係についても、年金は０．

４％削減でしょう。これは今年金が削減されて

も、今使うものです。つまり、年金というのは

基本的に１００％消費に回りますから、地域経

済の活性にもなるわけで、それが０．４％削減

されるということは地域経済にも非常に大きな

マイナスになってしまいます。だから、そのた

めには国に対して、世代間の公平とかではなく

て、本来いえば、民間の賃金が下がっているこ

と自体が、日本の国というのは世界から見れば

異常なんです。本来他の国は上がっているんで

す。 

 そういう状況の中で、個人消費を引き上げる

ためにも賃金を上げる、イコール年金も引き上

げる、そういうスタンスに行政として立たなけ

れば、地方自治法第１条の住民の福祉の向上を

目指すという地方自治体の役割が果たせないと

思います。そういう点をどのように考えている

かを聞きます。 

 さきほど低所得者５万円の支給についての話

がありましたが、この５万円の支給というのは

非常に限定されています。児童扶養手当受給者

とか均等割非課税の世帯は一人当たり５万円と

限定されています。そうではなくて、国が以前

１０万円を全員に配ったように、そういうこと

も考えなければいけない時期に今来ていると思

います。 

 だから、地域経済を発展させるためにも、消

費を喚起するということであれば、やはり真水

を県民に支払っていくことは本当に大事だと思

うのですが、そういう立場に行政としてもぜひ

立っていただきたいと思います。それも含めて

再度伺います。 

古手川副議長 高濱商工観光労働部長。 

高濱商工観光労働部長 まず、私から中小企業

対策についてお答えします。２点御質問いただ

いたと思っています。 

 まず、金融に関して、苦しい実態をしっかり

踏まえた対応を取ってくれというお話です。こ

れに関しては我々も十分認識しており、５月、

金融機関に対して、当然、事業者が返せるのか、

将来性はしっかり金融機関として見ないといけ

ないところです。ただ、実情も踏まえ、その企

業の取組をしっかり見て、金融機関として硬直

的に考えることなく、柔軟に対応していただき

たいという話もしています。また、条件変更に

対しても柔軟に対応しろという形で我々として

も金融機関に対してお願いしています。 

 二つ目は、固定費、若しくはプレミアム商品

券に対しても少ないのではないかというところ

で、総合的に対応していただきたいという話で
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す。 

 これに関しても、我々今回の対応ですが、現

状、低成長の経済社会ということで、やはり売

上減少、また価格転嫁もできない、また投資も

なく生産性が低い、また売上げが減少して賃上

げもできない、そしてまた消費が落ちるという

悪循環に陥るリスクがあることを認識していま

す。ここはやはり適切な価格転嫁ができ、投資

による生産性の向上ができ、賃上げ、そして、

消費も伸びるというところに持っていきたいと

考えています。 

 そのためにプレミアム商品券だけではなくて、

旅行の促進、インバウンド事業の取組、また価

格転嫁の働きかけ強化、そして賃上げを可能に

する生産性向上の取組支援、こういった様々な

施策を使いながら、何とか経済を上向きにして

いきたいと考えています。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 私から２点、年金に関する

ものと、あと、住民に対する一律給付をしては

どうかということについて答弁します。 

 さきほど知事の答弁にもあったとおり、年金

制度等の社会保障制度については、少子高齢化

が加速する中で、いかに将来にわたって持続可

能な全世代型社会保障を構築していくかがやは

り重要ではないかと考えています。 

 給付水準を上げれば、それに伴って支える側

の若い世代の負担が増えることになり、子や孫

の世代にツケを回すわけにはいかない、大変難

しい問題であると思っています。 

 しかしながら、物価の高騰が多くの高齢者の

生活を脅かしているのは事実なので、国に対し

ては年金の引下げの中止を求めることよりも、

むしろ、現在のような激しい物価変動に際して

も不安なく暮らしていけるような、安定した社

会保障制度の在り方を今後とも引き続き長期的

な支援に立って検討していただきたいと考えて

います。 

 それから、物価高騰対策については、生活福

祉基金の特例貸付や自立支援金、さきほど答弁

にもあったひとり親世帯への特別給付等、真に

生活に困っている方への支援を強化することと

しており、一律の給付は現時点では考えていま

せん。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 根本から間違っています。年金の支給

については世代間の公平ではありません。つま

り、社会保険という、社会保障という制度を誰

が支えているかということ。つまり、その中で

企業も当然支えているわけです。その企業の負

担が今どんどん下がってきているわけですよ。

だから、世代間の公平ではなくて、企業負担を

ちゃんと増やす。これは北欧なんかはみんなそ

うですよ。日本ぐらいですよ、これぐらい低い

のは。だから年金も下がってきているわけです。 

 だから、そういう点では、年金の受給、支給

を増やすためには企業としての負担、これは大

企業ですよ、中小零細企業は別として、大企業

はちゃんと負担するということ。そういうこと

の基本的な考え方を持っていかないと、いつま

でたっても年金は上がらず、下がりっ放しです。

そういう点はすごく注意しておきます。 

 時間がないから次に行きます。 

 消費税とインボイス制度について。 

 政府の経済政策の失政による景気後退に歯止

めをかける一番の対策は、やはり消費税の減税

を実施すること。当面５％にすれば、困窮して

いる中小企業者や庶民にあまねくその恩恵が行

き渡ります。そうすれば、来年１０月からのイ

ンボイス制度を中止することもできます。国に

強く求めるべきですが、まず答弁を求めます。 

 また、インボイス制度は、６年間は何らかの

猶予期間がありますが、その後はインボイスで

しか消費税の計算ができなくなります。 

 年間売上げが１千万円以下の農林水産事業者

は、野菜や魚等を事業者へ販売する場合、イン

ボイスの発行ができるかどうかで取引から除外

されたり、課税事業者へ転嫁しなければならな

くなります。このようなことで大分県の第一次

産業が発展すると考えているのでしょうか。 

 また、公共事業の最末端の下請や一人親方の

場合も同様です。今でも職人が不足する中で、

さらなる廃業により実際に工事をする事業者が

ますます少なくなってしまいます。特にシルバ
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ー人材センターの高齢者は、収入といっても１

００万円いかない方もたくさんいます。インボ

イス発行のため課税事業者になれば、生活がで

きなくなってしまいます。このことから消費税

分を自治体が負担するということも言われてい

ます。基幹産業としての農林水産業や中小零細

事業者の経営等を守り育成するためにも、イン

ボイス制度は中止しかありません。全国商工団

体連合会、日本商工会議所連合会など多くの業

界団体でも中止や延期の表明をしています。地

方議会でも意見書として採択されています。こ

のような業種の自営業者にとって、大きな不利

益になるとの認識はありますか。答弁を求めま

す。 

古手川副議長 和田総務部長。 

和田総務部長 消費税とインボイス制度につい

てお答えします。 

 消費税は、急速に進む少子高齢化の中で、厳

しい日本の財政状況に鑑み、財政健全化への内

外の信認を得て、世界に誇るべき社会保障制度

を次世代へ引き継ぐために必要な財源であると

認識しています。 

 消費税率の引上げによる増収分は、その全額

が幼児教育、保育の無償化などに活用されてお

り、全世代を通じた社会保障の充実にもつなが

っているため、消費税率を引き下げることは適

切ではないと考えています。 

 消費税のインボイス制度については、複数税

率の下で税制の公平性や透明性を確保し、消費

税の適正な課税を行うために必要なものである

と考えています。 

 その導入が中小企業者の事務負担や取引に与

える影響を懸念する声があることは承知してお

り、制度の周知や広報、必要な支援を行ってい

ます。 

 今後とも国や関係団体と連携しながら、イン

ボイス制度の円滑な導入に取り組んでいきます。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 インボイス制度は、そんな小さな農林

水産業、第一次産業が発展すると考えています

か。これを最後に答えてください。 

古手川副議長 和田総務部長。 

和田総務部長 今回、軽減税率の導入に合わせ

てインボイスが入ったわけですが、複数税率制

度下において消費税制の適正な課税を確保する

ために、インボイス制度は必要な制度だと考え

ています。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 以前の質疑の中で、大分県内の免税事

業者が３分の１ぐらいインボイスの発行はなる

と、約１万１千者ぐらいと言っていました。そ

ういう方々が実際に元請、今でもインボイス制

度を、課税事業者になってくれと、そうでない

と取引は除外するよと言われているわけです。

そういうのを具体的に行政として、国もそうで

すが、税務署として、行政として、阻止するこ

とができますか。それを強制的に、いや、そん

なことをしてはいけないよと言えますか。それ

言えるのであれば言えると言ってください。言

えなければ言えないと言ってください。 

古手川副議長 和田総務部長。 

和田総務部長 今回のインボイス制度の導入に

あたって事業者の負担が増えることから、それ

については適切に周知、広報していますし、そ

れに伴い独占禁止法に基づき適正な取引が行わ

れないということであれば、その点についても

必要な指導について関係機関等と行っています。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 これまでも独禁法や下請代金支払遅延

等防止法とかいろんな法律で、国はちゃんと稼

動展開しますよとやってきた。実際にはさきほ

ど言ったような状況でしょう。されていないで

はないか、国の制度として。こういうことが保

障されていないではないか。それをなぜされて

いるというふうに言うのか。おかしいと思わな

いのか、再度答弁を。 

古手川副議長 和田総務部長。 

和田総務部長 そういった中小事業者等の御懸

念がないように、国、関係機関と力を合わせて

適正な執行が行われるよう取り組んでいきます。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 それがないから言っているわけで、あ

れば言わないよ。そういうことをちゃんと、実

際に現場では起きているということ。それはぜ
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ひ認識していただきたいということは強く言っ

ておきたい。 

 社会保障のために使うとさきほど言ったね。

もともと知事もこれは言っていたが、もともと

導入は直間比率の是正でしょう。今直間比率は

どうなっているの。直間比率の是正をやってき

て、今現在、直接税と間接税の比率はどうなっ

ているの。 

 消費税はこれまでどれぐらい納税してきたの

か。それと、直接税である所得税、法人税はど

れぐらい下がってきたのか、減税されてきたの

か、分かりますか。それを分かった上でさきほ

どの答弁ならいいんだが、もし分からないでそ

ういうことを言ったのであれば問題です。答え

てください。 

古手川副議長 和田総務部長。 

和田総務部長 消費税の導入当初においては、

いわゆる直間比率の是正も指摘されていました

が、現行の国の消費税については全て社会保障

の財源に充てるということが法律上もしっかり

明記されているので、そういった中でさきほど

のようなお答えをしました。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 直間比率の比率は分かりますかと。も

ういいや。直間比率だって、直接税と間接税は

最近では５４対４６ですよ。そういう点では、

やっぱり消費税が直接税の代わりになってきた

ということですよ。 

 実際に消費税が導入されて３４年間ですよ。

この間、４７６兆円を国民は払っているわけで

す。事業者も払っているわけです。同じ時期に

法人税と所得税、住民税は６１３兆円も減収し

ているんですよ、減収。数字上からすると正に

減収して、それを全て消費税として穴埋めして

いるのが実態です。その数字を聞いてどう思い

ますか。これが社会保障のために本当に使われ

ていると思うの。答えて。 

古手川副議長 和田総務部長。 

和田総務部長 恐らく法人税等を引き下げて消

費税に組み替えているのではないかという御指

摘かと思いますが、法人税については、グロー

バルな環境の中で企業は競争しているので、諸

外国の法人税制との関係を踏まえながら現行の

税制は講じられていると思っています。その上

で現行の消費税制も成り立っていると考えてい

ます。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 グローバルではないですね。法人税の

減税はグローバル化の問題ではない。 

 ちょっと時間がないので先に行きますが、次

に生活福祉資金についてです。 

 コロナ感染症拡大で生活資金として緊急小口

資金や総合支援資金の借入れが急増し、その返

済をめぐって、返せないと自己破産する人が相

次いでいると報道されています。本来の借入目

的は一時的な生活資金の借入れですが、バイト

やパートで解雇された、再就職ができないなど、

返済のめどが立たない県民も多数いるというの

が実態です。住民税非課税世帯は返済免除です

が、それ以外の多くの人が返済を求められます。

景気後退を引き起こし、仕事を奪ってきた政府

の責任が重大です。 

 まず、県内のこれまでの借入実績はいくらで

しょうか。このうち非課税世帯はどれくらいあ

るのでしょうか、答弁を求めます。 

 また、返済の据置きが今年１２月まで延長さ

れましたが、それでも来年１月から返済が始ま

ります。さらなる返済期限の延長や住民税非課

税という返済要件の緩和が必要ではありません

か。答弁を求めます。 

 公立・公的病院の統廃合についてです。 

 新型コロナウイルス感染症拡大の中、公立・

公的病院が果たす役割の大きさが改めて評価さ

れています。政府はこれまで、従来の公立病院

改革ガイドラインによって病床削減や病院統廃

合を進めてきましたが、全国知事会などからコ

ロナ感染症対応について公立病院は強力であっ

たなどの意見が出されています。政府は３月末

に公立病院経営強化ガイドラインで公立病院の

機能分化、連携強化を打ち出し、再編ネットワ

ーク化という文言を削除しました。総務省は病

院や経営主体の結合よりも病院間の役割分担と

連携強化に主眼を置いたとしています。 

 公立病院の必要性が明確になった今こそ、国
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による２０万病床の削減計画や４００超の公立

・公的病院の統廃合リストの撤回を求めるべき

と考えますが、答弁を求めます。 

 続いて、県営住宅の家賃についてです。 

 これまでの国や県のコロナ支援の給付金、協

力金などが、収入に加算され、県営住宅の家賃

が引き上がる問題が全国で起きています。県営

住宅の家賃について給付金等の取扱いはどうな

っているのでしょうか、答弁を求めます。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 私からは２点お答えします。 

 １点目は、生活福祉資金についてです。 

 本年５月末時点における特例貸付の件数は、

再貸付等を含め延べ３万９，０３８件、貸付金

額は１５３億２，０１５万１千円となっていま

す。 

 この特例貸付については、貸付けにあたって

課税状況を確認する必要がないため、貸付けを

行った約１万５千世帯のうち非課税世帯が何世

帯あるかは把握できていません。 

 なお、今年２月に行った住民税非課税世帯等

に対する臨時特別給付金支給時の調査では、全

世帯の約３割に当たる１６万３千世帯が非課税

世帯であったところです。 

 返済期限の延長については、これまでも新型

コロナの感染状況や経済情勢等を踏まえながら

国において決定されており、その動向を引き続

き注視していきます。 

 また、返済要件の緩和については、貸付金の

返済が生活再建の妨げとならないよう、借受人

の直近の収入実態等に応じて判断するなど、さ

らなる緩和を国に要望しています。 

 今後とも市町村や社会福祉協議会等と連携し

ながら、生活困窮者へのきめ細かな支援に努め

ていきます。 

 ２点目は、公立・公的病院の統廃合について

です。 

 地域医療の現場では、人口減少や少子高齢化

に伴う医療需要の変化に対応した持続可能な医

療提供体制の構築が求められています。その実

現に向け策定した地域医療構想は、地域の実情

を踏まえ、不足する病床機能の確保や役割分担

等を推進するものとされており、病床削減や統

廃合ありきではないとされています。再検証対

象リストも、同様の考え方の下、議論を活性化

するために示されたと承知しています。 

 このような国のスタンスを踏まえると、撤回

を国に求めるより、むしろ人口構造の変化を見

据えた地域で必要とされる医療提供体制の構築

に向け、地域で丁寧に議論していくことが重要

と考えます。 

 既にリストにある一部の病院は、病床削減等

ではなく、病床機能の転換を行うことで地域医

療構想調整会議の合意を得ています。 

 また、現在国では、コロナ対応に公立・公的

病院が重要な役割を果たしたことも踏まえ、新

興感染症の発生時に病床確保等の対策が機動的

に講じられる仕組みを検討中と伺っています。 

 こうした動きを注視しながら、引き続き地域

で安心して医療が受けられる体制の実現に向け、

関係者と協議を重ねていきます。 

古手川副議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 私から県営住宅の家賃につ

いてお答えします。 

 県営住宅の家賃は、各市町村が発行する所得

証明書等に基づき、対象所得を算定し、決定し

ています。 

 コロナ給付金等は、法令により課税対象と非

課税対象に区分されています。子育て世帯や低

所得のひとり親世帯への臨時特別給付金等は非

課税対象となっていることから、家賃算定の対

象所得に算入されていません。 

 また、課税対象とされている持続化給付金で

あっても、一時所得に区分される給与所得者向

け持続化給付金などはあくまで一時的な所得で

あることから、家賃算定の対象所得から控除し

ています。 

 一方、事業所得者向け持続化給付金など、事

業所得に区分されているものは、一時所得に区

分されていないことから、原則として控除して

いません。 

 これまでも、収入が減少し家賃の支払が困難

になった入居者には、随時、収入の再認定を行

うなど、きめ細かな対応を実施してきました。 
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 現時点では、コロナ給付金等の支給に伴い家

賃が上昇したといった苦情や問合せはお受けし

ていませんが、今後とも疑問な点があれば、ぜ

ひ御相談いただき、個別に対応します。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 県営住宅の家賃については国会でも問

題になって、実際には自治体の判断でできると、

基本的には国はそういう考え方です。だから、

事業者については一時所得ではないということ

ではなくて、そういうのも含めて、今現在厳し

いわけですから、昨年はますます厳しかったか

ら、そういう点はよくよく相談に乗りながら対

応していただきたいと思っています。これはぜ

ひよろしくお願いします。 

 さきほどの福祉資金等の関係ですが、確かに

様々な内容については国に要請されているとい

う話でしたが、国の動向というか、国の動きと

いうか、あなた方の要請を受けて、国はどのよ

うに考えているかが分かれば、少し教えてくだ

さい。 

 それと、公立病院については、いろんなこと

を言ったとしても、やっぱりリストは生きてい

るわけです。今回のコロナ禍によって、そうい

う病院の非常に大切な状況、また、本当に地域

の感染症対策のための大切な状況というのはよ

く理解されているわけですね。だからこそ、本

来は保健所も含めて公立病院も拡充させていく、

リストにいつまでも残っているのではなくて、

これをやめさせる、リストをなくすことは本当

に大事だと思うんですよ。そういう観点に立つ

べきだと思うんですが、そこら辺はいかがでし

ょうか。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 要望を受けての国の考え方

ですが、今現在、具体的な考え方は示されてい

ません。 

 来年から償還期限を迎える分が償還が始まる

わけですが、制度の趣旨から考えて、厳しく取

り立てるというものでは基本あり得ないと思っ

ており、基本的に安定した生活が送れるように、

生活再建の視点に立った、そういう運用がなさ

れるんではないかと期待しています。 

 それから、国立病院のリストについては、こ

れはさきほど申したように、あくまでも地域に

おいて公立病院の機能の役割分担を議論するた

めの材料ということで、これを再編、統合しろ

と言っているわけではないと国が言っている以

上、それを撤回しろというのもどうかと考えて

います。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 国がそう言っているから撤回しないで

はなくて、積極的に県として、やっぱりこれだ

けの公立病院が頑張ってきたわけだから必要と

いうのは認識しているでしょう。だから、リス

トに載せるんではなくて、これを十分応援しな

さいという立場にぜひ立っていただきたい。国

が言うんではなくて、これは積極的に行政とし

て動いてほしいですね。それを要望しておきま

す。 

 次は、日出生台での米海兵隊演習についてで

す。 

 ４月１６日から２７日まで米海兵隊による日

出生台演習場で第１５回目となる軍事演習が実

施されました。今回の砲撃数は、平和委員会調

べでは昼間１，１４８発、夜間３４３発で、白

リン弾も６０発含まれていました。朝は午前７

時過ぎから午後８時５９分３８秒など協定ぎり

ぎりまで訓練を行いました。今回はこれまでの

訓練とは違い異例ずくめでした。過去最大とな

る砲門１０門、隊員３２０人、ハイマースとい

う高機動ロケット砲システムの導入やドローン

の使用。そして何といっても、情報の徹底的な

秘匿とブリーフィングの未開催、隊員の事前通

告なしの外出などなど、枚挙にいとまがないく

らいあげることができます。 

 県としては３月２５日に、防衛大臣等に対し、

６項目の要望をあげています。しかし、早期か

つ適切な情報開示など求めていますが、全くこ

れが実行されなかったということではありませ

んか。知事もコメントとして、県民の安全確保

や不安解消に向けて万全を記していくと述べて

いますが、県の要望も受け入れないような演習

は即刻中止を求めるのが当然ですが、答弁を求

めます。 
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 また、今回の情報非公表に対して、５月２３

日に日出生台での米軍演習に反対する大分県各

界連絡会と地元有志の皆さんと、情報公開の実

施、海兵隊員の外出について、ハイマースやド

ローンなど新たな兵器の使用中止、兵器等の情

報を地元住民へ情報公開することなど４点にわ

たって、防衛省とオンライン要請を行いました。

これらの回答については、米軍の行動予定を公

表することは安全に関わること、ブリーフィン

グについては日米間の調整がつかなかったため、

隊員の外出制限はかけていなかったなどと回答

しました。地元無視の訓練強行について、一体

どこの国の防衛省か、住民の安全より海兵隊の

安全を優先するのかなど住民の皆さんからも怒

りの声が上がっていました。また５月３１日に、

地元のローカルネット大分・日出生台の皆さん

が県に来年度以降の訓練の縮小、廃止を求め、

自由な外出を許さないことなどの申入れを行っ

ています。 

 今回の問題は、先日の日米首脳会談の共同声

明として、アメリカから言われるままに軍事予

算の増額を国会にも諮らず公約として掲げた日

本政府の卑屈な姿勢が、日出生台での米海兵隊

の演習で情報の秘匿につながっているものであ

ると言わなければなりません。このような卑屈

な防衛省に対し、日本の防衛省として住民の安

全を第一に考え行動することや、情報の秘匿は

許さず早期の公開を県として求めるべきです。

あわせて答弁を求めます。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 日出生台での海兵隊演習について御

質問いただきました。 

 日出生台演習場での沖縄県道１０４号線超え

実弾射撃訓練は、日米安全保障体制の枠組みの

中で、沖縄の基地負担軽減のため、苦渋の決断

をして受け入れたものです。 

 本訓練に対する県の基本的なスタンスは、将

来にわたっての縮小・廃止であり、訓練が恒常

化されることはあってはならないと考えていま

す。 

 このことは、私自身も防衛大臣等に対し、あ

らゆる機会を捉えて要請しており、県と地元市

町で構成する四者協においても、訓練が実施さ

れるたびに国に要請してきたところです。 

 一方で、ロシアによる無法なウクライナ侵略

や北朝鮮による弾道ミサイルの発射など、現下

の国際情勢は大変厳しい状況になっています。 

 加えて、昨今、サイバーテロなど情報に関連

する様々な問題が世界中で起こっています。 

 このような際には、やはり世界に展開してい

るアメリカとして、情報管理に厳しくなること

は分からないでもありません。かつて、イラク

戦争の際にも同じような状況がありましたが、

現況はそれ以上の緊張感があるのではないかと

考えています。 

 しかしながら、ブリーフィングへの米軍担当

者の欠席と訓練公開の中止は、明らかに情報開

示の後退であり、県から即日、九州防衛局に強

く抗議し、遺憾の意を伝えたところです。 

 訓練の受入れにあたっては、県民の不安解消

と安全確保が図られることが最も重要であると

認識しています。このため、県では全国で唯一、

国と日出生台演習場での米軍使用に関する協定

や確認書を取り交わし、国に誠意を持って措置

するよう求めています。 

 今後とも地元市町と連携し、九州防衛局に対

し、県民の不安解消と安全確保のため、米軍使

用に関する協定や確認書の遵守、早期の情報開

示に真摯に取り組むよう強く求めていきます。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 今回のは、正に情報開示秘匿という状

況だと思うんですね。しかし、いくらウクライ

ナ情勢、又は北朝鮮情勢があったとしても、や

はり実際にそこで訓練して、仮に何かあれば被

害を受けるのは大分県民なんですね。大分県民

ですよ。だから、そういう状況で、やっぱり県

民の方々が安心して、受け入れるのではなくて、

安心できるような情報を発信するのは行政側と

して絶対しなければならない。絶対抗議しなけ

ればならない。そういういろんな世界情勢があ

るから分からなくもないという中途半端なこと

ではなくて、やっぱり悪いんだと知事として正

確に言わなければならないと私は思いますよ。

それが県民の安全を守ると思います。 
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 実際に大分、別府とか湯布院、いろいろ米海

兵隊出たでしょう。今までは九州防衛局の職員

がついて回ったりしたんですが、今度は全く野

放しですよ。そういう状況の中で、県としても

そういうことをつかんでいた思うんですよ。そ

ういう問題についても何で国に対してもっと厳

しく言わないのか、本当に私は不思議でなりま

せん。 

 大分県民を守るための立場としてそれをやっ

ていただきたいと思いますが、そこら辺はいか

がでしょうか。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 県民の安全・安心を守るために協定

を結び、そして、その遵守を常に強く求めてい

ます。 

 今回について、ぜひ情報開示については前広

に我々が要求していましたが、それが守られな

かった、無視されたということで極めて遺憾で

あるということを直ちに抗議して、ぜひこれか

らも守ってもらうようにということで話をして

います。そのことについては、防衛省も我々の

これまでの主張についてよく理解しており、ア

メリカに対して強く話をしていただいている状

況です。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 本来言えば、将来的に縮小、廃止では

なくて、本来こういう問題があれば、すぐ廃止

と言うべきだと私は思います。 

 特に日米の地位協定の問題、これは非常に、

地位協定、安保条約があるからという言葉を枕

詞のように使ってしまうんですが、実際には日

米地位協定は７０年ですからね。全国知事会も

その地位協定の改訂を要求していたでしょう。 

 沖縄は１７項目にわたって、地位協定の中の

特に情報の問題、早急に情報を提供しなさいと

いうことの地位協定の改訂を求めているわけで

すね。僕はそこをぜひ大分県知事としても全国

知事会の一員としてバックアップしていただく、

そういう立場にぜひ立っていただきたいんです

が、そこら辺はどうでしょうか。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 もちろん、この演習は日米安全保障

体制の枠組みの中で行われるものだということ

ですから、地位協定が適用されるわけですが、

その地位協定自身が沖縄のいろんな負担の原因

になっていることもあるし、全国知事会として

地位協定の見直しを求めているわけで、そのこ

とについてはもちろん前提として我々は常に要

求しています。 

 しかしながら、申したいことは、要するに堤

議員は今後協定が守られなければ演習そのもの

を廃止してもらうことも大事ではないかという

話ですが、それができるぐらいなら心配、苦労

はありませんで、もっと大事なことは、日米安

全保障体制の枠組みの中でこれが行われている。

県民の命を守ることも大事ですが、日本の安全

保障を維持していくということもこの演習の使

命の中にあるわけですから、そこを我々は考え

なければいけないということもあるわけです。

それはぜひ御理解いただきたいと思います。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 それは理解できないです。日米安保条

約そのものは、やはりいろんな問題があって、

日米地位協定の問題なんですよ。日米安保条約

ではどこに行ったって米軍基地の建設ができる、

どこに行ったって演習ができる、そういうもの

が日米安保条約の問題なんですよね。だから、

そういう点で日米地位協定というのは、ただ、

あの中には別に、情報を秘匿していいとか、情

報を言わなくていいとか、もともと行政協定の

中には日本の関与もちゃんと入っていくよと、

当初は協定の中にあったわけです。それがだん

だん日米合同委員会の中でなくなってしまって

今のような状況になってしまったという問題点

もありますから。 

 だから、そういう点では日米地位協定だけで

はなくて、日米安保条約第１０条で、相手に通

告すればこれはすぐなくなることができるわけ

ですから、そういう条約に縛られるのではなく

て、やっぱり県民のことを第一に考えてやるべ

きだと私は思います。答弁しますか。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 条約に縛られると言ったわけではあ

りません。我々はつとに申しているように、こ



第２回 大分県議会定例会会議録 第２号 

- 54 - 

の演習については自衛隊や防衛省との間に協定

があって、それをちゃんと遵守してもらわなけ

ればならない。だから、我々も長期的には縮小、

廃止だということについても主張して、そのこ

とについてもずっと守ってもらわなければなら

ないということを主張しています。決して安保

条約だけでやっているわけではありません。 

 ですから、この問題は、安保条約で日本の安

全を守るという面と、それから、いろんな協定

でとにかく県民の安全・安心を守っていく、両

面を我々は主張しなければならないと思ってい

ます。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 日米安保条約は、日本を守るという条

約ではないですよ。あの中身をよく見ると、そ

ういういろんな問題がありますから。米海兵隊

の編成軍団を見てみれば分かる。宇宙航空団と

か海外遠征団とか、そういう遠征するための部

隊が海兵隊として生きているわけです、実際に

は。海兵隊として当然書いていないが、日本の

国を守るという、そういう規定そのものはない

わけですからね。 

 そういう点では、私がさきほどから言ってい

るように、きちっと相手に対して、国に対して、

ちゃんと協定を守っていないのだから、もうや

めなさいという立場に立っていただきたいとい

うことを強く求めたいと思います。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 私どもはその考えは取りません。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 将来にわたって廃止、縮小を求めるん

でしょう。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 揚げ足を取るような議論はやめても

らいたいと思います。私が当初言っていること

は、日米安全保障条約等に基づく日本の安全保

障と、それからもう一つは、実際に演習場を提

供する大分県民の安全・安心を守るためのいろ

んな取決め、この両方をしっかり守ってもらわ

なければならない。これを主張しますよという

ことを申しています。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 日米安保条約をメインにしてしまうと、

県民の安全というのはないがしろになってしま

うんですよ、基本的には。だから、私たちは日

米安保条約を将来的には廃止すべきだと。その

ためには米軍演習の廃止を求めるということは

強く要望して、次に行かないと時間がありませ

んので、次に行きます。私の時間はあと６分で

す。 

 では、大分県農業の振興策について伺います。 

 国は、国連が第２次世界大戦以降最悪の食糧

危機との警鐘を慣らす下で、暴落する米価に対

する施策をまともに取ろうとしない上に、水田

活用交付金の見直しという名の削減策を行おう

としています。国の食料自給率は３７％に下落

し、県の食料自給率も２０１８年度の４７％か

ら２０１９年度４２％へ下落しています。県の

基幹産業である農林水産業の発展を本気になっ

て取り組むときです。そこで、以下の２点につ

いて答弁を求めます。 

 米の需要減への対応について。 

 農業を営んでいる農業経営体数は全国的にも

減少しています。２０２０年農業センサスでは、

大分県でも２０１５年では２万５，４１６経営

体であったのが、２０２０年では６，２８３経

営体が減り、１万９，１３３となっています。

耕地についても減少しています。これらは耕作

放棄地が広がっていることを意味します。中で

も水稲の経営耕地は、この５年間で３，３１５

ヘクタールの減少となっています。これはやは

り人と農地の両面で弱体化が加速し、崩壊が広

がっていることを示しています。 

 さらに、コロナによる米需要の低減などによ

って米価が２年前に比べて２割も低下していま

す。加えて、ロシアのウクライナ侵略戦争の影

響で、輸入飼料が２倍になっている商品もあり、

農業を諦める農家も今後出てくる可能性もあり

ます。 

 政府はコロナによる需要減に相当する１５万

トンの特別枠を設け、販売環境を整備したと言

いますが、２１年産の米価が今でも下がり続け

ているように何の効果も発揮していないのが実

態です。その一方で、ミニマムアクセス米の７
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７万トンには手を着けようとはしていません。

外国産を買うのではなくて国内で米価低迷に苦

しんでいる農民から購入するのが政府の役割で

はありませんか。国に余剰米の購入を拡大する

よう求めるのが、大分県として県内農業を守り

発展させることになります。この立場を取るか

どうか、答弁を求めます。 

 次に、水田活用の直接支払交付金の見直しに

ついてです。 

 政府は昨年末に水田活用の直接支払交付金の

見直しを示しました。現状の水田活用交付金は、

水田に主食用米以外の作物を転作した場合、１

０アール当たり麦、大豆、飼料作物で３万５千

円、そば、菜種で２万円など、作物や面積に応

じて農家に助成金を支払ってきました。これを、

今後５年間一度も米を作らなかった水田は対象

としない方針、多年生牧草での転作は今年から

大幅にカットするなどというものです。 

 これまで農家は、国の減反政策によって本当

に頑張ってきました。こういうふうなカットの

状況では、なかなか第一次産業を発展させるこ

とにはつながりません。今回の見直しによって

県農業に与える影響、補助金削減はどれくらい

になるのでしょうか、答弁を求めます。 

 あわせて、水田活用の直接支払交付金の見直

しは撤回するよう国に求めるべきですが、答弁

を求めます。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 米の需要減への対応について御質問

いただきました。 

 国は、貿易自由化に伴う国際的な協定に基づ

き、ミニマムアクセス米を輸入するとともに、

災害等に備え、政府備蓄米として国産米を購入

しています。 

 一方、近年の食生活の多様化により、米の需

要量が年間１０万トンペースで減少する中、本

県農業が成長産業として発展し、農家の所得向

上を図るためには、単に余剰米への支援ではな

くて、構造改革が急務です。 

 このため本県では、米の需給調整として国が

示す生産の目安より、さらに作付面積を削減し、

水田の畑地化を加速しています。 

 先日、国東市で水田畑地化による大規模な小

ねぎ栽培に加え、約１００ヘクタールの農地を

預かり、地域の担い手として活躍する生産者の

お話を伺いました。 

 地域の生産活動を維持するため、小ねぎでし

っかりと収益を確保するとともに、水田につい

ても、主食用米だけではなくて需要のある飼料

米や大豆を作付けするなど、経営力の高さに感

心しました。 

 農業を取り巻く環境は厳しい状況ですが、こ

のような抜本的な構造改革に基づく総合的な取

組により、もうかる農業を実現させ、長きにわ

たって経営継承できる生産者を育成していくこ

とが重要であると考えています。 

 その他の御質問については、部長からお答え

します。 

古手川副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 水田活用直接支払交付金の

見直しについてお答えします。 

 今回の見直しによる影響額については、詳細

が明確でない部分が多いため、正確には把握で

きませんが、例えば見直しの対象となっている

飼料米等の複数年契約にかかる加算額の令和３

年実績については、約１億８千万円となってい

ます。 

 この見直しの主たる目的ですが、国産需要が

高まっている作物への転換など畑地化を促すも

のであり、畑地化を推進する本県としても、あ

る程度理解できるものと考えています。 

 とはいえ、５年に１度の水張り要件の方針に

ついては、十分に現状を把握したものではなく、

国もこれから５年間かけて現場の課題、影響を

把握、検証するとしています。 

 県としても、今後とも現場の課題、影響につ

いて広く意見を収集し、国につなげていくとと

もに、引き続き動向を注視していきたいと考え

ています。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 これは水田活用交付金について、今ち

ょうど４月か７月に現場の課題を調査するとい

うことが来ていると思うんですが、５月に中間

的に締め切って、まとめた課題を示すとなって
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いますが、大分県の今現在の状況は分かります

か。 

古手川副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 今、中間として影響で国に

申している分は、例えば災害が起こったときに、

災害の復旧までに時間がかかるものはどうする

のかとか、そういうことを主な内容としてあげ

ています。今、５年間をしないことの影響とい

うことで、いろんなことを皆さんからお聞きし

て、国にあげていきたいと思っています。 

 基本的には、水田畑地化、もうかる農業とし

て、この交付金自体も畑地化に向けての見直し

を促進する交付金と考えているので、そういっ

た形で使われるような形の見直しにしていただ

きたいと考えています。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 国は減反政策の中でこういう畑地化を

進めて、県としてもそうやってきたというとこ

ろで、土地ではしごを外すようなやり方は絶対

よくないと思うので、ぜひこれは国について強

く問題点を。 

 私も農林水産委員会の中でいろいろ視察で回

ったときにそういう話を聞きました、やっぱり

不安であると。実際にされている方々の不安を

解消していくことが大事だと思いますから、そ

の点はくれぐれもよく意見を聞きながら、国に

対して問題提起していただきたいと思います。 

 それでは最後に、マイナンバー制度について

です。 

 国はマイナンバーカード取得率を向上させよ

うと、今年９月末までの申請者に健康保険証や

交付金受取口座のひも付けで２万ポイントを付

与するという施策を進めています。コロナ禍で

苦しんでいる住民への給付金事業の強化ではな

くて、ポイントを付与するという、税金を餌に

して取得率を向上させるというやり方に怒りす

ら覚えます。今年４月３０日時点の大分県の申

請率は５０．６７％、交付率は４４．２４％と

なっています。県民は、情報漏えいや自分の情

報が何に使われるのか不明であることや、プロ

ファイリングの不安など、政府や制度に対する

不信から取組が進んでいないのが実態です。 

 国はこのように遅々として進まない普及につ

いて、デジタル田園都市国家構想基本方針では、

マイナンバーカードの利用拡大として、オンラ

イン市役所サービスや図書館カードなどと一体

化した市民カード化、民間ビジネスでの活用促

進などがうたわれています。住民の利便性向上

と言いながら、結局は、民間のビジネスチャン

スの拡大に利用する姿勢です。自分たちの個人

情報がどのように使用されるのかも分からず、

情報流出事件が相次ぐ中、拙速なマイナンバー

カード普及はやめるべきであり、住民の不安に

まず応えていくことが先決だと思います。答弁

を求めます。 

古手川副議長 和田総務部長。 

和田総務部長 マイナンバー制度についてお答

えします。 

 マイナンバー制度は、社会保障・税制度の効

率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高

い公平、公正な社会を実現するために必要な社

会基盤であると考えています。 

 マイナンバーカードは、行政手続等で本人確

認に使えるほか、コンビニでの住民票の取得や

健康保険証としての利用をはじめ様々な行政サ

ービスが受けられるなど、国民の利便性向上に

資するものです。その取得については、引き続

き推進していく必要があると考えています。 

 マイナンバーに関する個人情報のセキュリテ

ィ対策については、制度面、システム面からし

っかりと保護措置が講じられています。 

 制度面では、マイナンバーの提供を受ける際

は、なりすましを防ぐため、本人確認を義務付

けているほか、マイナンバーの利用履歴をマイ

ナポータルで確認できるようにし、不正利用を

防止しています。 

 システム面では、個人情報を一元的に管理せ

ずに各行政機関等で分散管理し、情報連携に際

しては、マイナンバーを直接用いないことによ

り、芋づる式に情報が漏えいしない仕組みを構

築しています。 

 今後ともマイナンバー制度の意義や安全性に

ついて、住民の皆様に正確に理解いただけるよ

う、周知、広報に努めていきます。 



第２回 大分県議会定例会会議録 第２号 

- 57 - 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 デジタル化というのは結局中身が見え

ないわけですよ。どんな情報が入っているのか

分からないんですよね。不可視性というもので

すよね。ブラックボックス化するものだからこ

そ非常に不安なわけですよ。自分の情報がどん

なものが入っているのか全く分からないわけで

す。 

 だから、そういう不安、正にそれが今いろん

なところでプロファイリングという問題が出て

いますから、そういうことの危険性というのが

あるんですよ。そういうのを本当に親切に、こ

ういう危険性はあるんですが、例えば利便性は

こうもあるよと言わないと、利便性ばかり主張

していて、問題点は全く言わない。それはどう

思うの。 

古手川副議長 和田総務部長。 

和田総務部長 マイナンバーだったり、マイナ

ンバーカードそのものが拡大することによって、

いわゆる情報漏えいとか、情報が漏れる心配は

ないものと認識しているので、そういった点も

含めて、しっかりと住民の方に説明していきま

す。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 マイナンバー制度。 

古手川副議長 和田総務部長。 

和田総務部長 マイナンバー制度の拡大に伴っ

て情報が漏れるとか、いろんな情報が引き出さ

れるものではないと理解しているので、そうい

った点も含めて、正確な情報提供に努めていき

ます。 

古手川副議長 堤栄三君。 

堤議員 以上で質問を終わります。（拍手） 

古手川副議長 以上で堤栄三君の質問及び答弁

は終わりました。 

 お諮りします。本日の一般質問及び質疑はこ

の程度にとどめたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

古手川副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の一般質問及び質疑を終わりま

す。 

―――――→…←――――― 

古手川副議長 以上をもって本日の議事日程は

終わりました。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

古手川副議長 本日はこれをもって散会します。 

午後３時７分 散会 
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令和４年第２回大分県議会定例会会議録（第３号） 

 

令和４年６月２１日（火曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第３号 

            令和４年６月２１日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 御手洗吉生 副議長 古手川正治 

    志村  学     井上 伸史 

    吉竹  悟     清田 哲也 

    今吉 次郎     阿部 長夫 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    衛藤 博昭     森  誠一 

    大友 栄二     井上 明夫 

    鴛海  豊     木付 親次 

    三浦 正臣     嶋  幸一 

    元吉 俊博     阿部 英仁 

    成迫 健児     浦野 英樹 

    高橋  肇     木田  昇 

    羽野 武男     二ノ宮健治 

    守永 信幸     藤田 正道 

    原田 孝司     小嶋 秀行 

    馬場  林     尾島 保彦 

    玉田 輝義     平岩 純子 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    河野 成司     猿渡 久子 

    堤  栄三     荒金 信生 

    麻生 栄作     末宗 秀雄 

    小川 克己 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           広瀬 勝貞 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          黒田 秀郎 

 教育長          岡本天津男 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         和田 雅晴 

 企画振興部長       大塚  浩 

 企業局長         磯田  健 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        松田 哲也 

 福祉保健部長       山田 雅文 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     高濱  航 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       島津 惠造 

 会計管理者兼会計管理局長 廣末  隆 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         秋月 久美 

 人事委員会事務局長    後藤  豊 

 労働委員会事務局長    田邊 隆司 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

古手川副議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

古手川副議長 本日の議事は、お手元に配付の

議事日程第３号により行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑 

古手川副議長 日程第１、第５７号議案から第

６６号議案まで及び第２号報告から第４号報告

までを一括議題とし、これより一般質問及び質

疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。高橋肇君。 

  〔高橋議員登壇〕（拍手） 

高橋議員 おはようございます。２３番、県民

クラブの高橋です。久しぶりにこうした質問の

場に立たせていただき、会派の皆さんにお礼を

申し上げます。 
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 また、知事をはじめ、執行部の皆さんにはお

答えづらい内容もあるかと思いますが、どうか

前向きな御回答をいただけるように、よろしく

お願いします。 

 それでは、早速質問に入ります。 

 まず、今後の認知症政策についてお尋ねしま

す。 

 全国的に少子化、高齢化が止まりません。２

０２１年１０月１日現在、大分県の６５歳以上

の人口は３７万５，７５３人で、５年前より１

万７，４１４人も増加しています。６５歳以上

の人口は、２０２５年頃をピークに減少に転じ

ると予想されていますが、全体の人口も減少す

るため、高齢化率は３５％近くまで上昇を続け

る見込みです。 

 その高齢者のうち認知症の方が占める割合は、

団塊世代が全て７５歳以上となる２０２５年に

は１９．０％、２０３０年には２０．８％と、

高齢者の５人に１人以上が認知症になると推計

されています。つまり、認知症は誰もが関わる

可能性があります。今ここにいる私たちにとっ

ても、やがてはやってくるかもしれない現実で

す。 

 しかしながら、認知症に関して私たちは正し

く理解しているでしょうか。臼杵市は、九州で

初めて認知症に関する条例を２０２１年９月３

０日に制定しました。今日、お手元に配付して

いる資料「臼杵市みんなで取り組む認知症条例」

は、今年２月に臼杵市が作成した市民向けのパ

ンフレットです。 

 認知症は誰もが関わる可能性のある身近なも

のとして、全ての市民が正しい理解と知識を持

ち、認知症の人とその家族の視点を大切にする

ことで、認知症になっても同じ社会で希望を持

ち、安心して暮らせる共生のまちづくりを目指

すためにこの条例を制定したと記載されており、

高齢化社会を見据えた、人にやさしいまちづく

りの実現を目指したもので、私もこの理念に共

感します。 

 臼杵市のように、認知症に関する条例を制定

している自治体は、今年４月１日現在で全国に

１県と１７市区町あります。国会でも認知症基

本法案が提出されており、自治体に対し認知症

施策に関する計画の策定を促す規定が盛り込ま

れるようです。 

 こうした動きを踏まえ、認知症が私たちの身

近に存在する今、県でも認知症フレンドリー社

会の実現を目指して、条例制定を含めた取組を

進めることが大切であると考えます。 

 折しもコロナ禍において、人との交流機会が

減ることにより、認知機能の低下や認知症の悪

化が見られたケースが県内でも生じていると聞

いており、大変心配しています。こうしたこと

を踏まえ、高齢化が進展する中での今後の認知

症政策について、知事の御見解を伺います。 

 以降、対面席で質問します。 

  〔高橋議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

古手川副議長 ただいまの高橋肇君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 高橋肇議員から、今後の認知症政策

について御質問いただきました。 

 認知症は誰もがなり得るものであり、認知症

の方とその御家族が誇りと笑顔で、住み慣れた

地域で自分らしく暮らしていける社会を実現し

ていかなければなりません。昨年、臼杵市が制

定した認知症条例は、こうした共生のまちづく

りを加速するものと、大いに期待しています。 

 県においても、おおいた高齢者いきいきプラ

ンの基本方針の一つに認知症施策の推進を掲げ、

次の二つを柱に取組を進めています。 

 一つは、認知症への理解を深める普及啓発と

社会参加の促進です。これまでに約１４万６千

人を養成している認知症サポーターは、認知症

への理解促進や認知症の方の見守りに欠かせな

い役割を担っています。臼杵市では、小中学生

向けの養成講座も開催するなど、市民の約４人

に一人がサポーターとして活躍しています。 

 また、認知症を理解する上で、御本人自らが

前向きに生きている姿を積極的に発信していく

ことは、大変意義があると考えます。認知症の

方二人を大分県希望大使に委嘱し、日常活動の

様子やメッセージを県の認知症情報サイトで発

信するなど、普及啓発に御協力いただいていま
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す。 

 加えて、認知症の方やその家族が地域とつな

がる場であるオレンジカフェの取組は、現在、

１７市町８８か所にまで広がっており、会話や

レクリエーションなどの交流を通じて、認知症

の方の社会参加の機会を提供しています。 

 第２は認知症予防です。認知症の発症を遅ら

せ、また、発症後の進行を緩やかにするために

は、運動不足の改善や社会参加による孤立の解

消などが効果的とされています。 

 本県では、身近な高齢者サロン等の通いの場

の充実に取り組んでおり、その参加率は調査開

始以来、８年連続で全国１位を維持しています。 

 コロナ禍により活動を休止しているところも

ありますが、ウィズコロナ仕様として、オンラ

インによる開催方法を紹介した動画の活用や支

援員の派遣などを通じ、通いの場の継続を支援

しています。 

 日頃のセルフチェックも重要です。先般、改

訂したフレイルチェックシートは、運動・口腔

機能や栄養状態、認知機能等を自ら確認できる

よう、分かりやすく工夫して、積極的な活用を

促しています。 

 今後とも、認知症の発症を遅らせ、また、認

知症になっても地域の一員として、自分らしく

生き生きと日常生活を過ごしていただけるよう

な社会の実現に向けて、しっかりと取組を進め

ていきます。 

古手川副議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。正に認知症

は誰でもなってしまう可能性があるということ

で、臼杵でも認知症に長く取り組まれている、

あるお医者様は、今回、コロナのパンデミック

で世界は騒いでいるが、現代は認知症パンデミ

ックと言えるのではないかとまで言っています。

どうしてもっとそこにみんな目を向けないのか

なとおっしゃっていました。 

 ８５歳以上の高齢者二人に一人は認知症の可

能性があると。特に老年性認知症が今増えてい

ると。これは脳の老化で、予防薬はないという

ことです。そうなれば当然、早期発見、早期治

療が必要になると。誰でもなり得るということ

を一般の人はもっと意識してほしいと、認知症

への偏見はまだまだ多いとおっしゃっていまし

た。 

 今、知事から予防という言葉が出ましたが、

予防しても認知症にはならないわけではない。

逆に、なった人は、あの人は予防していなかっ

たのではないかと、そういう偏見がまだまかり

通っているところがあるというお話をされてい

ました。 

 認知症に対して大分県民は、疑ったら悪いで

すが、県民の方に正しく理解していただける、

県民は正しく認知症というものを理解してよと、

県としてはそう認識されているのでしょうか、

そこを１点お尋ねします。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 認知症に対する県民の理解

についてお答えします。 

 県内では、地域の方の認知症に対する否定的

なイメージを気にして、本来、在宅で生活を希

望する方がやむなく施設に入所されたという事

例を伺っています。 

 そういう意味では、まだまだ全ての県民が十

分に認知症を理解できているとは言い難い状況

ではないかと考えています。 

古手川副議長 高橋肇君。 

高橋議員 臼杵でもいろいろお話を伺っている

と、県も今回の臼杵の条例に関わって、いろい

ろとサポートしてくれたとおっしゃっていまし

た。臼杵は今回、この条例までにかなり時間を

かけ、１０年以上こつこつとした取組を続けて

きています。 

 今回、臼杵市は認知症条例制定の後、市民の

皆さん方に分かりやすく伝えるために、インタ

ーネットに動画を配信しています。その中に、

認知症にはいろんな種類やいろんな段階がある

ということを、とても分かりやすく動画に仕込

まれています。時間が２０分ぐらいだったと思

います。特に若年性認知症、これは５０代が非

常に多く、発見が困難であるとおっしゃってい

ました。だからこそ、認知症に対する正しい理

解と対応ができる、認知症フレンドリー社会の

実現が必要ではないかなと思います。 
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 県民、事業者、それから、関係機関、県の行

政、それぞれの役割と責務をしっかり、はっき

りさせた上で、今後の高齢化社会、認知症社会

に今から対応できる、そういう体制づくりが必

要ではないかなと思います。 

 そういう意味で、大分県においても、早期の

条例化を検討されてはいかがかと思うんですが、

いかがでしょうか。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 議員からの認知症フレンドリー社会

というお話があり、大変大事なことだなという

ふうにお答えしました。そしてまた、臼杵市の

例を取りながら、条例を考えたらどうだという

御提案をいただいたところです。 

 さきほど申したように、県においては、今、

おおいた高齢者いきいきプランの基本方針の一

つに認知症施策の推進を入れており、その中で、

具体的にいくつかテーマを捉えて、正に認知症

フレンドリー社会に向けて取組を進めています。 

 高橋議員御提案のように、条例を制定して、

さらに強力に推進するということも大変大事な

御提案だと思いますが、そういうルールをつく

ると、そこで何か一つ終わったような気になる

ので、むしろ、今ある基本方針の中でしっかり

とそれを実行しながら、その中身を充実させて

いきながら、そういう過程の中でさらに必要に

なってくるというか、もっとそれを定着させる

ために、大事であれば条例を制定するという順

序が、とにかく条例を制定して、それでおしま

いということになるよりはよっぽどいいのでは

ないかなと思い、まず、せっかくあげているこ

のプランに基づき、実態をつくっていきたいと、

実態を重ねていきたいと。そして、ここまで来

れば、いよいよ次は条例だなという段階になっ

たら、また皆様のお力でしっかりとした条例を

つくっていきたいと、そういう段取りがいいの

かなと考えています。 

古手川副議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。やはり条例

化となると、では、すぐにという話には確かに

ならないと私も思います。 

 さきほど言ったように、臼杵も１２年間とい

う時間をかけて、今回条例化というところまで

行ったと。ただ、なぜ条例をつくったんですか

ということをお聞きすると、やっぱり条例がで

きることで、今後、発展的にいろんなことに取

り組むことができるとおっしゃいましたので、

基本方針に従ってやっていく。その中で、やっ

ぱり過不足な部分が出てくる。きちっとしたル

ールとか条例があった方がいいということにな

れば、ぜひそのときは躊躇なく条例化に取り組

んでいただきたいということを強くお願いして

おきます。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 日出生台の米軍の実弾射撃訓練についてです。 

 昨日、堤議員からありましたので、私は少し

視点を変えた部分で、今回質問します。 

 今年の米軍海兵隊の実弾射撃訓練は、コロナ

禍を挟んで約２年ぶりの訓練となりましたが、

以前と比べて異常とも言える事態となりました。 

 まず、実施時期がこれまで冬季であったもの

が４月に変更され、それまで地元自治体や報道

機関向けに行われていた訓練の公開も一方的に

中止されました。地元住民への説明会も開かれ

はしたものの、米軍側は欠席するなどコミュニ

ケーションを閉ざし、情報開示の大幅な後退と

なったことは、今後の情報提供に大きな不安を

残しました。 

 また、早朝７時頃から夜９時まで目一杯訓練

を行うとともに、１５５ミリりゅう弾砲の射撃

総数も、訓練を監視した市民団体によれば、こ

れまでで最多の１，４９１発になったとの報道

がありました。 

 さらに今回は、訓練後の米兵が個別に外出す

ることを自由とするところにまで踏み込んでき

ました。九州防衛局職員が同行せず、沖縄同様

の自由な外出が日出生地区でも行われることは、

治安の面からも住民らの大きな不安でした。 

 知事は日出生台の米軍実弾射撃訓練について、

県の基本スタンスは、将来にわたる縮小・廃止

だと述べていますが、これまでの米軍や九州防

衛局の対応を見る限り、どのような道筋でそれ

を実現しようとしているのか、先が見えません。 

 このような状況の中、日出生地区の人口がこ
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の２０年間で４００人台から２００人台へと半

減していると地元新聞が報じました。その原因

となっているのが、米軍の訓練に伴って導入さ

れた国の住宅移転補償措置です。 

 演習場周辺で移転を希望する住民の民家や田

畑を国が税金で買い上げ、国有地化するもので

すが、買い上げられた土地には防衛省と刻まれ

た赤い標柱が、まるで墓標のように並んでいま

した。 

 また、地元の小学校であった日出生小学校小

野原分校も、２０２１年から休校となってしま

いました。学校がなくなり子どもたちがいなく

なれば、今後、さらに過疎化が進行するでしょ

う。 

 さきの記事の見出しは、「古里がなくなる」

でした。このままでは遠くない将来、日出生台

には米軍と自衛隊の訓練場しか残らないのでは

ないかと心配になります。 

 今回の米軍訓練について、県としてどのよう

に総括しているのでしょうか。 

 また、本年は日出生台演習場の米軍使用に関

する協定の更新の時期を迎えます。地区を守り、

これ以上の訓練拡大をさせないために、国や米

軍に対しどのように取り組む方針であるのか、

知事の御見解を伺います。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 日出生台の米軍実弾射撃訓練につい

て御質問いただきました。 

 日出生台演習場での米軍実弾射撃訓練は、日

米安全保障体制の枠組みの中で、政府間の合意

に基づいて、沖縄の基地負担軽減のために苦渋

の決断で受け入れたものです。苦渋の決断であ

り、なければないのが一番いいわけです。 

 こうした中で、防衛省は本年２月１７日に米

軍実弾射撃訓練の日程を発表しましたが、本県

では初めて第１四半期に実施するとのことでし

た。県としては、県民の不安解消を図るため、

訓練日程は新学期開始時期や連休期間を避ける

こと、感染症防止対策を徹底すること、そして、

これまでの協定等を遵守することなどを九州防

衛局に強く要請しました。 

 今回の訓練は、ロシアによる無法なウクライ

ナ侵略や国連決議に違反する北朝鮮による弾道

ミサイル発射など、国際的な緊張が高まってい

る中、行われました。訓練の規模は大きかった

ものの、人員数、砲門数及び車両数並びに訓練

日数や時間等は全て協定の範囲内であり、要請

した内容はおおむね配慮され、事故や事件の報

告もなく終了しました。 

 しかしながら、米軍担当者の事前説明への欠

席や訓練公開の中止は誠に遺憾であり、直ちに

九州防衛局へ強く抗議したところです。 

 情報開示については、今後も後退がないよう

に粘り強く求めていきます。 

 米軍の外出については、訓練終了の翌日４月

２６日に九州防衛局に対し、感染症防止対策の

徹底と、協定に基づき、治安・安全対策に責任

を持って対応するよう文書で要請しました。九

州防衛局は現地対策事務所を増員し、近隣の繁

華街を巡回するなど、トラブルの予防等に努め

たと聞いています。 

 もう一つ、本訓練に対する今後の対応につい

てもお尋ねがありました。 

 米軍の訓練に対する県の基本的なスタンスは、

将来にわたっての訓練の縮小・廃止であり、こ

れまでも国に対して求めてきたものであり、変

わりはありません。引き続き国に対して粘り強

く、将来にわたる訓練の縮小・廃止を求めてい

きます。 

 本県は全国で唯一、国との間で演習場利用の

協定を結んでいます。この協定が訓練の拡大抑

止や県民の不安解消に一定の効果を上げてきた

ものと考えています。 

 こうしたことを踏まえて、引き続き県民の不

安解消と安全確保に向け、地元３市町と連携し

ながら、しっかりと対応していきたいと考えま

す。 

古手川副議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。日出生台に

住んでいる方々に聞くと、思わずこの２年間は、

コロナで訓練がなかったと、非常に静かでよか

ったとおっしゃっていました。日出生台に住む

方にとっては、何発撃ったとかなんとかという

よりも、やっぱり精神的な不安とか、そういう
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ところが大きいと思うんですね。そこに米軍が

入ってきて、そして、勝手に外出するとか、そ

ういうことが非常に精神的にも不安になると。

日出生台から移転された方は好き好んで外へ出

ていったのではないと私は思います。やっぱり

本当はそこに住みたいんだが、もうたまらない

と、国が田畑や家屋を買い上げる今のうちにど

こかに行ってしまおうかということで、それこ

そ、そういう方の本当に苦渋の決断で日出生台

を離れていったんではないかなと思います。 

 人が亡くなるとか、そういう自然減少の分は

仕方がないと思いますが、そういう形で故郷を

離れなければならないというのは、私に言わせ

れば一つの人災であると思います。 

 今後、これ以上の訓練拡大は絶対許されるも

のではないと思うので、そこら辺、県としても

ひとつ、言葉がいいかどうか分かりませんが、

腹をくくって米軍や九州防衛局と対峙というか、

交渉というか、やっていただきたいと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 高橋議員言われることはよく理解で

きます。答弁したように、この日出生台の演習

については、日米安全保障体制の枠組みの中で、

政府間の合意に基づいて、沖縄の基地負担軽減

のために苦渋の決断で受け入れられたという面

があります。 

 しかしながら、実施にあたっては、やっぱり

県民の安全・安心を守ることを第一に考えてい

かなければならないものですから、基本的な考

えとして縮小・廃止のお願いをし、そしてまた、

その下で協定等も結びながら、できるだけ安全

確保のためにやっていくということでやらせて

いただいているわけです。この考え方に基づい

て、しっかりと対応していきます。 

古手川副議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。縮小・廃止

という基本スタンスはぜひ堅持していただきた

いと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 子どもの難病とがん対策をめぐる諸課題につ

いて、まず、付添入院について質問します。 

 小さな子どもが難病治療のために入院する場

合、身の回りの世話は病院スタッフが行うため、

家族の付添入院は原則必要ないのですが、実際

には子どもの心身の安定や治療経過への保護者

の不安、あるいは看護師等の不足などの理由に

より、家族が付添入院するケースが多いそうで

す。 

 多くの場合、家族は子どもと同じ病室で、小

さな簡易ベッドで手足を折るようにして寝るか、

あるいは子どもの隣で添い寝するしかありませ

ん。また、付添いの家族への食事はなく、近く

のコンビニ等で弁当を買って済ませたり、シャ

ワーも満足に浴びることができないなど、多く

の不便を強いられています。 

 多くの方が泊まり込んで付添入院している現

状は、原則付添いを許可しない現在の制度と実

態とが合っていないことを明らかにしています。 

 子どもが入院するとなれば、家族は自らのこ

とは後回しで付き添うので、これらの状況につ

いて当事者から改善を求める声は上がりにくい

と思いますが、だからこそ、県として現状を把

握し、支援する必要があるのではないかと考え

ます。 

 難病治療の子どもは入院期間が長くなり、幼

い兄弟が家にいる場合は、家族は家と病院と職

場の往復で、肉体的、精神的、経済的な負担は

小さくありません。患者である子どもも、家に

残った子どもも、情緒が不安定になりがちです。 

 そのような中、島根県では２０１７年４月に、

国や県からの助成を受け、付き添う家族のため

の宿泊施設「だんだんハウス」がオープンしま

した。このほか、外食産業の世界的な企業が難

病の子どもと家族を支援するため、病院の近く

で格安で利用できるファミリーハウスを設置し

ており、現在、日本には９都道府県に１１施設、

九州には福岡市にあります。 

 私は、今回その福岡市の施設を調査させても

らいました。そこでは、週末あるいは一定期間、

家族が宿泊し、患者の子どもと付き添う親が触

れ合う機会を持ち、家族の心の支えや力になっ

ていました。 

 そこで、お尋ねします。 
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 県として、子どもの付添入院に係る家族負担

の現状をどう把握し、どのような支援が必要と

お考えでしょうか、福祉保健部長の見解を伺い

ます。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 付添入院についてお答えし

ます。 

 県では昨年度、入院に至ることの多い小児慢

性特定疾病患者の保護者にアンケートを実施し

ました。それによると、付添入院の際の困り事

としては、宿泊費用や宿泊先の確保、きょうだ

い児の世話に関することなどがあげられており、

御苦労されている状況がうかがえます。 

 そのうち、特に長期入院が多く、保護者負担

も大きい小児がん患者の状況を見ると、県内で

は大半の患者が受診している大分大学医学部附

属病院では、安価で宿泊できるファミリーハウ

スが設置、運営されており、昨年度は３１組が

延べ８２日間利用されています。次いで受診者

の多い大分県立病院では、必要に応じて簡易ベ

ッドの無料貸出しや家族控室を利用できる体制

を確保しています。また、県外で受診者が多い

九州唯一の小児がん拠点病院である九州大学病

院では、３か所のファミリーハウスが一般財団

法人等によって運営されています。 

 今後とも、こうした情報をがん相談支援セン

ター等を通じ、しっかりと当事者に届けるとと

もに、個別の相談にも丁寧に応じることで、病

気を持つ子どもと保護者が安心して治療に臨め

る環境づくりに努めていきます。 

古手川副議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。非常に身体

的、精神的な負担と経済的な負担が大きいとい

う話を聞いています。やっぱり親は自分の子ど

ものことだから、不安や不満とか言うことがで

きないということですが、周りがそれをよしと

してはいけないと思います。 

 今回、福岡のファミリーハウスに訪れたとき

に、そこに施設を利用された方が記載していた

ノートがあります。それを見ると、やはり病院

が近くにあるという安心感と、それから、入院

していない他の兄弟姉妹も一緒にいられると、

それから、同じような境遇の家族同士の交流が

安心とか勇気をもらうと、不安が和らぐ空間で

あると、そういう意味では精神的支援が最も大

きいなと思いました。 

 そこの利用者、大分県は長崎、福岡、佐賀に

次いで４番目に多いということです。 

 ぜひ大分県でも島根県でできているようなフ

ァミリーハウス、もっと充実できないかなと思

います。 

 このファミリーハウスの設置については、実

は２０１９年第４回定例会の一般質問で、公明

党の河野議員から、九州各県や政令市と協力し

て、ファミリーハウスの共同設置を検討できな

いかと質問されており、当時の福祉保健部長か

ら、病気と闘う子どもとその家族の精神的、経

済的負担の軽減を図る上で有効な取組と考える

との積極的な御答弁がありました。 

 これは要望です。県を越えて受診する患者、

例えば、小児がん患者などの場合、家族が宿泊

できるファミリーハウスの各県での共同設置の

検討も必要ではないかと思うので、引き続き家

族のニーズ調査、運営と、それから、活用状況、

そういうものの実態把握に努めていただき、一

日も早い設置の検討もお願いしたいと思うので、

よろしくお願いします。 

 関連してですが、子どもの付添入院における

教職員の休暇制度についてお尋ねします。 

 私に相談があった実例を一つお話しします。 

 ある学校の先生が、お子さんが難病指定を受

けて長期入院するということで、介護休暇の申

請をされたそうです。しかし、市の教育委員会

からは、要件には該当しないということで認め

られませんでした。仕事を辞めるわけにはいか

ないので、勤務後、遠くの病院まで車を運転し、

夜は子どもに付き添い病院に泊まり、早朝は、

今度は病院から直接学校へ出勤すると、そうい

う生活を半年近く送ったそうです。もう本当に

仕事を辞めようかと思ったほどつらかったそう

です。 

 このような事例は頻繁に発生するものではな

いと思いますが、教職員が過度に疲労していて

は、児童生徒、子どもたちに十分に向き合うこ
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とは困難だと思います。介護休暇の運用面の見

直しなど、柔軟に対応すべきと考えますが、教

育長の御見解を伺います。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 介護休暇制度は、職員自らが介護

する必要がある場合に、やむを得ず勤務するこ

とができない場合の救済制度であり、職員の負

担を軽減させることを目的としています。 

 対象としては、介護対象者の食事や排せつな

ど身の回りの世話、リハビリのための介助とい

った、いわゆる直接介護であり、子どもを含め、

対象者が入院中の付添いは介護休暇の対象とさ

れていないところです。 

 休暇制度については、地方公務員法による情

勢適応の原則を踏まえ、国や他の地方公共団体

の職員との権衡を失しないよう、適正な考慮が

払われなければならないこととなっています。 

 介護や育児と仕事の両立ができる社会体制整

備に向け、現在、国レベルで各種法制度が見直

されてきていることから、引き続きその動向を

注視していきたいと考えます。 

古手川副議長 高橋肇君。 

高橋議員 各種いろんな休暇もあるんですが、

さきほど申したように、現在、病院は看護師が

非常に不足しています。付添い不要といいなが

ら、実態は親が付き添わなきゃいけないという、

その実態を考慮せず、なぜ今回、教育委員会が

介護休暇要件に当てはまらないと言うのか。聞

いてみると、病院は付添い不要だから認められ

ないと言われたそうですが、教育長、これはど

う思いますか。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 介護休暇の制度の考え方は今し方

申したとおりですが、親が付き添っている実態

があるということは理解できますが、勤務しな

いことが相当であるかどうかは、職員自らが介

護する必要があるか否かで判断することとなっ

ています。現時点では、付添入院は職員自らが

介護する必要にはあたらないとされているので、

休暇は認められないと考えています。 

 引き続き国や他の地方公共団体の状況等につ

いて注視していきます。 

古手川副議長 高橋肇君。 

高橋議員 そこが現実とちょっと違うのではな

いか、ずれがあるのではないかなと思うんです

ね。こういう子どもの長期入院に対応した休暇

制度は、私も見た限りでは介護休暇にないんで

すね。 

 今回は子どもが難病指定を受けたということ

ですが、例えば、子どもが不慮の大きな事故に

遭って、２か月、３か月入院を緊急にしなけれ

ばいけない場合だって起こり得るわけで、そう

いう場合に対応できるような制度がないという

ことは、私はいかがなものかなと思うので、ぜ

ひ改善の検討を早急に行っていただきたいとい

うことを強く要望します。よろしくお願いしま

す。 

 では、３番目に子宮頸がんワクチン接種の積

極的勧奨の再開についてお尋ねします。 

 子宮頸がんワクチン、いわゆるＨＰＶワクチ

ンは、２０１３年４月から予防接種法による定

期接種となりましたが、ワクチン接種との因果

関係が否定できない持続的副作用が見られるよ

うになったため、これまで積極的勧奨は差し控

えられてきました。しかし、今年４月より積極

的勧奨が再開され、加えて、差し控え期間に接

種機会を逃した方に対しては、従来の定期接種

の対象年齢を超えて接種を行う、いわゆるキャ

ッチアップ接種も開始されました。 

 積極的勧奨が差し控えられた背景には、接種

後の深刻な副作用がありました。患者の中には、

その後の進路や生活を大きく変えざるを得なく

なった女性たちもいます。今現在も苦しんでい

らっしゃいます。そのような方々は、今回の積

極的勧奨の再開をどのように思っているのでし

ょうか。 

 国民に適切な情報提供ができるまでの間、定

期接種を積極的に勧奨すべきでないとしていた

政府が積極的勧奨に転換したというのであれば、

その適切な情報提供はなされているのでしょう

か。子宮頸がんは本当に増えているのか、副作

用の症状やその頻度、その後の経過などはどう

なっているのでしょうか。私にはまだ不安を解

消できるだけの情報が明らかになっているとは
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思えません。 

 また、もう一つ心配なことがあります。ワク

チン接種の勧奨が学校を通して行われると、保

護者は学校が勧めるものだから問題ないと、判

断を学校に任せてしまう危険があります。学校

現場とは切り離し、市町村から直接正確な情報

とともにお知らせすべきと考えます。 

 子ども本人と保護者と医師などで十分に協議

の上、接種を希望する人には安心して接種でき

る体制を整え、また、接種を希望しない人には、

それもよしとする趣旨を徹底することが大切で

はないかと考えます。 

 ＨＰＶワクチン接種の積極的勧奨の再開に対

する県の取組について伺います。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 子宮頸がんワクチン接種の

積極的勧奨の再開についてお答えします。 

 国内の子宮頸がんのここ数年の罹患者数は、

年間約１万１千人で推移しています。県内では、

平成３０年に１２３人罹患し、５０歳未満の女

性のがんでは３番目に多く、死亡者は２５人で

す。 

 これまでワクチンの副反応疑いは８件報告さ

れていますが、健康被害として認定されたもの

はありません。最新の知見では、１万人が接種

を受けると、受けなければ発症していたはずの

約７０人の発症を予防し、約２０人の命が救わ

れると試算されています。 

 一方で、副反応の頻度は１万人当たり１０人、

そのうち重篤者は６人となっており、接種の有

効性が副反応のリスクを明らかに上回っている

と認められ、今般、積極的勧奨が再開されたと

ころです。 

 なお、ＨＰＶワクチンを含む全ての予防接種

は、学校を経由することなく、市町村から対象

者に直接接種券を送付しており、接種の効果や

リスクを記載したリーフレットも同封するなど、

正確な情報提供に努めています。 

 また、県では副反応等の相談窓口や医療提供

体制の整備に加え、キャッチアップ対象者を含

めた接種体制の確保や、接種の判断材料となる

情報をホームページで発信しています。 

 引き続き希望者が安心して接種できるよう、

市町村や医療機関と緊密に連携を図ります。 

古手川副議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。もう一回確

認させてください。 

 国は積極的推奨としていますが、ワクチン接

種はあくまで希望制であって、強制するもので

はないということでよいのか。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 予防接種法では努力義務と

されており、接種を希望しない方に強制される

ものではありません。国が作成しているリーフ

レットの中にも、希望する方に対してと、その

旨が記載されています。 

古手川副議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。それと、前

回は学校現場を通してビラ等が配られて、推奨

が行われたと聞いていますし、今回も既に学校

を使って接種を勧めている自治体もあると聞い

ていますが、そこら辺はどうですか。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 私どもが市町村に照会をか

けたところ、市町村から直接対象者に接種券、

あるいはさきほど説明したリーフレット等の資

料を送付していると認識しています。 

古手川副議長 高橋肇君。 

高橋議員 学校は教育を行う場であって、医療

を勧める場ではないことは確認しておきたいと

思います。子どもがいるから学校を使うという

のは、私はいかがなものかと思うので、そこら

辺をきちっとしていただきたいと、それはお願

いです。 

 それでは最後に、多様性を認め合う教育の推

進についてお尋ねします。 

 まず、県立高等学校の制服についてです。 

 学校現場の当たり前が見直される動きが進ん

でいます。その一つが制服です。小学校では、

かつて制服だった学校もありますが、随分早く

に私服へと見直され、一部の中学校では私服で

の登校日を設けたり、性別に関係のない標準服

の導入が始まっています。制服がよいのか、私

服がよいのかについては、それぞれ賛否があり、
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どちらがよいというものではないと思いますが、

周りの大人がルールで縛るのではなく、子ども

たちが自分で考え、自分たちで選び、互いの違

いも認め合うことが、これからの社会を生きて

いく上で重要ではないでしょうか。 

 ところで、県立高校の制服についても、かつ

ての男子は詰め襟、女子はセーラー服にスカー

トといった形から、ブレザーや、女子もスラッ

クスを選択できる学校が増えているようです。

私はそこからさらに一歩踏み込んで、制服と私

服のどちらも選択できるようにしてはどうかな

と思います。 

 昨年度から全ての全日制高校で、生徒と校則

について協議する場が設けられていますが、制

服についても、機能性や安全性、防寒、防犯、

価格等を考慮し、制服と私服を選択できる学校

があってもよいのではないかと思います。もち

ろん、生徒や保護者の意見や要望を尊重した上

で、学校現場で判断することが望ましいと思い

ますが、県立高等学校の制服について教育長の

見解を伺います。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 現在、県立高等学校において、私

服を認めているのは定時制の４課程のみですが、

全日制の課程においても、学校行事等の際に、

制服以外の服装を許可している場合があります。 

 女子の制服については、機能性や安全性、防

寒、防犯の観点から、スカートに加え、スラッ

クスを選択できるようにしている学校が２７校、

今後の導入を検討している学校も１０校あると

ころです。 

 昨年度、高等学校においては、頭髪に関する

ことなど、生徒からの要望を基に、生徒と学校

が校則の様々な項目について意見を交わしてお

り、その結果、２９校が校則の見直しを行った

ところです。 

 今年度も全ての学校において、この取組を継

続していくことで、生徒と学校がしっかりと話

し合い、生徒の主体性を培うことが重要だと考

えます。 

 私服登校の許可についても、生徒の実情や時

代の進展等を踏まえ、その必要性や妥当性を学

校と生徒、保護者が話し合っていくことが大切

だと考えます。 

古手川副議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。各高校の制

服には、それぞれの伝統や歴史があることも十

分承知の上で今回の提起をしています。 

 さきほど教育長が言われたように、校則も時

代の中で合わなくなって、見直しが進められて

きています。多様性を認め合う時代の流れの中

で、制服についても、もっと緩やかになっても

よいのではないかなと私は思います。 

 昨日、私が地元に帰る途中、夕方でしたが、

大雨が降り始めました。雨の中、傘を持たない

子どもたちがいて、制服はびしょ濡れで帰って

いました。これから帰って、あの制服を乾かす

のかな、洗濯して乾かして間に合うのかなと思

いました。値段も安くなく、着替え用にそう何

着も購入できない。体も成長期で、経済的にも

衛生的にも、やはり制服というのはいかがなも

のかなと思う部分もあります。今後の検討をお

願いしたいと思いますし、その際には子どもた

ち、保護者の意見、そういうものを大切にして

いただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 では最後に、特別支援教育についてお尋ねし

ます。 

 昨年の第３回定例会の一般質問でもお尋ねし

ましたが、発達障がい、あるいはそれが疑われ

る子どもたちの数が、ここ５年ほどの間に倍に

も増えているというお話をしました。実際の学

校現場を見ても、支援学級が適当と思われる子

どもたちが全校児童の１割ほどにも上ると聞い

ています。 

 保護者の意識も変化し、かつては我が子には

支援学級が適当だとしても、それを認めないと

か、また、望まないという家庭が多かったので

すが、今はむしろ少人数で手厚い指導を受けら

れるということで、希望する保護者も増えてい

ると聞いています。 

 昨年の教育長の答弁では、特別支援学級など

の設置要求に可能な限り応えるとともに、それ

ぞれの学びの場における特別支援教育の専門性
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の向上を図るという力強い答弁をいただきまし

たが、その後、子どもたちへの教育的支援の状

況はどのように改善されているのでしょうか。 

 具体的に言えば、特別支援学級は必要数を満

たしているのでしょうか。また、教職員全体が

人員不足の中で、特別支援の教育に必要な専門

性を身に付けた教職員は足りているのでしょう

か。これらの現状と課題をどのように分析し、

その上で支援の充実に向けて、具体的にこれか

らどう取り組むのか、教育長の見解を伺います。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 小中学校の特別支援学級数は、令

和４年５月現在、７４５学級設置しており、こ

の５年間で１８３学級増加しています。毎年、

設置要求に対して、可能な限り応えています。 

 特別支援学級数の増加に伴い、特別支援教育

未経験者が担任するケースが増加し、今年度１

７７人、割合にして２３．５％となっており、

専門性を早急に高める必要があると考えます。 

 教員の専門性の向上に向けては、これまで特

別支援学級及び通級指導教室経営の手引きを市

町村教委に示し、活用を促すとともに、特別支

援学校のコーディネーターによる巡回相談を行

ってきたところです。 

 また、教育センター等では、学級担当教員を

対象にした研修を実施し、実践的指導力の向上

も図ってきたところです。 

 子どもたちのニーズにきめ細かに対応できる

よう、特別支援教育未経験者の増加も踏まえ、

今年度、研修内容や方法を改善し、特別支援学

級担当者等の専門性の向上を図っていきます。 

古手川副議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。これからも

支援が必要な子どもたちは増えてくる可能性は

高いと思います。その子たちを大切にすること

は、多様性を認め合う教育の原点だと私は思っ

ています。特別支援学級がその必要数を満たす

ために、ぜひ特別支援教育の専門性を身に付け

た教職員の充実を切にお願いしたいと思います。 

 ただ、現場はその子どもたちに手を差し伸べ

る時間がないほどに、今いろいろなことが入っ

てきて、非常に忙しい状況になっています。 

 ちょっと話は変わりますが、今の過酷な働き

方を一刻も早く改善して、若い人たちが教育の

現場を職場として選びたくなるようにしないと、

大分県の教育の将来は先細になると思います。

魅力のある教育職場にするために、教育長、ど

のように取り組んでいきますか。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 教育委員会ではこれまでも、学校

現場での教職員の負担軽減に向けた取組を進め、

業務改善を図ってきました。今年度もコロナ禍

の中、スクールサポートスタッフを活用して、

教室の換気や消毒など、感染症対策に係る教員

の業務支援に取り組んでいます。 

 市町村教育委員会とも連携し、引き続き魅力

のある教育職場づくりに向けて、教職員の働き

方改革を一層推進していきます。 

古手川副議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。ぜひ実効性

のある取組を切にお願いして、ちょうど時間に

なるので、私の質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手） 

古手川副議長 以上で高橋肇君の質問及び答弁

は終わりました。阿部長夫君。 

  〔阿部（長）議員登壇〕（拍手） 

阿部（長）議員 皆さんおはようございます。

６番、自由民主党、阿部長夫です。本日はこの

質問の機会をいただいた先輩、同僚議員の皆様

方に感謝します。 

 また、杵築市から傍聴に来ていただき、あり

がとうございました。 

 早速質問に入ります。知事以下、執行部の皆

さんよろしくお願いします。 

 初めに、原油価格及び物価等の高騰対策につ

いてお尋ねします。 

 初めに、県経済への影響と対策についてです。 

 新型コロナウイルスが令和２年３月に県内で

初めて感染が確認されて以降、２年以上猛威を

振るい続け、県経済に対して大きな影響を与え

てきました。県では、中小企業・小規模事業者

応援金や事業継続支援金など、各種の支援策を

講じていただき、このコロナ禍を何とか乗り越

えようと取り組んできたことと思います。 
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 そのような中、今年のゴールデンウィークは

久しぶりに全国的にも行動制限のない年でした。

県が発表したゴールデンウィーク観光動向調査

結果によると、観光・宿泊施設、交通機関とも

に利用者が昨年度に比べ大幅に増加し、コロナ

禍前の水準には届かないものの、県経済の再活

性化に向けた兆しが見えてきました。 

 ところが、現下の情勢に暗い影を落としてい

るのが、原油価格や物価の高騰です。長引くコ

ロナ禍やウクライナ情勢により原油や穀物等の

国際価格は高い水準で推移しています。また、

我が国は多くの原材料を輸入に頼っており、円

安の進行がさらなる輸入物価の上昇を招いてい

ます。日本銀行の企業物価指数５月分によると、

前年同月比で約９％増加、１５か月連続して増

加しており、正に企業への影響が懸念されます。 

 個人消費についても、総務省の家計調査では

令和３年度は前年度を１．６％上回り、４年ぶ

りにプラスとなったものの、コロナ禍前の水準

に達しませんでした。物価上昇は今後、個人消

費にも影響を与えるものと思われ、今後の経済

情勢には注意が必要です。 

 本県の情勢を見てみると、日本銀行大分支店

によれば、県内の景気は、一部に弱さが残るも

のの緩やかに持ち直しているとされていますが、

先行きについては新型コロナウイルス感染症や

ウクライナ情勢が、家計の消費マインド及び企

業の収益動向、資金調達環境、経営行動に与え

る影響などに注視していく必要があるとされて

います。中小企業、小規模事業者が大勢を占め

る本県においては、原油価格や物価の変動の影

響を大きく受けることになり、県経済を下押し

するリスクであると懸念しています。 

 本年１月の帝国データバンク大分支店の調査

によると、原材料の不足や高騰の影響があると

答えた県内企業は７１．３％、このうち価格転

嫁が全くできていないと答えた企業は３３．３

％に上っており、回答した県内企業の３社に１

社が原材料の不足、高騰に伴う仕入価格の上昇

を価格に転嫁できていない状況がうかがえます。

その調査結果を掲載した新聞報道によると、下

請の立場にある中小企業ほど、原材料の高騰分

を自社の商品、サービスに上乗せしにくい傾向

にあるとされています。原油価格や物価の変動

が県内企業に影響を与えていることがうかがえ

ます。 

 そのような中、政府は４月２６日にコロナ禍

における原油価格・物価高騰等総合緊急対策を

決定しました。原油高騰対策やエネルギー・原

材料・食料等安定供給対策など、正にこの状況

を捉えた対策であると思います。内容を見てい

くと、原油価格高騰対策として、石油元売への

補助金の引上げや、漁業、農林業、運輸業、生

活衛生業など業種別の対策、原材料の安定供給

対策として、サプライチェーンの強靱化などが

盛り込まれています。 

 短期的には緊急対策により対応が可能ですが、

長期的な視点に立ち、企業がＤＸ化により生産

性を向上させ、また、省エネ設備の導入による

エネルギーコストの削減に取り組むなど、企業

の生産力、経営力を強化していく必要があると

思います。 

 また、影響があるのは企業や事業者だけでは

ありません。物価高騰により、個人消費の落込

みも懸念されます。 

 そこで、伺います。原油価格や物価の高騰を

踏まえ、県内企業、特に中小企業、小規模事業

者、そして消費者への影響をどのように分析し、

また、その状況を踏まえ今後どのように対策を

講じていくのか、知事の見解を伺います。 

 次に、燃油高騰による農林水産業への影響に

ついて伺います。 

 昨年第４回定例会でも質問しましたが、燃油

価格は依然として高騰しており、農林水産省の

農業物価統計調査によれば、昨年１２月時点で

１リットル当たり１０３．５円であったＡ重油

価格は、本年４月時点では１１０．９円となっ

ています。昨年４月の８９．６円と比べると２

１．３円、率にして２割以上上昇している状況

であり、昨今の世界情勢等を踏まえると、さら

なる高騰、そして長期化も懸念されます。 

 燃油高騰が経営に与える影響は事業者によっ

て差異があると思いますが、例えば、かんきつ

類のハウス栽培などの施設園芸では、生産原価
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に占める燃料費の割合が高く、燃油価格の高止

まりは経営を圧迫し、大きく変動する価格は経

営を不安定にしかねません。 

 そこで、省エネ機器の導入等により燃油への

依存度を下げるなど、今後も長期的な視点に立

ち、燃油価格の変動に左右されにくい足腰の強

い経営体を育成する必要があると考えますが、

農林水産部長の見解を伺います。 

 次に、トラック運送における燃油高騰対策に

ついて伺います。 

 燃油高騰の影響はトラック運輸業界にも波及

しています。本来は荷主への価格転嫁を可能と

する燃料サーチャージ制度が用意されていると

ころですが、なかなか価格転嫁が進んでいない

ようです。これでは我が国の流通が機能不全に

陥ってしまいます。 

 もちろん価格転嫁を行えば物価上昇にもつな

がりますが、適正な価格転嫁が図れる取引環境

を構築できるように県としても働きかけを強化

していくべきと考えます。 

 今回の補正予算においても貨物自動車運送業

取引環境緊急調査事業が盛り込まれていますが、

燃油価格高騰下における取引の適正化に向け、

荷主に対してもトラック運送業者に対しても、

燃料サーチャージ制度の理解と導入を促進して

いく必要があると考えますが、本県の取組につ

き、企画振興部長の見解を伺います。 

  〔阿部（長）対面演壇横の待機席へ移動〕 

古手川副議長 ただいまの阿部長夫君の質問に

対する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 ただいま阿部長夫議員から、最近の

物価高等について種々御質問を賜りました。 

 まず、私から最近の物価高の県経済の影響と

対策についてお答えします。 

 企業物価指数は、年明け以降、前年同月比で

１０％近く上昇している一方、４月時点の消費

者物価指数は２．１％の上昇と、企業物価とは

大きく乖離しています。これは企業が上昇分の

コストなどを価格転嫁できずに、自社で吸収し

ているせいだと考えられます。 

 物価上昇は、本来、価格転嫁により対応すべ

きものであり、現在のような急激な高騰には公

的資金を投入しながらも、その先には適度の物

価上昇を前提に価格転嫁の流れをつくり出すこ

とが重要です。 

 国においては、原油価格・物価高騰等総合緊

急対策の中で、原油高騰対策をはじめ、原材料

や食料などの安定供給対策などを既に実施して

います。また、本日、岸田総理を本部長とした

物価・賃金・生活総合対策本部の初会合が予定

されており、補正予算の予備費５．５兆円を使

用して賃上げ施策を含め、迅速かつ総合的な対

策に取り組むこととされています。 

 県では、現在、春の５００社企業訪問を実施

中であり、これまで訪問したうちの約３分の２

の企業から原油・原材料価格高騰の影響がある

との回答がありました。そのうち半数は価格転

嫁ができていますが、半数は値上げによる顧客

離れや同業者の動向を警戒し、仕入価格の上昇

などを販売価格に転嫁できないでいました。 

 また、大分市の４月の消費者物価指数は、全

国より低いものの、前年同月比プラス１．４％

と上昇傾向にあり、今後の個人消費への影響を

危惧する声もありました。 

 このため、県では企業が価格転嫁を行いやす

い環境づくりを進めていきます。 

 まず、売上げ減少への懸念を払拭するため、

市町村との連携の下、発行総額１３０億円のプ

レミアム商品券事業の第２弾を実施し、消費が

落ち込まないよう、家計を支援していきます。

あわせて、国内旅行やインバウンド需要の取り

込みを図り、観光消費も活性化していきます。 

 また、同業者の動向や取引の打ち切りを警戒

し、価格交渉を躊躇する事業者を後押しするた

め、国の協力も得て、県内各地で価格交渉促進

セミナーを開催します。セミナーでは、パート

ナーシップ構築宣言などの国の取組や産業創造

機構の下請駆け込み寺、県の取組等を紹介し、

価格転嫁への理解と協力を広く促していきます。 

 さらに、設備投資等により生産性を向上させ、

あわせて賃上げを行う事業者への支援制度を創

設します。また、デジタルトランスフォーメー

ション推進パートナーズと共に、ＤＸに取り組
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む企業を増やすなど、賃上げを可能にする生産

性の向上を強力に推進します。 

 このような取組を効果的に連携させながら、

物価上昇に対応する適切な価格転嫁を進め、賃

金を上昇させることで、疲弊した県経済を好循

環に戻していきたいと考えています。 

 そのほかに農林水産業及びトラック運送業に

おける燃油高騰対策について御質問いただきま

した。これについては担当部長からお答えしま

す。 

古手川副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 農林水産業での燃油高騰対

策についてお答えします。 

 燃油価格高騰の長期化が懸念される中、経営

を継続、発展させるためには、国の燃油価格補

填制度などのセーフティーネットの活用とあわ

せて、価格動向の影響を受けにくい経営への転

換が重要です。 

 そこで、県では本年度から支援額が拡充され

た国の燃油価格補填制度の利用促進を図るとと

もに、経営体質の強化に向けて、生産者の省エ

ネ化の取組を強力に後押ししていきます。 

 園芸では、経費削減効果が見込まれるヒート

ポンプ等の省エネ機器導入や内張りカーテンの

多層化等、省エネの取組への支援を拡充します。 

 また、林業、水産業においても乾しいたけ生

産に使用する省エネ型乾燥機の導入や省エネ型

漁船エンジンの載せ替えに対して支援を拡充し

ます。 

 これらの支援にあたっては、災害復旧と同等

の補助率までかさ上げすることで、今回の未曽

有の価格高騰の中で、前向きに取り組む生産者

を強力に支援します。 

 こうした対策を迅速に進め、農林水産業の足

腰の強い経営体を育成していきます。 

古手川副議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 トラック運送における燃油

高騰対策についてお答えします。 

 県内の貨物運送については、その多くをトラ

ック運送が担っており、住民生活や地域経済を

支えるために必要不可欠な存在です。 

 一方、現在、ウクライナ情勢等に伴う燃料価

格の高騰により、トラック運送を取り巻く環境

は非常に厳しい状況となっています。 

 議員御指摘のとおり、トラック運送について

は燃料価格の上昇によるコスト増分を別建ての

運賃として設定する燃料サーチャージ制度があ

りますが、十分に活用されていない状況がある

と聞いています。 

 そこで、県としては、まずは荷主やトラック

運送業者に対するアンケート等を通じた実態調

査や課題把握を行いたいと考えています。 

 加えて、トラック協会が実施している燃料サ

ーチャージに関する啓発活動等への支援を行う

とともに、県主催のセミナーを通じて荷主等に

対して価格転嫁への理解と協力を促したいと考

えています。 

 また、公正取引委員会も価格転嫁拒否が疑わ

れる業種に対して重点的に立入調査を行うこと

としており、これらの総合的な取組により、燃

料サーチャージ制度の導入を促進していきます。 

古手川副議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 知事、部長ありがとうござい

ました。 

 様々な施策を取っていただいています。この

燃料・物価高騰、これは新型コロナウイルスの

感染拡大、そしてまた、ウクライナの情勢の影

響を受けていることと思いますが、これがまだ

まだ長く続くんではないかなと思っています。 

 今朝の新聞にも載っていましたが、一面に庶

民の目線で政策を行ってもらいたいということ

が載っていました。正にこの状態で困るのは市

民、県民、国民です。そこら辺しっかりと見据

えて施策を行っていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 ２番目に介護人材の確保・育成についてです。 

 少子高齢化が急速に進展する中、国によると、

本県において必要な介護サービス量に対し、団

塊の世代が後期高齢者となる令和７年、２０２

５年には約１，２００人が、また２０４０年に

は約６，７００人の介護職員の不足が推計され

ており、介護人材の確保は喫緊の課題です。 

 令和２年９月に実施した県の実態調査では、

約４割の事業所が、職員がやや不足、とても不
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足と回答し、休暇の取得が困難になっていると

いう声も上がっているとされています。 

 こうした状況を踏まえ、国においては、介護

職員の処遇改善、多様な人材の確保・育成、離

職防止・定着促進、生産性向上、介護職の魅力

向上、外国人材の受入環境整備など総合的な介

護人材確保対策に取り組むこととされています。 

 本県でも、おおいた高齢者いきいきプランに

おいて、介護人材の確保・育成に向け、若年者

や転職者など多様な人材の参入促進や離職防止

・定着促進、介護現場の革新などに取り組んで

います。 

 中でも、介護従事者の離職防止に向けて、腰

痛等の身体的な負担や夜勤時の対応など精神的

な負担の解消のため、介護ロボットやノーリフ

ティングケア、ＩＣＴ機器の導入などによる負

担軽減と業務効率化が必須とされているものの、

介護事業所では機器導入の負担や機械を使う介

護への転換に抵抗感があることから、なかなか

ＤＸ化が進んでいないのが現状です。介護現場

革新によるサービスの質向上と介護職員の負担

軽減は待ったなしです。 

 また、地元杵築市の介護事業者の方からも、

なかなか若い人材が募集しても来ないといった

話も聞いており、今後の２０２５年の高齢化の

ピークに向けて大きな不安材料となると考えま

す。 

 介護という仕事に対し、給料が安い、体力的

・精神的にきついといったイメージを先入観と

して持つ人も見られ、介護の仕事への新規参入

を阻害する一因になっていることがうかがえま

す。若い人材の確保のため、介護職員の人材育

成や就労環境等の改善に取り組む事業者を評価

し、その取組を見える化することで、介護業界

全体をボトムアップし、働きやすい介護職場を

つくっていくことも不可欠です。 

 ２０２５年問題を無事に乗り切ったとしても、

次には団塊ジュニア世代が高齢化する２０４０

年問題が待っています。切迫する状況にもかか

わらず、介護現場の人手不足の解消がなかなか

難しい状況です。 

 今後の介護人材の確保に向けどのように対応

していくのか、知事の見解を伺います。 

 続いて、介護人材の育成についてです。 

 介護人材をどう確保するのかは、現場の福祉

保健部、人材輩出の教育委員会が車の両輪とな

って進めていくべきです。 

 人手不足により介護の世界にも外国人の方の

受入れが進みつつありますが、監理団体等への

委託料などが発生することから、やはり身近な

地域での介護人材の育成が不可欠です。 

 特に周辺部の介護人材不足は深刻です。杵築

市においても、かつて山香農業高校福祉コース

があった時代には地元で人材を育成し、戻って

きてくれていましたが、今や大分市などに出な

ければ人材が育成されず、結果として周辺部ま

でには戻ってきていないのが現状です。各地域

に高校の福祉科を創設するというぐらいの意気

込みがないと２０２５年、２０４０年問題を乗

り越えることができないと考えます。 

 折しも教育委員会では、今後の県立高校の魅

力向上を目指して、県立高校未来創生ビジョン

を策定されると伺いました。新しい時代を見据

えた特色・魅力ある高校の在り方や地方創生に

資する地域に根ざした高校の在り方を議論する

と聞いています。 

 これを好機と捉え、地域の高校のさらなる魅

力づくりの推進のためにも、ぜひ大分市、別府

市以外にも、福祉系の進路選択のためにコース

や学科、あるいはそうしたカリキュラムを編成

し、資格取得まで可能なものとすることも検討

していただきたいと考えています。 

 県立高校未来創生ビジョン策定にあたり、今

後の介護人材の育成方針について教育長に見解

を伺います。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 まず、私から介護人材の確保につい

てお答えします。 

 ２０２５年には団塊の世代が全て７５歳以上

となるなど、要介護者が一層増加すると見込ま

れる中、介護を支える人材の確保と定着は喫緊

の課題であり、本県では次の三つを柱に急ぎ取

組を進めています。 

 一つは、多様な人材の参入を促進することで
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す。 

 介護現場の次代を担う若年層をはじめ、他職

種からの転職者など、幅広い人材の参入促進を

図っていく必要があります。 

 そのため、福岡の若者をターゲットにｄｏｔ．

を活用して介護の魅力ややりがいを伝えるセミ

ナーを開催するほか、先輩介護職員の活躍ぶり

を紹介するパンフレットや動画を作成し、Ｗｅ

ｂやＳＮＳを通じて広く発信しています。 

 今年度からは県外から移住する方への資格取

得費用の助成等も実施します。 

 また、人口減少が進む中、外国人も貴重な戦

略です。その受入れにあたっては、介護現場で

のコミュニケーションが課題であるため、日本

語習得に対する支援を行っています。加えて、

今年度から永続的な就労に必要な介護福祉士の

資格取得に挑戦する留学生に対し、その学費や

生活費を助成します。 

 二つは、離職防止と定着です。 

 介護人材の定着には事業者の人材育成や処遇

改善等の努力が不可欠なことから、求職者がそ

れらに積極的に取り組む事業者を選びやすくな

るように認証制度を創設しました。 

 具体的には、資格取得の支援制度があるかど

うか、休暇取得促進・労働時間短縮の取組があ

るかどうかなど、２４の評価項目をクリアする

事業者を県が認証します。また、認証取得に向

けたセミナーを開催するとともに、認証後は事

業者のＰＲや優先的な補助金採択も行います。 

 三つは、介護現場のデジタルトランスフォー

メーションによる革新です。 

 これまで介護ロボットやノーリフティングケ

ア、ＩＣＴ機器の導入支援による負担軽減や業

務効率化に力を入れてきました。 

 しかしながら、昨年８月に実施した介護施設

へのアンケート調査によると、機器の種類が多

くて何を選べばいいのか分からないなどの理由

で、導入がなかなか進んでいないのが実態です。 

 そこで、今年度から介護研修センターにＤＸ

アドバイザーを配置し、効果的な機器の選定、

導入に向けた伴走支援や業務改善の相談対応に

加え、無料貸出しも行っています。 

 介護現場のＤＸ化を進め、職員の負担を軽減

し、利用者と向き合う時間を増やすことで、サ

ービスの質の向上につながることも期待してい

ます。 

 団塊ジュニア世代が高齢者となる２０４０年

も見据えながら、必要なときに安心して介護サ

ービスが受けられるように引き続き介護人材の

確保、定着に全力で取り組んでいきます。 

 介護人材の育成については、教育長からお答

えします。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 介護人材を育成する場ですが、大

分南、佐伯豊南の２校の福祉科のほかに耶馬溪

校にも生活福祉コースを設置して、介護福祉基

礎や生活支援技術などの介護の専門的な学習を

行っています。 

 ２校の福祉科では、介護福祉士の育成にも積

極的で、過去３年間の国家試験の合格率は９５．

６％と全国平均の７１．１％を大きく上回って

います。また、令和４年３月卒の就職者のうち、

８３％が専門性や国家資格などをいかして介護

福祉施設等へ就職しています。 

 さらに、今年度からは国のＣＯＲＥハイスク

ール事業を活用し、耶馬溪校の生活福祉コース

も含めた福祉系３校で合同の遠隔授業も本格的

に実施しています。生徒が互いにオンラインで

ディスカッションを行うなど、介護福祉の専門

性の深化が図られています。 

 今後、福祉系３校の生徒には、県下各施設と

の連携強化を図る中で、学校所在地以外の介護

福祉施設に対する理解も深めてもらいたいと考

えています。 

 このように既存の学科、コース設置校での介

護福祉教育をさらに充実させながら、ビジョン

検討委員会では中学生自身や保護者のニーズも

踏まえ、介護人材育成に資する福祉科の在り方

について広く検討、研究していきたと考えてい

ます。 

古手川副議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 ありがとうございました。 

 介護人材の確保については県としてしっかり

と取組をしてもらっていると思います。しかし
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ながら、それが功を奏しているのかを部長に伺

いますが、今、知事から、多様な人材の確保、

外国人材に対して補助金をいただくとか、離職

防止であるということの政策を答弁いただきま

したが、実際に現場で今不足していることは事

実です。こういった施策が実を結ぶようにどう

したらいいかをしっかりと皆さんに、事業者で

あったり、個人であったり周知していただきた

い。 

 そこで、部長に伺いますが、担い手である介

護福祉士は県内でどれくらいの有資格者がいる

のか、そしてまた、それが現役でどれくらい働

いているか、有資格者で働きたいと思っている

人の登録制度が県の福祉人材センターにあると

聞きましたが、この活用状況はどのようになっ

ているか。 

 それと、次に介護現場における障がい者雇用

の推進についても伺います。 

 介護の仕事の中には必ずしも専門的な知識と

技術を必要としない業務が多く含まれていると

思います。こういった業務を丁寧に切り出して、

元気な高齢者に担ってもらい、その分余力がで

きた有資格者にはケアに専念してもらう、国も

そういった方を介護助手として活用しようと提

唱しているが、この考え方は障がい者にも適用

できるのではないでしょうか。障がい者の種類、

程度によっては適した業務があることは多くの

現場で実証されているように思います。介護現

場における障がい者雇用の実態と今後の推進策

について部長に伺います。 

 それともう一点、市町村との連携について伺

いますが、全県レベルでは福祉人材センターが

あると思いますが、杵築市に限れば、ほとんど

紹介の実績がないようです。全県１区ではどう

しても遅くなるので、やはり市町村単位で人材

の需要と供給が目に見えるようにしなければ、

具体的な対策を講じることは難しいと思います。 

 そこで、市町村に専門相談窓口を開設しても

らい、それを県がバックアップする体制を講じ

るべきではないかと考えますが、この３点につ

いてまず伺います。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 介護の労働力不足、人材確

保に向けての現状についての御質問です。 

 １点目の介護福祉士の数ですが、今、手元に

数字は持ち合わせていません。御承知のとおり、

介護福祉士の資格がないと介護施設で働けない

という種類のものではないものですから、積極

的に介護福祉士の資格を取得しようという流れ

がなかなかできないような現状もあります。 

 ただ、介護の現場の専門性が非常に高まって

いるので、県としては、介護福祉士を少しでも

増やすように、その費用の助成制度等を設けて

います。 

 福祉人材センターの活用状況ですが、介護研

修センターにおいて、今、専門の職員を置いて

マッチング等に取り組んでいますが、ここの件

数自体は年々増加していますが、さきほど議員

御指摘のとおり、それが県下全域に効果が発揮

できているかとなると、いささか心もとない部

分もあろうかと思います。 

 さきほど言われた市町村単位でそれぞれ専門

相談窓口を設けるというのはいい考えではない

かと思うので、検討します。 

 あと、介護現場に障がい者を雇用するという

ことも、介護現場はいろんな業務があり、その

役割分担、切り出しの仕方次第によっては障が

い者の雇用、活用は大変有効ではないかと思う

ので、それについてもしっかり進めていきたい

と考えています。 

古手川副議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 ありがとうございます。ぜひ

効果の出る対策を行っていただきたいと思いま

す。 

 教育長にもお願いしますが、ビジョン検討委

員会において、これから検討するということで

すが、今、豊南、大分南、それから耶馬溪校に

コースがあるということですが、我々、５月に

県内調査で豊南を調査しました。豊南は３５人

学級ですが、今年度卒業された方は、１９人が

周辺の介護現場に就職されています。残りは進

学したり、公務員になったりということのよう

ですが、学校にそういう学科があれば、その周

辺で就職してくれるということですから、これ
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はやはり県下全域、全市町村は無理かもしれま

せんが、もう少し増やしていただき、介護科を

つくっていただきたいとお願いします。 

 先日の高等学校の宇宙コースとか安心院の全

国公募とか載っていましたが、これはすばらし

い取組であると思います。これはぜひ進めてい

ただきたいと思いますが、その最後に担当課の

方が、これからの高校は時代や地域のニーズを

抜きに考えることはできない。社会に必要とさ

れる人材を育てたいと結んでいるんですね。で

すから、介護現場では介護人材不足が切迫して

います。ぜひ若い人を育てていただいて、２０

４０年は、数えると私は８９になります。そう

すると、生きているかどうか分かりませんが、

健康寿命を延ばしたいと思います。したがって、

元気に生きたいと思いますが、しかし、２０４

０年は来るんですね。これは切実な問題です。

介護人材不足、これは介護難民をこれから出さ

ないように、県として行政としてしっかりと取

組をしていただかないと、事業者だけではどう

してもできないことですから、介護従事者の確

保には真剣に取り組んでいただきたいとお願い

し、次の質問に移ります。 

 次に、アサリの不漁問題について伺います。 

 本年２月に大量の外国産アサリが熊本県産に

偽装されていた問題が公表されました。その背

景の一つには、全国的なアサリの不漁問題があ

ります。 

 本県でもアサリ漁獲量は県北部の豊前海を主

な漁場として１９８０年代には年間２万７千ト

ン以上で日本一を誇った時期もありました。し

かし、１９９０年代以降は激減し、ここ数年で

は１０トンにも満たない状況となっています。

これは全国的にも似たような傾向で、その理由

については、埋立て、乱獲、食害、病気、栄養

不足、温暖化など、いろいろな原因が複合的に

影響していると考えられています。 

 私の地元の杵築市でも同様であり、観光潮干

狩りも中止となったままです。こうした状況を

重く見た杵築市では、県農林水産研究指導セン

ターと共に、アサリの親貝を増やして産卵量を

増やすことによって守江湾のアサリ資源を回復

させる目的で、被覆網と人工種苗によるアサリ

母貝団地の造成を年々拡大しています。 

 地元漁協と共に被覆網の管理も小まめに行っ

ており、日常的な見回りはもちろんのこと、被

覆網の上に堆積した砂を取り除くなど、精力的

に取り組んだ結果、杵築市の管理下にあるアサ

リは増加しています。一方で、守江湾全体のア

サリ資源の回復にはまだ時間を要すると聞いて

います。継続した地道な取組が求められていま

す。 

 アサリ漁は燃料高騰の中、沿岸で漁獲できる

地域の貴重な収入源でもあり、高齢者も従事で

きるというメリットもあります。こうしたこと

を踏まえ、守江湾で得られた知見を他の海域に

も展開し、県内のアサリ資源の復活に力を入れ

ていくべきと考えますが、農林水産部長の見解

を伺います。 

 私の地元杵築市では、いちご栽培が盛んです。

県のオリジナル品種であるベリーツの栽培も年

々拡大しています。 

 生産者の意欲も高く、さらなる拡大が期待さ

れますが、出荷に際してのパック詰めや調製作

業に多くの時間を割かれることが、規模拡大や

品質向上にあたっての大きな課題であると聞い

ています。 

 そのような中、本年度、杵築市に調製作業を

外部化するパッケージセンターの設置が行われ

る予定となっています。これにより、品質の統

一による単価の向上はもとより、生産者による

生産面積の拡大も大いに期待できます。 

 県では農業総合戦略会議で取りまとめた行動

宣言に基づき、県域での加速度的な産地拡大が

見込める品目として、ベリーツをはじめとする

４品目を選定し、生産者、農業団体が一体とな

った課題解決の取組をしっかり後押しすること

としています。 

 ベリーツについては、高単価期の収量が多い

というメリットを十分にいかす生産技術の高度

化、さらには京都市場を中心とした県外市場に

おける知名度、単価の向上などが課題となって

いると聞いています。 

 ベリーツのさらなる拡大に向けて、これらの
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課題をクリアするとともに、杵築のセンター創

設のような生産性向上に向けた取組を早急に全

県域に広げていく必要があると考えますが、農

林水産部長に伺います。 

古手川副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 二つ質問をいただきました。 

 まず、アサリ資源の回復についてお答えしま

す。 

 議員御指摘のとおり、守江湾での被覆網等を

用いて育成したアサリについては、順調に成長

し、現在、育成漁場内の推定資源量は約２０ト

ンまで増加しています。 

 また、成長したアサリが網の中で成熟、産卵

し、周辺海域には浮遊幼生が高密度で確認され

ていることから、母貝団地として一定の効果が

現れています。現在、より効果的、経済的な育

成手法の確立に向け、被覆網等の中に収容する

アサリの適正な密度やサイズを検証しています。 

 また、アサリを食べるツメタガイの駆除など、

漁業者組織の取組について新たに支援すること

としています。この好事例を他地域に展開する

ためには、地域ごとの漁場環境に合わせた育成

手法の検討が必要です。 

 このため、現在、主産地であった豊前海では、

波浪から稚貝を守るためのプラスチック籠など

を用いた試験を実施しています。これらの結果

を踏まえ、効果的な育成手法を開発し、現場に

普及することでアサリ資源の回復につなげてい

きます。 

 続いて、ベリーツ栽培の現状と今後の見通し

についてです。 

 県では、マーケットニーズがあり、加速度的

に生産拡大が見込めるベリーツを短期集中県域

支援品目に認定し、重点的に支援を行っていま

す。 

 御指摘のとおり、目標の達成にはさらなる生

産性向上の取組が欠かせません。昨年度からハ

ウス内の環境改善などに取り組んでおり、３月

までの単収が４．５トンを超え、この期間だけ

でさがほのかの年間平均販売額の１．６倍に達

するモデル生産者も出てきています。 

 こういった実績を踏まえ、高単価期の収量増

加や大玉化、食味向上などの課題を克服するた

め、適正な施肥や管理作業の手順など緻密な生

産技術の普及拡大を進めています。 

 また、高単価が期待されるギフトアイテムの

出荷比率を向上させ、新たな規格ドルチェの販

売に取り組んだ結果、３月までの目標単価、キ

ログラム当たり１，５００円を達成しました。 

 さらに、本年度はパッケージセンターの整備

を杵築市などで計画しており、主要な産地で作

業の分業化体制が整うこととなり、規模拡大や

品質向上が見込めます。 

 県は、生産者、関係団体が一体となって作成

した行動計画が確実に達成されるよう、総合的

に支援していきます。 

古手川副議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 ありがとうございました。 

 アサリですが、今、部長答弁いただきました

が、杵築市は被覆網のところでは２０トンぐら

いの貝がいるようだということなんですね。 

 ところが、被覆網の外には育たないと。秋口

に産卵して、それから５月、６月に砂地に定着

する、これがなかなか定着しないということな

んですね。 

 県のセンターもしっかりと指導していただい

ていますが、ここら辺の、何で卵をいっぱい産

むのに定着しないのかなと。平成２４年の九州

北部豪雨で杵築市の守江湾はアサリが全滅した

そうです。ここら辺の流れもあるのかなと思い

ますが、県の指導センターはどういう見解を持

っているか、教えてください。 

古手川副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 育成漁場の外側ですが、ア

サリ資源が増加しない主な要因は、ツメタガイ

などの食害等を考えています。 

 また、網の中のアサリは産卵するものの、漁

獲がまだ安定した時期に比べると、産卵に加わ

る母貝の数がまだ不足していると言われていま

す。 

 議員御指摘のとおり、平成２４年７月の豪雨

で守江湾のアサリについては壊滅状態になって

いるようです。それまでは、他の県では減って

いる中で、毎年２０トンほどの漁獲高を確保し
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ていたということで、全体で２０トン漁獲とな

ると、最低でもその倍の４０トンぐらいの資源

量がいるだろうということなので、今、２０ト

ンを４０トン以上に増やすことによって、全体

としての産卵数、また浮遊幼生数が増加してい

くことになるので、引き続き今の２０トンを増

加していく形の対策を講じていきたいと考えて

います。 

古手川副議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 ありがとうございます。 

 知事、前回の質問で、杵築のカキを２回食べ

に来ていただいた。アサリも日本の食文化です。

ぜひアサリをしっかりと育てていただき、中津

干潟、真玉、守江湾、育てていただきたい。お

願いします。 

 それから、ベリーツですが、しっかりと今取

組をしていただいて、拡大しているようです。

杵築市も年々その気になって取り組む生産者が

増えているようなので、このパッケージセンタ

ーも大変助かると。今までパック詰めが一番大

変な仕事でした。これをパッケージセンターで、

いちごを収穫して持っていけば、それで品ぞろ

えしてくれると。ただ、生産者が言っていまし

た。作りやすい品種改良をしてもらえないかと、

杵築市で、今、部長言われましたが、ベリーツ

で反収６００万円を上げる人がいるらしいです。

なおかつ、ベリーツは杵築のデザイナーが考案

した名前です。ベリーツはいい名前ですね。こ

れをぜひ戦略品目ですから、日本のベリーツに

して、ブランドを高めていただきたい、支援し

ていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 子どもたちの通学の安全確保への対策につい

て伺います。 

 昨年６月２８日に千葉県八街市において、下

校中の小学生の列にトラックが衝突し、５人が

死傷する痛ましい事故が発生してから、はや１

年が経過しようとしています。 

 この事故を受け、本県でも学校関係者や警察、

道路管理者による通学路の点検がなされ、必要

な工事箇所を調べ、２月末時点で１７７か所の

工事に着手し、このうち８２か所が完了したと

土木建築部長が１回の定例会で答弁されていま

す。 

 県も対策に力を入れて取り組んでいることは

承知していますが、私の地元である杵築市にも

心配な箇所が多いのが現状です。 

 子どもたちが安心して通学できるよう、関係

機関が連携して総合的な対策に取り組むことが

大切であり、その一環として子どもたちを直接

守る歩道の整備などの対策が重要と考えます。 

 そこで、通学路の安全対策のその後の進捗状

況とともに、今後の対策をどのように進めてい

くのか伺います。 

古手川副議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 昨年度の緊急合同点検の結

果、道路管理者として県が対策を実施する２０

２か所のうち、５月末時点で１８０か所の工事

に着手し、約４割に当たる８６か所で対策が完

了しました。 

 今年度は新たな国の補助制度も活用しながら、

未着手２２か所全ての工事に着手します。その

上で、年度末には１２２か所、６割の完了を目

指します。 

 杵築市内では、１３か所のうち６か所で対策

が完了し、国道２１３号狩宿工区や県道成仏杵

築線大内工区等で歩道整備を進めています。 

 整備にあたっては、県道の拡幅が必要なため、

例えば、駐車場や庭先の用地提供等をお願いす

ることになります。地権者との合意形成に時間

を要することもありますが、引き続き粘り強く

用地交渉を進め、早期完成に努めていきます。 

 なお、こうした箇所では、防護柵の設置やド

ライバーに注意を促すカラー舗装等、即効性の

高い安全対策にも取り組んでいます。 

 今後とも、県警や学校関係者等と連携を密に

し、地域の実情に応じて取締りや見守り活動の

強化等のソフト対策とハード対策を効果的に組

み合わせながら、子どもたちが安心して通学で

きる環境づくりに努めていきます。 

古手川副議長 阿部長夫君。 

阿部（長）議員 ありがとうございました。 

 今、皆さんに資料をお配りしていると思いま

すが、この資料を見ていただくと、杵築中学校
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があります。下に東小学校、上に大内小学校が

あります。この二つの小学校から杵築中学校に

通うためには、杵築橋と永代橋を渡って自転車

等で行く必要があります。 

 今、部長に答弁いただいた歩道整備等につい

ては、小学校区を単位としているということで

す。この東小学校、大内小学校の両校から歩道

整備についての要望が別府土木に出されました。

私も同行しましたが、ただ、ネックになってい

るのが、中学校に行く境である校区外ですね。

この歩道整備がなかなかできない。小学校区で

ない、ここら辺は小学生といえども、中学生と

いえども、やはり危険な目に遭うのは交通弱者

です。永代橋に至っては、写真の裏を見ていた

だくと、６メートルの道路幅です。非常に狭い

です。別府土木の方が要望の翌日に来て、小学

校長と現地をよく見ていただき、狭い、とりあ

えずはグリーンラインを引いて、少しでも歩行

者が通るところであるというアピールをするた

めに、グリーンラインを引きましょうかという

ことはやっていただくようです、これから。 

 この上の杵築橋に至っては、歩道はあります

が、１．５メートルです。中学生が今４９人、

東小学校から通っているそうです。このパイプ

ガードがあるために１．２メートル、これしか

ない。これを広げてもらいたいという要望でし

た。ところが、小学校区ではない、中学校区で

あるために、この歩道整備の対象にならない。

さきほど言われた国道２１３号、毎年、狩宿工

区で今やっていただいています。来年ぐらいに

終わるということのようですが、ぜひそこら辺

の事業に乗らない、国の予算には乗らないこと

でも、ぜひ交通弱者を守るために考えていただ

きたい。お願いです。ありがとうございました。

（拍手） 

古手川副議長 以上で阿部長夫君の質問及び答

弁が終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時５６分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

御手洗議長 こんにちは。休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。戸高賢史君。 

  〔戸高議員登壇〕（拍手） 

戸高議員 ３６番、公明党の戸高です。質問の

機会をいただき、ありがとうございます。それ

では早速、質問します。 

 まず、コロナとの共生に向けた対策について、

出口戦略について伺います。 

 新型コロナウイルス感染症は、人や地域との

交流を避けなければならない状況を生むなど、

社会経済活動を著しく低下させ、経済は長期的

に多大な影響を受けています。 

 コロナ禍の長期化は、地域経済を疲弊させ、

基盤の脆弱な中小企業は経営的にも耐えられな

くなってきているほか、県民においても長い間

の外出自粛、消費抑制の社会生活には限界が来

ています。オミクロン株による感染拡大は、高

止まりの状況が続き、収束の見えない状況では

あるものの、急激な感染拡大を抑制しながら、

社会経済活動を継続、回復していかなければな

りません。 

 新型コロナウイルス感染症が国内で確認され

て２年以上が経過し、我々はこれまでの様々な

対策を講じていく中で、多くの知見を得てきた

ところです。現在主流となっているオミクロン

株については、感染力は従前のものに比べ非常

に強いが、死亡及び重症化率は低いといった特

性が明らかになってきています。 

 県でも最近はマスクについて、屋外で２メー

トル以内で会話をするとき以外は着用の必要が

ないことを呼びかけるなど、以前とは様相が異

なってきています。 

 本県においても、感染対策と社会経済活性化

の両立を図るコロナとの共生について、早急に

検討を進める必要があると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、まず、コロナとの共

生に向けた具体的な出口戦略として、県として

どのように考えるのか、知事の見解をお聞かせ

ください。 

  〔戸高議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

御手洗議長 ただいまの戸高賢史君の質問に対

する答弁を求めます。広瀬知事。 
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  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 戸高賢史議員から、コロナとの共生

に向けた出口戦略について御質問をいただきま

した。 

 年明けからのオミクロン株による第６波は、

かつてない流行規模となっています。これまで

４万８千人余りの感染者が確認されており、こ

れは２年３か月に及ぶコロナ禍での累計感染者

数の約８５％を占めています。 

 しかしながら、これだけの感染者数にもかか

わらず、急ぎ進めてきたワクチンの３回目接種

の効果もあり、重症化リスクは抑えられ、病床

使用率も緩やかに減少を続けており、医療の逼

迫は回避できています。 

 これまでの経験により、コロナに対する感染

防止策や感染後の療養等について、多くの知見

が蓄積されてきました。また、治療薬の開発、

実用化が進むなど、コロナへの対応力は格段に

高まっています。そうしたこともあって、海外

では感染対策の緩和が主流となっており、そろ

そろ我が国も感染対策と社会経済再活性化の両

立に向けてコロナとの共生を図っていくべきで

はないかと考えています。 

 そのための出口戦略の必要性については、先

月の九州地方知事会でも議題として取り上げ、

政府や関係省庁に対し、議論の加速を要望しま

したが、その論点としては、次の３点が重要だ

と考えています。 

 一つは、規制の緩和です。 

 先日、国からマスク着用の考え方が示されま

したが、今後は国民に対する移動制限の在り方

や、飲食店やイベントに対する制限の見直しも

必要ではないかと考えます。加えて、濃厚接触

者への行動制限も、その対象や日数などオミク

ロン株の特性を踏まえた見直しが求められます。 

 二つは、感染症法における分類の見直しに向

けた条件整備です。インフルエンザと同様と考

えるならば、必要十分な診療、検査体制の構築

や医療費の自己負担の取扱など、クリアすべき

課題が多く残されています。また、分類につい

ても、２類か５類かの二者択一ではない、柔軟

な選択も視野に国民的な議論が必要ではないか

と考えます。 

 三つは、今後のワクチン接種の方向性です。 

 現在、３回目接種から５か月経過した方のう

ち、６０歳以上の方や１８歳以上の方で基礎疾

患のある方への４回目接種を進めています。現

在のところ、ワクチン接種が最も有効な切り札

である以上、政府は今後の中長期的な考え方も

早急に提示する必要があるのではないかと考え

ます。 

 本県では、めり張りの利いた感染対策の下、

疲弊した県経済を好循環に戻すため、１３０億

円規模のプレミアム商品券の発行を予定してい

ます。また、県民割等の旅行割引の対象拡大と

地域クーポンの発行により、消費行動を喚起す

るなど、地域経済の再活性化を図ります。 

 引き続き感染対策と社会経済再活性化の両立

に向け、全力で取り組んでいきます。 

御手洗議長 戸高賢史君。 

戸高議員 知事から県としての出口戦略につい

て御答弁をいただきました。さきほどワクチン

の話、そして治療薬の開発、さらには、そうし

た規制緩和ということでも九州知事会でも議論

された話が出ましたが、治療薬については塩野

義製薬ですか、明日、政府の厚労省の専門部会

で緊急承認の可否があるということで注目を集

めていますが、２類、５類の分類、感染症法上

の分類は、やはりまだ薬価が非常に高いという

問題があります。本当に保険診療と同様の患者

負担になるというのがやっぱり条件になると思

っています。そういう意味では、まだまだ難し

い部分があると思います。その中で、いかに損

失を少なく抑えながら前進していくかという舵

取り、そのバランスは本当に大変だと思います

が、そこで九州知事会でも出ていた最後のイン

バウンドの課題も出ていたと思います。 

 そこで、２点目の水際対策のさらなる緩和を

見据えた訪日観光客の受入れについてお聞きし

ます。 

 政府は今月、国内外の感染状況が相対的に落

ち着いていることや、経済効果への期待から、

これまで１万人だった１日当たりの入国者の上

限を２万人に引き上げ、その枠内での訪日外国
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人観光客の受入れを再開しました。 

 ２０２０年４月から停止していた外国人観光

客の受入れは約２年ぶりとなります。今回の受

入対象は、世界の国や地域を感染リスクに応じ

て三つに分け、最もリスクの低いグループのア

メリカ、イギリス、韓国、中国など９８か国・

地域からの観光客で、添乗員が同行するパッケ

ージツアーの参加に限定しています。 

 今回の受入対象者は、出国時にＰＣＲ検査等

で陰性を確認したことを条件に、入国時の検査

が免除され、マスク着用などについては、政府

が新たに策定したガイドラインの遵守を求めて

います。ツアー客に限定したのも滞在中の健康

管理や行動、感染状況などを把握しやすくする

ためです。 

 先月の実証訪日ツアーでは感染が確認された

ため、一部中止となりましたが、入国制限を段

階的に緩和していく中で、本県においても感染

対策に万全を期し、着実に進める必要がありま

す。 

 外国人旅行者の増加は県経済の回復にとって

重要です。県としてこれからインバウンドの拡

大と受入れについてどのように進めていくのか

お聞かせください。 

御手洗議長 秋月観光局長。 

秋月観光局長 インバウンドの受入再開にあた

り、感染対策の面では、地域住民、外国人観光

客がともに安心できる環境づくりが重要です。 

 中でも、実証事業の経験として、実際に感染

が確認された際の対応が大切です。感染者を含

むツアー参加者が安心して過ごせるよう、国の

ガイドラインも踏まえ、旅行会社や保健所等と

連携して対応していきます。 

 一方、誘客の面では、コロナ禍で変化する旅

行者のニーズに対応した取組が必要です。 

 １０か国・地域に設置した戦略パートナーを

活用し、旅行マインド等を適時収集するととも

に、訪日ツアー造成の動きが早い国には現地で

の具体的な商談等も再開しています。 

 また、留学生と連携して、ネイティブ視点に

よります観光動画を作成し、１６万人を超える

登録者を持つ沸騰大分での情報発信も強化して

いきます。 

 さらに、受入準備として、欧米等で人気のア

ドベンチャーツーリズムのコンテンツ造成やガ

イド育成など観光資源の磨き上げにも取り組ん

でいます。 

 約２年ぶりとなる訪日客を、ラグビーワール

ドカップの際に海外から評価されたおもてなし

で迎え、大分を満喫していただけるよう、観光

関係者と共にしっかり取り組んでいきます。 

御手洗議長 戸高賢史君。 

戸高議員 実証ツアーで感染者が出たというこ

とは本当に最大の経験、いい経験だったと思う

し、今回のツアー造成の中で、旅行者が事前事

後で非常に確認を取らなければいけないという

項目が、このガイドラインを見る限り、かなり

あります。そういう意味で、さきほどの経験は

非常にいかされるのではないかなと思うし、今

後、この自治体との連携で、陽性者が出た場合

に、どのように関わっていくのかを分かりやす

く御説明いただければと思います。 

御手洗議長 秋月観光局長。 

秋月観光局長 大分県においでになり、もし感

染が確認された際、まず、旅行会社がそれぞれ

の旅行者の方の体調などをいつも確認されてい

ます。例えば、その中で発熱されたりしたら、

病院へ受診させたり、その中で陽性と確認され

た際には、すぐ保健所と連携し、ホテル療養で

あったり、病院で治療していただくといった対

応に進んでいきます。 

 また、一緒に旅行されている方が濃厚接触者

となる場合には、そうした方々の待機場所など

をしっかり旅行会社が対応していくことになる

ので、旅行会社と保健所、また、私ども観光局

もしっかりサポートし、地域住民の方、そして、

おいでになる方が安心して過ごせるよう、しっ

かり対応していきます。 

御手洗議長 戸高賢史君。 

戸高議員 あらかじめいろんなことを予測しな

がら対応していただきたいと思います。 

 それでは次の、カーボンニュートラルの達成

に向けたエコエネルギーの導入について聞きま

す。 
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 ロシアのウクライナ侵略に伴い、エネルギー

供給体制の重要性が高まる中、国では安定的な

エネルギー需給構造の確立を図るためのエネル

ギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を

改正する法律案、いわゆるエネルギー使用合理

化法改正案が５月に可決・成立しました。これ

には省エネ法など複数の法律も関係しています

が、一定のエネルギーを使用する事業者に対し

て、非化石エネルギーの使用の目標を義務付け

ることになり、エネルギーの使用の合理化の対

象が、化石燃料だけでなく、全てのエネルギー

の種別に拡大されています。そして、これまで

法的な位置付けが不明瞭だった水素やアンモニ

アについても、非化石エネルギー源と定め、脱

炭素燃料としての利用促進につなげていこうと

しています。ＺＥＢやＺＥＨ、ＣＣＳなどの技

術のみならず、非化石エネルギーの使用も合理

化し、エネルギーの安定供給につなげていくこ

との重要性を示しています。 

 県でも、２０２０年３月に中間見直しを行っ

た大分県新エネルギービジョンにおいて、単に

エコエネルギーの導入量を増やすだけでなく、

エコエネルギーを使って地域活性化につなげる

など付加価値の高い利用の促進や、九州唯一の

コンビナートから発生する副生水素の活用等、

本県の特性をいかした水素サプライチェーンの

構築などを目指すとともに、自然環境、景観と

の調和や地域との共存共栄の一層の徹底を図る

こととされています。 

 安定的なエネルギー供給は県民にとっても極

めて重要です。カーボンニュートラルの達成に

向け、再生可能エネルギー先進県として、エコ

エネルギーの導入について今後どのように進め

ていくのか、知事の見解を伺います。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 カーボンニュートラルの達成に向け

たエコエネルギーの導入について御質問いただ

きました。 

 県としては、カーボンニュートラルの達成に

向け、大分県新エネルギービジョンに基づき、

大きく三つの取組によりエコエネルギーの導入

等を進めていきます。 

 一つは水素の利活用です。特に再生可能エネ

ルギーで製造した水素は、グリーン水素と呼ば

れ、欧州を中心に世界でも注目されています。 

 九重町では、大手企業２社により豊富な地熱

や木質チップを活用し、水素製造の実証実験が

進んでいます。水素の利活用に至るためには、

貯蔵、運搬も誠に重要です。今年度は県エネル

ギー産業企業会もそのうち１社と連携し、貯蔵、

運搬も含めて検証事業を行います。 

 また、本県はオフィスや家庭でのエネルギー

使用量に対する再生可能エネルギーの供給割合

は全国２位である一方、コンビナート等産業部

門を考慮した県内総生産あたりの二酸化炭素排

出量は全国で最大となっています。これは九州

唯一の製油所をはじめ、粗鋼生産量や粗銅生産

量全国１位の企業が立地しており、日本の産業

を支えてきている裏返しでもあります。 

 大分コンビナートの生産量は、ものづくり産

業における県内総生産１兆１，４４６億円のう

ち４６．３％を占めています。これまでのもの

づくり産業県としての優位性を今後も維持、発

展させていくためには、電力需要のみならず、

水素も活用し、コンビナートを中心とした熱需

要のグリーン化を進めていく必要があります。 

 そこで、本年４月には、ものづくり産業の長

期的なビジョンとアクションを検討するものづ

くり未来会議おおいたを立ち上げました。副生

水素の活用や水素の輸入、地熱や九州の余剰太

陽光による水素製造等の可能性を追求し、もの

づくり県にとって、夢のある将来像を描ければ

と思っています。 

 二つは、地熱や太陽光等再生可能エネルギー

の導入です。 

 まず、地域との共生が大前提です。県として

も環境アセスメントや開発行為の手続を通じ、

必要に応じた住民説明の要請や合意形成の指導

を事業者へ行っていきます。加えて、導入を進

めるためには自然の特性を十分に理解すること

が重要です。例えば、小水力発電では、発電装

置を現地に合わせて製作するため、地形や水の

状況などの調査が必要です。 

 再生可能エネルギーの活用事例の創出に向け
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て、可能性を探る県内企業を支援していきます。 

 最後に、やはり忘れてはならないのが、省エ

ネルギーの推進です。事業者向けセミナーの開

催や、省エネコーディネーターによる企業訪問

等を着実に続けていきます。 

 カーボンニュートラルの達成は、産業の活性

化や地方創生にもつながります。経済と環境の

バランスを保ちながら、持続可能性の視点を持

って、県民や企業とも一体となって取組を加速

していきます。 

御手洗議長 戸高賢史君。 

戸高議員 ものづくり未来会議、コンビナート

のグリーンコンビナート大分、そういった実現

に向け、しっかり取り組んでいただきたいと思

いますが、水素を活用して水素の安定供給がや

はり大事だと思うし、それによって、コンビナ

ート企業が利用促進していくという二つの取組

が非常に大事になってくると思うので、様々課

題は今あると思いますが、しっかりと協議を進

めながら、そのグリーンコンビナート大分実現

に向け、今後もお願いします。 

 ちょっと前に、水素菌が話題になりましたが、

東京大学でベンチャーで作っている水素菌がＣ

Ｏ２をエネルギーとして燃料に変えていくとい

う非常に画期的なもので、世界で初めてＣＯ２

から製造するという特許を、エタノールを製造

するという技術もあって、これがジェット燃料

に使われたり、また、水産養殖などの飼料にも

使われるということで、非常に私も注目してい

ます。こういった新たな技術もしっかりと加え

ながら、このグリーンコンビナート大分実現に

向けて取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、持続可能な産業競争力強化に向けた取

組について伺います。 

 持続可能な開発目標であるＳＤＧｓについて

は、今や様々な場面で取組が進んでいますが、

産業界においても、その考え方に基づく取組が

進んでいます。その一つの取組として、ＳＤＧ

ｓの登録認証制度があり、地方創生ＳＤＧｓに

積極的に取り組む事業者等の見える化の仕組み

づくりを支援するため、国が地方公共団体のＳ

ＤＧｓ登録認証制度に対するガイドラインを作

っています。 

 これは地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的

好循環を形成するため、ＳＤＧｓに積極的に取

り組む地域事業者等の登録認証等に係る制度の

構築に関心のある地方公共団体を主たる対象と

しており、地元事業者等によるＳＤＧｓへの取

組の見える化を行うための地方創生ＳＤＧｓ登

録認証制度の構築を促しています。 

 今年１月、熊本で２０２１年から開始したＳ

ＤＧｓ登録制度について、熊本県企画振興部、

肥後銀行、九経連の産業振興部の方たちと意見

交換を行いました。熊本は開始した第１期に県

内企業や団体が４４２登録し、半年後の第２期

には新たに５７０の登録があったと伺っていま

す。登録企業は県がＰＲし、金融機関からの借

入れの金利優遇などを通じて支援するとのこと

でした。肥後銀行では、銀行の新しいビジネス

モデルとして伴走支援でＳＤＧｓコンサルティ

ングを行ったことで新規取引にもつながり、金

融面からのみでは認識しにくい各企業の様々な

問題や課題の共有が可能になり、解決へとつな

がっているとのことでした。 

 さらに、昨年１１月には肥後銀行、大分銀行、

宮崎銀行、鹿児島銀行の４銀行で共同のＳＤＧ

ｓ投資信託、九州コンチェルトを開始し、ファ

ンドの残高に応じて各県に寄附を行っています。 

 本県では、県に登録するエコおおいた推進登

録制度を２０００年から実施し、自主的な環境

配慮の取組を進めており、大分銀行ＳＤＧｓエ

コ私募債として資金調達の支援にもつながって

います。 

 ＳＤＧｓに関する世界的動向を踏まえ、ＳＤ

Ｇｓ登録認証制度を導入するなどにより、本県

の産業競争力の強化を図り、市場や投資家から

評価されるサステナブルな地域づくりを進めて

いく必要があると考えます。こうしたことを踏

まえ、持続可能な産業競争力強化に向けた取組

について伺います。 

御手洗議長 高濱商工観光労働部長。 

高濱商工観光労働部長 企業価値を高めるため、

県内でもＳＤＧｓに取り組む企業は増え始めて

います。例えば、災害リスクの分析、予測シス
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テムの開発に関わるＩＴ企業や漁場を荒らすム

ラサキウニを捕獲し、陸上で食用に育てる食品

企業等が登場し、持続可能な取組を目指してい

ます。 

 県では、こうした企業を様々な補助事業で支

援していますが、企業の取組を見える化するこ

とも大事と考えています。見える化は、サステ

ナビリティの意識が高い顧客の開拓や、資金調

達の拡大等につながるメリットがあり、これに

資する関連制度も多くあります。 

 ４月に設立したものづくり未来会議おおいた

においても、委員からは、ＳＤＧｓの取組をや

っていなければ、新たな投資を呼び込むことは

できないといった旨のコメントもいただいてい

ます。 

 今後、ＳＤＧｓを県内企業へ浸透させ、本県

の産業競争力の強化につなげていくためには、

個社への支援に加え、面的な取組も重要だと考

えています。 

 議員から御提案いただいた登録認証制度の活

用なども含め、有効な対応を研究していきます。 

御手洗議長 戸高賢史君。 

戸高議員 部長答弁ありがとうございました。 

 福岡も１月に登録制度に向けた検討を始めた

ということでした。北九州は先んじて、この登

録制度に入ったということでしたので、それも

含めてやっていくということと、インセンティ

ブとして低利の融資制度でサポート制度、サポ

ート資金がありますが、子育て応援企業にもこ

ういったＳＤＧｓ登録企業も含めていくという

形がありました。企業にとって新たな機会の創

出、また、企業の認知度や信用力といった人材

確保にもつながるのではないかと考えるので、

ぜひ今後御検討をよろしくお願いします。 

 これからは山田福祉保健部長、続きますが、

よろしくお願いします。メダカの飼育に今はま

っていると聞きましたが、よろしくお願いしま

す。 

 最初に、不妊治療への支援についてです。 

 今月３日、１人の女性が生涯に産む子どもの

数を示す合計特殊出生率が２０２１年は１．３

０であったと公表されました。６年連続で低下

するとともに、出生数も８１万１千人で、統計

開始以来、最少となったということで衝撃が走

りました。 

 もちろん、コロナ禍での影響もあると思いま

すが、国が２０１７年に公表した推計では、出

生数が８１万人台前半まで減るのは２０２７年

としていたことから、６年ほど早く少子化が進

行し、社会保障の担い手不足など対策が急務と

なっています。 

 その要因として、厚生労働省は１５歳から４

９歳の女性の人口の減少と、２０代の出生率低

下をあげていますが、中でも子どもを持ちたい

と思う方々に寄り添うことが何よりも大事です。 

 ２０１９年に国内で実施された体外受精で生

まれた子どもは過去最高の６万５９８人で、全

出生児の７％に当たり、生まれてきた子の１４

人に１人が体外受精で誕生したことになります。 

 これまで不妊治療は年々普及してきていると

はいえ、希望する人が誰でも安心して受ける環

境には至っていませんでした。特に経済的要因

は大きく、通院開始からの総治療費は１００万

円を超えるケースもあります。そのため、本県

では高額な不妊治療費用の負担軽減や、適切な

医療の提供、相談体制の整備など取組を進め、

特定不妊治療の助成についても、拡充や助成回

数の拡大も国に先行して推し進めてきました。

拡充により治療が始められたとの喜びの声も聞

いています。 

 今年から保険適用となりましたが、依然とし

て経済的な理由で不妊治療を断念せざるを得な

い方や不妊治療と仕事の両立など環境整備など

の課題もあります。 

 そこで、これまでの不妊治療費助成の受給実

績、治療法別の実績、平均治療額をお示しいた

だき、現状の分析を踏まえ、今後、不妊治療の

充実にどのように取り組んでいくか伺います。 

 また、希望した方が治療を進めるには職場の

環境、理解が必要となりますが、その環境整備

に向けた取組についてもあわせてお聞かせくだ

さい。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 不妊治療への支援について
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お答えします。 

 昨年度の不妊治療費の助成件数は１，５８８

件となっており、自己負担額が３割となるよう

県独自で市町村と連携し、支援してきたところ

です。 

 治療法別の実績と平均治療額は、新鮮胚移植

が２３８件で約４８万円、凍結胚移植のうち採

卵を伴うものが５８８件で約５９万円、採卵を

伴わないものが４８２件で約２１万円などとな

っています。 

 ４月からは保険適用が開始されましたが、従

来助成していた治療のうち、例えば、保険適用

外の先進医療に区分された治療を保険治療とあ

わせて行った場合、この先進医療に係る費用は

全額自己負担となります。そのため、子どもを

希望する夫婦の後押しとなるよう、こうした場

合に先進医療部分の治療費の約７割を県独自に

助成しています。 

 働きながら治療を行う方も多くおられる中で、

職場の理解も重要です。県のアンケートでは、

仕事との両立が難しいと回答した不妊治療経験

者が約９４％に上ります。 

 そこで昨年度、職場対応の好事例や国の助成

制度等を記載したパンフレットを作成し、事業

所等に配布しました。今後も不妊治療への理解

促進に努めていきます。 

御手洗議長 戸高賢史君。 

戸高議員 今、御答弁いただいたように、治療

と仕事の両立が難しいと答えた方が９割超える

状況にあることからも、かなり悩んでおられる

ということで、やはり企業側の環境づくりが大

事だと思うし、野村総研のアンケートでも７割

の方が、企業から何もサポートを受けていない

と回答いただいていることからも、そうしたと

ころに促進、理解を深めていただく必要がある

と思います。パンフレット配布以外にも積極的

な取組が必要だと思いますが、いかがお考えで

しょうか。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 企業の働き方についてお答

えします。 

 さきほどのアンケートによると、不妊治療と

仕事の両立が困難なため、約３人に１人が勤務

形態の変更や退職、停職などの働き方の変更を

余儀なくされているということです。 

 また、事業所において、不妊治療のために利

用可能な休暇等の制度もいまだ不十分な状況で

す。 

 そこで、商工観光労働部や大分労働局等と連

携し、事業所を対象とした研修会や出前講座な

どにおいて、具体的な取組に向けた働きかけを

しっかり行っていきます。 

御手洗議長 戸高賢史君。 

戸高議員 なかなか会社に本人が言えないとい

うのも本当は現状だと思いますし、会社の理解

を深める取組を今後とも続けてほしいと思うの

で、よろしくお願いします。 

 次に、リトルベビーハンドブックについてで

す。 

 通常の母子健康手帳は、満期産を前提に作ら

れており、体重が１千グラム、身長は４０セン

チメートルから記入が可能ですが、早産等によ

って小さく生まれた赤ちゃんは成長の記録は難

しく、母子健康手帳を見るたびに御家族も落ち

込んでしまうという声がありました。 

 静岡県では、地元の育児サークルが独自に作

った冊子を参考に、三つの当事者団体と総合周

産期医療センターの医師、看護師等専門職、行

政機関が一緒になって、静岡リトルベビーハン

ドブックとして全国で初めて作成され、２０１

８年４月から配布されています。 

 このハンドブックは、子どもの細かな成長を

喜ぶことができるよう、成長、発達の遅れや個

人差を考慮した記録項目となっており、その後

も子どもの成長に合った手帳が欲しいとの保護

者の思いが各地で広がり、リトルベビーハンド

ブックを作成する自治体も増えてきました。 

 本県でも今年作成予定であり、現在、関係者

と意見交換を行っていると伺っています。低出

生体重児に関する書籍も少ないことから、保護

者にとって情報を得る機会を作ることは大切で、

育児を経験した保護者からのメッセージや家族

会の情報等、保護者の心理的支援に配慮した内

容とすることも必要です。 
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 また、入院中の支援を行う産科医療機関や、

地域で成長していく過程を支援する市町村の意

見も伺い、当事者、支援者双方にとって利用し

やすい冊子とすることが大切です。保護者にと

って貴重な子どもの記録となり、子育ての力と

なるよう期待しています。ついては、作成にあ

たっての検討状況とハンドブックを活用した今

後の取組について伺います。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 県では、リトルベビーハン

ドブックの作成に向け、今月７日に第１回の検

討委員会を開催したところであり、９月をめど

に完成される予定です。検討委員会は、当事者

であるリトルベビーサークルの代表をはじめ、

周産期医療センター等で低出生体重児のケアを

行っている医師、看護師、退院後の支援を行う

助産師、県と市町村の保健師で構成しています。 

 従来の母子健康手帳では、年齢に応じた発達

を、できる、又はできないでチェックする内容

となっていますが、ハンドブックでは、できる

ようになった日を記載することで、子どもの成

長を実感できるようにします。 

 また、成長、発達に関する悩みや疑問へのア

ドバイスに加え、先輩ママからのメッセージな

ども掲載し、当事者目線で家族に寄り添うとと

もに、自分だけではないと勇気を与えられるよ

うな内容にします。 

 作成後は、県内の周産期医療センターや市町

村窓口等において配付する予定であり、頑張り

ながら低出生体重児を育てていく保護者の皆さ

んに積極的に活用してもらいたいと考えていま

す。 

御手洗議長 戸高賢史君。 

戸高議員 御家族に勇気を与えられるような冊

子ができることを期待し、次の質問に移ります。 

 骨髄移植等の造血幹細胞移植を行った場合、

移植前に実施された定期予防接種により獲得し

た免疫が低下、若しくは消失し、感染症にかか

りやすくなるため、感染症の発生予防や症状の

軽減が期待できる場合には移植後に定期接種と

して受けたワクチンの再接種が推奨されていま

す。しかし、費用は自己負担となり、水ぼうそ

う、はしか、日本脳炎、肺炎球菌など全て再接

種すれば高額となり、優先度の高いワクチンの

み接種して残りは受けられない方もいます。 

 本県では、感染症の蔓延防止及び小児がん等

の患者を支援するため、本年４月１日から造血

幹細胞移植等を受けた２０歳未満の方のワクチ

ン再接種費用の助成をする市町村に対し、その

経費の一部を補助する事業を開始しています。

対象者が少数であるために助成する市町村が少

ないと考えますが、現在、助成を行っている市

町村及び今後の実施予定の状況について伺いま

す。 

 あわせて、副反応等も考慮した場合、定期接

種化すべきとの議論もありますが、県の見解を

伺います。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 造血幹細胞移植後のワクチ

ン再接種についてお答えします。 

 小児がん等の治療により、予防接種の免疫を

失った方の経済的負担を軽減するため、本年４

月から市町村と連携して、再接種費用の補助を

開始しています。 

 県内市町村の状況は、大分、日田、国東の３

市が既に制度化しており、別府、中津、宇佐、

由布など７市が今年度中に開始する予定です。

残る８市町村は実施に向け検討を進めています。 

 しかし、再接種は任意接種扱いとなるため、

副反応による健康被害は国の救済制度の対象と

ならない問題があり、再接種の定期接種化が望

まれます。そのため、県ではその実現に向け、

全国衛生部長会を通じて国へ要望を行っていま

す。 

 今後とも、造血幹細胞移植等の治療を受けた

方が安心してワクチンを再接種できる環境づく

りに努めていきます。 

御手洗議長 戸高賢史君。 

戸高議員 対象者が少ない中でも着実に進めて

いただいており、大変安心しました。部長が言

われたように、健康被害の救済制度が対象とな

らないということで、やはり国への働きかけを

継続して行ってほしいと思います。 

 ここで、再接種助成の対象が２０歳までとな



第２回 大分県議会定例会会議録 第３号 

- 87 - 

っていますが、その理由を分かりやすく教えて

ください。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 感染症に対する免疫は、造

血幹細胞移植以外にも、他の疾病の影響や時間

の経過とともに、自然に喪失又は低下する場合

があります。 

 幹細胞移植に限定して助成するためには、そ

の他の理由で免疫を失った方とのバランスとか

公平性を取るため、一定の対象年齢の線引きが

必要と考えます。 

 本事業では、この事業の対象となる予防接種

の時期は大半が乳幼児までであり、例外的に日

本脳炎が２０歳未満となっているので、ここに

あわせて２０歳未満と設定しました。 

 他の、この再接種の助成を行っている１７の

都道府県がありますが、いずれも２０歳未満を

対象にしている状況です。 

御手洗議長 戸高賢史君。 

戸高議員 ２０歳未満、理由はよく分かりまし

た。この相談をいただいた方も、実は２０歳を

超えている方ですが、今後そういった方が出て

くるために、こういった支援制度が出てくるの

は本当にありがたいことだと申していたので、

伝えます。 

 次に、障がい者の雇用についてです。 

 ４月１２日に開催された労働政策審議会障害

者雇用分野で、障がい者雇用率制度の在り方に

ついて議論がありました。 

 現状の労働時間について、所定労働時間２０

時間未満の労働者は、いずれの障がい種別でも

一定数存在しており、特に精神障がい者におい

てその割合が増加傾向にあること、２０時間未

満での雇用を希望する新規求職者についても同

様で、特に近年、伸びが著しい精神障がい者で

多くなっていること、加えて、症状の悪化等に

よる一時不調等により、時間以上働けなくなっ

たとしても、本人の希望等を踏まえ、雇用を継

続していくことが望ましいなどのことから、週

所定労働時間２０時間未満での雇用を希望する

障がい者や、２０時間以上での雇用が困難であ

る障がい者について、その雇用機会を確保する

こととしてはどうかと。 

 すみません、２０時間がいっぱい出てきたの

で、分かりにくいと思いますが、精神障がい者

の方は特性として疲れやすいなど長時間の勤務

が難しいなどの理由から、短時間雇用を選ぶケ

ースも増えています。時には、短時間の週２０

時間以上の勤務をすることも難しいケースがあ

ります。 

 今までの障がい者雇用の制度では、２０時間

未満の雇用では、障がい者を雇用しているとの

カウントがなく、助成金の支給もなかったので、

企業にとっての雇用メリットがありませんでし

た。このことから、２０時間未満の雇用でも企

業側が雇用しやすくするため、２０２０年度か

ら特例給付金制度が創設され、来年３月まで精

神障がい者の短時間雇用が条件を満たすことに

よって、０．５カウントが１カウントとみなさ

れる特例措置も設けられています。 

 今回示された内容が雇用促進法改正案として、

この秋以降に国会に提出されるようですが、な

かなか踏み出せなかった企業にとっても、取り

組みやすい制度となり、障がい者の方自身が将

来的に労働時間を延ばし、就労定着への入口と

しての手助けになればと思っています。 

 そこで、伺いますが、１０時間以上２０時間

未満での雇用が算定対象に加わる議論がされて

いるこの中で、県内の現在の障がい者の雇用状

況を踏まえた県の見解を伺います。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 障がい者の雇用促進にあた

っては、障がいの特性や本人の希望に配慮して、

企業等とのマッチングや就業後の職場定着を一

体的に支援しています。 

 週２０時間未満で働く障がい者数や求職者数

についての本県のデータはありませんが、企業

からは週２０時間未満でも雇用率に算定できれ

ば、障がい者雇用を進める上でありがたいとい

う声も聞かれています。 

 また、精神障がい者は心身が疲れやすい特性

があるとされ、本人と相談の上、短時間勤務か

ら始め、状況を見ながら徐々に勤務時間を延長

することが望ましいケースも多々あります。 
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 こうしたことを踏まえると、国の分科会で議

論されている雇用率算定対象の拡大は、障がい

者の就業促進や職場定着に有効であり、企業が

障がい者雇用に取り組むインセンティブにもな

ると考えます。 

 一方で、本人の希望や能力に反し、週２０時

間未満の勤務に留め置かれることを防ぐ仕組み

も必要と思われます。 

 今後も国の動向を注視しつつ、引き続き障が

い者一人一人に寄り添った就業支援に取り組ん

でいきます。 

御手洗議長 戸高賢史君。 

戸高議員 障がい者の平均勤続年数は身体障が

い者で１０年、知的精神障がい者はさらに短い

と言われているので、こうした制度がそういっ

た安定的な、また継続的な雇用につながってい

く入口になればいいと思うし、また、いざ制度

が走り出した際にスムーズに導入できるよう、

県としても準備を進めてほしいと思うので、よ

ろしくお願いします。 

 最後に、新型コロナウイルス感染症の後遺症

への対応について伺います。 

 国内の感染者は９００万人を超え、亡くなら

れた方は３万人を超えています。現在、重症者、

感染者ともに減少傾向ですが、新型コロナウイ

ルス感染時の症状の有無にかかわらず、感染か

ら回復した後にも後遺症の様々な症状に苦しむ

方がおられ、その多くは明確な診断基準がなく

治療法も確立されていない中での不安を抱えて

います。 

 今月１日、厚生労働省の新型コロナウイルス

感染症対策アドバイザリーボードで、後遺症に

関する実態調査の結果が示されました。 

 代表的な症状で時間の経過とともに、低下傾

向が認められましたが、１２か月後にも、疲労

感や倦怠感、息苦しさ、筋力低下、味覚、嗅覚

の障がい、脱毛、思考力、集中力の低下など様

々ですが、症状が残存しています。咳、たん、

関節痛、筋肉痛、筋力低下、眼科症状は高齢者

に多く、感覚過敏、味覚障がい、嗅覚障がい、

脱毛、頭痛は若年者に多くなっています。 

 遷延する症状が一つでも存在すると健康に関

連したＱＯＬは低下し、不安や抑うつ、新型コ

ロナウイルスに対する恐怖、睡眠障がいを自覚

する傾向にあるとしています。 

 様々な症状やその症状が長引くことによる日

常生活への影響が指摘されているものの、まだ

まだ国内ではコロナ後遺症は十分に認知されて

おらず、専門外来を設けている医療機関が少な

い中、東京都は八つの都立、公社病院にコロナ

後遺症相談窓口を設置し、電話による相談を無

料で受け付けるとともに、新型コロナ後遺症に

ついてのパンフレットを作成しています。様々

な症状で苦しんでいる方々に後遺症を患ってい

る可能性を自覚してもらい、医療機関や相談窓

口等につなげています。こうした後遺症を訴え

る方々に対する支援策を講じる自治体も出てき

ています。 

 新型コロナウイルス感染症が長期化し、感染

者が増える中、後遺症の概念とその影響を広く

周知するとともに、様々な症状で苦しんでいる

方々に、医療機関や相談窓口等につなげていく

ことは重要と考えますが、まず後遺症を抱えた

方に対し、どのように対応していくのか伺いま

す。 

 また、後遺症に苦しむ方々は不安を抱えてい

ます。その解消と適切に医療機関につなげてい

くため、後遺症専用コールセンターを設置する

とともに、後遺症のパンフレットを作成し、退

院時に患者に配付してはと考えますが、あわせ

て見解を伺います。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 新型コロナの後遺症への対

応についてお答えします。 

 本県では、新型コロナの感染者には、療養終

了後の健康観察をお願いするとともに、後遺症

を含め体調不良等の相談窓口として、各保健所

を案内しています。 

 あわせて、メンタル面の相談は、専門機関の

こころとからだの相談支援センターを紹介して

います。 

 これまで保健所に寄せられた後遺症の相談は

少ないものの、相談があった場合には丁寧に聴

き取りを行い、かかりつけ医や症状に応じた医
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療機関を案内しています。 

 現在、県内の感染者の後遺症について、詳細

な実態を把握するため、大分大学と県立看護科

学大学の協力の下、大規模な実態調査に着手し

ています。 

 具体的には、軽症、無症状の方を含めた約２

千人の感染者御本人に後遺症の発症状況等を調

査するとともに、５００を超える診療、検査医

療機関に対しては、後遺症の診療状況等を聴取

する予定です。 

 まずは迅速かつ丁寧に県内の実態を把握し、

後遺症に苦しんでいる方の健康回復や不安解消

に向け、必要となる対策の検討を進めます。 

御手洗議長 戸高賢史君。 

戸高議員 既に患者２千人規模ですか、大規模

な実態調査をしていく、乗り出していくという

ことでありがとうございます。この調査の具体

的なスケジュールを教えてください。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 さきほど申したように、今

回、２段階の調査を考えており、まずは取り急

ぎ、県内の後遺症の発生状況を明らかにするた

め、診療検査医療機関、５００ほどありますが、

ここを対象とした実態調査を行います。これに

ついては既に調査票を送付しており、遅くとも

来月下旬には取りまとめる予定です。 

 また、これと並行し、感染者２千人に対して

行う調査については、現在、調査内容等を大学

と調整しています。大学内における諸手続が必

要なため、取りまとめに若干時間がかかります

が、個別事例の詳細な分析を大学で行っていた

だけるということで、後遺症に悩む方の助けに

なるよう、急ぎ進めていきます。 

御手洗議長 戸高賢史君。 

戸高議員 調査の結果もまた注視していきます

が、後遺症に悩む方々の助けになるために、ま

た、福岡でも２４時間のコールセンターをつく

りましたが、やはりなかなか言い出せないとこ

ろもあると思います。そういった実態も含め、

しっかりと今後も研究、調査していただければ

と思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手） 

御手洗議長 以上で戸高賢史君の質問及び答弁

は終わりました。鴛海豊君。 

  〔鴛海議員登壇〕（拍手） 

鴛海議員 １３番、自由民主党の鴛海豊です。

本日、質問の機会を与えていただいた先輩、同

僚議員に感謝します。 

 そして、今コロナ禍の中にもかかわらず、私

の地元から１０数人の方に応援に駆け付けてい

ただきました。雨の中、遠路、大変ありがとう

ございます。どうぞよろしくお願いします。 

 早速質問に入りますが、本日ラストバッター

になりましたが、知事はじめ執行部の皆さん方、

最後までよろしくお願いします。 

 それでは、農業産出額の向上について４点質

問します。 

 まず１点目が、ねぎ１００億円プロジェクト

についてです。昨年末に公表された本県の農業

産出額は１，２０８億円と４年ぶりに上昇に転

じました。コロナ禍による巣籠もり需要による

単価の上昇の影響も大きいとは思いますが、ト

ビイロウンカにより米の作況指数が７７と大変

厳しい中での上昇は、県がこれまで進めてきた

水田畑地化等による園芸品目の拡大が少しずつ

形になってきたからではないかと思っています。

中でも、ねぎ１００億円プロジェクトと銘打っ

て、知事を先頭に力強く推進を図っているねぎ

類は７８億円と、１００億円の目標まで、正に

手が届きそうな位置にまで近づいてきました。 

 県では、本年度の当初予算においても、拡大

の手を緩めることなく、生産規模拡大に対する

機械等の支援、共同調製施設の整備など、幅広

な施策を取りそろえており、生産者も大いにや

る気になっています。後ほどの質問でも触れま

すが、私の地元の豊後高田市においても、これ

を機に白ねぎ生産の拡大を図ろうとしている若

者が多くいるので、県としてぜひ力強い支援、

後押しをよろしくお願いします。 

 さて、こうした施策もあって、白ねぎの生産

は今後も順調に拡大していくと期待しています

が、こうした若者に、地域の将来の担い手とし

て頑張ってもらうためには、白ねぎでしっかり
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ともうかってもらうことが大事です。そのため

には、農家が丹精を込めて作った白ねぎをしっ

かり高値で売っていくという流れが必要であり、

今後のねぎ１００億円プロジェクトの成否は正

にここにかかっていると思います。 

 本年度の予算には、生産振興から流通対策に

関するものまで幅広く計上されていますが、県

として、１００億円プロジェクトの達成に向け、

中でも農家がやる気を持てる価格、所得の形成

に向けて、どのような取組を行っていくのか、

農業者が安心して生産できるよう、知事の答弁

をお願いします。 

 以降の質問については、対面席よりします。 

  〔鴛海議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

御手洗議長 ただいまの鴛海豊君の質問に対す

る答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 鴛海豊議員から、ねぎ１００億円プ

ロジェクトについて御質問いただきました。 

 本県農業を将来に向け希望あるものへと成長

させていくためには、生産者が努力した分、し

っかりともうかっていく仕組みを強化していく

ことが大事です。そのため、まずは白ねぎなど、

大分の顔となる品目を作り、生産者のやる気を

喚起していきます。 

 白ねぎは、昨年度２００ヘクタールを超える

農地を確保し、生産拡大を加速しています。そ

の上で、安定した市場価格を確保していくこと

は、生産意欲の向上に大変重要であり、次の３

点に重点的に取り組んでいきます。 

 一つは、生産拡大を踏まえた新たな取引先の

獲得です。まずは、市場シェアを高めてきた九

州、関西において、これまで取引のない量販店

を中心に、サンプル提供や販売支援を強化する

ことで、取引先の拡大を図ります。 

 また、最近の新規市場で、市場の反応も良い

中京圏では、出荷量の早期拡大に向けて、拠点

市場に影響力のある方を、新たに白ねぎ販路開

拓アドバイザーに委嘱しました。 

 早速、来週、産地視察を予定しており、生産

者の白ねぎにかける思いや、生産拡大の状況を

肌で感じてもらい、産地の実情を中京圏の量販

店などへ積極的に発信し、新たな取引先の獲得

につなげます。 

 二つは、消費地での需要の喚起です。主要な

出荷先の西日本では、東日本に比べて白ねぎの

消費が少ないという調査結果があります。この

ため、大手食品メーカーと連携して、白ねぎと

のコラボメニューを開発し、量販店を通じて消

費者に提供することで、食卓に上がる機会を増

やしていきます。加えて、大消費地の飲食店と

連携して、白ねぎを食材とした大分メニューフ

ェアを開催し、外食における消費拡大を促進し

ます。 

 三つは、高い品質の維持です。生産が拡大す

る中、品質の高位平準化ができなければ、市場

価格の確保はできません。巡回指導の徹底はも

ちろん、地域ごとの優良農家と連携した実践研

修を新たに実施し、白ねぎの新規栽培者を中心

に、生産技術の向上をしっかりと支援します。

あわせて、拠点市場での品質評価を生産者にフ

ィードバックすることで、さらなる品質の向上

につなげていきます。 

 先日行われた短期集中県域支援品目決起集会

では、若手生産者から、関係者一体となった産

地拡大に取り組むことを力強く決意表明してい

ただきました。 

 農業の成長産業化に向けて、白ねぎが大分の

顔となるように、生産拡大から新規販売先の開

拓、消費拡大、さらには品質の確保まで、生産

者、農業団体と連携して、覚悟を持って全力で

取り組んでいきます。 

御手洗議長 鴛海豊君。 

鴛海議員 知事、大変ありがとうございました。

地域の担い手である若者が夢を持って耕作を続

けていけるような、心強い答弁をいただきまし

た。ただいまの答弁で私は十分理解できたんで

すが、地元では、過去の例を引き合いに出して、

白ねぎの耕作を拡大していくと、市場に白ねぎ

がだぶつくようになり、値下がりして、結果的

に豊作貧乏になるんではないかという方がいま

す。 

 というのも、国東半島では昭和３０年代から

４０年代にかけて、国のパイロット事業や県の
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構造改善事業等により、大規模に温州ミカンを

植栽してきました。大規模にできない農家は、

畑がある方はみんな、ミカンがもうかるのであ

ればと、競うようにミカンを植えてきました。

お陰様で、昭和４０年代から昭和６０年代はミ

カン様様の状況でしたが、徐々に生産過剰状態

となり、平成に入り価格は急落しました。この

ことを地元の人たちは言っていますが、私は、

果樹と野菜では実態が異なる、また現在、世界

の人口は増加しており、消費者に選ばれるよう

な高品質の白ねぎを作れば解決できる。また、

あなた方が言うようなことにならないように、

行政、ＪＡ、生産者で構成した大分県農業総合

戦略会議で、さきほど知事も言われましたが、

いろんなことを十二分に検討しており、あなた

方はブランドをさらに向上できるよう、立派な

白ねぎを生産してほしいと言っています。さき

ほどの知事の答弁でもあった、地域の担い手で

ある生産者が夢を持って白ねぎを生産できるよ

う、今後もよろしく御支援のほどお願いします。 

 最後に、これは要望というか、提案しますが、

農家では人手不足が現実的なものとなっていま

す。農家の農作業負担軽減のために、選果場の

設置を検討してはどうでしょうか。市営の選果

場が必要になるのは私の地元くらいかなと思い

ますが、他の所では共用の選果場がよいのでは

ないでしょうか。 

 種類の異なる作物を選果する選果場です。選

果場では、作業負担の軽減とともに、雇用も生

まれます。また、白ねぎだと、白ねぎの成果に

ならない規格外の２級品については、需要にお

いてスライスやカットして消費が生まれます。

このことにより、白ねぎの残さいもなくなり、

環境にも貢献できます。ぜひ状況を調査してい

ただいて、御検討くださるようお願いして、次

の質問に移ります。 

 ２点目が、ねぎ栽培拡大に向けた畑地化の推

進についてです。 

 さきほども触れましたが、私の地元豊後高田

市は、白ねぎの一大産地であり、呉崎地区から

西真玉地区までの干拓地は、海岸であった砂地

土壌の畑で、ミネラル分が豊富で水はけもよく、

連作も可能なことから白ねぎの栽培に非常に適

しています。 

 しかし、白ねぎ栽培に適した農地は、既に活

用されており、今後、産地として作付面積を増

やすには、耕作放棄地や水田の畑地化等で対応

するほかありません。 

 畑地化で最も重要なのは、白ねぎ栽培に適し

た農地とするための客土の確保であると私は考

えています。耕作放棄地や水田では、水はけが

悪いため、良質のねぎの栽培には向きません。

土質を改良するため、白ねぎ栽培に適した水は

けのよい客土を調達し、農地を整備することが

必要です。 

 この点について、令和３年第２回定例会にお

いて、豊後高田市では、排水対策や客土等によ

る水田畑地化を進め、令和５年までに２５ヘク

タールの白ねぎに適した農地整備を実施すると

答弁されています。その後の基盤整備の状況に

ついて伺います。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 西日本有数の白ねぎ産地で

ある豊後高田市においては、他の県内市町に先

駆けて、平成２８年度から基盤整備等による水

田畑地化に取り組み、産地の規模拡大を図って

きました。 

 実施状況については、令和３年度までに７．

２ヘクタールの整備が完了し、順調に白ねぎ栽

培が行われています。 

 現在、整備中の水崎地区、中真玉地区等にお

いては、２０．５ヘクタールを白ねぎエリアと

してゾーニングし、区画整理とともに、フォア

ス等の排水対策や水路のパイプライン化、土壌

改良等を実施することとしています。 

 これにより、５年度までに、当初見込みを超

える２７．７ヘクタールの農地を確保する予定

としています。 

 また、議員御指摘の客土に関しては、港湾事

業等により発生した浚渫土の利活用などにより、

安定的に確保を図るとともに、あわせて、表土

の下の耕盤を破砕することにより、排水性の高

い圃場作りを行います。 

 今後とも、さらなる産地拡大に向けて、農地



第２回 大分県議会定例会会議録 第３号 

- 92 - 

の確保を図るとともに、事前に排水状況や土壌

調査等を十分に行い、白ねぎ栽培に適した農地

整備を進めていきます。 

御手洗議長 鴛海豊君。 

鴛海議員 部長ありがとうございました。着実

に整備が図られているし、また、令和５年まで

に２７．５ヘクタールということで、目標をオ

ーバーして進捗していただいていることに感謝

します。 

 要望ですが、客土の基準については、畑地か

ら畑地に変換する場合は現行の基準でもいいの

ではないかと思いますが、水田から畑地化につ

いては、白ねぎの生育や農家の皆さんの土入れ

作業の効率化からも、もう少し客土を増量して

いただきたいと思います。できれば予算確保を

行っていただいて、本年からでもできるところ

からやっていただきたいと思うので、よろしく

お願いします。 

 そして、客土の確保については、水崎地区で

すので、宇佐市の寄藻川や本市の桂川、また、

さきほども部長が言われていましたが、港湾内

の浚渫が予定されている臼野港の砂の活用が図

られるよう、土木建築部長と横の連絡を図り、

できる限り近くから必ずできるようお願いして、

次の質問に移ります。 

 ３点目が、親元から独立する若手農家等への

支援についてです。 

 先月、知事は記者会見において、農林水産業

における新規就業者が４６９人、５年連続で４

００人超えの過去最多の就業者数となったと発

表されました。誠に喜ばしいことです。第１次

産業の魅力が多くの方々に伝わった結果である

と考えています。 

 新規就農時の支援は、お陰様で様々な支援策

が講じられてきつつありますが、新たに就業さ

れた方はその後の経営において非常に苦労され

ていることも事実です。農業の継承や親元就農

であっても、基盤があるもののスムーズに発展

する道筋が描けないケースもあると聞いていま

す。 

 そのような苦しい初期段階を乗り越え、親元

就農からいよいよ独立となった段階においても、

その背中を押してくれる支援が必要であると考

えます。 

 私の地元の豊後高田市でも、親元で１０年以

上専従者として営農後、さらなる規模拡大を目

指して独立しようとする意欲ある若者がいます。 

 夢を持って就業された方が、しっかりと足下

を固め、希望を持って規模拡大し、あるいは品

目を拡大するためにも支援が必要と考えます。

こうした支援が農業の基盤を強化し、生産性の

向上に資することと思います。農林水産部長の

見解を伺います。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 営農基盤の継承者として期

待される親元就農者については、令和３年度は

６３人と、自営就農者の４０％を占めており、

その方たちの独立に向けた支援も重要と考えて

います。 

 親元就農者は、農地等経営基盤の準備につい

て有利な反面、国の給付金を受けにくい状況に

ありました。 

 そこで県では、全国に先駆けて、平成２８年

度から農家子弟の親元就農を後押しする独自の

親元就農給付金制度を創設しました。その結果、

令和３年度までの６年間で、１２５人の方がこ

の制度により就農されています。 

 また、経営発展に向けた支援策として、昨年

度から園芸品目の施設整備や栽培管理用機械の

導入についても、農外からの新規就農者と同等

の補助率までかさ上げし、重点支援を行ってい

ます。 

 さらに経営者としての主体的な学びを後押し

するステップアップカレッジを本年度から創設

し、経営戦略を持つ企業家へと育成を図ってい

きます。 

 今後も、意欲と可能性にあふれる若手農家等

が産地をリードし、本県農業の成長産業化につ

ながるよう取り組んでいきます。 

御手洗議長 鴛海豊君。 

鴛海議員 部長ありがとうございます。１２５

人が親元就農されたということで本当に喜ばし

いことだと思いますし、ステップアップカレッ

ジに取り組んでいただけるということで本当に
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ありがとうございます。 

 ねぎ１００億円プロジェクトで、基盤整備支

援事業等３種の支援事業により、認定農業者や

認定新規就農者等に対して、各種施策を構築し

ていただいて感謝する次第です。当事者も本当

に喜んでいます。ただ、総事業費が１，６５５

万円ということと、それの補助残だから、３分

の１でかなりの金額になるし、また、対象事業

にならなかったフォークリフト、これは汎用性

が大きいということで対象外となったところで

すが、それとまた、プロジェクト事業実施前に

建築した倉庫が、１，２３３万円等の融資につ

いて、非常に真面目な就農者なので、少し悩ん

でいたので、６月の初めに、北部振興局の常態

的に技術指導しておられる技術者の方と融資担

当者に豊後高田市役所まで御足労いただき、豊

後高田市のねぎ担当者と３者で協議を行い、そ

して、融資の残とか、そういう高い経費を必要

とするので、そこはやはり協議させていただき、

補助残とか、対象の中で融資について、無利子

を含め、低利の融資を紹介していただき、そう

いう中で本人がやっと安堵したような状況でし

た。 

 私からは、県の振興局の方とか市の職員には、

農家の方々は補助金の制度の理解とか申請方法

とか、そして、融資の申請等については一番苦

手なことであるので、今後も丁寧に、また申請

事務等については理解できるまで指導してほし

いと。そして、新規就農者に対しても、いくら

仕事が忙しいからといっても、やはり申請事務

も大変重要なことであるので、もう少し真摯に、

資金計画等が必要なので、やっぱりこれは注力

しなければだめですよということを言っていま

す。 

 そういうことで、この場で本当に振興局の皆

さんに感謝しますが、やはり今後もぜひ独り立

ちできるまで支援していただきたいと思うので、

どうぞよろしくお願いします。 

 次は４点目に移ります。畜産飼料の高騰対策

についてです。 

 酪農、肉用牛の生産基盤の強化のためには経

営コストの多くを占める飼料費の低減が不可欠

です。飼料費が畜産経営コストに占める割合は

高く、主に国産の粗飼料の給与が多い牛で３割

から５割、輸入が多い濃厚飼料を中心に使用す

る豚、鶏で６割にも上ります。 

 飼料穀物のほとんどは輸入に依存しており、

特にトウモロコシの使用割合が高いのですが、

その国際価格は、令和２年９月以降、中国にお

ける需要増加や南米産の作況悪化懸念等により

上昇しており、一時的には下がったものの、ウ

クライナ情勢を受けて、再び上昇に転じていま

す。 

 また、海上運賃も上昇しているほか、為替相

場も円安傾向となり、取り巻く環境は悪化する

一方です。 

 そこで、国内で安定した生産を続けるため、

トウモロコシとほぼ同等の栄養価を有し、水田

で生産できる飼料用穀物である飼料用米などの

作付けを奨励し、飼料価格の安定、さらには低

下を図るべきではないでしょうか。生産性向上

に向けた畜産飼料の高騰対策について、農林水

産部長に伺います。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 畜産経営においては、飼料

費がコストの大きな割合を占めています。近年

のトウモロコシ等の価格の上昇が経営に大きな

影響を与えています。 

 このため、畜産農家の国産飼料への需要は高

まっており、令和３年の飼料用米の作付けは前

年に比べ１１５％と大きく拡大しています。 

 県においても、国産飼料の利用拡大の取組を

進めています。もみの状態で加工が可能で保管

も容易なソフトグレインサイレージ、ＳＧＳに

ついては、広域での利用促進を図ったことで、

令和３年には２０４ヘクタールまで作付面積が

拡大し、肥育農家や酪農家など３９戸で利用さ

れています。 

 加えて、本年度からは、濃厚飼料と粗飼料の

機能を兼ね備え、酪農家からの需要が高い青刈

りトウモロコシの作付けを推進しています。栽

培には多くの堆肥が必要となるため、堆肥の広

域流通による耕畜連携にもあわせて取り組み、

コスト削減を図っていきます。 
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 これらの各種施策により、県産飼料の生産拡

大を図るとともに、昨今の急激な価格高騰に対

しては、生産者積立金に係る負担を軽減するな

ど機動的な対応を行うことで、引き続き畜産経

営の安定を図っていきます。 

御手洗議長 鴛海豊君。 

鴛海議員 部長ありがとうございます。堆肥と

か耕畜連携によって図っていただいているとい

うことです。 

 再質問ですが、酪農は他の畜産と違い、トウ

モロコシや飼料米のような濃厚飼料に加え、乾

牧草など飼料用も多量に必要としますが、同様

に、大半が輸入に依存していると聞きます。今

回の補正予算では、自給飼料の生産拡大を支援

することになっていますが、具体的な政策の内

容について伺います。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 配合飼料や輸入の牧草に依

存傾向が高く、生乳の需要が低迷している酪農

家の方は、経営については厳しい状況にあると

思います。 

 そのため、大分県酪がコントラクターを活用

して粗飼料生産に取り組むための収穫調整機械

整備を行うようにしているので、それを支援し

ます。こうした取組により、飼料生産の外部化

を促進し、国産飼料の生産拡大を図ることとし

ています。 

 加えて、鹿等による食害も懸念されているの

で、その防止のため、電気柵の整備を支援し、

飼料畑の活用を推進することとしています。 

御手洗議長 鴛海豊君。 

鴛海議員 ありがとうございます。よろしくお

願いします。 

 次の質問に移ります。環境に配慮した農業の

推進について２点質問します。 

 まず１点目が、有機農業の推進についてです。

温暖化をはじめとした営農環境の変化により、

農業の分野においても、環境に配慮した新たな

視点が必要になってきます。そのような観点か

らいくつか質問します。 

 世界人口が増加する中、食料の安定供給は国

全体の課題であり、その実現のためには持続し

て安全・安心な農作物を提供できる体制の構築

が必要です。このような中、国は、食料・農林

水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベー

ションで実現するとして、みどりの食料システ

ム戦略を打ち出し、２０５０年までに目指す姿

として、農林水産業のＣＯ２ゼロエミッション

の達成や耕地面積に占める有機農業の割合を２

５％、１００万ヘクタールにするなど、大変意

欲的な目標を打ち出しました。 

 そうした中、本県も、昨年度新たな有機農業

推進計画を作成しました。計画では、本県の有

機農業の取組面積を令和８年度までに４２０ヘ

クタールにするといった目標を掲げています。

今後の農業振興において、環境という観点は避

けては通れないものであり、私としては、この

流れにうまく乗れるかどうかが、その地域の農

業の今後に大きな影響を与えるのではないかと

思っているので、県としてこの計画を通じて本

県農業の新しい可能性をぜひ引き出していただ

きたいと思います。 

 その一方で有機農業には課題も山積していま

す。その最たるものが採算性です。なかなか耳

慣れなかったＳＤＧｓという言葉を今や誰もが

口にするほど、世界的に環境問題への関心が高

まっている中でも、その関心がそのまま有機農

産物の消費につながっていないのが実情です。 

 こうした中、今後、県としてどういった手段

で有機農業の拡大を図り、本県農業の振興につ

なげていこうとしているのか、知事の見解を伺

います。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 有機農業の推進について御質問いた

だきました。 

 地球温暖化や自然災害の増加など、農業を取

り巻く環境が大きく変化する中、生産力の強化

とあわせて、環境負荷を低減した持続可能な農

業といった視点も重要です。 

 中でも、有機農業は、生物多様性や温室効果

ガスの排出削減等に高い効果があります。 

 さらに、国が示す国内有機食品の需要見通し

においても、平成２９年の１，８５０億円が、

令和１２年には３，２８０億円と、約１．８倍
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の増加が見込まれるなど、消費者の意識も変化

してきています。 

 そうした中、本県では、令和４年３月に第３

次大分県有機農業推進計画を策定して、次の３

点を軸に取組を加速しています。 

 一つは、拡大するニーズに対応できる生産体

制の構築です。有機農業は、生産品目が多岐に

わたるため、これまで農協の生産部会のような

組織がなく、栽培技術などの情報交換を行う機

会が少ない傾向にあります。そのため、市町村

単位で組織化を進め、土壌診断に基づく堆肥投

入による土作り等、共通する部分の情報交換を

しながら、栽培技術を高めていきます。あわせ

て、異常気象への対応や省力化のための農業機

械化等への支援を拡充し、有機農業の生産性向

上を図ります。 

 二つは、販売体制の強化です。一部の先進農

家では自ら販路を開拓するなど、もうかる農業

を実践している人もいます。その一方、多くは

少量多品目栽培が中心で、一定のロットが求め

られる量販店などの販路開拓が難しいといった

課題があります。 

 そこで、量販店等のニーズに対応するため、

令和２年度に県域出荷組織を立ち上げ、昨年度

は、県内のイオン４店舗へ、ニンジンやほうれ

んそうなどの試験出荷を開始しました。今年度

は、大消費地への販路開拓を目指し、物流体制

の整備や販売部門を強化します。 

 また、世界的なマーケットにも対応できると

いう有機ＪＡＳ認証の特性をいかして、海外輸

出にも力を入れます。早くに認証を取得した乾

しいたけは、イギリスをはじめヨーロッパでの

取引が増えています。このような取引の拡大に

向けて、今年１０月にはフランスで開催される

展示会への出展を予定しています。 

 三つに、消費者理解の醸成です。臼杵市、佐

伯市での学校給食への提供や、農林水産祭等の

イベントを通じて、有機農業への理解を深めて

もらう取組を進めます。 

 また、生産者自らが、こだわりや思いをユー

ザーに直接ＰＲできる商談会や販促活動の機会

を増やして、商品の魅力を発信していきます。 

 私たちを取り巻く環境が大きく変化する中、

今後も持続可能な農業である有機農業の推進に

向けて、しっかりと取り組んでいきます。 

御手洗議長 鴛海豊君。 

鴛海議員 知事ありがとうございました。有機

農業の推進について、消費者の意識も変わって

きているということで、生産性の向上とか販売

体制の強化とかいろいろ工夫されているようで

すし、また、学校給食にも有機農産物を積極的

に使ったメニューをお願いすることで対応して

いくということで、今後もぜひ有機農業を振興

していただきたいと思います。 

 １点再質問ですが、有機農業では化学的に合

成された肥料の使用などを避けることが基本と

なりますが、折しもウクライナ情勢などの事情

により、輸入原料に依存する化学肥料は価格の

高騰が見込まれます。今こそ、これまでの慣行

の施肥体系から肥料コスト低減体系へ転換を進

める絶好の機会と考えますが、化学肥料の使用

料や肥料コスト低減に対する堆肥の活用につい

て、どのような方針で取組を進めるのか、農林

水産部長に伺います。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 やはり今の情勢の中で、ま

ず、有機農業は特に化学肥料を使わないのが原

則であり、今、議員言われたとおり、今の状況

の中で輸入の化学肥料等もコストが高いという

ことで、やはり堆肥を活用するのがかなり重要

になってくると思っています。 

 ただ、堆肥については、これまで主にそれぞ

れの地域内で活用されている状況でした。それ

で、畜産農家では堆肥の供給先が確保できない

という課題と、また、高品質の堆肥の製造とか

供給のためには、高額な設備投資が必要である

という課題がありました。堆肥の確保が困難な

地域の耕種農家についても、生産性の安定に重

要な土作りが取組に必要ですが、良質な堆肥の

安定的な確保や運搬、散布といった課題があり

ました。 

 そこで今回、６月補正において、堆肥の需要

と供給のマッチング、それから高品質堆肥製造

の機械整備等、県域の流通ネットワークの構築
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を事業化して今提案しています。今年度から、

豊後高田市の白ねぎなどで実証事業に取り組み、

地域資源を活用することで持続可能な生産体制

の確立を図っていきます。 

御手洗議長 鴛海豊君。 

鴛海議員 部長、ぜひよろしくお願いします。 

 次は、養蜂振興についてです。養蜂は自然環

境と密接に関わっており、蜂蜜の生産のみなら

ず、果樹や野菜の花粉受精など、本県農業にと

って重要な役割を担っています。 

 しかしながら、自家消費目的の飼育者が増加

する傾向にある中において、蜜源が不足してお

り、蜜蜂飼育者にとって蜜源確保は緊急かつ大

きな課題です。 

 また、農業用の花粉交配用として利用されて

いるセイヨウオオマルハナバチは、平成１８年

に特定外来生物に指定され、生業の維持を目的

として環境大臣の許可を受けた場合を除き、飼

養等を行うことが禁止されています。これを踏

まえ、農業界においては、セイヨウオオマルハ

ナバチの代替種として在来種マルハナバチへの

転換が進められていますが、なかなか進んでい

ないと聞いています。ＳＤＧｓの観点からも在

来種を中心とした対応にシフトしていくべきで

はないかと考えます。 

 ほかにも養蜂家の高齢化やダニ被害の深刻化

など養蜂を取り巻く環境には様々な問題があげ

られますが、本県における現状と対策について

聞きます。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 養蜂は蜂蜜の生産のみなら

ず、果樹や野菜の花粉受精など、本県農業にと

って重要な役割を担っています。 

 蜜蜂の飼養者数は、趣味の養蜂の届出が義務

化された平成２５年度の１４４戸から令和３年

度には２３２戸へと増加していることもあり、

蜜源確保が課題となっています。 

 このため、水田でのレンゲやヘアリーベッチ

等の蜜源植物の植栽支援に係る県単独事業を本

年度から拡充し、５０ヘクタールの蜜源を確保

することとしています。さらに国庫事業を活用

して、新たにレンゲ１４．４ヘクタールや山林

で蜜源となるモチノキ０．４ヘクタールの植栽

を計画しています。 

 蜜蜂等の受粉用途では、イチゴやトマトの県

内農家約６００戸で利用されており、８割以上

は在来種が利用されています。御指摘のセイヨ

ウオオマルハナバチは、トマト栽培でのみ使用

されていますが、在来種への転換を今後とも推

進していきます。 

 さらに、令和３年度にはアカリンダニ症が２

件発生して、疾病対策が急務です。早速、ダニ

対策等に関する講習会を開催し、好評だったこ

とから引き続き講習会等により指導を徹底して

いきます。 

御手洗議長 鴛海豊君。 

鴛海議員 ありがとうございます。ヘアリーベ

ッチ等によって５０ヘクタールの蜜源を確保し

ていただき、また、ダニ対策にも尽力していた

だいたということで、ぜひよろしくお願いしま

す。 

 再質問ですが、レモンの生産の拡大について

です。蜜源として優秀なレモンの生産について

再質問します。 

 最近、加工品としてレモンが人気となってい

ます。輸入自由化等により一旦は激減した国産

レモンですが、消費者の安全・安心意識の高ま

りもあり、国産レモンの需要が増えています。 

 日本では、広島県をはじめ（とする団地に）

産地が点在しており、温暖で水はけのよい海岸

地帯や島々の山の傾斜地が栽培適地となってい

ます。本県でも、温暖な佐伯市で企業の参入も

あり産地化が進み始めています。また、蜜源と

して優秀であり、年に何回も花を咲かせてくれ

るほか、酸っぱいために鳥獣被害にも強いとさ

れています。 

 難点は寒さに弱いことです。気温がマイナス

になると、木が弱り、枯死することがあるほか、

果樹も凍害を受けると黄色くしなびた状態にな

るなど、商品価値が大きく低下します。 

 本県でも、県北では気候が厳しく、生産でき

ないと聞いていますが、気候変動により温暖化

も進んできています。加工品として需要もあり、

蜜源確保としてもメリットがあるレモンについ
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て、耐寒性強化に向けた品種改良を行って、県

北でも生産できるよう研究してもらいたいです

が、レモンの生産拡大について、農林水産部長

の見解を伺います。 

御手洗議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 レモンの生産拡大というこ

とで御質問いただきました。 

 議員言われるとおり、レモンは冬季の最低気

温がマイナス３度以上必要であり、果樹の中で

も特に適地を選ぶ品目です。このため、県北地

域でも栽培事例はありますが、露地での栽培が

難しく、ハウスを活用しているのが実情です。 

 こうしたことから県では、気候条件の適した

県南部海岸を中心として、参入企業の規模拡大

を進めながら産地振興を図っています。 

 まだ本県にはレモンの育種研究についての蓄

積がありませんので、まずは広島県などの先進

県や国の情報を収集していきます。 

御手洗議長 鴛海豊君。 

鴛海議員 ぜひまた先進地視察をして研究して

いただきたいと思います。 

 要望ですが、養蜂振興の課題については質問

でも指摘したように、まず蜜源対策、次がセイ

ヨウオオマルハナバチから在来種のマルハナバ

チへのシフト転換、そして、ダニやタコゾウム

シ等の鳥獣害対策ですが、一番大きな蜜源対策

として、さきほどヘアリーベッチで５０ヘクタ

ールということもありましたが、県の堤防を含

めた河川敷、あるいはまた都市緑化の推進から

も、公園や道路植樹への変更時に、蜜源対策の

ために、ドローンによりレンゲの種子をまいて

花を咲かせてはどうでしょうか。レンゲで最高

級な蜜が採取できます。よろしくお願いして、

次の質問をします。 

 土木行政に係る諸課題についてです。 

 １点目が河川の治水対策についてです。近年、

全国各地で数十年から数百年に一度と言われる

激しい雨が毎年のように降り、堤防の決壊等に

より甚大な被害が発生しています。本県でも平

成２９年７月の九州北部豪雨、９月の台風１８

号による被災から復旧、復興を進めている中、

令和２年７月豪雨が発生し、大規模な災害が発

生するなど、気候変動に伴う水害の頻発・激甚

化の傾向が顕在化しています。 

 私の地元を流れる桂川流域でも梅雨や台風の

たびに、地域住民の皆さんから不安の声を伺い

ます。桂川でも河川改修を行っていますが、土

砂の堆積も見られ、激しい雨が降ると川の水が

増え、堤防を越えるのではないかと不安に感じ

ます。 

 県ではこの３月に川ビジョンおおいた２０２

１を作成しました。これまで浸水被害を受けた

箇所の再度災害防止対策として河川改修を進め

るとともに、想定される水害を防ぎ、被害を軽

減させるため、事前にハード、ソフト対策を行

う事前防災対策にも取り組んでいく必要がある

としています。 

 そこで、今後の異常気象に対し、浸水被害を

防止し、若しくは最小限に食い止め、住民の命

を守るため、河川の治水対策について、具体的

にどのように取り組まれるのか、県の考えをお

聞かせください。 

御手洗議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 川ビジョンおおいた２０２

１では流域治水の考え方に基づき、河川整備の

目標やハード、ソフト対策の将来像を定めてい

ます。段階的、計画的に効果を発現させるため、

整備の優先度や、短中長期の期間を設定してい

ます。 

 まず、ハード対策では浸水実績等を踏まえ、

河川改修やダム、遊水地の整備等を実施してい

きます。また、局部的な越水対策として、河床

掘削や護岸のかさ上げを桂川等において実施し

ます。さらに、大規模被害を招く越水時の堤防

決壊を未然に防ぐため、堤防の天端舗装等の堤

防補強を県下４河川で進めるなど、粘り強い堤

防整備にも努めていきます。 

 一方、ソフト対策では正確な河川情報を迅速

に住民に提供し早期避難を促すため、水位計や

監視カメラを昨年度までに１５１基設置しまし

た。加えて、市町が新たに県管理河川に設置す

る場合の補助制度を今年度創設しました。 

 また、住民の防災意識を高めるため、ハザー

ドマップが未整備の中小河川について、市町に
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対し作成支援などを行います。 

 今後も、県民の生命と財産を守るため、強靱

化予算も活用しながら、当ビジョンに基づき河

川の治水対策を着実に進めていきます。 

御手洗議長 鴛海豊君。 

鴛海議員 ありがとうございます。河川の治水

対策事業として事前防災対策によって取り組ん

でいただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 最後に、県道佐田山香線についてです。先頃、

令和３年度における企業誘致件数が６８件とな

り、過去最多を記録したことが公表されました。

このような県の力強い取組は、大分県版地方創

生を進めるために必要な産業振興や県内各地で

の雇用の創出に大きく寄与しており、すばらし

い成果だと考えています。 

 私の地元の豊後高田市においても、昨年度７

件の企業誘致をしていただきました。大変あり

がとうございます。この場をお借りして厚くお

礼申し上げます。これから大事なことは、これ

まで進出した企業もあわせて、地元の企業と共

に大きく発展し、成長していくことです。その

ためには、人流、物流の活性化が欠かせません

が、鉄道と高速道路のいずれもない豊後高田市

にとっては、道路ネットワークの整備が大変重

要となります。 

 しかしながら、東九州自動車道へのアクセス

に最短ルートとなる県道佐田山香線は、道幅の

狭い箇所や鋭角に曲がるカーブなどが存在し、

大型車の通行などに大きな支障が生じています。

物流を担う大型車が通行するには困難なため、

早期の整備が不可欠と考えています。 

 私はこれまでも一般質問の機会があるたびに、

本路線の整備の必要性について質問して、答弁

では、平成２５年度から進められているバイパ

ス事業に関する進捗状況の説明を伺い、着実に

整備が進められていることをその都度確認して

きました。 

 最近は現地の工事も進んでおり、その進捗が

自分の目でも確認できるようになってきました。

私としては、いよいよ完成が近づいてきている

と感じています。 

 そこで、県道佐田山香線の今後の工事の予定

と開通の見通しについて、土木建築部長に伺い

ます。 

御手洗議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 県では、中長期的に目指す

べき道路整備の在り方を、おおいたの道構想２

０１５に取りまとめており、地域ネットワーク

として、特にインターチェンジへのアクセス道

路などの整備を優先的に進めることとしていま

す。 

 県道佐田山香線は、豊後高田市中心部や北部

中核工業団地と大分農業文化公園インターチェ

ンジを最短で結ぶ重要なネットワークを形成す

る路線です。 

 平成２５年度から線形不良箇所の解消などを

目的に杵築市山香町立石にて約６００メートル

にわたる改良事業に取り組んできました。地域

の皆様に御協力いただき、令和３年３月には現

道拡幅部約２００メートルが供用開始しました。

さらに、国道１０号との交差点部では、道路管

理者である国土交通省と協議が調い、本年２月

から右折車線設置工事を実施中です。残るバイ

パス部も、日豊本線をまたぐ新たな橋梁につい

てＪＲ九州と協定を締結し、本年３月までに下

部工が完成しました。現在は上部工架設工事に

着手し、今年度中の全線供用開始を目指してい

ます。 

 このように、最終盤を迎える中、引き続き関

係機関としっかり調整を図りながら、一日も早

い供用に努めていきます。 

御手洗議長 鴛海豊君。 

鴛海議員 部長ありがとうございます。上部工

も着手したということですが、ＪＲの進捗状況

も本当は聞きたいですが、これはまた部に伺う

ので、１点要望します。 

 県道佐田山香線から国道１０号を交差し、大

分北部中核工業団地へ通ずるふるさと林道豊後

高田山香線は、延長８，７２６メートル、平成

５年度から平成１３年度まで９年間の工期で、

総工事費７１億円で完成し、平成１６年３月１

５日に大分県より旧豊後高田市、旧山香町へ移

管されましたが、この林道は今の質問でやっと
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日の目を見ることができるようになります。 

 この林道については、部長も言われたように、

大分北部中核工業団地の産業振興、そして、大

分・別府方面より通勤する従業員や豊後高田市

内に勤務する方の通勤道路として、また、豊後

高田市民にとっては、別府・大分方面に向かう

場合の通勤や通院、買物等々の生活道路でもあ

ります。そして、国宝富貴寺をはじめ、国の重

要文化財に指定されている熊野磨崖仏や真木大

堂、また、世界農業遺産の選定の基礎にもなっ

た中世の荘園集落は今も色濃く残っており、景

観の国宝とも言われている、重要文化的景観に

も選定された田染荘小崎や昭和の町、そして昨

年、国の登録記念物に指定された真玉海岸、長

崎鼻等々、大変重要な観光ゾーンでもあるので、

一日でも早く開通していただくよう、豊後高田

市民を代表して要望し、私の一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。（拍手） 

御手洗議長 以上で鴛海豊君の質問及び答弁は

終わりました。 

 お諮りします。本日の一般質問及び質疑は、

この程度にとどめたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の一般質問及び質疑を終わりま

す。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 以上をもって本日の議事日程は終

わりました。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 本日はこれをもって散会します。 

午後２時５２分 散会 
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令和４年第２回大分県議会定例会会議録（第４号） 

 

令和４年６月２２日（水曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第４号 

            令和４年６月２２日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 御手洗吉生 副議長 古手川正治 

    志村  学     井上 伸史 

    吉竹  悟     清田 哲也 

    今吉 次郎     阿部 長夫 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    衛藤 博昭     森  誠一 

    大友 栄二     井上 明夫 

    鴛海  豊     木付 親次 

    三浦 正臣     嶋  幸一 

    元吉 俊博     阿部 英仁 

    成迫 健児     浦野 英樹 

    高橋  肇     木田  昇 

    羽野 武男     二ノ宮健治 

    守永 信幸     藤田 正道 

    原田 孝司     小嶋 秀行 

    馬場  林     尾島 保彦 

    玉田 輝義     平岩 純子 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    河野 成司     猿渡 久子 

    堤  栄三     荒金 信生 

    麻生 栄作     末宗 秀雄 

    小川 克己 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           広瀬 勝貞 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          黒田 秀郎 

 教育長          岡本天津男 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         和田 雅晴 

 企画振興部長       大塚  浩 

 企業局長         磯田  健 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        松田 哲也 

 福祉保健部長       山田 雅文 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     高濱  航 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       島津 惠造 

 会計管理者兼会計管理局長 廣末  隆 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         秋月 久美 

 人事委員会事務局長    後藤  豊 

 労働委員会事務局長    田邊 隆司 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

古手川副議長 皆さんおはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

古手川副議長 日程に入るに先立ち、諸般の報

告をします。 

 さきの第１回定例会において採択した請願の

処理結果については、お手元に配付の印刷物の

とおりです。 

 以上、報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

古手川副議長 本日の議事は、お手元に配付の

議事日程第４号により行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑 

古手川副議長 日程第１、第５７号議案から第

６６号議案まで及び第２号報告から第４号報告

までを一括議題とし、これより一般質問及び質
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疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。衛藤博昭君。 

  〔衛藤議員登壇〕（拍手） 

衛藤議員 皆さんおはようございます。９番、

自由民主党の衛藤博昭です。 

 このたびの定例会においても貴重な一般質問

の機会を与えていただきありがとうございます。

議会の諸先輩、同僚諸氏、そして、中継を御覧

いただいている皆様、日頃の活動を支え、議会

に送り出していただいている支援者の皆様に深

く感謝、御礼申し上げます。 

 初めに、福祉行政をめぐる諸課題について、

障がい者雇用の促進について伺います。 

 本県の令和３年の障がい者雇用状況集計結果

は、障がい者雇用率２．５９％で、全国順位７

位に据え置かれましたが、その内訳を見ると、

身体障がい者雇用率は１位ではあるものの、知

的・精神障がい者雇用率が依然として低いため、

知的・精神障がい者雇用率の向上が急務とされ

ています。 

 県も企業との橋渡しを担う雇用支援アドバイ

ザーを各地域に配置するなど様々な取組を進め

ておられますが、知的・精神障がい者雇用率が

なかなか向上しない原因の一つに、知的・精神

障がい者が８割以上を占める福祉的就労から一

般就労への移行率が全国平均の半分以下にとど

まっていることがあげられるのと同時に、ここ

に解決の糸口があるのではないかと思います。

そのため、送り出し側の就労系事業所が前向き

に一般就労に送り出せる支援策が必要と思いま

す。 

 加えて、令和３年３月に法定雇用率が２．２

％から２．３％に引き上げられ、対象企業が４

５．５人以上から４３．５人以上に拡大された

こともあり、企業側への新たな支援も必要とな

るのではないかと思います。 

 福祉保健部と商工観光労働部が連携し、直接

企業側の声を聴くことができる５００社訪問の

場などを活用、受入れ側の開拓を積極的に進め

ていくことも重要ではないでしょうか。こうし

たことを踏まえ、今後どのように障がい者雇用

の促進を図っていかれるのか、知事の見解を伺

います。 

 次に、医療的ケア児への対応について伺いま

す。 

 令和３年９月に医療的ケア児支援法が施行さ

れ、医療的ケア児及びその家族に対する支援が

法的な裏付けをもって一層求められています。 

 医療的ケア児、特に人口呼吸器等の医療機器

を使用している方は、大規模災害により停電が

生じた場合、即座に命の危機が生じます。そう

したことから県では、県内のこのような医療的

ケア児者を対象に非常用発電装置等の購入費を

今年度助成するとしています。 

 この非常用電源の助成の進捗や、あわせて取

り組むとされている災害時の個別避難計画の作

成状況について、まず伺います。 

 また、有事の備えとともに平時の地域生活に

おける安全・安心の確保が重要です。特に、医

療的ケア児の健やかな成長のためには、安心し

て幼稚園や保育所に通うことができる体制が求

められます。しかし、医療的ケア児の受入れに

際しては、経管栄養による食事の提供、喀痰吸

引、薬の投与など、専門知識を伴うケアを毎日

実施する必要があり、受入れの現場からは、事

故などに対して不安に思う声もあり、受入施設

における看護師の確保が望まれます。 

 そこで、医療的ケア児が幼児教育、保育施設

を安心して利用できる環境整備にどのように取

り組んでいくのか、福祉保健部長に伺います。 

 続いて、障がい者の親亡き後への対応につい

て伺います。 

 障がいのある方の親御さんが亡くなった後の

親亡き後の問題については、親御さんと障がい

当事者双方の高齢化が進む中で喫緊の課題とな

っています。 

 県では、令和元年度から親なきあと支援体制

構築事業をスタートし、親なきあと相談員の養

成等に取り組む一方、各町村でも相談や連携の

ための体制整備が進んでおり、まずは関係者の

皆様の努力に心より敬意を表します。 

 現状では、親亡き後の障がい者を支える場と

しては、グループホームのニーズが依然として
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高いと伺っていますが、他方で直近の国の社会

保障審議会障害者部会では、障がい者の地域生

活の場として、グループホームのみならず、一

人暮らしなど当事者が希望する多様な地域生活

の在り方などについて検討をスタートしていま

す。 

 しかしながら、地域生活、特に一般の住宅に

おいて、障がいのある方が安心して暮らしてい

くためには、地域住民との関係づくり、定期的

な見守り、体調が悪かった等の場合の速やかな

サービス移行などクリアすべき様々な課題があ

ることから、より一層の体制整備が必要となり

ます。 

 こうした中で親亡き後の対応について、県は

これまでどのような取組を進め、どのような成

果をあげてきたのか、まず御教示ください。 

 あわせて、親亡き後の障がい者の多様な地域

生活の実現に向けた今後の課題や対応方針につ

いてどのようにお考えか、見解を伺います。 

 最後に、感染管理認定看護師の養成について

伺います。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続い

た中、感染症に関する専門的な知識と技術を持

つ感染管理認定看護師が、感染対策の強化など

にも活躍しています。 

 県内各地でクラスターが発生し、保健所と施

設職員が初動対応を実施する中、入所者が重篤

化しやすい高齢者施設等の場合、さらなる感染

拡大を防ぐため、県の要請による感染管理認定

看護師の応援派遣により、ゾーニングによる感

染拡大防止を図ってきました。 

 感染管理認定看護師とは、感染管理に必要な

知識・技術を取得した者として日本看護協会が

認定した方々ですが、資格取得のための教育機

関での受講が８か月から１年間と長期間に及ぶ

ため、資格取得には看護師個人や医療機関のハ

ードルが非常に高いとされています。 

 現状では、県内の管理認定看護師は、大分市

や別府市等に集中しており、感染管理認定看護

師が少ない地域では、クラスター発生時に速や

かに現場に駆けつける体制の構築が困難となり

ます。また、資格取得に当たり、研修の受講が

長期間に及ぶことから、代替看護師の確保が課

題となっていました。こうしたことから令和４

年度から感染管理認定看護師の地域偏在を解消

すべく、不足する地域において新たに感染管理

認定看護師の資格取得を行う場合、代替看護師

確保に要する経費を助成するとされています。

ただし、感染管理認定看護師を目指そうにも、

九州には福岡と宮崎にしか養成施設がないのが

現状です。 

 一方、隣県の宮崎県では、県立看護大学で取

得できる課程が設置されています。本県にも平

成２０年に全国で初めて大学院修士課程でナー

スプラクティショナー、いわゆる診療看護師の

教育を始めるなど常にチャレンジし、次代の看

護を創造できる大学として充実した教育体制を

整えている県立看護科学大学があります。 

 中長期的課題になるとは思いますが、本県に

おける県立看護科学大学に感染管理認定看護師

を目指す課程について福祉保健部長の見解を伺

います。 

 以降は対面席より質問します。 

  〔衛藤議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

古手川副議長 ただいまの衛藤博昭君の質問に

対する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 衛藤博昭議員から福祉行政をめぐる

諸課題について御質問いただきました。 

 まず私から、障がい者雇用の促進についてお

答えします。 

 昨年６月の障害者雇用状況調査では、法定雇

用率達成企業の割合が、前年の１３位から６位

へと順位を上げ、雇用率も２年ぶりに上昇に転

じるなど改善傾向が見られたものの、全国順位

は７位と横ばいでした。 

 日本一奪還に向け、知的・精神障がい者の雇

用率や、就労系福祉事業所から一般就労への移

行率の改善が鍵であり、これらの課題解決に重

点的に取り組みます。 

 まずは現場の声を聴くため、就労系事業所、

障がい者団体、企業経営者などが参画する障が

い者雇用支援合同会議を昨年度設置し、関係者

と議論を行いました。 
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 その中で、就労系事業所からは、利用する障

がい者の減少によるサービス報酬の減や、主力

だった障がい者が一般就労に移行することによ

る生産性の低下を恐れ、なかなか一歩を踏み出

せないとの切実な意見を伺いました。 

 そこで今年度、一般就労移行に取り組む事業

所を後押しするため、移行実績に応じて支給す

る奨励金制度を創設しました。 

 また、実績の乏しい事業所からは、ノウハウ

が足りないとの意見が多く聞かれたことから、

一般就労支援に豊富な実績がある施設の職員を

派遣し、一般就労に向けた伴走型支援の強化に

も取り組んでいます。 

 一方、昨年３月に法定雇用率が２．３％ヘ引

き上げられ、雇用義務の対象企業も拡大された

ことから、企業へのさらなる支援も必要です。 

 障がい者雇用の経験のない新規対象企業に対

し、県内６か所に配置した雇用支援アドバイザ

ーがプッシュ型で訪問し、仕事の切り出しやマ

ッチングの支援を行っています。 

 また、５００社企業訪問では、県の支援策を

周知することに加え、従業員規模の大きい法定

雇用率未達成の４１社には、県と大分労働局が

連携し、重点的に働きかけています。 

 本年８月には、経営者協会が行う人事部門責

任者の会議でも、障がい者雇用のメリットを説

明します。 

 あわせて、昨年度刊行した情報誌等を活用し、

達成企業を積極的にＰＲし、未達成企業の採用

意欲の向上も図ります。 

 さらに、今年度から知的・精神障がい者を５

人以上新規雇用しようとする場合、雇入れに必

要な施設改修等へ助成する制度を新設しました。 

 加えて、就労系事業所への優先発注において、

県が保有するデータをオープンデータ化する作

業を新たに発注するなど、精神障がい者等が活

躍する分野を拡げています。 

 引き続きこうした取組により、障がい者雇用

率日本一の奪還に向け、粘り強く取り組んでい

きます。 

古手川副議長 山田保健福祉部長。 

山田福祉保健部長 私からは３点お答えします。 

 まず１点目は、医療的ケア児への対応につい

てです。 

 非常用発電装置等の購入費助成については、

これまで市町村に対し、福祉担当者会議や個別

避難計画の説明会等を通じ、保護者への周知徹

底と予算措置を要請してきました。希望する全

ての対象者に、一日も早く行き渡るよう、市町

村と連携しながら、しっかり進捗を図っていき

ます。 

 個別避難計画については、市町村に対し、医

療的ケア児の避難計画を優先的に作成するよう

働きかけるほか、当事者の状況を詳しく把握す

る福祉専門職の参画を促すための研修も実施し

ています。 

 次に、保育所等を安心して利用してもらうに

は、看護師の配置が欠かせないことから、その

経費を市町村と共に補助しています。 

 現在、県内では、６人の医療的ケア児が、看

護師を配置した保育所等を利用していますが、

在宅で障害福祉サービスを利用している子ども

の中にも入園希望者がいる可能性があり、こう

した医療的ケア児も安心して保育所等を利用で

きるよう、引き続き市町村と連携し、看護師の

確保を含めた環境整備を進めていきます。 

 ２点目は、障がい者の親亡き後への対応につ

いてです。 

 親亡き後の障がい者が、住み慣れた地域で暮

らし続けることができる支援体制を構築するた

め、緊急対応を含め、地域生活を支える相談支

援事業所や、安心して居住できるグループホー

ムの整備等を推進してきました。 

 また、令和元年度から本県独自に養成した１

３４人の親なきあと相談員による住まいや経済

的な問題に関する相談対応は、これまでに５９

４件に上り、グループホームヘの入居や障害年

金の受給等につながっています。 

 今後の課題は、障がい者の特性に応じた居住

施設の整備や、一人暮らしの希望の実現など、

親亡き後の多様なニーズヘの対応です。 

 そこで、今年度から親なきあと相談員と弁護

士等の専門家を交えた研修会を県内７か所で開

催し、障がい者の日常生活を地域全体で支える
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ためのネットワークづくりを進めていきます。 

 引き続き国における居住支援や相談支援等に

関する見直しの動向も注視しながら、障がい者

御本人が望む暮らしを実現できるよう、きめ細

かく支援していきます。 

 ３点目は、感染管理認定看護師の養成につい

てです。 

 県では、平成２２年度からの７年間に１１人

の資格取得を支援しており、現在３７人の方が

病院等で勤務していますが、地域偏在が課題と

なっています。養成機関が県内にあれば、長期

間自宅を空けずに済むことから受講のハードル

が下がり、より多くの養成が進む可能性がある

ことは議員御指摘のとおりです。 

 そこで、実は昨年度、県立看護科学大学にお

いて養成課程の創設も検討しましたが、いまだ

実現には至っていません。その最大の要因は教

員の確保です。日本看護協会の認定要件では、

看護系大学院の修士課程以上を修了し、かつ感

染管理分野において高度な教育上の能力が認め

られる主任教員の配置が必須となっていますが、

現時点では確保のめどが立っていません。 

 また、既に開設している他県の施設では、開

設後数年で休講する事例や、休講に至らないま

でも３分の２は県外からの受講者という事例も

あり、一定数の受講者を確保できるか懸念もあ

ります。 

 こうしたことから、速やかな開設は困難な状

況ですが、県内医療機関のニーズや県外養成機

関の定員充足状況等を把握しながら、引き続き

看護科学大学と検討していきます。 

古手川副議長 衛藤博昭君。 

衛藤議員 ありがとうございます。最初の障が

い者雇用の知事答弁の中で、知的・精神の方を

５人以上雇用したところは、施設改修の補助を

するという話がありました。身体の場合、バリ

アフリーとかでイメージが湧きやすいですが、

知的・精神の方向けの施設改修とは具体的にど

ういう内容になりますか。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 知的・精神の方については、

連続してずっと仕事を続けることがなかなか難

しい方もおられ、そういう方向けに、例えば、

休憩室を整備したいとか、そういう障がいの特

性に応じた改修等に支援しています。 

古手川副議長 衛藤博昭君。 

衛藤議員 ありがとうございます。休憩室です

か。 

 障がい者雇用については、昨日も公明党の戸

高議員から質問があったように、国で雇用制度

の弾力化に向けた検討が今進んでいます。これ

までなかなか雇用に踏み出せなかった企業を後

押しする流れでもあるので、より一層就労しや

すい環境づくりが進むことを期待しています。 

 また、障がい者の親亡き後の対応についても、

グループホーム以外の選択肢として、希望する

方の一般住宅での一人暮らしを含め、多様な地

域生活の在り方も国において検討されています。

県行政においてもこのような国の流れをよく注

視しながら、医療的ケア児においても、幼児教

育、保育施設を安心して利用できる環境整備も

含め、当事者や御家族の立場に思いをめぐらせ

た政策形成に引き続き取り組まれるよう要望し

ます。 

 感染管理認定看護師についてですが、今月１

日に長野県の看護大学が養成課程を新設したと

のことです。また、福島県も来年度前半までの

新設を決定したと聞いています。さらには、先

日、自民党のコロナ対策本部が中長期的な課題

に関する論点整理を取りまとめましたが、その

中でも平時からの十分な備えが重要、感染管理

認定看護師など感染症対応のための専門人材の

育成に取り組むべきと提言されています。 

 国でも改めて感染管理認定看護師の重要性が

指摘されています。答弁を伺い、本県看護大で

の養成課程創設には課題があることがよく分か

りました。国の動きも注視し、引き続き検討を

続けていただくようよろしくお願いします。 

 それでは、次に今後の企業誘致方針について

伺います。 

 昨年度の企業誘致件数が、過去最多の６８件

となったとの話が報道や今議会の提案理由説明

でもありました。これもひとえに知事はじめ職

員の皆様方の御尽力と改めて敬意を表します。 
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 大切なことは、このような流れを継続させて

いくことだと思います。サプライチェーンの再

構築における生産拠点の国内回帰をテーマに２

度にわたり一般質問で取り上げてきましたが、

早いものでもう２年たちました。 

 本県は、鉄鋼、石油化学、半導体、非鉄金属、

セメントなどの素材型製造業も多く立地してお

り、国内サプライチェーンの再構築に向け、こ

うした優位性をいかした連携と、関連する企業

の国内回帰を引き続き図っていく必要がありま

す。 

 例えば、半導体です。世界的な半導体不足や

自動車のＥＶ化の流れの中で、半導体関連産業

は活況を呈しています。特に、ＴＳＭＣの熊本

進出で話題の我らが九州では、その動きは顕著

です。 

 先月開催された産官学の共同組織である九州

半導体人材育成等コンソーシアムの初会合でも、

サプライチェーンの強化などを通じ、２０３０

年の九州内の半導体関連の製造品出荷額を、２

０１９年時点の２倍の３兆円規模に伸ばす目標

を掲げるほどです。 

 一方、その企業誘致に欠かせない適地につい

ては、顧客のオーダーにいつでも対応できるよ

う確保していく必要があると思います。例えば、

本定例会で売却議案が提案されている大分流通

業務団地では、商談中の用地まで考慮すると、

新たに紹介できる用地がもうなくなっていると

伺っています。もちろん、県内には、玖珠工業

団地などありますが、サプライチェーンの再構

築による国内回帰というチャンスの時期に、企

業側のニーズが最も大きい大分市に新規商談が

可能な大型用地がない現在の状況に強い危機感

を覚えています。 

 そこで、最近の社会情勢を踏まえた企業の進

出の可能性をどのように捉え、今後どのように

企業誘致を進めていこうとしているのか。また、

そのために適地をどのように確保していくのか、

今後の総合的な企業誘致方針について知事の考

えを伺います。 

古手川副議長 広瀬知事。 

広瀬知事 今後の企業誘致方針について質問い

ただきました。 

 長期化するコロナ禍やウクライナ情勢、資源

価格の高騰など、世界規模での不確実性が高ま

っている中にあって、企業が投資したい、進出

したいと思っていただけるよう、企業に寄り添

い、時代に即した企業誘致を進めることが大切

です。 

 不透明な経済情勢ですが、製造業、特に半導

体分野については、今後も旺盛な投資が見込ま

れています。専門誌の調べでは、半導体主要メ

ーカーの今年度の投資額は、昨年度に比べ２５

％増加し、約１．３兆円が見込まれています。 

 熊本でのＴＳＭＣの投資が１．１兆円ですか

ら相当の額になります。この潮流を本県にも着

実に呼び込むことが大変大事です。特に、経済

安全保障の観点からも、半導体分野は、より高

度な設計や製造技術が必要となる転換期を迎え、

世界レベルで供給構造が変化していくと考えら

れます。 

 本年、国は、今後も九州に半導体産業を集積

すべく官民のコンソーシアムにて、共通課題で

ある人材育成やサプライチェーンの強靱化につ

いて議論を始めました。 

 本県には多様な半導体関連企業が集積してお

り、この集積の強みをいかし、シリコンアイラ

ンド九州の発展をリードしていきます。 

 また、ものづくり産業県の中心を担う自動車

やコンビナート企業などが将来も安心して操業

を続けられる環境整備も大切です。 

 県では、本年４月にものづくり未来会議おお

いたを立ち上げ、２０３０年、２０５０年を見

据え、脱炭素の実現など乗り越えるべき課題と

方向性について議論をスタートさせました。 

 議論を踏まえ、例えば、企業が直面している

ＳＤＧｓといった新たな視点での投資に対し、

本県の特徴をいかしたどのようなサポートがで

きるか検討していきます。 

 企業誘致には、企業の要望にタイムリーに対

応できる適地が欠かせません。九州内での半導

体企業の進出加速は、関連する様々な企業の立

地につながるため、県内の各地域にも可能性が

広がります。 
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 議員御指摘のとおり、流通業務団地はお陰で

ほぼ完売となりました。県内を見渡すと、玖珠

の他に豊後高田の北部中核、宇佐市や中津市が

整備した新たな適地がありますが、企業ニーズ

も多様化しており、特にニーズが高まっている

大規模工業用地には、今年度から整備費用等の

補助上限を引き上げ、民間参入にも対応した制

度とし、新たに整備を進める市町村を手厚く支

援しています。 

 加えて、団地整備を担う県外の開発業者への

営業活動を強化しています。 

 引き続き市町村と連携しながら、産業集積を

いかした企業誘致や受入環境の整備を進め、全

力で取り組んでいきます。 

古手川副議長 衛藤博昭君。 

衛藤議員 ありがとうございます。県内各地で

大分市以外のいろんなところにという話があり

ました。その一方、産業の集積においてはクラ

スター、集積という概念が非常に大事だと思っ

ています。大分市においてコンビナートや半導

体クラスターが既に形成されています。その関

係は、生産においては横持ちという概念、横の

移動、生産過程での横持ちという横の移動の概

念があるので、それが離れれば離れるほど生産

効率が悪くなってしまうという問題を抱えてい

ます。 

 こういったコンビナートや半導体クラスター

をこれから強化していく上では、大分市を中心

に、ここでの適地の確保が非常に大きな課題に

なってくると心配しています。 

 大分市も工業団地をこれから造ろうと考えて

いるという報道もありましたが、その一方で、

一番ニーズの大きい大分市の中で、現状流通団

地が全て商談に入っていることは、まだ立地の

場所も決まっていないので、これから大分市が

着工して新規商談ができるまで３年から５年は

短くてもかかると思っています。 

 では、この３年間から５年間の大分市の新規

商談会をどうやっていくのか、そこを一番心配

しています。そこについての考えを改めて伺い

ます。 

古手川副議長 高濱商工観光労働部長。 

高濱商工観光労働部長 大分市の企業立地につ

いての質問をいただきました。 

 大分市とは、数年前からいろいろ企業誘致の

話をしています。まず、大前提として、県も大

分市も企業を呼びたいという思いは、今同じ方

向を向いている状況です。 

 やはり足下用地が足りなくなってきている状

況の中で、議員も御指摘のとおり今探している

状況です。ただ、そういった中で、用地として

は、さきほど知事からも答弁しましたが、大き

なものが大分市以外にもあり、また、大分市の

中でも当然別に県が整備するもの、市が整備す

るものではなく、民間の用地といったものがあ

ります。こういったところを総合的に紹介しな

がら、県としてしっかり企業を誘致していきた

いと思います。 

古手川副議長 衛藤博昭君。 

衛藤議員 やはり大分市対策は今後の企業誘致

についても引き続き大変大事になってくると思

います。 

 その一方で、県で大分市にも引き込みたいと

いうのは同じという話がありましたが、企業立

地基盤整備事業や大規模工業団地整備事業など

の支援制度は、県内市町村が対象となっている

中で、中核市である大分市だけが除かれている

のが現状です。ここについてもしっかり大分市

も加えていただき、早急な誘致のための立地整

備を改めてお願いします。 

 国内サプライチェーンのこのような再構築と

企業誘致については、私も２年間質問を続けて

きました。この２年間のそういった企業を引き

込む動きは具体的にどのようになっているでし

ょうか。 

 本議会の議案提案理由で、昨年度はサプライ

チェーンの見直しによる国内回帰等の流れもあ

り、誘致件数は過去最多の６８件となったとの

言及がありました。経産省がサプライチェーン

の再構築のために設けたサプライチェーン対策

のための国内投資促進事業費補助金等に採択さ

れた企業は、６８社のうち具体的に何社ありま

したか。 

古手川副議長 高濱商工観光労働部長。 
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高濱商工観光労働部長 国のサプライチェーン

補助金の話と立地は分けて説明します。 

 まず、国のサプライチェーン補助金は直接国

に申請するものであり、全件把握していません

が、我々が把握しているのは、これまで１０件

以上してきている状況と聞いています。これま

で１次、２次、３次の応募がありました。そう

いった中、既に結果が出ている２次公募に関し

ては２社が採択を受け、３次公募分は今採択結

果待ちという状況です。 

 そして、我々の企業誘致の件数は、６８件の

うち、よくサプライチェーンの見直しが進んで

いる半導体や自動車の二つの業種と、ちょっと

大くくりですが、回答すると６８件中２２件が

半導体や自動車関連で、これがサプライチェー

ンの見直しに関連するものではないかと思いま

す。 

古手川副議長 衛藤博昭君。 

衛藤議員 ありがとうございます。本当にしっ

かりと流れをつかんでいただき非常に安心しま

した。引き続きこの流れを大分県の中に引き寄

せていただければと思います。どうぞよろしく

お願いします。 

 本県にも多く立地しているコンビナートや半

導体といった大手企業は、全国各地に生産拠点

を設けています。彼らは厳しい国際競争にさら

されるとともに、国内においては生産拠点ごと

に業績が比較され、業績が優れない拠点の事業

は廃止されたり、他の拠点に統合されることに

なります。我々はやはり地元の雇用を支えるた

めにも、これらの企業が国際競争のみならず、

国内での拠点間競争にも勝ち抜いていけるよう、

しっかりサポートしていく必要があると考えて

います。 

 先般、県内の半導体企業の方々から話を伺う

機会があり、ＴＳＭＣの熊本進出についての影

響を伺ったところ、大いにあるとのことでした。 

 半導体企業は業績の山谷上下が非常に大きい

という歴史があり、人員調整に苦労してきた経

験を持たれています。そのため、現場の多くが

非正規社員で構成されているとのことです。 

 最近の報道でも見られるように、ＴＳＭＣの

給与設定が国内企業の相場よりもかなり高くな

る見込みのため、人員を軒並みＴＳＭＣに吸い

取られてしまうのではないかと心配されていま

した。 

 熊本県は、大学や高専からの人材供給を後押

ししていくなど、行政が手厚いサポートをされ

ています。ＴＳＭＣの熊本進出により人材が流

出し、本県の人手不足が深刻になることも懸念

される中、県内の半導体企業にどのような支援

を行っていく考えか伺います。 

古手川副議長 高濱商工観光労働部長。 

高濱商工観光労働部長 まず、随分給料面でも

ＴＳＭＣの待遇がいいという話がありましたが、

待遇がいいということは、当然求められている

質も高いということなので、単純に人材流出す

る状況ではないという前提の中において、我々

人材流出防止という話と人手不足解消といった

２点で考えていかないといけないと思います。 

 そういった中で、人材流出防止の企業面で待

遇の改善とか、職場環境での魅力ある特色とい

ったものを持つことがまず大事だと思っていま

す。県では、働き方改革、女性が働きやすい環

境整備に加え、賃金水準向上に向け、国の助成

金対象事業の拡大と賃上げしやすい機運を醸成

していきたいと思います。 

 そして、やはり人手不足解消に関しては、産

学官が連携した取組が大事だと思います。国で

は、５月に九州半導体人材育成等コンソーシア

ムを設立し、大学、高専等の人材育成を計画し

ています。県では、２００５年に既にＬＳＩク

ラスター形成推進会議を設立し、産学官で地場

企業も共に成長する取組を展開しています。 

 具体的には、半導体産業の理解を深め就労に

つなげるため、学生向けの企業見学会、インタ

ーンシップほか、共同研究等を実施しています。 

 ＴＳＭＣ進出を、危機ではなく九州復活のチ

ャンスと捉え、時代の変化に対応し、立地企業

の人材の確保を推進していきたいと考えます。 

古手川副議長 衛藤博昭君。 

衛藤議員 ありがとうございます。答弁の中で

議論が交ざっている部分があって、非正規雇用

の部分でもかなり高めの給与を設定してくるの
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ではないかという懸念が持たれています。それ

はＴＳＭＣが台湾の企業だから、今、日本より

平均的な賃金がかなり上がってきているところ

もあり、そちらの水準でかなり高めの設定をし

てくることが懸念されます。それに対する対策

はどのようにお考えですか。 

古手川副議長 高濱商工観光労働部長。 

高濱商工観光労働部長 まず、労働の自由とい

うのがあって、我々としては引き止めることは

できない。そういった中では、今所属している

企業自身の魅力がやはり高まらないといけない

と考えており、その企業が自分の企業の労働環

境を含め、高めていこうというところはしっか

り検討し、支援していきます。 

古手川副議長 衛藤博昭君。 

衛藤議員 ありがとうございます。引き続きし

っかりサポートしていただければと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

 続いて、国道１９７号バイパスの渋滞問題に

ついて伺います。 

 配付資料１を御覧ください。 

 国道１９７号バイパスは、平成１４年までに

久土－米良間９．９キロメートルが暫定供用さ

れ、大分宮河内インターチェンジと大分流通業

務団地や大在コンテナターミナルなどをつなぐ

物流ネットワークを形成する幹線道路としての

役割を果たすことから、本県の企業誘致にも大

きく貢献してきました。残る細－久土間約５キ

ロメートルの整備については、県議会でも後藤

慎太郎議員はじめ何度も取り上げられ、大分市

からも毎年県への要望がなされているように、

早期の事業化が強く望まれています。 

 そのような中、昨年、知事が上京もされ、中

九州横断道路の犬飼－宮河内間の早期事業化を

要望されています。中九州横断道路の犬飼以北

の大分側への接続先として宮河内を要望する理

由の一つに、大在コンテナターミナルや臨海工

業地帯との物流ネットワークの形成が考慮され

たことがあります。 

 大分流通業務団地は、県内の経済活動の一大

拠点として多くの企業が集積していることもあ

り、近年では１９７号バイパスを中心に朝夕の

通勤時間帯で著しい渋滞が見られています。 

 流通業務団地の企業に勤務されている明野に

お住まいの方によると、渋滞が慢性化し、朝の

通勤の際は、明野から流通業務団地まで１時間

以上要したこともあるとの話でした。 

 さらに、今後、中九州横断道路が犬飼から宮

河内に接続された際には、このような渋滞が整

備効果発現に対する阻害要因になるのではない

かと心配します。 

 そこで、現在の１９７号バイパスの渋滞状況

をどのように把握しているか伺います。 

 また、今後の整備の方向性についてどのよう

に考えているか、あわせて伺います。 

古手川副議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 国道１９７号バイパスは、

大分市の東西軸を形成する幹線道路で、一部立

体交差構造を含む４車線で都市計画決定されて

います。大分スポーツ公園等の整備と歩調を合

わせ、久土－米良間を一部暫定平面交差の２車

線で供用しています。 

 その後、東九州自動車道の整備や沿線におけ

る企業進出、宅地開発の進展などもあり、多く

の方に利用いただきました。 

 近年は、朝夕の時間帯を中心に流通業務団地

入口や毛井交差点付近における渋滞や速度低下

の発生を、ＥＴＣのビッグデータにより把握し

ています。 

 かねてから渋滞対策については、国や県、大

分市などで構成する協議会において、その在り

方を議論しながら面的に対策を講じてきました。 

 現在は、国道１０号高江拡幅や１９７号鶴崎

拡幅、都市計画道路庄の原佐野線などの整備を

鋭意進めています。 

 国道１９７号バイパスについては、東九州自

動車道の４車線化や中九州横断道路の接続など

を考慮した中長期的な交通予測を踏まえ、整備

の方向性を見定めることが肝要と思います。 

 今後とも協議会において、市内全域の道路ネ

ットワークの在り方と一体的に検討を進めてい

きます。 

古手川副議長 衛藤博昭君。 

衛藤議員 こちらの線、平成１４年から暫定供
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用ということなので、もともと計画は４車線で

あると伺っています。暫定供用としてそのまま

１６年ほどたっています。一般道でこういった

ケースは県内でほかにどういったところがある

でしょうか、珍しいケースなのでしょうか。 

古手川副議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 一般道の暫定２車線供用と

いうことですが、豊後大野市における三重新殿

線、それから、現在、宇佐市で整備中の中津高

田線などが暫定２車線です。このほか大分空港

道路、あるいは中九州横断道路、中津日田道路

の一部、また、東九州自動車道といった路線が

あります。 

古手川副議長 衛藤博昭君。 

衛藤議員 今のお話、一般道路はいくつですか。 

 それと、これだけ長きにわたって暫定のまま

というのはほかにありますか。 

古手川副議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 一般道路としては、さきほ

ど申した三重新殿線及び現在整備中の中津高田

線になるかと思います。 

 １０数年、暫定２車線については、三重新殿

線は供用後、かなりの期間を要していますが、

事例としては数は多くはないと思います。 

古手川副議長 衛藤博昭君。 

衛藤議員 ありがとうございます。ここは大分

市でも屈指の渋滞の状況になっています。そう

いった中で、今暫定供用のまま、将来的な話に

なると思いますが、接続による効果をはっきり

と取り込んでいくためにも、今後の検討、推進

をぜひ強くお願いします。 

 それでは最後に、学校保健における成長曲線

の作成とその活用について伺います。 

 今回の一般質問で一番力を込めている項目で

もあります。 

 成長曲線とは、子どもの身長、体重と年齢を

基に作成するものです。成長は個人によって差

があるため、成長曲線はその個々の子どもが適

正に成長しているかどうかを判断するために用

いられています。 

 配付した資料２に成長曲線や病気との関係に

ついて書かれているので御覧いただければと思

います。 

 この成長曲線の作成には大きく二つの意味が

あり、一つは成長異常を早期に発見し、早期の

治療につなげることです。低身長などの成長異

常は、成長ホルモンや甲状腺ホルモン、脳腫瘍

などの病気が原因で、その多くは早期に見付か

れば対処が可能です。二つ目が、作成時点まで

の成長が適正であることの保証ができることで

す。今後のことは別として、現時点までは、そ

の子どもの成長が適正であるという判断の根拠

になります。 

 平成２８年に学校保健安全法の改正が施行さ

れ、文部科学省が学校保健への成長曲線の導入

を通知したことから、学校現場において積極的

な活用が求められています。 

 資料３を御覧ください。これは令和元年に行

われたアンケート調査をまとめたもので、九州

各県の小中学校での成長曲線の作成率を示して

います。九州平均で小学校の作成率が７２．０

％、中学校が６０．７％、最も高い長崎県が小

学校９４．６％、中学校９５．２％の一方で、

本県は小学校で３３．３％、中学校で２５．０

％と飛び抜けて低い作成率を示しています。 

 しかしながら、この成長曲線は、作成率につ

いて書きましたが、作成しただけでは全く意味

がなく、成長異常の早期発見と早期治療につな

げていくことが一番大事です。 

 作成後の対応についてもアンケート調査を行

ったところ、成長曲線を作成している地域の多

くが学校医に相談したり、病院の受診を勧めた

り、保護者に注意喚起をする一方、作成後に何

もしていないという回答が１０．８％もありま

した。成長曲線の作成後に何もしていない理由

を尋ねたところ、活用方法が分からない、相談

先、相談する基準がない、必要性を感じないと

いう回答がなされているのが現状です。これは

大分県だけではなく、九州全体としてです。 

 一方、作成の実務に目を移すと、生徒一人一

人の身長と体重のデータを養護教諭が手入力す

るという原始的な方法もいまだに取られている

のが実態です。 

 本県は県行政をあげ、ＤＸ推進の旗を振って
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います。身長と体重のデータは毎年の身体測定

の中でアーカイブされているので、これらのデ

ータを基に成長曲線を自動作成するシステムを

構築すれば、養護教諭の方々が余計な労力を費

やすことなく、作成率を１００％にすることが

容易に可能になります。 

 加えて、自動化により今まで手入力していた

作業もなくなり、業務負荷の軽減という観点か

らも教育現場の働き方改革にもつながります。 

 ＤＸの推進により、まずは成長曲線の作成率

向上を目指すべきと考えますが、教育委員会の

方針及び今後の対応をお示しください。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 成長曲線は個々の児童生徒の成長

特性を判断するために重要なツールです。作成

率の向上に向けては、令和５年度末までに全市

町村にも導入が予定されている児童生徒の出席

や成績、保健などの記録を管理する校務支援シ

ステムの活用を考えています。 

 健康診断結果をこのシステムに入力すること

で、全児童生徒の成長曲線が自動的に作成され

ることに加え、全市町村での同一システムの使

用により、養護教諭の負担軽減にもつながると

思います。 

 成長曲線作成後は、個々の児童生徒の成長の

特性を評価し、学校医への相談や、必要に応じ

保護者へ説明するなど適切な対応が重要になる

ため、養護教諭を対象に研修を行うこととして

います。 

 また、本県児童生徒の健康課題の一つである

肥満についても、成長曲線を用いることで、そ

の状態を分かりやすく評価できることから活用

を図っていきたいと思います。 

古手川副議長 衛藤博昭君。 

衛藤議員 ありがとうございます。さきほど紹

介したアンケート結果からも分かるように、成

長曲線を作成すること、それ自体が目標ではな

く、作った成長曲線を通じて、成長異常の早期

発見がしっかりと医療ケアにつながっていく体

制づくりこそが重要だと考えます。 

 長崎県では、専門の医師で構成される判定委

員会を設け、委員会で受診勧奨する生徒を判定

し、受診可能な医療機関を準備するなど、受診

にしっかりとつなげています。 

 北九州市では、受診を勧める基準を決め、学

校で自動的に紹介できるようにしておき、医療

機関のリストも医師会で作成されています。 

 このように、成長曲線の作成だけ進めても不

十分であり、作成後に学校側で事後対応しやす

い体制をしっかりつくっておかなければ、活用

は難しい現状があります。 

 重要なのは、作成後の養護教諭、学校医と医

療機関の３者の連携体制の構築です。体制の構

築に向け、学校と医療機関をつなぐためには、

縦割りの壁を越えた教育委員会と福祉保健部の

協力が欠かせません。 

 成長曲線の活用による子どもの成長異常の早

期発見と早期治療の体制構築に向け、福祉保健

部として今後どのように関わっていかれるか伺

います。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 成長曲線については、県内

の小児科医も十分に活用し切れていないのでは

ないかという問題意識を持っていると伺ってい

ます。 

 成長曲線を活用するためには、こうした医療

機関との連携が欠かせないということで、教育

委員会と連携し、地域保健協議会の中に医師、

学校、養護教諭等で構成される学校保健小委員

会があり、そういった場を活用しながら、医療

機関の受診を勧める基準づくりなどの検討に福

祉保健部としても協力していきたいと考えてい

ます。 

古手川副議長 衛藤博昭君。 

衛藤議員 本当に前向きな御答弁ありがとうご

ざいます。 

 成長曲線は、その時々の成長状態を点だけで

見るのではなく、成長の流れに沿って、経年の

時間の流れの中での動きを見ることが非常に大

切になります。 

 そのような観点からすると、小学校１年生か

らプロットを始めていくと、小学校低学年時点、

そこから異常が始まった場合の把握では発見が

遅れるという懸念があります。幼稚園、保育所、
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こども園のデータも取り込んで、より長いスパ

ンで子どもを見守っていくことが今後必要にな

ってくると考えますが、このような観点からの

今まで県でも進めてきた幼保小の連携はどのよ

うになるでしょうか。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 現在、幼稚園、保育所、認定こど

も園等において、健康診断のデータは紙や独自

のエクセルデータなど様々な形で記録されてお

り、加えて、こうした施設に通っていない子ど

ももいる状況です。そのような状況ですが、現

在残っているデータについて取り込みができな

いか、ＤＸの推進も踏まえながら考えていきま

す。 

 こうした中、国では保健医療情報の適切かつ

効果的に活用できる環境整備に向けた取組を進

めており、県としてはこの動向についても注視

していきたいと思います。 

古手川副議長 衛藤博昭君。 

衛藤議員 今の答弁の中で、正に幼保小こども

園の中で、そういった数値がデータ管理されて

いないということで、まだシステム化が進んで

いないことが分かりました。 

 そういったことも正にＤＸ推進の中で、ど真

ん中として進めていかなければならないと思い

ます。特に保育所、こども園は福祉保健部と思

いますが、今後そちらのＤＸの推進をどのよう

にお考えですか。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 現在、保育所、幼稚園等で

そういったシステム化は正直遅れているという

ことで、保育士の人材確保のためにも、いろん

な保育園における事務処理をＩＴ化、ＤＸ化を

進めていかなければならないということで、そ

の投資に対する支援を県としても行っており、

その中で、この成長曲線についてのデータ化の

推進についても検討していきます。 

古手川副議長 衛藤博昭君。 

衛藤議員 ありがとうございます。本当に子ど

もの成長のスピードは大変早いものがあります。

我々の１年と子どもたちの１年は、同じ１年で

もスピードとその重みが違います。だからこそ、

こういった取組にもスピード感が求められてく

ると思います。今後の早急な取組をお願いし、

一般質問を終了します。ありがとうございまし

た。(拍手) 

古手川副議長 以上で衛藤博昭君の質問及び答

弁は終わりました。成迫健児君。 

  〔成迫議員登壇〕（拍手） 

成迫議員 ２１番、成迫健児です。本日はこの

一般質問の機会をいただいた先輩議員の皆様、

そして、たくさんの情報をいただいた県民の皆

様には改めてお礼を申し上げます。 

 早速ですが、質問に入ります。 

 地域共生社会の実現についてということで、

私たちの暮らしを支える福祉の在り方を見直そ

うという動きが進んでいます。国が新たな福祉

改革の理念として掲げているのが地域共生社会

です。公的な福祉だけに頼るのではなく、地域

に暮らす人たちが共に支え合う社会にしていこ

うということです。 

 私たちが暮らす地域には、様々な課題を抱え

ている人がいます。要介護でありながら、在宅

で頑張る一人暮らしの高齢者、生活に困窮して

いる人、貧困家庭の児童、障がいを抱えながら

頑張っている人、掃除や料理、ごみ出しが難し

くなっている人、生活習慣の違いに戸惑う外国

人などです。 

 昔のように、地域のつながりが強ければ何と

か近所で支えられていたケースも、人間関係が

希薄になった現代社会では、誰にも相談できず、

孤立してしまい、かえって問題が深刻化してし

まうケースも少なくありません。 

 こうした地域の現状の中で、公的な福祉サー

ビスだけに頼るのではなく、地域に暮らす人た

ちが共に支え合い、課題を解決する力を再構築

しようというのが地域共生社会の考え方です。

私は、この地域共生社会という考え方に賛成で

す。生活に身近な地域において、住民が世代や

背景を超えてつながり、相互に役割を持ち、支

え手、受け手という関係を超えて支え合う取組

は、人口減少が著しい今の時代、最も必要とさ

れており、自治体の福祉が目指すべき方向性と

しては間違っていないと感じます。また、地域
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包括ケアをさらに発展させたものであり、今後

の福祉政策の大きな潮流になっていくものと考

えます。 

 佐伯市では、この地域共生社会の実現に向け

た先進的な取組が既に始まっています。広瀬知

事にも以前、足を運んでいただいた一般社団法

人共生社会実現サポート機構とんとんとんでは

新たに、コロナ禍であっても集える場、共食の

場、学べる場、相談できる場、助け合える場を

提供する、みんなのえがおプロジェクトも始ま

りました。県の職員から御紹介、後押しいただ

いて、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉振

興助成事業も活用することができ、活動の範囲

が広がりつつあります。県全体として、こうし

た取組が進んでいけば、県民の皆様がより安心

して暮らせる社会につながっていくものと確信

しています。 

 そこで、伺います。この地域共生社会の実現

に向けて、今後、県としてどのように取り組ん

でいかれるのか、知事の見解を伺います。 

 以降、対面席にて質問します。 

  〔成迫議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

古手川副議長 ただいまの成迫健児君の質問に

対する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 成迫健児議員から、地域共生社会の

実現について御質問いただきました。 

 人口減少や少子高齢化の進行、コロナ禍の影

響による孤独、孤立問題が顕在化する中、誰も

が共に支え合い、人と人とのつながりを感じな

がら、安心して暮らすことのできる地域共生社

会の実現は大変重要だと思っています。 

 県では、地域福祉基本計画に基づき、次の三

つを柱として取組を進めています。 

 一つは、多世代交流活動の推進です。 

 県内の子ども食堂や高齢者サロンなどでは、

地域住民が世代を超えてつながる活動が進んで

おり、議員御紹介の事例は、私も県政ふれあい

トークで拝見しました。 

 とんとんとん食堂では、地域の子育て世代や

高齢者、障がいのある方など様々な方々が集い、

楽しげに交流している姿を目の当たりにして、

代表者からはお互いを理解し合うことの大切さ

をお聞きしました。 

 県では、こうした多世代が集う共生の場づく

りを各地で展開しています。活動拠点の整備な

どを支援しています。 

 あわせて、コロナ禍においても交流活動を継

続できるよう、オンライン開催の初期費用や集

合会食から弁当配達に変更する際の運搬費など

も支援しています。 

 二つは、住民自らがボランティアとして参加

する支え合い活動の推進です。 

 県内では、住民組織が生活のちょっとした困

り事を安価で引き受ける住民参加難福祉サービ

スの取組が進んでいます。今年度に入ってから

も玖珠町で、掃除やごみ出し、草刈りなどを地

域の住民同士で助け合うサポートセンター、く

らサポ八幡が誕生したところです。 

 こうしたサービスが各地で展開されるよう、

市町村や社会福祉協議会等の関係機関と連携し

ながら、活動組織の立ち上げなどを支援してい

きます。 

 三つは、地域や住民活動を支える人材の確保、

育成です。 

 県では、住民の協働意識の醸成や、住民自ら

が地域課題を解決できるようコーディネートを

行う地域力強化推進員を育成しており、現在約

１３０人が活動しています。 

 また、大分大学を拠点として、地域の福祉活

動実践者や行政機関などの多様な人材がネット

ワークを構築し、多世代交流活動等への支援を

行っています。大分市のコミュニティカフェ大

きな樹では、高齢者や子育て世代等の居場所と

して、大分大学の学生等も加わった様々な交流

イベントが展開されており、こうした好事例の

横展開も進めていきます。 

 今後とも、市町村や社協をはじめ、地域の多

様な主体と連携して、地域共生社会の実現に向

けてしっかりと取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

古手川副議長 成迫健児君。 

成迫議員 知事も最近、とんとんとんに御訪問

されているということで、本当にありがとうご
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ざいます。とんとんとんのスタッフで、以前、

広瀬知事も来られたとうれしそうにおっしゃる

方も非常に多いので、皆さんの活動のモチベー

ションにもつながっています。 

 このとんとんとんでの活動内容について、答

弁でも詳しく触れていただきましたが、当法人

は、活動の拠点でもあるオレンジカフェにて、

子ども食堂ならぬ、障がいのある方や高齢者も

交えたごちゃまぜ食堂を運営しています。 

 本県においても、障がい者の離職率が高いと

いう課題があると思うが、とんとんとんでは有

償ボランティアという形で、報酬は１千円で、

地域の障がい者が自分で来れるときに来て、少

しお手伝いをしてもらう取組をしています。こ

の取組には、例えば、認知症を持たれた方も働

いているし、精神的にひきこもりになった方も、

段階的にこの有償ボランティアに参加しながら、

この中で従業員として立派に御活躍されている

方もいらっしゃいます。 

 こういった障がい者雇用にも地域の団体が一

役買っているという取組は、正に地域共生社会

づくりの好事例だと思います。 

 また、とんとんとんでは、第１、第３日曜日

に地域に向けた勉強会なども開催しており、そ

こでは、先日、高橋肇議員の一般質問にもあっ

た認知症に関してのことやコロナウイルス感染

症に関しての正しい情報など、共生をテーマに

した有益な情報発信などもされています。 

 質問でも申しましたが、県全体でこうした取

組が進んでいけば、県民の皆様がより安心して

暮らせる社会に必ずつながっていくと考えるの

で、好事例の横展開を図るなど、取組のさらな

る推進を要望します。 

 最後に、県の職員からの御紹介と、それら当

初いただいたことで交付を受けることができた

福祉医療機構の助成金で新たにえがおスポット

として、とんとんとんの拠点の拡大がかないま

した。 

 そして、先日、福祉保健部の県の御担当者が

休日にもかかわらず佐伯にまで足を運んでいた

だき、現場との意見交換の機会をいただきまし

た。深くお礼を申し上げるとともに、既に今後

の課題も共有いただいているので、大分県の地

域共生社会のさらなる発展のために、引き続き

お力添えをいただけたらと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 生涯にわたる県民スポーツの推進について。 

 ４月２２日の大分合同新聞に、県内一周大分

合同駅伝競走大会が終了するとの記事が掲載さ

れました。記事の中には、主催者として収支改

善や諸問題の解決に全力で取り組みましたがと

の記載があり、過去６２回を数える開催の中で、

相当な苦労と負担があったことだと思います。 

 私ども陸上競技関係者は、この大会を支え、

続けてきてくださった大分合同新聞社をはじめ、

関係者の皆様へ心から感謝しています。 

 駅伝は、たすきをつなぎ走り抜けていく中に

多くのドラマがあり、県民の皆様も選手一人一

人の走る姿に感動を覚えることが多かったので

はないかと思います。選手は開催を予定してい

た第６４回大会に向けて、コロナ禍で中止とな

っていた期間も練習を重ねていたので、今は目

標を見失っている状況です。その中で、どうに

かして別の形で大会を生まれ変わらせることは

できないのかと多くの声が寄せられています。 

 これまで駅伝大会の運営や金銭的な部分につ

いては、大分合同新聞社が担ってきました。直

近の令和２年２月に開催された第６２回大会の

要項によると、大分県や大分県教育委員会を含

む六つの団体が主催となっており、大会要旨に、

本大会は春の県民体育大会としてとの記載もあ

ります。また、大会名も春季県体とされていま

す。したがって、県内一周駅伝大会は大分合同

新聞社だけのものではありません。大分合同新

聞社が自社の経営状況やコロナ禍における企業

判断として駅伝運営やスポンサーから撤退して

も、残った主催者によって、他のスポンサーを

見付けて大会を継続することは可能ではないか

と考えます。 

 大分県教育委員会は、令和３年４月に第２期

大分県スポーツ推進計画を策定しており、その

中でライフステージに応じたスポーツイベント

の推進において、県民体育大会は参加者が減少

傾向にあり、定期的な見直しによる充実、活性
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化の推進が必要としています。 

 大会の規模を大きく縮小することになります

が、例えば、大分スポーツ公園内を周回コース

とし、小学生、中学生、高校生の区間なども設

定し、市町村対抗での駅伝大会にするなど、公

道にこだわらなければ、大会そのものをより多

くの県民が参加できるライフステージに応じた

スポーツイベントとしてつないでいくこともで

きます。 

 県内一周大分合同駅伝競走大会は、私も佐伯

市駅伝チームの事務局として選手のサポートを

各区間でしてきましたが、各市町村の中継所で

の歓迎やにぎわい、子どもから高齢者まで多く

の方たちからの沿道からの応援など、この大会

は地域の活性にも大きく貢献してきました。こ

の大きなイベントがなくなることは、大分県の

スポーツの推進や県民の皆様の活力を衰退させ

るのではないかと懸念しています。 

 この歴史ある大会をこのまま終わらせていい

のか、別の形での開催などを検討すべきではな

いでしょうか。こうしたことを踏まえ、県とし

てライフステージに応じたスポーツの推進など、

生涯にわたる県民スポーツの推進に向け、どの

ように取り組んでいかれるのか伺います。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 ６０年以上にわたって開催された

県内一周大分合同駅伝競走大会が終了したこと

は、誠に残念です。大分合同新聞社からは、経

費や交通渋滞等の課題に加えて、郡市によって

は選手の確保も困難となっているとの説明を受

けたところです。 

 一方、陸上競技を含め、４３競技を開催して

いる県民スポーツ大会は、参加資格制度の見直

しや新たな競技種目を設けるなど、参加者の増

加や活性化に向けて取り組んでいます。 

 こうした中、県陸上競技協会では、新たに大

分県郡市対抗駅伝競走大会の開催を企画してい

ると伺っており、大会の在り方や今後の方向性

などについて、同協会と協議していきたいと考

えています。 

 県では、年齢や性別、障がいの有無を問わず

誰でも参加できる県民すこやかスポーツ祭や、

高齢者を対象とした豊の国ねんりんピックなど、

ライフステージに応じたスポーツイベントの充

実に取り組んでいます。 

 今後もこうした取組を通して、県民の誰もが

生涯にわたってスポーツに親しむことができる

よう努めていきたいと考えています。 

古手川副議長 成迫健児君。 

成迫議員 ありがとうございます。この県内一

周駅伝においては、各市町村の代表選手として

地元に就職し、戻ってくる大きなきっかけにも

なっていたし、大会の期間中は各区間での応援

等で大変な盛り上がりがあり、地元の御当地グ

ルメを選手や地域の方に振る舞ったりと、地域

の活性化にも大きく貢献されていました。実際

に私も市の職員だったときに選手のサポートを、

さきほども伝えたんですが、その盛り上がりを

肌で感じていました。 

 今回の県内一周駅伝の終了という報道には、

選手や関係者だけでなく、それを支え応援して

きた方も大きなショックを受けています。また、

選手の走る姿を間近で見て応援することで、県

民の皆様のスポーツへの関心や、自分もやって

みようという意欲、きっかけに大きくつながっ

ていたのだと思います。 

 この６０回以上続いてきた歴史ある大会が終

了することによって、今申した恩恵がなくなる

ことも含めて、大分県のスポーツの発展、推進

に大きく影響があると感じていますが、県とし

てどのように認識されているのか伺います。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 議員おっしゃったように、この駅

伝大会ですが、県内各地を巡ることから、する

だけではなく見る、あるいは支えるスポーツと

して、地域スポーツの振興の一助を担ってきた

ものと認識しています。 

 そういう中、今し方答弁したように、県陸上

競技協会では新たに大会を開催したいという考

えのようですから、この協会の動向を見守りな

がら、私どもも協議していきたいと考えていま

す。 

古手川副議長 成迫健児君。 

成迫議員 やはりこの県内一周駅伝大会の終了
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というのは、大分のスポーツ振興に大きなダメ

ージとして残ってしまうことが心配でなりませ

ん。 

 質問の中で、大会の規模を縮小して大分スポ

ーツ公園内でという話をしましたが、さきほど

教育長の答弁にあったように、令和４年度の２

月に、まだ詳しい日程は決まっていませんが、

大分県郡市対抗駅伝競走大会として、大分県陸

上競技協会主催で大分スポーツ公園内を周回コ

ースとして開催されるという形になっていると

お聞きしました。 

 今後、大分県内一周駅伝大会に代わる大会と

して期待がされていると思いますが、これまで

各市町村は県内一周駅伝大会に向けて、遠征費

等、費用は春季県体に要するものといった意識

もあり、この春季県体は、私の質問の中では一

般県体の中での枠組みということで認識してい

ました。ところが、県内一周駅伝大会は、大分

合同新聞社が当初始めたときにつけてしまった

名称というか、歴史を遡ると一般県体の一環で

はなかったことがその後分かってしまいました。

一般県体の一環としてという枠組みではないん

ですが、それでも選手は各市町村を背負って代

表として出場し、各市町村は予算を組んで、こ

の駅伝大会に向けて応援ができていました。今

回、県の陸上競技協会単独の大会となるとまた

話が変わってきて、予算がこの大分県内一周駅

伝大会とは別で組めないという状況が発生して

しまうので、各選手は各市町村を背負って代表

として駅伝に挑むのですが、その応援体制が各

自治体で取れないということになってしまいま

す。 

 そこで、一つ提案ですが、さきほど教育長の

答弁の中で、新たな県体になれたらという話も

あったんですが、毎年９月に開催されている大

分県民体育大会の競技種目として、また駅伝を

追加していただき、一般県体の中で開催してい

くことはできないでしょうか。それがかなえば、

各市町村も応援体制を築くことができ、代表選

手も報われるかと思います。教育長、いかがで

しょうか。 

古手川副議長 岡本教育長。 

岡本教育長 ただいま御提案があった県民スポ

ーツ大会の種目に加えるということ自体は不可

能ではありません。主たる団体である、今回で

いえば県の陸上競技協会ですが、こちらが、毎

年各競技団体が県民スポーツ大会で競技を実施

するかどうか、実施内容をまず検討していただ

いた上で、競技別の実施要項を大会の実行委員

会で決定する、その上で実施しているという手

順になっていますから、さきほどの答弁で今後

の方向性等について協議していきたいと申した

のは、そういったことも含めて陸上競技協会の

意向を確認していきたいという趣旨です。 

古手川副議長 成迫健児君。 

成迫議員 ありがとうございます。陸上競技の

中の種目として駅伝というのは存在しないので、

これも認められるには、さきほど言われたよう

に、県民体育大会の実行委員会の中での協議も

必要になってくると思います。 

 この駅伝に関しては、どの自治体も応援体制

をどのようにしていけばよいのか悩ましいとこ

ろなので、しっかりと道筋をつくっていただけ

るように、ぜひ前向きに、県体の種目として検

討いただければと思います。 

 では、次の質問に移ります。 

 障がい者スポーツの振興について。 

 昨年１２月の定例会にて、障がい者スポーツ

の参加機会の充実について質問しました。本県

の障がい者スポーツ協会の方や、実際にスポー

ツを始められたアスリートと意見交換する中で、

障がいのある方々のスポーツの参加機会が少な

い理由として、スポーツ器具が高価過ぎて買え

ないといった課題がありました。 

 県内では、義足のアスリートである中西麻耶

さんが活躍していますが、以前、私も一緒にト

レーニングしている際に、義足の値段を聞いて

驚愕したことがありました。競技用の義足とな

ると自分の体に合うように作らないといけない

こともあり、片足で７０万円以上かかるとのこ

とでした。幸いにも彼女にはスポンサーがつい

ているので、義足の費用についてはどうにかで

きていますが、これからスポーツを始めようと

思う方にとってはハードルが高過ぎるのが現状
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です。 

 令和２年度のスポーツ庁の調査によると、全

国の義足利用者は７万人で、そのうち趣味で活

動している一般ランナーは２００人ほど、そこ

から、さらにパラリンピックを目指しているア

スリートは男女合わせて５０人ほどと、全体か

ら見ると非常に少なく感じます。その大きな理

由としては、高額な義足の費用にあります。各

メーカーも気軽にスポーツを始められるように

安価な義足の開発に力を入れていますが、それ

でも５０万円以上かかるのが現実です。 

 そのような中で、４月１０日より大分市営陸

上競技場に、競技用義足を体験でき、レンタル

も可能なギソクの図書館が設置されました。ま

ずはカルテを作成し、自分の身体に合った義足

を関東から送ってもらう仕組みとなっています

が、レンタル料も低く設定されているので、既

に利用されている方もいらっしゃいます。 

 今後のパラスポーツの発展に大きく前進する

取組も始まっていますが、車椅子等の高額な器

具が必要な車いすバスケットボールであったり、

車いすラグビー等、あらゆる競技種目について

はまだ前に進めていないのが現実です。 

 市の事例ではありますが、２０２６年に第５

回アジアパラ競技大会を開催する愛知県の名古

屋市や茨城県水戸市が、競技用義足などの購入

補助を実施しています。また、先駆け的な取組

として、埼玉県深谷市が障害児スポーツ助成を

以前から実施しています。 

 本県でも最近、障がい者スポーツコーディネ

ーターにより、総合型地域スポーツクラブでの

受入体制の整備に取り組んでいると聞いていま

す。こうした障がい者の方が、地域で日常的に

スポーツできる環境の実現に向け、積極的に取

り組んでいくべきと考えますが、今後の県の取

組について伺います。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 障がい者スポーツの振興に

ついてお答えします。 

 先月、３年ぶりに県障がい者スポーツ大会を

開催しました。県内各地から５９２人の参加が

あり、選手からは久しぶりの大会で楽しかった

といった声も聞かれ、ようやくコロナ前の光景

を取り戻すことができたと、関係者一同、喜ん

でいるところです。 

 東京パラリンピック開催を契機に、障がい者

スポーツへの関心が高まる中、誰もが気軽に参

加できる環境整備が重要です。 

 そこで、県では障がい者スポーツ協会と連携

して、活動を支援する指導員を地域や学校など

に派遣し、体験会等を開催するほか、バスケッ

トボール用車椅子やボッチャなどのスポーツ用

具の無料貸出しを行っています。また、大分国

際車いすマラソンでも、初参加の選手に対し競

技用レーサーを貸し出す取組を行っているほか、

企業や競技団体が貸し出す事例も増えています。 

 そうした中、今回、有志の力でギソクの図書

館が県内に設置されたことは、スポーツを始め

てみたいと願う義足利用者にとって大変喜ばし

いニュースだと思います。 

 今後もこうした取組を広くＰＲしながら、障

がい者が身近な地域で日常的にスポーツを楽し

める環境づくりを進めていきます。 

古手川副議長 成迫健児君。 

成迫議員 ありがとうございます。昨年開催さ

れた東京オリパラを契機に、自分もあの舞台に

立ちたいと感じたり、スポーツを始めてみたい

という方が増えてきています。しかし、いざ始

めるとしても、さきほども伝えたように、義足

や車椅子等の器具が高額過ぎて始められないの

が現実です。実際に、今御活躍されているパラ

アスリートの皆様は、活動費を捻出するための

スポンサー集めに相当な苦労をされて夢を目指

す環境を手に入れていますが、パラスポーツは

お金持ちの人にしかできないといった認識を持

たれている方も少なからずいます。 

 さきほどの質疑の中で取り上げた、大分市の

陸上競技場にて無料での試着やレンタルが可能

となったギソクの図書館についてですが、拠点

は東京の豊洲にあり、世界で初めて義足のブレ

ードがレンタルできるブレンダという取組をさ

れています。実はこの立ち上げには、私の前か

らというとおこがましいんですが、４００メー

トルハードルの日本記録保持者である為末大さ
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んがこの立ち上げに関わられていて、すごく運

命的なものを個人的に感じています。 

 東京と大分の間でつながり、関係する多くの

方の努力で、大分でのギソクの図書館の設置が

実現されたのですが、活動されている方々の意

見交換の際に、せめて子どもたちだけでもスポ

ーツに必要な器具の助成や運動の機会を与えら

れるような取組をしてほしいといった声が上が

りました。実際に、障がいを持たれていること

で初めからスポーツへの参加を諦めている子ど

もが多いと聞いているし、何度も申しますが、

何より費用がかかるということで、きっかけが

つかめない子がいます。 

 県として、障がいを抱えることによってスポ

ーツに参加できない子どもたちの運動の機会を

どう考えているのか伺います。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 障がいのある子どもたちの

運動の機会の確保ということで、県内特別支援

学校１０校で陸上部を中心としてスポーツ系の

部活動が設置されています。また、日出町のＮ

ＰＯ法人は、障がいのある子どもたちが自由に

参加できるスポーツ教室を、今県内各地で開催

しています。 

 さらに、こうしたスポーツをする子どもたち

の目標となるように、さきほど申した県の障が

い者スポーツ大会では６歳から出場できるよう

になっていますし、国際車いすマラソンでも１

４歳から出場できるということで、そういった

目標も確保しています。 

 県としては、こうした官民の様々な取組を積

極的にＰＲするなど、障がいのある子どもたち

がスポーツを楽しめる機会を増やしていきたい

と考えています。 

 なお、器具の助成ですが、さきほどのスポー

ツ用の義足など、県内でどの程度ニーズがある

のかを早速調べてみたいと思っています。 

古手川副議長 成迫健児君。 

成迫議員 ありがとうございます。最後に、器

具でどういった子たちのニーズがあるのか調査

いただけるということで、ぜひ実施してほしい

なと思います。 

 このブレンダですね、ブレードをレンタルさ

れている役員の方と、大分県障がい者スポーツ

協会、また、実際に義足で活動されている方と

オンラインで意見交換したときに、実際にギソ

クの図書館で義足を着用して、それでお子さん

がその動きに慣れて、運動会で１着になるよう

な動画を見せてもらいました。 

 これまで、もう自分は運動会に参加できない

んだと本人は諦めていたようですが、まさか運

動会で自分が１番で走り抜けるという夢のよう

な時を過ごせたのは、すごく大きなきっかけに

なるんではないかと感じました。 

 大分県でも、一人でもそんな子がいた場合に

は、このギソクの図書館をしっかりと活用して

いただきたいし、この周知に関してはこれから

また大きな課題があるので、大分県の皆様から

もできるだけ調査いただいて、必要な方には利

用してもらえるような仕組みを構築いただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

 では、次の質問に移ります。 

 地域における芸術の振興について質問します。 

 アフターコロナを見据えたツーリズムとして、

大分県もあらゆる取組を行っていますが、観光

客は様々な観光形態を求めており、新しい観光

といわれる現象を多く生み出しています。その

中の一つであるアート・ツーリズムが、今後の

経済活動に重要な役割を果たすとされている旅

行形態として、又は地域住民の積極的な関わり

を可能とする地域活性化手段として期待されて

います。 

 佐賀県の多久市では、平成２８年から平成３

０年にかけてウォールアートプロジェクトとし

て、多久駅周辺の活性化を図ることを目的とし

たシャッターアートや壁画アートを作成されま

した。多久市に訪れた人が、専用サイトに表示

されるマップを閲覧しながらウォールアートを

回遊する仕掛けをつくることにより、中心市街

地の交流人口の増加や地域全体の活性化につな

がっています。 

 こうした地域のアートを観光資源として活用

している取組は全国各地で行われており、移住

・定住する人や地域と多様に関わる関係人口に
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よって、新たに地域の産業を振興することに大

きな成果をもたらしています。 

 私の地元の佐伯市でも何度かメディアに取り

上げていただいていますが、画家である谷川広

人氏が河川敷の堤防に描いた佐伯竜宮図が話題

となっており、県内、そして、県外からも足を

運び、見にくる方が数多くいらっしゃいます。

これほどのスケールで完成度の高い作品は、恐

らく県内では存在しないのかと思われます。間

違いなく佐伯市だけでなく本県の大きな財産と

なり、観光の面でも既に大きな貢献をしていま

すが、制作費については寄附や自己資金で行っ

ています。私はアート・ツーリズムの観点から

も、地域の観光資源となる作品にはしっかりと

した後押しがあってよいのではないかと思って

います。そしてまた、こうした取組がモデルケ

ースとなり、広がりを持っていくことによって、

本県の芸術が大きく発展していくものと考えて

います。 

 こうしたことを踏まえ、アート・ツーリズム

に資する地域の芸術を振興していくべきと考え

ますが、企画振興部長の見解を伺います。 

古手川副議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 本県は、豊かな自然や歴史

に育まれた国内外に誇れる魅力的な芸術文化を

有しています。 

 県では、芸術文化の持つ創造性に着目し、地

域活性化や関係人口の創出につなげるため、県

内各地で様々な取組を推進しています。国東半

島地域では、国東半島芸術祭の開催を契機とし

て、１０年以上にわたってアーティスト・イン

・レジデンスに取り組むなど、現代アートの活

用により交流人口の拡大を促進しています。 

 別府市では、世界的に著名なアーティストも

参加して作品を披露するアートイベントが２０

０９年から開催されており、地域の活力や魅力

づくりにつながっています。 

 また、日田市では、県の地域活力づくり総合

補助金で整備した「進撃の巨人」を題材とする

ミュージアムなどをいかし、観光客の周遊促進

と誘客を図っています。 

 さらに、今年は東アジア文化都市事業として、

県民総参加による芸術文化活動の推進に取り組

んでおり、アートはもちろん、音楽や演劇など、

県内各地の様々な芸術活動を後押しすることと

しています。 

 今後とも、芸術文化の創造性をいかしながら、

観光や産業分野などと連携し、創造的な地域づ

くりを進めていきます。 

古手川副議長 成迫健児君。 

成迫議員 ありがとうございます。県内各地で

は様々な取組をされているということで答弁い

ただきました。 

 さきほど私の質問の中で取り上げた佐伯竜宮

図について、今日、実際にパネルで皆さんにお

示しできればよかったんですが、私の準備が悪

くて間に合わなかったんですが、この竜宮につ

いては市外、県外から見に来られる方も非常に

多くおられて、このスケールと完成度に大きな

衝撃や感動を受けられています。 

 これまで県内のメディアに特集も組んでいた

だいたり、最近では熊本現代美術館でも企画展

の作品として取り上げていただく予定となって

います。さきほども申したとおり、手がけてい

る画家は佐伯市の谷川広人さんという方で、実

際には高さ５メートル、長さ１８０メートルに

もわたる作品です。ウォールアートとしては国

内探してもこの規模のものは恐らくないだろう

というところで、日本一のウォールアートと言

われています。 

 作品は、佐伯の山や海に生きる多様な生き物

の姿が生き生きと描かれていて、まだ完成に至

っていないので、今後もスケールはますます拡

大していくのですが、日本一の壁画がこの大分

県佐伯市にあるというのは本当にすごいことな

ので、芸術の観光資源としては、これ以上もの

はなかなかないのではと思っています。 

 ただ、この絵を描く中で、費用は全て谷川さ

んが負担されているという部分で、例えば、絵

を描くときには、まずは下地となる河川敷の掃

除をして、そこにプライマーという上塗りをし

て、そこから上から絵を描いて、また上からコ

ーティングしてという作業になります。このプ

ライマーという液体は１缶１０万円近くするも
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ので、そういったのも使用しながら、孤独に作

品の制作を続けています。どうにか日本一の壁

画の完成に向けて私どもも力になれないかとい

うところで考えているんですが、例えば、大分

市であれば、アートをいかしたまちづくりとし

て、文化庁の助成金を活用されていたり、又は

国土交通省の中でかわまちづくり支援制度とか、

そういったものを活用できないかなと思うんで

すが、既に始まっている絵というか、ある程度

描いている絵なので、またこれに対して助成す

るというのが果たして可能なのかというのはす

ごく感じるところです。 

 どうにか日本一の完成に向けて一緒になって

応援できる取組をしていただければと思うので、

ぜひ一緒に考えていただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

 やはり芸術というのは、ウォールアートもそ

うですが、さきほど各地域でいろんなイベント

をされているというお話ではあったんですが、

やはり身近で芸術を感じる機会というのはなか

なか日常にはないんではないかなと思っていま

す。 

 例えば、ウォールアートですね、今回アート

・ツーリズムの中で取り上げていますが、今空

き家になっているところに絵を描いたり、商店

街とかそういうところに描いて、それがただ何

げなく生活の中で溶け込んでいて、それを見て、

芸術というのはいろんな効果があるので、美的

センスに磨きがかかるとか、想像力が膨らむと

か、性格が穏やかになるとか、いろんなことが

あるので、県民の皆様がいつでも触れ合えるよ

うな芸術の存在というのが私は必要なのかなと

感じています。 

 このアート・ツーリズムについてですが、例

えば、各市町村でウォールアートを描いて、そ

の後、コンテスト形式にして、それを県民の中

で投票したりして、そういった形で毎年続けて

いけば、それぞれの地域で特色のあるアートが

完成して、それをアートツアーというか、各市

町村の大きな広告として、そういった取組もい

いんではないかなと思うんですが、企画振興部

長にその辺の見解を伺います。 

古手川副議長 大塚企画振興部長。 

大塚企画振興部長 アート、あるいは芸術作品

等をいかして、それを地域の活性化にどう結び

付けていくかということですが、アートの力、

芸術文化の持つ力というのは大変いろんな意味

で大きいものがあるなと考えています。それが

地域にとってどういう効果をもたらすのか、あ

るいは作って終わりではなくて、それをどう地

域で活用していくかという観点も大事なところ

ではないかなと思います。 

 そういったことで、地元でしっかり議論して

いただいて、どういかすかという中で、また県

も支援できるところがあれば、しっかりと支援

していきたいと思います。 

古手川副議長 成迫健児君。 

成迫議員 ありがとうございます。まだまだお

伝えしたいことはあるんですが、時間が迫って

いるので次に移ります。 

 父子家庭の支援について、平成２８年度に国

が行った調査によると、全国のひとり親世帯の

数は約１４２万世帯であり、この内訳は、母子

世帯が１２３万２千世帯、父子家庭が１８万７

千世帯となっており、ひとり親の７世帯に１世

帯が父子家庭となっています。今でも、ひとり

親といえば、やはり母子家庭が取り上げられる

ことが多いので、社会から自分たちの存在が見

えていないのではないかといった不安や不満を

感じている父子家庭の父親は大勢いるのではな

いかと感じています。 

 父子家庭の方と意見交換をする際に、よく耳

にするのが子育ての難しさです。仕事に追われ、

子どもと十分な時間が取れずにコミュニケーシ

ョン不足となり、気が付いたときには心を開い

てくれなかったり、学校や地域で問題行動を起

こしてしまったりと、解決するのにとても苦労

することが起きていると聞いています。 

 そのような父子家庭は差別を受ける機会も多

いということで、３割近い方がそういった経験

をされていると聞いています。 

 子育て日本一を目指し、子育てしやすい環境

づくりの推進を掲げている県として、父子家庭

に目をつぶるわけにはいきません。県として父
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子家庭の実態をどのように把握しているのか、

また、父子家庭が不満を感じずに暮らしていけ

るように今後どのように取り組んでいくのか、

福祉保健部長に伺います。 

古手川副議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 父子家庭への支援について

お答えします。 

 令和２年の国勢調査結果によると、県内のひ

とり親家庭８，０６９世帯のうち、父子家庭は

１割弱の７７２世帯となっています。父子家庭

に対しても、母子家庭と同様に手当や貸付けな

どの支援制度は用意していますが、一方で、平

成３０年度の大分県ひとり親家庭実態調査では、

父子家庭の悩みとして、相談相手がいないが最

も多く、休みが取りにくい、帰りが遅くなるな

ど、仕事に関連するものも多くなっています。 

 県が設置している母子・父子福祉センターで

は、昨年度、全体の約１割に当たる９８件の相

談を父子家庭から受けており、悩みに対して丁

寧に寄り添いながら対応しているところです。 

 相談内容としては、児童扶養手当や医療費助

成等の制度に関するものが多いため、毎年作成

しているひとり親家庭のハンドブックの周知、

配付にも努めています。 

 また、子育てと仕事の両立に悩む父親も多い

ことから、保育サービスや放課後児童クラブ、

病児保育等の充実に引き続き取り組んでいきま

す。 

 今後も、子育てに頑張る父親が安心して暮ら

していけるよう、しっかり支援していきます。 

古手川副議長 成迫健児君。 

成迫議員 ありがとうございます。また、父子

家庭の方から届いている声はたくさんあるので、

これから一緒になってどういった支援ができる

のか考えていきたいと思うので、どうかよろし

くお願いします。ありがとうございました。

（拍手） 

古手川副議長 以上で成迫健児君の質問及び答

弁は終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時４７分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

御手洗議長 皆さんこんにちは。休憩前に引き

続き会議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。後藤慎太郎君。 

  〔後藤議員登壇〕（拍手） 

後藤議員 ８番、自由民主党、後藤慎太郎です。

今回の質問の機会を与えていただいた会派の皆

様、ありがとうございます。今回もいつものよ

うに声なき声を、そして、小さな声を広瀬知事、

それから、執行部の皆さんに何とか届けること

ができるように頑張りたいと思います。どうか

よろしくお願いします。 

 早速、一つ目は移住・定住政策についてです。 

 新型コロナウイルスは、地域の経済や人々の

生活に大きな影響を与えています。その一方で、

地方への関心の高まりとともに、テレワークな

ど企業の働き方が多様化し、人々の意識や行動

を変化させています。 

 そのような中、本年４月、令和３年度の移住

者数は１，４１６人になったとの発表がありま

した。昨年度に比べ１２９人、１０％の増であ

り、移住者が１千人を超えるのは５年連続です。

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化

する中で、都市部から地方への回帰が続いてい

ることの表れだと思います。 

 今後も、働く場所を選ばないリモートワーク

の環境が整うなど、移住ニーズは底堅いと考え

られますが、この流れは本県だけのものではあ

りません。九州各県のみならず、全国各地で移

住者確保のために様々な取組を行っており、移

住者の取り合いのような状況になっています。 

 一方、せっかく移住したものの、地域になじ

めず、思い描いていた地方暮らしとは違ったと

いう声も聞こえてきており、移住に向けた支援

も大切ではないかと感じています。 

 人口減少が進む中、農林水産業や商工業など

県内産業を支える人材は十分とはいえず、福祉

や医療分野などは慢性的な人手不足です。人口

減少を緩やかにし、このような状況を少しでも

改善していくためにも、なお一層移住者を増や

していかなければなりません。 

 そこで、移住先に本県を選んでもらい、安心
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して長く住み続けてもらうために、県としてど

のように取り組むのか、知事の考えを伺います。 

  〔後藤議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

御手洗議長 ただいまの後藤慎太郎君の質問に

対する答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 後藤慎太郎議員から移住・定住政策

について御質問いただきました。 

 コロナ禍は私たちの社会生活に大きな影響を

もたらし、価値観の変化により地方回帰の傾向

も強まってきています。国の調査でも、東京圏

在住の若い世代については、コロナ禍以降、地

方移住への関心が高まってきており、この流れ

をしっかりと捉えることが必要だと考えます。 

 一方、移住者を獲得するための地域間競争は

激化しており、移住先として大分県を選んでい

ただくためには、他県にない魅力的な支援策を

提案することが大事になります。 

 そのため、一つは、移住決断の大きな鍵と言

われている仕事の確保です。本県への移住者は

３０代の子育て世帯が多く、働き盛りで仕事を

求めています。 

 昨年度、移住希望者を対象としたＩＴ技術ス

クールを開講したところ、４１人が受講し、中

には姫島村や玖珠町などのＩＴ企業でエンジニ

アとして夢をかなえた若者もいます。今年度は

このような仕組みを福祉、医療の分野にも広げ、

保育や介護、看護職の資格の取得から就職、移

住までをワンストップでサポートします。 

 また、農業をしたいという方も多く、昨年度

の農林水産業の新規就業者４６９人のうち、県

外からの移住は１０５人と２割以上を占めてい

ます。県内各地で多彩な品目を学べるファーマ

ーズスクールや就農学校などの手厚い研修制度

により、新規就業者は年々増加しており、卒業

後は産業を支える人材として活躍しています。 

 二つは、移住者のニーズに応じた住まいの提

供です。移住者の９割以上は移住先の住居とし

て空き家を検討していますが、希望する物件が

なかなか見付からないといった声を伺います。 

 そこで、物件の探索や所有者との交渉をサポ

ートするため、建築士や宅建士、行政職員など

によるマッチングチームを編成したところ、既

に３０件を超える相談を受けており、移住者の

関心の高さを感じています。今後も移住者の要

望に丁寧に対応し、本県での暮らしを安心して

スタートできるよう支援していきます。 

 三つは、大分県に長く住み続けてもらうため

の定住に向けた支援です。やってきていただく

だけではなくて、定住していただくためのフォ

ローアップも非常に大事だということです。豊

後高田市では、移住者を支援する団体がお茶会

の開催や自宅の訪問など、移住者との交流を行

っています。ちょっとした困り事や地域のルー

ルなどを気軽に聞ける関係となり、よりスムー

ズに地域に溶け込んでいくことができます。こ

のような取組を県内全域に広げ、移住者に優し

い地域の育成を目指します。 

 移住者のニーズは様々であり、その一つ一つ

に寄り添うことが重要です。住んでよかった、

住んでみたいと思われる大分県となるように、

今後もしっかりと取り組んでいきます。 

御手洗議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございました。やはり移

住・定住政策、これから大分県にとってはとて

も大切な政策だと思いますが、子どもたちのこ

とを一番最初に考えられるような移住・定住政

策をやっていたら、おのずと人は増えるのでは

ないかなと。それは県民皆様にとって大切なこ

とだと思うので、ぜひこれからもまた考えてい

ただければなと思います。 

 それでは、次に行きます。 

 多文化共生の社会づくりについてです。 

 本県においても、ウクライナからの避難民を

受け入れています。日常生活の場を奪われ、異

郷で暮らすことを余儀なくされた避難民の皆様

の御苦労に対しては、日々心を痛め、支援の必

要性を強く感じています。 

 そのような中、本県ではいち早く４月１１日

から県内に受け入れたウクライナ避難民の方々

の生活を支えるため、ふるさと納税の仕組みを

活用して、広く寄附金を募ってきました。５月

初旬には当初目標額としていた５００万円を達

成し、時宜を得た取組と関心の高さに敬服した
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ところです。 

 避難民の皆様の支援にあたっては、住居の提

供や生活支援、就学、就労、日本語教育など、

受入先の市町村や支援団体等と連携しながら、

避難民の方々に本県で安心して生活していただ

けるよう、しっかりサポートを行っていただき

たいと思います。 

 本県では、これまでもウクライナを含め、海

外から多くの留学生を受け入れてきた結果、人

口１０万人当たりの留学生数は全国３位です。

また、県内在留外国人は令和３年１２月末現在

１万１千人を超え、コロナ収束後にはさらに増

加することが見込まれます。 

 このような中、外国人材から選ばれる大分県

になるためにも、外国人と県民とがお互いの文

化的違いを認め合い、対等な関係を築きながら、

地域社会の構成員として共に生きていく多文化

共生の社会づくりが今後ますます重要となって

くると考えます。 

 また、生産年齢人口の減少、企業等の働き手

不足などを背景に、外国人労働者も増加してい

ます。コロナの影響による入国制限により一時

的な減少は見られるものの、令和３年１０月時

点においても県内の外国人労働者数は７，３０

０人を超えており、５年前と比較して約２，６

００人の増加となっています。 

 農林漁業分野や介護分野など、今後さらにそ

の増加が見込まれる一方で、人材獲得競争が激

しくなる中、大分県が外国人材から選んでもら

える県となるため、安心・安全に暮らし、能力

を発揮できる地域社会が求められます。そのた

めには、生活や仕事で直面する様々な困り事に

寄り添って解決していくという環境を整えるこ

とが肝要です。このことは、ウクライナ避難民

を受け入れやすくすることにもつながると考え

ます。 

 こうしたことを踏まえ、多文化共生の社会づ

くりに向け、今後、県としてどのように取り組

んでいかれるのか、知事にお聞きします。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 多文化共生の社会づくりについて御

質問いただきました。 

 ウクライナ避難民支援については、県民の皆

様から目標を大幅に超える御寄附をいただきま

した。地域での交流も進み、避難民の方々は徐

々に大分での暮らしになじんできています。こ

うした皆様の温かい支援に感謝するとともに、

避難民の方々の気持ちに寄り添って、分け隔て

なく接する県民の意識の高さを改めて感じてい

ます。 

 社会経済のグローバル化が進む中で、多様な

価値を認め合い、共に発展していく多文化共生

の推進は世界共通の重要なテーマです。本県に

目を転じてみても、留学生や技能実習生など多

くの外国人が地域の一員として生活を営んでお

り、今や欠かすことのできない存在です。地域

活性化や経済活動に大いに活躍していただける

ように、多文化共生をこれまで以上に推進して

いくことが重要です。 

 このような状況を踏まえ、今年度スタートし

た第４期大分県海外戦略では、新たに多文化共

生の推進を大きな柱として加え、主に二つの観

点から取り組むこととしています。 

 一つは、生活面の支援です。 

 まずは日本人住民と外国人住民の円滑なコミ

ュニケーションが図られるように、県内各地の

日本語教室設置への支援や日本語教育ボランテ

ィアの育成強化に取り組みます。 

 地域住民との交流の場の創出も重要です。佐

伯市のよのうづ国際交流の会では、地元小中学

校生との交流事業や防災訓練、地域の祭りへの

参加など、外国人住民が地域に愛着を持って暮

らしていただくための環境づくりを進めていま

す。このような取組を他地域にも広げていきま

す。 

 あわせて、教育、医療をはじめ、日常生活の

身近な困り事などに対応するため、大分県外国

人総合相談センターにおける多言語相談の充実

や市町村の相談窓口との連携強化を図っていき

ます。 

 二つ目は、就労面の支援です。 

 技能実習生等が受入先でその能力を十分に発

揮し、生き生きと働ける就労環境の整備が大切

です。企業や監理団体が制度を正しく理解し、
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生活面や心理面のサポートまで行えるように、

外国人の文化、習慣に配慮した優良職場事例等

を学ぶセミナーを開催します。 

 また、今年度は技能実習生等が多い県北部に

おいて、寮などの施設改修や翻訳機器の導入等

に積極的に取り組む企業を支援するなどしてい

ます。 

 今後とも、外国人材から選ばれ、外国人住民

と県民とが地域を担う一員として、共に活躍す

る多文化共生の社会づくりを進めていきます。 

御手洗議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございました。多文化共

生の社会はもちろんですが、あわせて多様性も

しっかりこの大分県で何とか広げていただけれ

ばなと思っています。 

 例えば、私がずっとやってきたパートナーシ

ップ制度も今いろんな地域に広がっています。

ちょっと多文化とは違いますが、やはり様々な

ものを受け入れられると。それがさきほど言っ

た移住・定住政策も含めてですが、大分県とい

うのは何とすばらしい住みやすいまちなんだと

多くの人が思ってもらえるような地域になれば

なと考えているので、また次の機会に今度はそ

ういった多様性についてもやっていくので、多

文化共生はぜひしっかりよろしくお願いします。 

 では、次は子どもをめぐる諸課題についてで

す。 

 まずは児童虐待の問題です。 

 全国での児童虐待の相談件数は、令和２年度

に２０万件を超過し、３０年連続で最多を更新

しました。本県でも、この４月から新たに中央

児童相談所城崎分室を設置し、大分市との連携

を深化させています。今後は迅速な情報共有、

両者による支援、ケースの引継ぎなどがスムー

ズになり、これまで以上に虐待防止対策が進む

と期待しています。 

 一方で、コロナ禍で家の中で過ごす時間が増

えたこともあり、地域での子どもの見守り機会

が減少し、児童虐待のリスクが高まっている状

況にあります。特に養育環境が少し気になる程

度の家庭は、行政の助言や訪問指導などの支援

に拒否的であったり、あるいは支援が必要なこ

とに気が付いていないケースも多いとされてい

ます。 

 また、この春、竹田市の小中学校が家庭訪問

の廃止を決めました。先生も保護者も負担が減

ると賛同する声がある一方で、虐待や貧困を把

握する機会が失われるのではないかと心配する

声も入り交じっています。 

 こうした様々な状況に対応しながら、児童虐

待対策を進めていくためには、行政のみならず、

地域の力を活用することも大事です。潜在化す

る児童虐待を早期に発見し、適切な支援につな

げられるよう、地域における見守り体制を市町

村と連携しながら早期に県内全域に構築するこ

とが急務であると考えます。 

 それと同時に、児童や家庭の様子を見極め、

見守ることができる地域の支援団体の育成、確

保も、行政と共に車の両輪としての役割を担う

ために取り組むべき課題であると思います。 

 こうした状況を踏まえ、城崎分室開設後の状

況とあわせ、児童虐待の早期発見と適切な支援

に向けた地域での見守り体制の構築について、

今後どのように取り組んでいかれるのか、知事

の考えを伺います。 

 次に、起立性調節障害について２点伺います。 

 昨年の第４回定例会では、起立性調節障害、

いわゆるＯＤを持つ児童への対応について質問

しました。教育長からは、児童が安心して学校

生活を過ごせるよう教職員などの理解を広げる

ため、県医師会と連携した教職員向けの研修を

実施することや、全ての学校で同じ支援が受け

られるよう、福祉保健部、県医師会と連携し、

ガイドラインの作成を検討する旨の答弁をいた

だきました。 

 今回は、そのＯＤを持つ生徒の出欠の対応に

ついて質問します。 

 ＯＤは、症状が落ち着くまでに時間を要する

ため、症状がひどくなって朝からの登校が難し

くなったときは遅刻を、さらには長期欠席をす

ることもあります。その際、保護者は毎日欠席

連絡、若しくは遅刻連絡の電話連絡をしなくて

はならないのですが、毎日同じ内容をお伝えし

なくてはいけないということが大変大きな精神
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的負担となっています。 

 例えば、私立高校などでは、欠席連絡がスム

ーズに行えるアプリを導入することで、保護者

だけではなく、学校の負担も軽くなっています。

アプリでは、遅刻、欠席連絡ができ、その際、

理由も入力することができます。いつ、どの時

間を欠席したのかということも分かるので、高

校の欠課時数の確認にも活用できるなど、ＯＤ

を持つ生徒のみならず、多くの生徒、保護者の

メリットにもつながります。 

 一部の県立学校では既にアプリやメール配信

サービスを、そして、大分市内の小学校でもす

ぐーるなどのアプリを導入しているようですが、

教員の働き方改革にも資することになります。

他の県立学校や市町村立小中学校にもぜひアプ

リの導入をお願いしたいと思いますが、教育長

の見解を伺います。 

 それから、端末を活用した授業対応について

伺います。 

 現在、公立学校ではタブレット端末が一人１

台配備され、自宅から学校へのオンライン上の

アクセスが可能です。ＯＤなどが原因で物理的

に学校に登校しづらくとも、オンラインならば

大丈夫な子どももいると思います。 

 特に公立高校では、欠課時数の状況に応じて

補講を行うようにしていますが、登校が難しい

ので、その補講にも行けない場合もあります。

補講などで補えない場合は、留年や他学校への

転校を余儀なくされます。 

 また、欠課時数のことがプレッシャーとなり、

ＯＤが悪化し、不登校に結び付くという悪循環

も起こります。実際に先生方からの指導が強か

ったという声も上がっています。Ｗｅｂ会議シ

ステムのＺｏｏｍなどを活用することで出席扱

いとなれば、結果、時数の問題は回避でき、先

生方の負担も減ると思います。 

 ただし、近頃はＯＤかどうかを診断する新起

立試験を実施せずに問診のみでＯＤと診断する

ケースもあると聞いていますが、オンライン端

末での対応を認めるのは、きちんと新起立試験

を受けてＯＤと診断を受けた生徒や、何かしら

の病気の診断を受けていて、授業を受けること

ができない生徒に対してのみとするなどの条件

をしっかりと設けた上で対応していくべきと考

えます。 

 端末を利用し、Ｚｏｏｍでの授業参加などに

より出席扱いとなれば、ＯＤを持つ生徒のみな

らず、広く不登校などで授業に出席できなかっ

た児童生徒の自己肯定感を高める一助になると

考えますが、教育長の見解を伺います。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 これも大変大事な子どもをめぐる諸

課題について御質問いただきました。 

 私からはまず、児童虐待の早期発見と適切な

支援についてお答えします。 

 児童虐待は、本来、子どもにとって最後のよ

りどころとなるべき親がその子どもの人格を深

く傷つけ、成長に大きな影響を及ぼし、時とし

てかけがえのない命を奪うものであり、断じて

許されるものではありません。 

 しかしながら、本県においても、虐待相談件

数は増加傾向が続いています。これまで以上に

市町村と連携して、虐待のおそれのある家庭を

早期に発見し、適切な支援へつなぐことが求め

られています。 

 特に、県内の児童虐待対応件数の約６割を占

める大分市との連携を一層強化するために、本

年４月、大分市事案を専任で担当する中央児童

相談所城崎分室を設置したところです。早速、

市担当者と顔を突き合わせて相談、協議ができ

るようになり、情報共有はもとより、援助方針

の決定や動き出しが迅速化されるなど連携の効

果が表れています。 

 また、市への日常的な助言も可能となりまし

た。例えば、虐待のおそれのある児童の面接に

豊富な経験とスキルを持つ県の心理職員が同行

した結果、児童の素直な気持ちを引き出し、速

やかな一時保護につなげられた事例も出てきて

います。 

 このような現場のＯＪＴが大分市の人材育成

及び組織対応力の一層の向上に資するのではな

いかと期待するところです。 

 一方、潜在化する児童虐待に対応するために

は、地域におけるアウトリーチ型の見守り体制



第２回 大分県議会定例会会議録 第４号 

- 126 - 

の構築も急がなければなりません。 

 そこで、子どもの状況把握が難しい家庭に対

して、地域の児童家庭支援センターや子ども食

堂等のスタッフが弁当や文具などを持参して訪

問する取組を市町村と連携しながら実施してい

ます。初めは支援を拒みがちであった家庭でも、

次第に子どもが打ち解け、親からの相談も寄せ

られるようになったなど、子どもや家庭との信

頼関係の構築に大いに役立っています。 

 今年度は１０市で実施予定ですが、この取組

をさらに広げていくためには、相談支援のスキ

ルがあり、保護者との良好な関係を築くことの

できる民間団体の役割が重要です。県では、子

育て支援に関わるＮＰＯ等を対象に研修会を開

催するなど、支援を担う団体の育成、確保に努

めます。 

 加えて、全市町村で毎月開催している要保護

児童対策地域協議会の実務者会議において、関

係者が連携して、要保護児童の情報共有と適切

な支援の徹底を引き続き図っていきます。 

 全ての子どもがその成育環境にかかわらず、

誰一人取り残されることなく健やかに成長でき

るように、今後も関係機関との連携を密にして、

全力で支援していきます。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 私から２点お答えします。 

 まず最初に、起立性調節障害による出欠確認

への対応についてです。 

 県立学校が保護者との連絡手段として利用し

ているメール配信サービスについて、今年４月

のことですが、生徒、保護者からの遅刻、欠席

連絡ができる機能を追加しました。このことを

県立学校に周知したところ、現在６校がこの機

能を活用しており、３校が活用を検討していま

す。このほか、５校においては他のアプリ等で

実施していると承知しています。メール機能を

活用している学校では、朝の電話がつながりに

くい状況が改善されて、保護者から好評を得て

いる。一方で、教職員からは、電話によるコミ

ュニケーションも大事だという声も届いていま

す。 

 県教育委員会としては、まずはこの機能を検

証、改善するとともに、遅刻、欠席連絡の負担

軽減に向けて、県立学校や大分市などの取組に

ついて、市町村教育委員会等に対し情報提供し

たいと考えています。 

 それから二つ目は、端末を活用した授業対応

についてです。 

 県教育委員会では、本年３月、起立性調節障

害の生徒が安心して学校生活を過ごせるよう、

教職員や保護者が適切に対応、支援を行うため

の研修動画を作成しました。また、全ての学校

で必要な支援が受けられるよう、県医師会とも

連携してガイドラインの策定を進めています。 

 高等学校では、疾病による療養や障がいのた

め学校を長期間欠席する生徒に対して、その実

態に配慮した特別の教育課程を編成し、教育を

実施することができることとなっています。 

 そのような中、出席、単位認定には、端末を

活用して教員と生徒が互いに音声や映像等によ

るやり取りや質問を行う同時双方向型の授業を

実施することが必要です。実施にあたっては、

相当期間出席が見込めない診断がなされている

こと、生徒の状態等を踏まえ、学校、保護者、

医療関係者が連携、協力し、体調管理や緊急時

の適切な対応ができる体制を整えることが重要

だとなっています。 

 今後も生徒の学習機会の確保や単位の修得に

向けた各校の取組が適切に実施されるよう、制

度等の周知徹底を図りたいと考えています。 

御手洗議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございました。 

 教育長に一つ確認ですが、ガイドラインの作

成が進んでいるという話は伺っていますが、今

年度とか、もし時期があれば教えてください。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 ガイドラインは、今年度中には作

成したいと考えています。 

御手洗議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございました。 

 まず、広瀬知事から子どもの虐待をめぐる力

強い早期支援対策についてお話を伺いました。 

 様々な新聞、ニュース等で、虐待で子どもが

亡くなったという事件があって、皆さんももち
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ろん心を痛めていると思いますが、子どもの気

持ちになって考えると、どんな親であっても親

は親ですから、そして、小さな子どもはどうに

もできないと。生きていくために何ができるか

と。子どもたちというのは本当に親を頼るしか

ないですから、そういった子どもたちがまだ世

の中にごまんといるのだなと思ったら、少なく

ともこの大分県にはそういった子どもたちがい

なくなるように──いないと信じたいですが、

そういう大分県であってほしいなと思っている

ので、ぜひそういった小さな虐待の芽を少しで

も摘んでいけるような地域間のアプローチが行

われるようにできたらなとも考えています。 

 それから、ＯＤについてですが、ずっとしつ

こく教育長にいろんなお願いをしていますが、

保護者の会に行くと、親御さんたちは本当に毎

日電話しないといけないというのが、先生たち

にも申し訳ないなという反面、それが精神的負

担になっているという話をよく聞きます。そう

いったお母さんたちのお話を聞くと、例えば、

アプリを使ってできるのであれば、皆さん方の

心の負担も少し和らぐのではないかと思います。 

 それから、ＯＤのことが新聞やこういった場

所で取り上げられるようになって、いろんな方

に認知されるようになったことはとてもよかっ

たなと思っています。これからも各市町村の教

育委員会から、こういったＯＤの問題で悩んで

いる子どもがいるんだというのをまた周知して

いただければなと思うので、ぜひよろしくお願

いします。 

 では次に、性暴力の根絶に向けた取組につい

てお尋ねします。 

 本県では、性犯罪や性暴力による被害者が安

心して相談でき、医療や心のケアなど必要とす

るサポートをワンストップで支援できる相談機

関として、おおいた性暴力救援センターすみれ

を設置しています。 

 電話、面談、メールによる相談をはじめ、令

和３年４月からは夜間や土日祝日等でも相談で

きるコールセンターを立ち上げ、３６５日２４

時間対応しています。その結果、令和３年度の

相談件数は延べ７５４件、うちコールセンター

対応は１４０件と大幅に伸びています。 

 しかしながら、令和元年度に調査した県の意

識調査では、女性の被害者のうち３人に２人が

どこにも相談しなかったと回答しており、相談

できずにいる人たちがまだまだ多くいるのでは

ないかと思われるところです。こうしたことか

ら、まずは相談窓口の周知が大変重要です。 

 加えて、デートＤＶと呼ばれる若いカップル

間の暴力が近年問題となっていることから、対

等な立場で相手も自分自身も尊重できる関係の

つくり方などを考える機会も必要です。未来の

加害者、被害者を生まないためには、若い世代

に対する性暴力防止の啓発も極めて重要になっ

てくるのではないかと考えます。 

 そこで、伺います。県として、性暴力の根絶

に向けた啓発活動や相談窓口の周知、さらには

被害者への支援にどのように取り組んでいくの

か、生活環境部長にお尋ねします。 

御手洗議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 性暴力の根絶に向けた取組

についてお答えします。 

 性暴力の被害者は、誰にも知られたくないと

いった心理から、その多くが見えにくく、潜在

化しています。そのため、相談窓口すみれの周

知は重要であると考えています。 

 これまでも新聞やラジオなどメディアの活用

に加え、若者向けのリーフレットを作成し、県

内全ての中高生や大学生に配付してきました。 

 新たな取組として、人目を気にせず使いやす

いといった大学生のアイデアを採用して、相談

連絡先を書いた、本に挟むしおり３万部を作成

したところです。 

 若者への啓発については、高校生等を対象と

したデートＤＶ防止セミナーを実施することに

加え、ユーチューブなどＳＮＳを活用し、ＤＶ

や性暴力防止啓発動画の配信を行っています。 

 女性に対する暴力をなくす運動期間、１１月

１２日から２５日を予定していますが、その運

動期間中には、女性に対する暴力根絶のシンボ

ルとしてパープルリボン、これにちなみ、県立

美術館など県内２８か所で建物を紫色にライト

アップして、各地で啓発活動を展開する予定で
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す。 

 被害者への支援については、医療機関等への

同行などきめ細やかな対応に努めるとともに、

産婦人科への受診、あるいは弁護士相談等の公

費負担に加え、今年度からは精神科の受診につ

いても対象にするということで改正し、制度を

拡充したところです。 

 引き続き被害者の心身の回復に向け、寄り添

った支援に取り組みます。 

御手洗議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございました。ＤＶ被害

に遭われる方は、御本人に自覚がない場合も多

いという話も聞くし、若いカップルの間の暴力

が近年増えているといったことも聞くので、若

いうちからこういったことを何か教育できれば

──教育というか、教えることができたらなと

思うし、今、部長が言われたみたいに、精神的

に、例えば、トラウマになるといった方もとて

も多いと思うので、そういった精神科を受ける

という手厚い支援までできるのはとてもすばら

しいことだなと思います。 

 この質問もそうですが、大分県に住む子ども

たちがどんな場合も救われるような大分県であ

るためには、私は診療機関に相談できたり、大

分県の大人が子どもたちを助けてくれたなと子

どもたちが思えるような地域にできたらいいな

と思うので、これからもぜひこういった問題に

取り組んでいただきたいなと思っています。 

 では、最後です。今後の動物愛護の取組につ

いて伺います。 

 最後に、今日は皆さんと共に考えてみたいこ

とがあります。それは動物愛護に関する行政の

取組についてです。 

 令和元年に大分市の当時中学３年生だった倉

光杏奈さんが書いた国税庁と全国納税貯蓄組合

連合会主催の税についての作文について、まず

御紹介します。 

 倉光さんの作品は、５７万８，２０４編のう

ち４０編が選ばれる全国納税貯蓄連合会会長賞

を受賞しています。倉光さんは、ボランティア

の助けを借りながら動物愛護に税金が使われる

一方で、殺処分にもやはり税金が使われること

に複雑な気持ちになったことなど、おおいた動

物愛護センターを訪ねて感じたその思いをつづ

っています。 

 その作文の中で倉光さんは、広島県の神石高

原町のふるさと納税の制度が殺処分を減らす取

組に使われていることを調べて書いています。

神石高原町は、保護された犬が譲渡されるだけ

ではなく、ボランティア団体と協力して災害救

助犬やセラピー犬として育成していることを知

り、ふるさと納税は生まれ育ったふるさとに貢

献できる制度であり、自分の意思で応援したい

自治体を選ぶことができる制度であることに触

れ、人と動物がよりよく共存できる社会をつく

るために使われる税金があってもいいのではな

いかと思いをつづっています。倉光さんは、正

しく使われた税金なら巡り巡って必ず自分が救

われることがあるはずだという思いを込めて、

情けは人のためならずという言葉を引用し、そ

れが税金の精神であるという言葉で締めていま

す。とてもすばらしい作文でした。 

 今日の最後の質問は、そんな中学生の思いと、

今月、おおいた動物との共生を考える会が集め

た麻酔投与による安楽死に変えていきたいとい

う署名１万２，２６１人の皆様の思いをしっか

り受け止めながら質問します。 

 環境省が示す動物の殺処分方法に関する指針

では、第１の一般原則において、管理者及び殺

処分実施者は、動物を殺処分しなければならな

い場合にあっては、殺処分動物の生命の尊厳性

を尊重することを理念として、その動物に苦痛

を与えない方法によるよう努めるとあり、第３

の殺処分動物の殺処分方法では、化学的又は物

理的方法により、できる限り殺処分動物に苦痛

を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失

状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止

させる方法によるほか、社会的に容認されてい

る通常の方法によることとあります。 

 この問題を考えるときに、忘れてはならない

点かいくつかあります。 

 まず取り組まなければならないことは、そも

そも殺処分の数を限りなくゼロに近づけるよう

に努力しなければならないことです。 
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 殺処分については、ドリームボックスと呼ば

れるガス室を使用した方法から、注射による方

法を増やしている神戸の事例においては、殺処

分そのものが非常に少なくなっています。また、

殺処分に関わらなければならない職員の心理的

負担の軽減をどう考えるのかということも絶対

に忘れてはなりません。命あるものから命を奪

うその行為を毎日毎日行わなければならない職

員の負担はどうでしょうか。考えるだけでとて

も耐え切れません。何よりも重要なことは、無

責任な飼育放棄ゼロを目指し、無責任な命の売

買ゼロで悪徳繁殖業者を排除していき、動物愛

護センターに集まってくる数そのものを減らし

ていくことです。その結果として殺処分頭数が

減り、殺処分方法がドリームボックスから注射

へと変わっていくのではないでしょうか。 

 おおいた動物との共生を考える会の皆様は、

署名を集めることによって、少しでも多くの方

に本県での動物の殺処分の現状を知ってもらい、

殺処分方法を変えていけないかと願っています。

すぐに現状を変えることは難しいと皆様は感じ

ていますが、それでも世の中を変えていきたい

一心で署名を集められました。そのような皆様

の思いをぜひ少しでも多くの方にお伝えしたく、

そして、皆さんに考えていただきたく本日は御

紹介しました。 

 今月１日、動物取扱業のさらなる適正化や動

物の不適正な取扱いへの対応の強化を目指した

改正動物愛護法が施行されました。この機会に

動物との共生について、県民の皆さんが我が事

として改めて考えてほしいと強く願う次第です。

そして、さきの中学生のような、動物愛護につ

いて我が事として考えられる未来のリーダーが

一人でも多く育ってほしいと思っています。 

 そこで、お尋ねします。官民でこれまで以上

に力を合わせて殺処分頭数を減らしていくため

に、動物愛護の今後の取組について、センター

のさらなる活用や県と市町村との連携も含め、

どのように進めていくのか、お聞かせください。 

 あわせて、今月施行の改正動物愛護法により、

ペット店などで販売する犬や猫のマイクロチッ

プ装着が繁殖、販売業者に義務付けられました

が、今後どのように指導徹底していくのか、生

活環境部長に伺います。 

御手洗議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 今後の動物愛護の取組につ

いてお答えします。 

 殺処分を減らすためには、適正飼養の徹底と

愛護精神の普及を図り、県が引き取る犬猫を減

少させることが重要です。 

 動物愛護センターでは、市町村と連携し、小

中学生等に命の授業として動物愛護教育を、令

和３年度は２２０回、６，９０５人に実施した

ところです。 

 また、市町村、ボランティア、県獣医師会と

連携して、所有者不明の猫の不妊去勢手術と術

後の地域での世話を行うさくら猫プロジェクト

を展開して、３年度は１，１５０頭に手術を実

施したところです。これらの取組により、殺処

分は２年度の１，１８３頭から半減し、昨年、

３年度は５７２頭となったところです。 

 今年度からは、愛護教育を行う職員を１人か

ら２人に増やし、命の授業の実施回数をさらに

増やすなど、教育プログラムをより充実させま

す。また、今後、さくら猫プロジェクトに参加

する市町村を増やすことで、さらなる殺処分数

の削減につなげます。 

 また、マイクロチップの装着については、義

務化以前から実は研修会等で周知しているとこ

ろであり、今後は定期的に行っている施設への

立入りの際に装着状況を帳簿等でしっかり照合

するなど指導をより一層徹底します。 

 引き続き人も動物も愛情豊かに暮らすことの

できる社会の実現に取り組みます。 

御手洗議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 その殺処分の在り方について、先日、

会の皆さんが訪ねていったと思うんですが、そ

れについて現時点でどうお考えか、それだけ教

えていただけますか。 

御手洗議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 現在、ドリームボックスと

いうやり方で、ガス室でやっています。これに

対して御要望があったのは、注射による麻酔に

よって苦しまないようにということであり、そ
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のやり方については１頭ごとに処置するという

ことであり、それも議員御指摘のように獣医師

側の精神的、あるいは体力的な負担も非常に大

きくあるので、まずは殺処分全体を減らすため

のさくら猫プロジェクトをやって、殺処分があ

る程度少なくなったところで、改めてもう一度、

麻酔によるやり方も含めて検討したいと考えて

います。 

御手洗議長 後藤慎太郎君。 

後藤議員 ありがとうございます。なかなか変

わっていかないというのは、私も状況を考えた

らよく分かります。それで、その殺処分の在り

方というのは、今回署名を集めながら、すごく

難しい問題だなと本当に思いました。 

 例えば、一つは、今、麻酔薬がなかなか手に

入らなくなっているという問題もあるし、そも

そも殺処分の仕方はどちらがいいかというより

も、本当はそれがゼロになるのが一番いいわけ

で、さきほど話した獣医師の確保の問題にもつ

ながってくるんですが、通常考えたら、皆さん

動物が好きで公務員獣医師になる方が多いんで

すが、恐らく公務員獣医師になれない一つの問

題は、動物行政に関わったら殺処分に関わらな

いといけないからなりたくないという方もとて

も多いのではないかなと思っています。なので、

殺処分がゼロというのが一番いいわけですが、

２０１６年に台湾で実は女性獣医師の方が亡く

なったという事件があるんです。これは、本当

に動物を好きだった獣医師の方が毎日毎日、２

年間で７００頭安楽死させるということで、結

局、犬をかわいがって、餌やりも散歩もして、

最後、自分が注射を打ってその命を奪わないと

いけないということに苦しんで、それで自殺し

たということがあり、台湾ではこれが騒動にな

ったわけですが、動物問題を考えるときには誰

かが苦労しないといけないというのが現実にあ

るわけで、今、猫をどうしても──犬は確かに

減っているんですよ。ただ、猫はなかなか減ら

なくて、その分、ボランティアの方が相当な苦

労をされていると。やはりさくら猫プロジェク

トでやっても、本当に水道の蛇口を締めるよう

に、そこをまずなくさないと絶対に殺処分の問

題がなくなることはないんだろうなと改めて感

じています。獣医師の皆さんに一匹一匹、犬で

も猫でも注射を打って殺してくれというのは、

とても私も言えませんし、大変なことだと思い

ます。ただ、それはドリームボックスに入って、

そのボタンを押す人だって結果は一緒で、そう

いうことがなくなるといいなと思っています。 

 それから、その研究をこの会の皆さんで、で

はどうすればいいのかというので、みんなで手

分けして全国４７都道府県、それから、自治体

によっては二つ三つセンターというか、処分す

るところを持っているところがあるので、確認

したところ、おおよそ麻酔薬での殺処分が増え

ている現状があります。部長も書類を見られた

と思いますが、会の皆さんが毎日手分けして一

件一件聞きながら、先方も丁寧に答えてもらい、

そうなった理由を確認しました。 

 確かにまだ、殺処分のやり方についてはドリ

ームボックスに入れているというのもあるんで

すが、獣医師さんの言うことも皆さん当然違う

ので、それが苦しまない方法だという方もいま

すし、そもそも麻酔薬を打つまでに苦しむんだ

ということもあるものですから、これについて

はぜひ他県の事例も研究しながら、もちろん殺

処分ゼロまでまだまだ時間がかかると思います

から、何とかみんなにとってどういう方法がい

いかというのをぜひ検討していただきたいなと

思います。 

 さきほどの中学生、今は高校生になられてい

る倉光さんの作文にもあったけど、やはり税金

の使い方、こういうのに税金を使われないのが

一番いいわけで、これは大人の責任としてもし

っかりと考えていかないといけない問題だなと

思っています。 

 それから、動物愛護センターで働く獣医師の

皆さんとか県の生活環境部で働く獣医師の皆さ

んに、広瀬知事もぜひ動物愛護センターに行っ

て、その労をねぎらってあげていただきたいと

思うんですが、毎日毎日、多分大変だと思いま

す。毎日毎日、猫のことだとか犬のことで、い

ろんな問題で電話もかかってくると思いますか

ら、気に病む日も続くと思うので、ぜひそうい
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った問題を一緒になって大分県で考えていただ

きたいなと思っているし、どうかこの問題を皆

さん我が事として一緒に考えていただければな

と思っているので、よろしくお願いします。 

 それでは最後ですが、この６月をもって国に

復帰される黒田副知事、そして、高濱商工観光

労働部長には、県民のために、そして、県政推

進のためにおのおのの立場でたゆまぬ努力をい

ただきました。厚くお礼申し上げます。 

 黒田副知事におかれては、コロナ対策の最前

線はもとより、子どもへの切れ目ない支援の構

築に御尽力を、また、高濱部長におかれては、

宇宙港の誘致やＤＸの推進に奔走されました。 

 今後とも健康には十分に留意され、なお一層

の御活躍をされますよう心より御祈念申し上げ、

私の質問とします。ありがとうございました。

（拍手） 

御手洗議長 以上で後藤慎太郎君の質問及び答

弁は終わりました。馬場林君。 

  〔馬場議員登壇〕（拍手） 

馬場議員 皆さんこんにちは。３１番、馬場林

です。質問の機会を与えていただいた先輩、同

僚議員の皆さんに心から感謝を申し上げます。

今日、一般質問最後になるので、お疲れのとこ

ろだと思いますが、よろしくお願いします。 

 まず、社会的養育の推進についてお尋ねしま

す。 

 昨年１１月に「新時代おおいた」の「風紋」

で知事は、日本初の児童養護施設、日田養育館

について取り上げられていました。その中で、

日田県初代県令として赴任した松方正義が１８

６９年、地元有志の浄財も募りながら、近代日

本初の児童養護施設、日田養育館を造りました。

孤児等を養育し、できれば里親を見付けて、つ

なぐ役割も担っていたようです。「私どもとし

ては、先人の素晴らしい功績に敬意を表し、最

近はニーズやそれに応える手法も変わってきて

いますから、それを踏まえつつ、新しい子育て

満足度日本一を実現しなければならないと思い

ます。」と述べられています。 

 そのような社会的養育の取組が根付く日田市

に、今年、児童家庭支援センター陽（ひなた）

が開設され、職員の４人が常駐し、相談支援や

一時預かり、支援対象児童の見守り強化などの

業務を始めました。また、佐伯市においても、

児童家庭支援センターが新たに開設されていま

す。 

 ２０１６年の児童福祉法の改正では、子ども

が権利の主体であることが明確にされるととも

に、家庭養育優先原則にのっとり、家庭での養

育を受けられない場合においても、より家庭に

近い環境で養育されるよう明記されました。こ

れを受けて、厚生労働省は新しい社会的養育ビ

ジョンを示しており、このビジョンの実現に向

けて、県は２０１５年３月に策定した大分県家

庭的養護推進計画を全面的に見直し、新たに大

分県社会的教育推進計画を２０２０年３月に策

定しています。 

 子育て満足度日本一の実現に向けては、子育

て中の世帯に対する支援はもちろんのことです

が、保護が必要な子どもたちに目を向けた社会

的養育の充実にも積極的に取り組んでいく必要

があると考えますが、知事の見解を伺います。 

  〔馬場議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

御手洗議長 ただいまの馬場林君の質問に対す

る答弁を求めます。広瀬知事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 馬場林議員から社会的養育の推進に

ついて御質問いただきました。 

 県内には、虐待等によりやむを得ず親元を離

れて暮らす子どもが本年３月末で４４５人おり、

こうした子どもたちに寄り添った支援が求めら

れています。 

 本県では、令和元年度に策定した社会的養育

推進計画や児童福祉に関する国の動向等も踏ま

えつつ、次の三つを中心に対策を進めています。 

 まずは子どもの権利擁護です。 

 子どもが個人として尊重され、適切な養育や

教育を受ける機会が保障されるためには、その

意見を表明する機会が必要です。 

 そこで、県では２年度から大分大学と連携し

て、子どもの意見を受け止める体制づくりに先

駆的に取り組んでいます。例えば、一時保護所

へは毎週１回、児童養護施設等にも２か月に１
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回、大学が養成した意見表明支援員、いわゆる

アドボケイトを派遣し、子どもの声を聞き取る

機会を設けています。 

 先週成立したこども基本法等でも、子どもの

意見を表明する機会の確保が明記されており、

引き続き子どもの意見をしっかりと酌み取って

いきます。 

 二つは、里親委託の推進です。 

 全国に先駆けて取り組んできた結果、２年度

末の里親等委託率は全国平均の２２．８％を大

きく上回る３４．９％で、全国６位となってい

ます。 

 さらなる委託の推進に向けては、新たな里親

の確保が重要です。昨年設立された里親リクル

ート専門のＮＰＯ法人や、４市に配置した家庭

養護推進員等と連携し、広報活動に力を入れて

きた結果、昨年度の里親募集説明会の参加者は

前年度の約１．８倍と大きく増加したところで

す。 

 加えて、里親への支援も重要です。昨年度、

中央児童相談所に里親・措置児童支援課を設置

し、相談支援体制を拡充したほか、日田市と佐

伯市を加え、県内５か所となった児童家庭支援

センターにおいて、レスパイトなどの里親のケ

アや養育に関する助言を行っています。 

 三つは、里親や児童養護施設などを巣立つ子

どもたちへの支援です。 

 児童アフターケアセンターおおいたでは、進

学や就職で施設等を離れた児童に対し、積極的

に家庭訪問や行政手続等の同行支援を行ってお

り、３年度の実績は、前年度の４２人、１０６

回から１８２人、７２９回へと大幅に増加して

います。 

 さらに今年度は、当事者同士が気軽に集い、

語り合える場を新たに設けるなど、ピアサポー

トを充実させます。 

 近代日本初の児童養護施設を設立した本県の

先人の志を受け継ぎ、全ての子どもが安心して

健やかに成長できるように、社会的養育の充実

に引き続き力を入れていきます。 

御手洗議長 馬場林君。 

馬場議員 ありがとうございました。３点ほど、

子どもの権利擁護、それから、里親の推進、そ

して、子どもたちへの支援という三つのことを

取り組んでいくということがありました。特に

家庭で養育が適当でない子どもたちも、できる

限り家庭的な環境において継続的に養育される

ように支援をお願いしたいなと思います。 

 ただ、この計画の中で一つだけ部長にお尋ね

したいんですが、さきほど市町村要保護児童対

策協議会というのが虐待の中でも出てきました

が、最近では福岡県の篠栗町で虐待というか、

４歳の男児が食事を与えられずに亡くなったと

いう事件がありましたが、大分県でも２０１１

年４月に男児の虐待事件を受けて、要対協で実

務者会議を開きながら、お互いの連携を含めて

ずっと取り組まれてきていますが、その要対協

で管理しているケース数が随分と増えてきてい

るという状況が──１．３４倍に５年間で増え

ているという状況がありますが、どのようなケ

ースが増えているのか、そして、増加したケー

スへの対応としてはどのように対応されている

のか、そこをお聞きして、次の質問に入ってい

きます。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 市町村要対協が管理するケ

ースの内容については公表されていないので、

つぶさには分かりませんが、児童相談所の相談

対応の件数から見ると、身体的な虐待と心理的

虐待の二つが近年増加してきています。恐らく

管理しているケースもこの二つが増加している

ものと類推されます。 

 その要因としては、さきほど議員のお話にも

あったように、頻発する痛ましい虐待事案が報

道されていますが、それを見聞きした住民の虐

待防止意識の高まりにより通告件数が増えてい

ることによるものと思われます。 

 この増加への対応ですが、市町村要対協では

児童相談所や市町村の関係各課、それから、警

察や教育委員会など様々な関係者が出席して、

ケースごとにそれぞれきちんと役割分担を確認

して、決して抜かりのないように適切な支援体

制を確保しています。また、県としても、市町

村職員の研修も強化して対応力の一層の向上を
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図っています。 

御手洗議長 馬場林君。 

馬場議員 ぜひよろしくお願いします。 

 次に、生活福祉資金の貸付後の支援について

お尋ねします。 

 ２０２０年からの新型コロナウイルス感染症

の影響による休業や失業で一時的に収入が減少

した世帯を対象として、２０２０年３月１８日

から生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び

総合支援資金の特例貸付が実施されています。

長引くコロナ禍を受け、いまだ支援を必要とす

る人が多数存在しており、特例貸付の受付期間

は２０２２年８月末まで延長されています。 

 また、特例貸付の返済開始は原則借入れから

１年後となっていますが、厳しい経済状況が続

いていることから、２０２２年１２月末日以前

に返済が始まる方については、返済開始時期を

一律で２０２３年１月以降に延期できることと

なりました。 

 そして、社会福祉協議会から借り入れた方に

返済に関する通知の発送が現在始まっている頃

ではないかと思います。 

 先日の新聞では、新型コロナウイルス感染症

拡大で減収した世帯に生活資金を公費から特例

で貸し付ける制度をめぐり、返済が難しく、自

己破産や債務整理の手続をした利用者が少なく

とも約５千人いることが全国調査で分かったと

報道されました。調査は４７都道府県社協を対

象に４月上旬から下旬に実施され、３８都府県

から回答がありました。返済困難な貸付金は、

回答した１９県で計約１９億６千万円だったと

のことです。大分県の状況は、２０２０年５月

末時点で特例貸付の金額は約１５３億円、件数

は延べ３万９，０３８件に上っています。 

 貸付時点では、とにかくスピードが求められ

たため、一人一人の状況を正確に把握すること

が難しい面もあったのではないかと思いますが、

貸付後の生活については、一人一人に寄り添っ

た丁寧な支援が求められるのではないでしょう

か。 

 そこで、貸付後の人々の生活再建などに県と

してどのように取り組んでいかれるのか、お尋

ねします。 

御手洗議長 山田福祉保健部長。 

山田福祉保健部長 生活福祉資金の貸付後の支

援についてお答えします。 

 今回の特例貸付により急場をしのがれた方が

いる一方で、自立に向け、引き続ききめ細かな

支援が必要な方も数多いと認識しています。こ

のため、市町村社会福祉協議会等に設置された

自立相談支援機関において、一人一人の状況に

応じた相談対応を行っています。 

 具体的には、一般就労に向けた就労体験や訓

練、家計改善に向けた助言、離職等により家賃

の支払が困難になった方への給付金などの支援

策を継続的に実施しています。 

 また、貸付けが限度額に達してもなお生活が

困窮している世帯に対しては、最大６０万円の

自立支援金の給付を行うとともに、住民税非課

税世帯には１０万円の臨時特別給付金をプッシ

ュ型で支給しています。 

 なお、住民税非課税世帯に限定している特例

貸付の償還免除要件については、借受人の現在

の収入実態等に応じて判断するなど、貸付金の

返済が生活の立て直しの妨げにならないよう、

さらなる緩和を国に要望しています。 

 今後とも、市町村や社会福祉協議会等と連携

して、生活に困窮している方に対し、一人一人

に寄り添った丁寧な支援に努めます。 

御手洗議長 馬場林君。 

馬場議員 ありがとうございました。返済に関

しては、非課税世帯は返さなくてもよいという

条件がありますが、一昨日の堤議員の質問でも

貸付を受けている非課税世帯の数が取り上げら

れて、部長からは、把握できていないものの、

さきの臨時特別給付金支給時の調査では、全世

帯の３割に当たる１６万３千世帯が非課税世帯

だったという答弁がありました。 

 貸付を行った世帯が１万５千世帯だったら、

単純にこれに３割を当てはめた場合は、４，５

００もの世帯が返済免除になる可能性がありま

すが、現在はコロナ禍の影響に物価高騰も加わ

り、生活が厳しい状況となっています。中には

返済が難しく、自己破産された利用者も出てい
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るかもしれません。これからも就労、それから、

返済計画などについて、一人一人に寄り添いな

がら、生活再建、自立支援をお願いします。 

 次の質問に移ります。 

 ひきこもりの現状と対策についてお尋ねしま

す。 

 ２０１５年度に内閣府が１５歳から３９歳を

対象にしたひきこもりの実態調査を行い、ひき

こもりの状態となっている人は推計５４万１千

人との結果でした。また、２０１８年度には、

さらに４０歳から６４歳を対象にした実態調査

を実施しており、広義のひきこもり群に該当す

る人は推計６１万３千人に上るとの結果でした。 

 本県も２０１８年に民生委員・児童委員が把

握している情報を集める方法での調査を行い、

その結果、把握できたひきこもりの状態にある

人は６３７人でした。そのうち、４０代以上の

人は４０６人となっています。また、ひきこも

り期間１０年以上の人が全体の４０％を超え、

高齢化、長期化している現状が明らかになりま

した。 

 ２０１８年の第２回定例会では、特に４０歳

以上のひきこもり状態にある人への支援につい

てどのように取り組むかについて質問した際に

は、早期発見し相談機関へ、早期社会復帰への

支援、適切な支援機関へつなぐの３点を中心に

取り組むとの答弁がありました。 

 現在、本県は、第一義的な相談窓口としてひ

きこもり地域支援センターを大分市に設置して

いますが、各市町村での相談や支援の体制はど

のようになっているのでしょうか。 

 また、８０代の親が５０代の子どもの生活を

支える、いわゆる８０５０問題がメディアをに

ぎわしたことで、急激にクローズアップされた

高齢者のひきこもりも問題です。現在は９０６

０家庭の相談もあると聞いています。 

 高齢者がひきこもり状態となった場合、孤立

死などのトラブルが深刻化することも想定され

ます。障がいのある方の親亡き後については、

関係機関と連携した相談体制が構築されていま

すが、ひきこもりの方の親亡き後の支援も必要

不可欠ではないでしょうか。 

 こうしたことを踏まえ、健やかで心豊かに暮

らせる安心の大分県づくりを進めるために、ひ

きこもり対策についてどのように取り組んでい

かれるのか、知事の見解を伺います。 

御手洗議長 広瀬知事。 

広瀬知事 ひきこもりの現状と対策について御

質問いただきました。 

 ひきこもりは、いじめや不登校、職場の人間

関係、障がいなどその経緯や理由は様々で、期

間や家庭の状況も異なります。世間体などから

顕在化しにくく、地域に潜在するひきこもりの

方をいかに相談につなげ、適切な支援を届けて

いくかが大きな課題です。こうした状況を踏ま

え、次の三つの観点から対策を強化していきま

す。 

 一つは、ひきこもり地域支援センターの機能

強化です。 

 センターは、ひきこもり相談全般にワンスト

ップで対応しており、昨年度は相談者１５１人

のうち２６人の方を就労支援機関等につなげて

います。今後とも、電話相談はもとより、来所

が困難な当事者や家庭へのアウトリーチ型支援

に一層力を入れます。特に複雑なケースについ

ては、医療、法律、心理等の専門家による支援、

助言を行います。 

 二つは、支援機関ネットワークと情報発信の

強化です。 

 ひきこもりの早期発見、多面的な支援には、

県の関係機関はもとより、福祉や教育などの関

係団体との連携も重要です。そのため、昨年、

県全体のひきこもり対策を議論する官民一体の

会議を設けたところです。 

 また、ひきこもりの契機として不登校が多い

状況を踏まえ、在学中からのセンターとの情報

共有や相談の実施など、学校やスクールソーシ

ャルワーカー等との連携を深めます。 

 情報発信面では、４月に専用のＷｅｂサイト

を開設し、市町村の相談窓口や各種支援情報な

どを掲載しており、月２千件を超えるアクセス

をいただいています。今後も地域活動支援セン

ター等に当事者が外出するきっかけとなる居場

所を開拓し、掲載するなど、内容の充実に努め
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ていきます。 

 三つは、市町村の相談支援体制の充実です。 

 市町村が設置するひきこもり相談窓口は、令

和元年は６市町でしたが、昨年、全ての市町村

に設置されました。しかしながら、いまだノウ

ハウの不足などが課題です。そのため、昨年か

ら市町村相談窓口従事者への相談技術研修を開

始したほか、ひきこもり地域支援センターの専

門職員が市町村に出向いて助言するなど体制の

充実を図っています。 

 いわゆる８０５０問題については、親御さん

が介護サービスを受ける段階で初めて子どもの

ひきこもりが判明することも多くなっています。

こうしたケースでは、地域包括支援センターと

県、市町村の担当部署が連携の上、親の存命時

からひきこもりの方との関係を構築し、親亡き

後も孤立しないように一人一人の状況に応じて

支援しています。 

 今後とも、市町村や関係機関としっかり連携

して、県全体でひきこもり対策の充実を図って

いきます。 

御手洗議長 馬場林君。 

馬場議員 ありがとうございました。ひきこも

りの原因なり開始時期とか、それから、期間が

一人一人、全部違ってくる状況があると思いま

す。知事、今答弁にあったように、どう相談に

つなげるかというところが、家族の方も含めて

その辺が本当に大切だなと思います。相談に来

られる、相談にアクセスできる、そこが本当に

大事ではないかなと思うので、ぜひ相談に来れ

るような体制もお願いします。 

 中津市でひきこもり家族会を開いて、そして、

そこの家族で交流しながら取り組んでいこうと

いう社協の取組もあったんですが、呼びかけて

もなかなか集まる人が少ないような状況もある

ので、ぜひ相談を受けられるような情報発信も

含めてお願いします。 

 あと部長に、親亡き後の支援というか、ひき

こもりされた方の親が亡くなってしまってとい

うところで、さきほど答弁にもありましたが、

引き籠もった方は親が亡くなった後に分かると

いう状況も見られることがあります。障がいの

ある方は、親なきあと相談員、それから、地域

生活支援拠点の整備の促進だとか、グループホ

ームの利用だとか、そういう部門で事業として

はあると思うんですが、ひきこもりの方が高齢

化、長期化する中で特化したような支援があれ

ば教えていただいて、次の質問に移っていきま

す。 

御手洗議長 高橋生活環境部長。 

高橋生活環境部長 親亡き後のひきこもりの方

の特化した支援ということでお尋ねいただきま

した。 

 正にひきこもりの方は、いかにそれをキャッ

チするかというのが問題になると思います。ひ

きこもりの方のそういった孤独死を防いで支援

につなげるためには、まず何といっても予防の

ところ、つまり、親御さんが生きている間に早

期発見するということが一番重要だと考えます。 

 そのために、これまで行ってきた相談窓口の

情報発信はもちろんですが、特に地域の実情に

詳しい民生委員の方が恐らくかなりの情報を持

っていると思います。そういった方々としっか

り連携しながら、できるだけ詳しい情報をキャ

ッチするということが重要かなと考えています。 

 例えば、民生委員さんが参加するひきこもり

サポーター養成研修というのをやっています。

そういったものを強化して、早期発見の方策に

関する意見交換を行い、そういった内容の充実

も図っていければなと考えています。 

 それと、ひきこもりというのは、あくまでも

その状態を表すものなので、例えば、精神障が

いであったり、高齢者であったり、まずそこの

原因をしっかり把握し、相談の中でアセスメン

トをして、それに応じた個々の、例えば、障が

いであれば、今日の午前中の議員も言われたよ

うな具体の施策につなげていくということなの

で、まず、その原因をしっかりひもといていく

というのが重要かなと考えています。 

 その結果に応じて、例えば、生活困窮者の自

立支援とか障がい者支援、あるいは医療機関の

受診といったものにつなげていくという方策に

なろうかと考えています。 

御手洗議長 馬場林君。 
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馬場議員 ありがとうございました。自分の子

どもが引き籠もるということで、親が殺すとい

う事件も起きたことがあります。逆の、子ども

が親をということもありますが、ぜひぜひ相談

に行けるような状況をつくってください。 

 次に、中津日田道路の整備についてお尋ねし

ます。 

 中津日田道路は、中津港から大分自動車道日

田インターまでの約５５キロメートルの高規格

道路です。２０１５年、中津市三光の中津イン

ターで東九州自動車道と結ばれ、北九州、大分

方面への行き来が可能となりました。中津日田

道路が全線開通すれば、九州を循環できる経済、

生活、命の道となります。 

 ２０２１年度までに開通したのは、全長約５

５キロメートルのうち２２．８キロメートルで、

２０２３年度には田口インターから青の洞門・

羅漢寺インター間が開通予定になっているとお

聞きしています。 

 そこで、未開通の国直轄の青の洞門・羅漢寺

インターから本耶馬渓インター間、耶馬溪山国

道路、日田山国道路の進捗状況についてお尋ね

します。 

 また、現状、日田山国道路から大分自動車道

までは調査区間になっていますが、この区間を

開通することでさらなる利便性の向上が見込ま

れると考えます。今後の見通しについて、あわ

せてお聞かせください。 

御手洗議長 島津土木建築部長。 

島津土木建築部長 中津日田道路においては、

現在、３区間２７．３キロメートルで整備を行

っています。 

 まず、三光本耶馬渓道路の青の洞門・羅漢寺

インターチェンジから本耶馬渓インターチェン

ジ間では、跡田トンネルの掘削工事が年内に完

成予定と国土交通省から伺っています。また、

橋梁工事や改良工事など、早期開通に向け、着

実に進捗が図られています。 

 昨年度着手した耶馬溪山国道路では、地元説

明会を重ねながら、現地測量や地質調査、設計

を進めています。 

 さらに日田山国道路は、契約済みのトンネル

２本について、今年度から工事を本格化してい

きます。残る４本のトンネル工事などについて

も、関連する用地の取得を進めながら早期着手

を目指します。 

 一方、日田山国道路から大分自動車道の未着

手区間約４キロメートルについては、大分自動

車道への接続の在り方を検討しているところで

あり、まずは現在進めている現道の４車線化事

業について早期完成に努めます。 

 中津日田道路は、県土の骨格を形成する重要

な社会基盤であり、今後も予算の確保に努めつ

つ、地域の御協力をいただきながら全力で取り

組みます。 

御手洗議長 馬場林君。 

馬場議員 ありがとうございました。中津日田

道路と東九州自動車道、それから、大分自動車

道がつながることによって、様々な面での大き

な効果があると思います。早期に開通できるよ

うに私たちも一緒に取り組んでいくので、どう

か早期開通に向けての取組をお願いして、次の

質問に移ります。 

 教育に関する諸課題について、３点ほどお尋

ねします。 

 長期入院中の児童生徒の学習支援についてお

尋ねします。 

 現在、視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、

肢体不自由、病弱の子どもたちを教育するため

に特別支援学校や特別支援学級が設けられてい

ます。県内では、その中の病弱の児童生徒に対

する教育を行う特別支援学校として、別府支援

学校と同校の分校である石垣原校の２校があり

ます。また、病弱の児童生徒に対する特別支援

学級は、病院内に設置された学級とその他に設

置された学級がありますが、その８割は院内学

級となっており、県内では県立病院、大分大学

医学部附属病院に設置されています。 

 病院への聞き取り調査によると、昨年度時点

のそれぞれの病院における院内学級在籍者数は、

県立病院で小学生２３人、中学生１人、また、

大分大学医学部附属病院では小学生１人、中学

生８人とのことでした。県内には高校生向けの

院内学級が設置されていないため、こうした児
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童生徒の進路選択が厳しい現状があるとも聞い

ています。 

 また、先日、長期療養中の高校生の思いが新

聞で報道されました。記事には、高校生である

自分を奪われることが何よりつらい、同時配信

授業を希望したが受けられず、それでも大好き

な英語の勉強を亡くなる２日前まで続けていた

高校生もいます。同級生と一緒に勉強すること

が生きる希望になります。同時双方向型の遠隔

授業で使うタブレットやロボットが教室にある

ことで、同級生も入院した生徒を意識し、教室

に戻ったときにお帰りと出迎えることにもつな

がりますという切実な思いがつづられていまし

た。 

 近年、文部科学省が遠隔教育による単位認定

の条件を段階的に緩め、病気やけがで登校でき

ない高校生も進級や卒業がしやすくなっていま

すが、長期入院中でも可能な範囲で学校の授業

に参加し、クラスの一員としてかけがえのない

時間を共有することは大変重要なことであると

考えます。 

 そこで、お尋ねします。長期入院中の児童生

徒に対する学習支援について、県内の院内学級

での課題を中心にどのように分析し、対処され

ているのか、お尋ねします。また、遠隔授業で

の学習支援にどのように取り組んでおられるの

か、あわせてお尋ねします。 

 次に、教員不足への対応についてお尋ねしま

す。 

 近年、教員の欠員が課題となっています。文

部科学省が本年１月に公表した調査によると、

全国の公立小中学校などで、２０２１年度始業

式時点において欠員が生じる教員不足が２，５

５８人に上ったことが明らかになりました。 

 近年の本県での欠員は、１学期の始業式の時

点で、２０１８年度は小学校、中学校、高校、

特別支援学校全体で２７人、２０１９年度は３

８人、２０２０年度は２９人、２０２１年度は

３７人となっています。そして、２０２２年４

月８日現在の状況は、小学校２９人、中学校１

７人、義務教育学校３人、県立高校２人、特別

支援学校２人、全体で５３人が欠員となってい

ます。教員不足が深刻化しています。教員の欠

員状況は、全体的には年々増加傾向にあり、さ

らに１学期、２学期と進むにつれて増加する傾

向にあります。 

 教員を確保するために、臨時講師の方や退職

された方にお願いしたり、また、専門知識を持

つ社会人を採用する特別免許状制度を活用した

りされていると思いますが、教員不足は依然と

して解消されていません。 

 また、教員免許更新制が７月に廃止されます

が、既に免許を失効された方の復帰を促すため

にも、更新制廃止に伴う諸手続などの周知徹底

も必要ではないでしょうか。 

 そこで、欠員が出る原因をどのように捉えて

いるのか、また、教員の確保に向けてどのよう

に取り組んでいるのか、お尋ねします。 

 次に、教職員の現職死亡等への対策について

お尋ねします。 

 ２０１２年の第２回定例会において、教職員

の現職死亡と病休者の現状と対策に関連して、

４月に３人、５月に２人、６月に１人と３か月

間で６人の方が亡くなられています。このこと

は異常に思えてなりません。早急に現職死亡や

休職者をなくす対策をと質問しました。 

 当時、現職死亡や病休者をなくしていくため

の具体的な施策として、安全衛生連絡協議会の

設置、定期健康診断や精密検査、ストレス健康

診断の受診率１００％を目指すこと、医師等の

専門家による各種相談事業、こころのコンシェ

ルジュによる巡回相談などを回答いただき、さ

らに教育活動を進める上で教職員はかけがえの

ない財産であり、今後とも教職員の健康保持増

進に努めていきますとの教育長の答弁をいただ

きました。 

 その後の１０年間、現職死亡者と病気休職者

の状況は、全体的には減少傾向にあるものの、

２０２１年度の現職死亡者は前年度と比較して

２倍の１３人となっています。また、病休者も

２０２１年度に小、中、教育庁において増加し、

高校を含めた全体で９８人となっています。 

 ２０１４年、授業中に脳出血で倒れ、３か月

後に亡くなられた県北部の中学校の当時４６歳
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だった女性教諭について公務災害と認められま

した。また、女性教諭の父親の声として、勤務

先の中学校は近くだった。授業などに備え、ほ

ぼ毎日、遅くとも午前７時前には家を出た。帰

りは遅く、休日もない。能率を上げきらんのか

と声をかけたこともあるが、愚痴や泣き言は聞

いた覚えがない。仕事が多く、生徒を十分に見

てあげられない。かわいそう。そう漏らす声が

耳に残るとの報道がありました。また、佐伯市

立中学校の当時５０歳だった男性教諭が２０１

７年６月に急死したのは過労死だったとして、

公務災害の認定を請求し、２０１９年１０月に

公務災害と認定されました。男性の妻は、夫が

頑張ったことを分かってほしいとともに、二度

と過労死は起きてほしくない。夫の死を無駄に

したくないと訴えました。男性の亡くなる直前

３か月の時間外労働時間は、１５９時間、１７

４時間、１９３時間となっていたそうです。 

 そこで、この１０年間の状況を踏まえ、これ

までの現職死亡等をなくすための施策はどうで

あったのか、また、現職死亡者、病気休職者数

が今なお増加傾向にあることに対して、今後ど

のような施策に取り組んでいかれるのか、お尋

ねします。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 ３点についてお答えします。 

 最初に、長期入院中の児童生徒の学習支援に

ついてです。 

 全ての児童生徒のために必要な学習環境を整

えることは重要なことであり、これは院内学級

においても同様だと考えます。 

 院内学級の課題としては、児童生徒同士の交

流の場を持ち難いことや、病状により体験的な

活動が制限されることなどがあると考えます。

そのため、県内の院内学級では、オンラインで

音楽会や帰りの会等を配信し、学校への所属感

を高めたり、アバターを使った遠隔授業を取り

入れたりしています。教科の学習では、入院前

までの学びを確認し、一人一人の習熟の程度に

あわせた指導を行い、退院後の困りの軽減に努

めています。 

 また、県立高校の中には、長期入院している

生徒に対し、担当医と相談の上、遠隔授業配信

を行い、授業後には担任との面談を行う時間を

設けている学校も見られます。 

 長期入院中の児童生徒には、個々の心身の状

態に応じた細かな対応が必要なことから、今後

も本人、保護者の希望を受け止め、当該の医療

機関と連携しながら学習機会確保を進めていき

ます。 

 ２点目は、教員不足への対応についてです。 

 欠員の原因としては、少子化等の影響による

大学教育学部の定員減少や、教員が大量退職期

を迎える中、全国的に教員確保が厳しい状況と

なっていることが考えられます。 

 本県では、教員の確保に向け、今年度の採用

試験においても、１次試験免除の拡充や２次試

験の口頭試問の廃止、他県教諭特別選考の受験

資格の緩和といった策を講じるなど、受験しや

すい環境づくりを進めています。 

 また、再任用校長や再任用指導主事制度の導

入をはじめ、退職予定者の意向確認時期を早め

て、より丁寧に聞き取りを行うなど再雇用に向

けた環境整備にも取り組んでおり、今後の定年

引上げへの対応も検討しています。 

 さらに、本県における教員の養成、輩出に大

きな役割を担っている大分大学と連携し、国に

も要望した結果、来年度入試から大分大学教育

学部定員の増員が予定されています。 

 なお、教員免許法の改正については、制度改

正の概要とか諸手続について、ホームページや

広報誌などにより周知徹底を図っていきます。 

 それから最後に、教職員の現職死亡等への対

策についてお答えします。 

 これまで定期健康診断やがん検診の検査項目

を充実させるとともに、全員受診の徹底、スト

レスチェックの実施、保健師や精神科医師、こ

ころのコンシェルジュの増員など、相談体制の

拡充を図ってきました。これらの取組で、平成

２４年度以降、現職死亡者数と病気休職者数は

減少傾向にありましたが、近年は増減を繰り返

しています。 

 昨年度は、がんと脳血管疾患による一般疾病

休職者数が約７割、がんを起因とする現職死亡
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者が約６割となっています。また、定期健康診

断結果では、生活習慣病を起因とする有所見者

が多く、若年層の有所見率も６割を超えるなど

課題が見られるところです。そのため、今年度

から器官別検診に前立腺がん検査や胃カメラに

よる胃がん検査を追加し、脳ドックの定員につ

いても２００人から４００人に倍増します。ま

た、若年層の健康増進のため、２５歳の節目人

間ドックを追加、新たに生活習慣病予防セミナ

ーを開催し、職員自身のセルフケア意識を向上

させることを考えています。 

 引き続き病気の早期発見、早期の対策、重症

化予防に取り組み、教職員の健康増進に努めま

す。 

御手洗議長 馬場林君。 

馬場議員 ありがとうございました。 

 まず、１点目の長期入院中の児童生徒の学習

支援ということで、小中学校は院内学級が設置

されることになっていると思うんですね。中津

市民病院も設置されていたんですが、現在はい

ないということでされていませんが、高校生が

さきほども答弁にあったように遠隔授業を受け

ている状況があるということで、私もちょっと

相談を受けたことがあるんですが、京都市では

入院中の高校生を含む児童生徒を対象とした遠

隔教育に向けて、医療と教育を結ぶコーディネ

ーターを配置していると。そのコーディネータ

ーの方が病院、又は学校をつないで遠隔教育も

されているようですが、そういうコーディネー

ターを設置するということは考えられないのか

どうか。人数的にはそんなに多くないというこ

ともあるかもしれませんが、そういうコーディ

ネーターを設置できませんかというのが一つと、

二つ目は、教員不足については、定員が減少す

ることと退職者が増えていくということがある

と思うんですが、二つ、県内で免許更新制度の

導入後に取得された免許状を失効しているとい

う方が少なくとも３８８人ぐらいいらっしゃる

とお聞きしています。こうした方々の再授与申

請手続の簡素化についてどのようにお考えなの

か。 

 それから、欠員が深刻な場合には、例えば、

欠員があったり、コロナの部分で学校の中がか

なり人が足りないという状況のときには、教育

委員会だとか、教育事務所とか、教育センター

で教員免許を持っている方を一時的に現場に派

遣するという取組が検討できないのかというこ

とで、今年は始業式の日に担任がいないという

状況は多分県内ではなかったのではないかなと

思うんですが、全国的には始業式の日に担任が

いないという学校も存在したということをお聞

きしているので、その教員の不足を退職した方、

また、免許を失効した方に再申請してもらって

現場にというところ、それから、欠員が生じた

ときには教育委員会なり、教育事務所なりの方

が支援するというところはどのようにお考えな

のかということ。 

 そして、最後に三つ目は、今、定年制が６０

歳になっていますが、６０歳を待たずに定年前

に退職する方というのは、小、中、県立高校、

教育庁を含めて毎年１５０人ぐらいいらっしゃ

るということなんですね。６０歳の定年を迎え

る前に退職されるという定年前退職者が多い要

因とその対策についてお尋ねします。 

御手洗議長 岡本教育長。 

岡本教育長 ３点についてお答えします。 

 長期入院の関係です。少しテクニカルな話に

なってしまいますが、院内学級で学びを続ける

ためには、転籍という手続が必要となることは

御案内のとおりです。この転籍ですが、小中学

校では容易に行えるところですが、高等学校の

場合には校種が複数あって困難だという実態が

あります。 

 議員も今お話しいただいたとおりですが、本

県において、小中学校の院内学級には当然学級

担任がついています。この学級担任が担当医、

保護者ともしっかり連携していただいて、教育

を行うということで、正に医教連携コーディネ

ーターと同じ役割を果たしていただいていると

いう実態があります。 

 他方、高校においては、答弁でも答えたとお

りですが、事象が発生する都度、しっかり対応

できるように努めているところですが、文科省

のモデル事業による京都市の取組ですが、この
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取組については、その状況を参考にしながら、

本県でも取り入れるべきもの、あるいは取り入

れられるものがあるのか、しっかり検討してい

きます。 

 それから、教員不足の関係です。免許失効者

の状況、今３８８人というのがシステム上で把

握できているところですが、そういう方々への

再授与手続については、今後、国から出される

方針、あるいは九州各県などの状況を見ながら

関係規則の整備をし、極力簡素化を図りたいと

考えています。 

 それから、欠員不足の際に教育委員会や教育

事務所等の教員が加勢できないかという御質問

でした。 

 教育委員会の職員ですが、この数年、状況を

見ると、体育保健科所属の養護教諭がクラスタ

ーの発生があったために一時的に高校に支援に

入ったという事例は見られるんですが、それ以

外にはなかなか人員的にも余裕がない状況で、

学校現場への派遣はなかなか難しい状況だと考

えています。引き続き教育事務所、市町村教育

委員会と連携しながら、欠員の補充に努力しま

す。 

 それから、三つ目、定年前の退職者が多い要

因はという御質問でした。 

 昨年度の状況ですが、定年前退職者数、前年

度に比べると４７人増加となっていますが、直

近５年間の平均と比較すると、４７ではなく１

９人の増という幅にとどまっています。 

 退職の理由ですが、職員御本人の身体的、精

神的な健康不安であったり、あるいは両親の介

護など様々あげられています。一方で、定年退

職後も再任用教員として力を発揮いただいてい

る方も年々増加している実態もあります。教職

員が健康に働けるよう、引き続き私どもとすれ

ば、職場環境づくりに努めたいと考えています。 

御手洗議長 馬場林君。 

馬場議員 ぜひ教員が本当に健康で働き続けら

れるような環境整備をお願いします。 

 ちなみに教員免許を私も持っていますが、私

の場合は休眠ということで、もう年なので、全

然お役に立たないかもしれませんが、ぜひ定年

前の退職ということもなくなるような状況をつ

くっていただければと思っています。 

 最後に、この６月をもって県を退職される黒

田副知事、そして、高濱商工観光労働部長には

この場をお借りして厚くお礼を申し上げます。 

 コロナ禍の中でしたが、黒田副知事におかれ

ては感染防止対策に奔走され、また、高濱部長

におかれては落ち込んだ県経済の再活性化に尽

力されました。今後ともなお一層の御活躍をさ

れますよう心より祈念申し上げ、私の一般質問

とします。ありがとうございました。（拍手） 

御手洗議長 以上で馬場林君の質問及び答弁は

終わりました。 

 これをもって一般質問及び質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております各案件及び今

回受理した請願３件は、お手元に配付の付託表

及び請願文書表のとおり、所管の常任委員会に

付託します。 

 なお、他の委員会にも関連のある案につきま

しては、合い議をお願いします。 

―――――→…←――――― 
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件          名 付 託 委 員 会 

第 ５７ 号議案 令和４年度大分県一般会計補正予算（第１号） 総 務 企 画 

福祉保健生活環境 

商工観光労働企業 

農 林 水 産 

文 教 警 察 

第 ５８ 号議案 大分県税条例の一部改正について 総 務 企 画 

第 ５９ 号議案 大分県税特別措置条例の一部改正について 総 務 企 画 
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第 ６０ 号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について 総 務 企 画 

第 ６１ 号議案 大分県議会議員及び大分県知事の選挙における選挙運動

用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に

関する条例の一部改正について 

総 務 企 画 

第 ６２ 号議案 水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を

定める条例の一部改正について 

福祉保健生活環境 

第 ６３ 号議案 大分県病院事業に係る料金条例の一部改正について 福祉保健生活環境 

第 ６４ 号議案 県有地の売却について 商工観光労働企業 

第 ６５ 号議案 大分都市計画事業大分臨海工業地帯大在土地区画整理事

業に関する条例の廃止について 

土 木 建 築 

第 ６６ 号議案 大分県立学校職員及び大分県市町村立学校県費負担教職

員定数条例の一部改正について 

文 教 警 察 

第  ２  号報告 令和３年度大分県一般会計補正予算（第１４号）につい

て 

総 務 企 画 

福祉保健生活環境 

商工観光労働企業 

農 林 水 産 

土 木 建 築 

文 教 警 察 

第  ３  号報告 令和３年度大分県公債管理特別会計補正予算（第３号）

について 

総 務 企 画 

 

第  ４  号報告 大分県税条例等の一部改正について 総 務 企 画 

 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 以上をもって本日の議事日程は終

わりました。 

 お諮りします。明２３日、２４日及び２７日

は常任委員会開催のため、２８日は議事整理の

ため、それぞれ休会としたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、明２３日、２４日、２７日及び２８

日は休会と決定しました。 

 なお、２５日、２６日は県の休日のために休

会とします。 

 次会は、６月２９日定刻より開きます。日程

は、決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 本日はこれをもって散会します。 

午後２時５４分 散会 

―――――→…←――――― 

  〔散会後の発言であるが、参考のため掲載

   する〕 

御手洗議長 この際、黒田副知事から御挨拶が

あります。黒田副知事。 

  〔黒田副知事登壇〕 

黒田副知事 ただいまお許しをいただきまして、

一言皆様に御礼を申し上げます。 

 私はこのたび、任期を２年残してではありま

すが、知事の許しをいただき、６月２７日をも

って副知事の職を辞させていただくこととなり

ました。 

 令和２年７月に県議会で選任の同意をいただ

き、これまで２年間、地方行政のトップランナ

ーであります広瀬知事の下、いささかなりとも

県政の一角に参画できましたことは、私にとり

まして身に余る光栄でございました。大過なく

本日を迎えることができましたのも、ひとえに

御手洗県議会議長さんをはじめ、本日御出席の

議員の皆様方の御支援、御指導のたまものであ

ります。心より御礼を申し上げます。 

 この２年間を顧みますと、着任直後に発生し
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た令和２年７月豪雨災害、そして、６度にわた

って大きな感染の波を経験し、現在も続く新型

コロナウイルス感染症への対応とたび重なる危

機の連続の時期であったと考えます。 

 県民の皆様や議員の先生方の御協力をいただ

きながら、医療提供体制、検査体制の確保、ワ

クチン接種の推進など県独自の方針を組み入れ

ながら進めてまいりました。また、コロナ禍の

中ではありましたが、一昨年１１月、天皇皇后

両陛下が地方初のオンライン行幸啓として豊後

大野市の高齢者の通いの場を御訪問、参加者の

方々と親しく心通う交流をされたこと、そして、

先月には東アジア文化都市事業、そして、実に

３年ぶりとなる別府アルゲリッチ音楽祭が盛大

に開幕したことなど様々な出来事が思い出され

ます。 

 福祉保健分野では、子育て満足度、健康寿命、

障がい者雇用率の三つの日本一の実現に向けて

取り組んでまいりました。 

 高齢者の分野では、足かけ１０年にわたる大

分方式の取組の結果、通いの場の参加率が全国

トップとなるなど、介護予防、自立支援の効果

が少しずつ、だんだん実感されるようになって

まいりまして、健康寿命日本一の大きな原動力

になりました。介護分野のデジタルトランスフ

ォーメーションの推進とあわせて、今後もさら

なる展開が期待されます。 

 子どもの分野では、国のこども家庭庁の動き

を先取りしまして、発達が気になる子どもへの

就学前後の一貫支援に向けて、母子保健、子育

て支援、児童福祉、保育所、幼稚園、こども園、

小学校、ここに至る連携強化をする先駆的な取

組がスタートします。ヤングケアラーの支援な

ど支援が必要な子どもへの取組とあわせまして、

これからの人づくりに向けて歩みを進めている

と感じております。 

 私は６月２７日をもって退任し、国に復帰を

しますが、安心・活力・発展を県政の柱として、

未来に向けて力強く挑戦する日本一のおんせん

県おおいたをこれからも応援させていただきま

す。 

 結びになりますが、議員の先生方の一層の御

活躍と御健勝並びに大分県のますますの発展を

心から祈念申し上げまして、私の退任の挨拶と

させていただきます。本当にありがとうござい

ました。（拍手） 

御手洗議長 以上をもって終わります。御苦労

様でした。 

午後２時５９分 
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令和４年第２回大分県議会定例会会議録（第５号） 

 

令和４年６月２９日（水曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第５号 

            令和４年６月２９日 

              午前１０時開議 

第１ 第５７号議案から第６６号議案まで及び

第２号報告から第４号報告まで並びに請

願１６から請願１８まで 

   （議題、常任委員長の報告、質疑、討論、

採決） 

第２ 第６７号議案から第６９号議案まで 

   (議題、提出者の説明、質疑、討論、採

決） 

第３ 議員提出第６号議案から議員提出第１５

号議案まで 

   （議題、提出者の説明、質疑、討論、採

決） 

第４ 議員派遣の件 

第５ 閉会中の継続審査及び調査の件 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 第５７号議案から第６６号議案まで

及び第２号報告から第４号報告まで

並びに請願１６から請願１８まで 

（議題、常任委員長の報告、質疑、

討論、採決） 

日程第２ 第６７号議案から第６９号議案まで 

（議題、提出者の説明、質疑、討論、

採決） 

日程第３ 議員提出第６号議案から議員提出第

１５号議案まで 

（議題、提出者の説明、質疑、討論、

採決） 

日程第４ 議員派遣の件 

日程第５ 閉会中の継続審査及び調査の件 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 御手洗吉生 副議長 古手川正治 

    志村  学     井上 伸史 

    吉竹  悟     清田 哲也 

    今吉 次郎     阿部 長夫 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    衛藤 博昭     森  誠一 

    井上 明夫     鴛海  豊 

    木付 親次     三浦 正臣 

    嶋  幸一     元吉 俊博 

    阿部 英仁     成迫 健児 

    浦野 英樹     高橋  肇 

    木田  昇     羽野 武男 

    二ノ宮健治     守永 信幸 

    藤田 正道     原田 孝司 

    小嶋 秀行     馬場  林 

    尾島 保彦     玉田 輝義 

    平岩 純子     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     河野 成司 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    荒金 信生     麻生 栄作 

    末宗 秀雄     小川 克己 

欠席議員 １名 

    大友 栄二 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           広瀬 勝貞 

 副知事          尾野 賢治 

 教育長          岡本天津男 

 公安委員長        岩本 光生 

 人事委員長        石井 久子 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         和田 雅晴 

 企画振興部長       大塚  浩 

 企業局長         磯田  健 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        松田 哲也 

 福祉保健部長       山田 雅文 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     高濱  航 
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 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       島津 惠造 

 会計管理者兼会計管理局長 廣末  隆 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         秋月 久美 

 労働委員会事務局長    田邊 隆司 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

御手洗議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 本日の議事は、お手元に配付の議

事日程第５号により行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 第５７号議案から第６６号議案ま

で及び第２号報告から第４号報告

まで並びに請願１６から請願１８

まで 

（議題、常任委員長の報告、質疑、

討論、採決） 

御手洗議長 日程第１、日程第１の各案件を一

括議題とし、これより各常任委員長の報告を求

めます。福祉保健生活環境委員長二ノ宮健治君。 

  〔二ノ宮議員登壇〕 

二ノ宮福祉保健生活環境委員長 皆さんおはよ

うございます。福祉保健生活環境委員会の審査

の経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案３件、報告１件及び請願１件です。 

 委員会は去る２３日に開催し、部局長ほか関

係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第５７号議案令和４年度大分県一般会計補正予

算（第１号）のうち本委員会関係部分について、

第６２号議案水質汚濁防止法第三条第三項の規

定に基づく排水基準を定める条例の一部改正に

ついて及び第６３号議案大分県病院事業に係る

料金条例の一部改正については原案のとおり可

決すべきものと、第２号報告令和３年度大分県

一般会計補正予算（第１４号）についてのうち

本委員会関係部分は承認すべきものと、いずれ

も全会一致をもって決定しました。 

 次に、請願１６犬猫の殺処分における安楽死

を求めることについては、さらに審査を要する

ので、別途、議長宛て閉会中継続審査の申出を

しました。 

 以上をもって福祉保健生活環境委員会の報告

とします。 

御手洗議長 商工観光労働企業委員長井上明夫

君。 

  〔井上（明）議員登壇〕 

井上（明）商工観光労働企業委員長 商工観光

労働企業委員会の審査の経過と結果について御

報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案２件、報告１件です。 

 委員会は去る２４日に開催し、部局長ほか関

係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第５７号議案令和４年度大分県一般会計補正予

算（第１号）のうち本委員会関係部分及び第６

４号議案県有地の売却については原案のとおり

可決すべきものと、第２号報告令和３年度大分

県一般会計補正予算（第１４号）についてのう

ち本委員会関係部分は承認すべきものと、いず

れも全会一致をもって決定しました。 

 以上をもって商工観光労働企業委員会の報告

とします。 

御手洗議長 農林水産委員長太田正美君。 

  〔太田議員登壇〕 

太田農林水産委員長 おはようございます。農

林水産委員会の審査の経過と結果について御報

告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案１件、報告１件及び前回継続審査となっ

た請願１件です。 

 委員会は去る２３日に開催し、部長ほか関係

者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、第

５７号議案令和４年度大分県一般会計補正予算

（第１号）のうち本委員会関係部分は原案のと

おり可決すべきものと、第２号報告令和３年度

大分県一般会計補正予算（第１４号）について

のうち本委員会関係部分は承認すべきものと、

いずれも全会一致をもって決定しました。 

 次に、継続請願１２コロナ禍による米の需給

改善と米価下落の対策の意見書の提出について
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は、さらに審査を要するので、別途、議長宛て

閉会中継続審査の申出をしました。 

 以上をもって農林水産委員会の報告とします。 

御手洗議長 土木建築委員長清田哲也君。 

  〔清田議員登壇〕 

清田土木建築委員長 土木建築委員会の審査の

経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案１件及び報告１件です。 

 委員会は去る２３日に開催し、部長ほか関係

者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、第

６５号議案大分都市計画事業大分臨海工業地帯

大在土地区画整理事業に関する条例の廃止につ

いては原案のとおり可決すべきものと、第２号

報告令和３年度大分県一般会計補正予算（第１

４号）についてのうち本委員会関係部分は承認

すべきものと、いずれも全会一致をもって決定

しました。 

 以上をもって土木建築委員会の報告とします。 

御手洗議長 文教警察委員長阿部長夫君。 

  〔阿部（長）議員登壇〕 

阿部（長）文教警察委員長 文教警察委員会の

審査の経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案２件、報告１件です。 

 委員会は去る２４日に開催し、教育長及び警

察本部長ほか関係者の出席説明を求め、慎重に

審査した結果、第５７号議案令和４年度大分県

一般会計補正予算（第１号）のうち本委員会関

係部分及び第６６号議案大分県立学校職員及び

大分県市町村立学校県費負担教職員定数条例の

一部改正については原案のとおり可決すべきも

のと、第２号報告令和３年度大分県一般会計補

正予算（第１４号）についてのうち本委員会関

係部分は承認すべきものと、いずれも全会一致

をもって決定しました。 

 以上をもって文教警察委員会の報告とします。 

御手洗議長 総務企画委員長今吉次郎君。 

  〔今吉議員登壇〕 

今吉総務企画委員長 おはようございます。総

務企画委員会の審査の経過と結果について御報

告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案５件、報告３件及び請願２件です。 

 委員会は去る２４日に開催し、部長ほか関係

者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、第

５７号議案令和４年度大分県一般会計補正予算

（第１号）のうち本委員会関係分、第５８号議

案大分県税条例の一部改正について、第５９号

議案大分県税特別措置条例の一部改正について、

第６０号議案大分県使用料及び手数料条例の一

部改正について及び第６１号議案大分県議会議

員及び大分県知事の選挙における選挙運動用自

動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公

営に関する条例の一部改正については原案のと

おり可決すべきものと、第２号報告令和３年度

大分県一般会計補正予算（第１４号）について

のうち本委員会関係部分、第３号報告令和３年

度大分県公債管理特別会計補正予算（第３号）

について及び第４号報告大分県税条例等の一部

改正については承認すべきものと、いずれも全

会一致をもって決定しました。 

 また、請願１７消費税５％への引き下げを求

める意見書の提出について及び請願１８消費税

インボイス制度実施の延期や中止を求める意見

書の提出については、いずれも賛成少数をもっ

て不採択とすべきものと決定しました。 

 なお、第６０号議案については、農林水産委

員会及び文教警察委員会に合い議し、その結果

をも審査の参考としました。 

 以上をもって総務企画委員会の報告とします。 

御手洗議長 以上で委員長の報告は終わりまし

た。 

 これより委員長の報告に対する質疑に入りま

す。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

し、これより討論に入ります。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

猿渡久子君。 

  〔猿渡議員登壇〕 

猿渡議員 日本共産党の猿渡久子です。日本共

産党を代表し、討論を行います。 

 第５７号議案令和４年度大分県一般会計補正

予算については、生活福祉資金貸付事業の予算、
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児童扶養手当受給世帯等に児童１人当たり５万

円を支給する予算、給食費の値上げを抑制し保

護者の経済的負担を軽減するための予算、高等

学校の授業料支援の予算など、全体としては物

価高騰の中で必要な予算であり、賛成です。し

かし、マイナンバーカード取得促進事業につい

ては、大分トリニータと連携して普及を図ろう

というものですが、国民が必要としない制度に

固執し国民にマイナンバーカードを押し付ける

やり方はやめるべきだと考えます。 

 デジタル化は県民の利便性の向上のためには

必要なものですが、個人情報が漏れないことと

連携されないことが前提であり、企業のもうけ

の対象にするものではありません。 

 県はマイナンバーカード取得率向上のため、

大分県版マイナポイントなどで２０２２年度ま

でにほとんどの県民が取得するよう取組を強め

ると言っていますが、今年５月末の交付率は４

４．２４％です。県民が取得しないのは、情報

流出や情報の一元管理、プロファイリングの危

険性など、多くの県民が不安を感じているから

です。 

 政府は、社会保障、税、災害対策の３分野以

外の分野にも広げ、マイナンバーそのものを利

用しなくても行政事務全般で情報連携できるよ

うにしようとしています。これは、もうけの種

であるビッグデータをさらに増やすためであり、

集積されたデータは利活用されるのです。利便

性の高さはセキュリティレベルの低さと表裏一

体であることが、２０２０年夏に発覚したドコ

モ口座の不正引き出し事件によってあらわとな

っています。さらなる個人情報の集積により、

個人情報漏えいの危険は高まります。 

 県は、不正利用を防止している、情報連携に

マイナンバーを直接用いず情報漏えいしない仕

組みを構築していると言いますが、日本社会で

個人情報漏えい事件は日々発生しており、実効

性があるとは言えません。 

 もともと国民の税・社会保障情報を一元的に

管理する共通番号の導入を求めてきたのは財界

でした。国民の税と社会保障の情報を国が掌握

し、徴税強化や社会保障給付の抑制の手段に使

うこと、企業が匿名化情報を使い、もうけの対

象にすることなどが導入の狙いです。 

 国民の所得、資産、社会保障給付を把握し、

国民への徴税強化、給付削減を押し付けるマイ

ナンバー制度の問題点を指摘し、第５７号議案

についての討論とします。 

 次に、第５９号議案大分県税特別措置条例の

一部改正について反対です。 

 地域再生法に基づき、地方への本社機能の移

転、拡充を行う事業者に対して、課税免除等に

ついて適用期限の延長等を行うものです。本社

機能を東京２３区内から大分県へ移転したり、

既に大分県内にある企業の本社機能を拡充した

場合に、事業税や不動産取得税を軽減するとい

う内容です。確かに、中小企業も対象となって

いますが、当然、誘致大企業にも適用されます。

大企業には莫大な内部留保が蓄えられ、その上、

これまでにも様々な優遇税制が施されています。

こうした優遇こそ是正し、県民負担をやめるよ

う求めるものであり、反対です。 

 次に、第６３号議案大分県病院事業に係る料

金条例の一部改正について反対です。 

 これは、紹介状なしで受診する場合等の定額

負担の見直しをするものですが、値上げによっ

て受診抑制につながってしまいます。年金は引

き下げられ、実質賃金は下がる中で、値上げラ

ッシュで県民の暮らしは大変です。値上げには

賛成できません。 

 次に、第６６号議案大分県立学校職員及び大

分県市町村立学校県費負担教職員定数条例の一

部改正について、反対の立場から討論を行いま

す。 

 この議案は、毎年この時期に改正案が出され

る学校の先生の定数を削減するという条例です。

今回の条例改正は、県立学校の教職員定数は２

６人の減となっています。これは県立高校の収

容定員の減少などで県立学校の児童生徒数が減

少することによるものとの説明です。また、市

町村立学校県費負担教職員定数が６０人の増と

なっています。これは特別支援学級が増えたこ

とや小学校３年生の３５人学級の実施に伴うも

のということです。 
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 教員は、この５年間で県立学校で１０８人の

減、小中学校で３６人の増となります。過去５

年間の教職員の病気休職者数は年間で８２人か

ら９３人、そのうち精神疾患は４７人から５７

人、全体の５５．１％から６２．２％を占めて

います。現職死亡は２０１２年度から今まで７

７人に上ります。これまで痛ましい過労死も起

きています。これは多忙化や長時間勤務などが

大きく影響しているものと考えられます。 

 県教委は定数の削減ではなく、教育環境の整

備や少人数学級の拡大、無理な統廃合や１年単

位の労働時間制の中止及び正規教職員の増員等、

待遇改善を行うべきです。 

 国民の声に押され、４０年ぶりに公立小学校

の学級編制の標準が引き下げられ、昨年度から

５年間かけて小学校全学年で３５人学級の実施

が進んでいます。中学校へも拡大し、さらに３

０人学級へ進むよう要望します。 

 次に、請願１７消費税５％への引き下げを求

める意見書の提出について、賛成の立場から討

論します。 

 相次ぐ値上げ、急激な物価上昇により、悲鳴

が上がっています。これだけ物価が上がってい

るのに、年金は下がって年寄りは死ねと言うん

かと言う年金生活者、ビニールやパックなどの

値段がすごく上がって本当に厳しいと言う食肉

業者、ガス代が去年の３倍にもなって驚いたと

言うレストランなど、声が切実です。消費税引

下げは家計の負担、事業者の負担を軽くする最

大の物価高対策となります。事業者の負担軽減

は賃金引上げにもつながります。 

 国民の購買力を高め、景気対策にもなる本請

願にぜひ御賛同をお願いします。 

 次に、請願１８消費税インボイス制度実施の

延期や中止を求める意見書の提出について、賛

成の立場から討論します。 

 来年１０月から適格請求書等保存方式（イン

ボイス制度）が実施されようとしています。こ

れが実施されれば、中小事業者やフリーランス

の事務量と消費税負担が増加します。 

 年間売上げが１千万円以下の農林水産事業者

は、野菜や魚等を事業者へ販売する場合、イン

ボイスの発行ができるかどうかで取引から除外

されたり、課税事業者へ転換したりしなければ

ならなくなります。公共事業の最末端の下請や

一人親方の場合も同様です。基幹産業としての

農林水産業や中小零細事業者の営業等を守り育

成するためにも、全国商工団体連合会、日本商

工会議所連合会など多くの業者団体もインボイ

ス制度は延期、又は中止を求めています。 

 ぜひ本請願に御賛同いただくようお願いしま

す。 

 今議会で議案１３本中１０本に賛成、３本に

反対し、また、請願２本中２本に賛成し、討論

とします。（拍手） 

御手洗議長 以上で通告による討論は終わりま

した。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 まず、第５７号議案、第５８号議案、第６０

号議案から第６２号議案まで、第６４号議案、

第６５号議案及び第２号報告から第４号報告ま

でについて採決します。 

 各案件は、委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案件は委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、第５９号議案、第６３号議案及び第６

６号議案について、起立により採決します。 

 各案に対する委員長の報告は、いずれも可決

です。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

御手洗議長 起立多数であります。 

 よって、各案は委員長の報告どおり可決され

ました。 

 次に、請願１７について、起立により採決し

ます。 

 本請願に対する委員長の報告は不採択ですが、

採択について採決します。 

 本請願を採択することに賛成の諸君の起立を
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求めます。 

  〔賛成者起立〕 

御手洗議長 起立少数であります。 

 よって、本請願は不採択とすることに決定し

ました。 

 次に、請願１８について、起立により採決し

ます。 

 本請願に対する委員長の報告は不採択ですが、

採択について採決します。 

 本請願を採択することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

  〔賛成者起立〕 

御手洗議長 起立少数であります。 

 よって、本請願は不採択とすることに決定し

ました。 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 第６７号議案から第６９号議案ま

で 

（議題、提出者の説明、質疑、討

論、採決） 

御手洗議長 日程第２、第６７号議案から第６

９号議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

第６７号議案 副知事の選任について 

第６８号議案 公安委員会委員の任命について 

第６９号議案 収用委員会委員の任命について 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 提出者の説明を求めます。広瀬知

事。 

  〔広瀬知事登壇〕 

広瀬知事 ただいま上程された人事議案につい

て御説明します。 

 その前に、新型コロナウイルス感染症に関す

る御報告をします。 

 年明けからの第６波は、これまでにない流行

規模となりましたが、５００人を超えていた一

日当たりの新規感染者数は全体として落ち着き

を見せています。また、病床使用率も緩やかに

低下を続け、１０％を割り込むまでに改善して

います。そのため、昨日、県内の感染状況はス

テージ２、国のレベル分類でいうとレベル１に

相当する状態であると判断しました。 

 これまでの医療関係者、福祉施設関係者等の

御尽力に心より感謝するとともに、県議会議員

各位の御指導、そして、県民の皆様の御理解、

御協力に改めて御礼を申し上げながら、御報告

とします。 

 それでは、人事議案について御説明します。 

 第６７号議案副知事の選任については、吉田

一生氏を選任することについて、第６８号議案

公安委員会委員の任命については、石田敦子氏

の任期が９月７日で満了するため、平川加奈江

氏を新たに任命することについて、第６９号議

案収用委員会委員の任命については、松田健太

郎氏の任期が７月３１日で満了するため、田中

朋子氏を新たに任命することについて、それぞ

れ議会の同意をお願いするものです。 

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただくよう

お願いします。 

御手洗議長 以上で提出者の説明は終わりまし

た。 

 これより質疑に入ります。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

します。 

 お諮りします。各案については委員会付託を

省略したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員会付託を省略することに

決定しました。 

 これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結し、これより採決し

ます。 

 各案は、これに同意することに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案はこれに同意することに決定し

ました。 

―――――→…←――――― 

 日程第３ 議員提出第６号議案から議員提出

第１５号議案まで 
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（議題、提出者の説明、質疑、討

論、採決） 

御手洗議長 日程第３、議員提出第６号議案か

ら第１５号議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

議員提出第 ６号議案 原油等価格の高騰対策

を求める意見書 

議員提出第 ７号議案 飼料価格の高騰対策を

求める意見書 

議員提出第 ８号議案 水田活用の直接支払交

付金の見直しについて

柔軟な対応を求める意

見書 

議員提出第 ９号議案 国民の祝日「海の日」

の７月２０日への固定

化を求める意見書 

議案提出第１０号議案 地方財政の充実・強化

を求める意見書 

議案提出第１１号議案 義務教育費国庫負担制

度の堅持を求める意見

書 

議員提出第１２号議案 最低賃金の改正等に関

する意見書 

議員提出第１３号議案 地方公共団体情報シス

テムの標準化に向けて

の意見書 

議員提出第１４号議案 環境教育の推進及びカ

ーボンニュートラル達

成に向けた学校施設の

ＺＥＢ化の更なる推進

を求める意見書 

議員提出第１５号議案 埋設保管されている２、

４、５－Ｔ系除草剤の

安全な撤去等を求める

意見書 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 順次、提出者の説明を求めます。

森誠一君。 

  〔森議員登壇〕 

森議員 ただいま議題となった議員提出第６号

議案から第９号議案までを一括して提案理由を

説明します。 

 まず、第６号議案原油等価格の高騰対策を求

める意見書についてです。 

 新型コロナウイルス感染症はいまだ収束が見

通せず、その影響が長期化しており、加えて、

ロシアによるウクライナ侵攻などの影響もあり、

世界規模で不確実性が高まっており、原油の国

際価格は高い水準で推移しています。 

 原油価格の高騰は、各種石油製品や原材料等

の価格高騰、さらには日常生活に関連した様々

な物価の上昇を引き起こしており、県民の生活

や企業の活動などに非常に大きな影響を与えて

います。特に、生産コストの上昇を価格に転嫁

しづらい農林水産業、運輸業、中小企業等にお

いては、自助努力では対応できないところまで

追い込まれています。 

 国においては、燃料油価格の激変緩和策や漁

業、農林業、運輸業、生活衛生関係営業といっ

た原油等価格の影響を大きく受ける業種への支

援などに取り組まれていますが、原油等価格の

高騰が長引くと、民間消費や企業活動を下押し

し、コロナ禍からの社会経済活動の回復が大き

く阻害されかねません。 

 よって、国等に対して、原油等価格の高騰が

国民生活や我が国経済に及ぼす影響を最小限に

抑え、コロナ禍からの経済社会活動の回復を確

かなものとするよう、原油等価格の高騰対策を

迅速かつ的確に講ずるよう強く要請するもので

す。 

 次に、第７号議案飼料価格の高騰対策を求め

る意見書についてです。 

 畜産物は、良質なたんぱく質を供給し、また、

豊かな国民生活に大きく寄与しており、今後と

も畜産経営の維持、発展を図っていく必要があ

ります。 

 しかしながら、原油価格と同様に、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大やロシアによるウクラ

イナ侵攻の長期化などの影響により飼料価格が

高騰しており、畜産農家の重い負担となってい

ます。本県の畜産経営も非常に厳しい状況にあ

ります。 

 国においては、配合飼料価格安定制度を実施

していただいていますが、飼料価格上昇分に見
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合う補 はなされていません。現在の国際情勢

を踏まえると、今後さらなる飼料価格の上昇が

見込まれ、畜産農家の経営努力のみで対応する

ことは困難です。 

 国民に安心・安全な畜産物を提供している畜

産農家が、今後とも畜産経営を安定的に維持、

発展させていくためには、一刻も早い対応が求

められていることから、国等に対して、飼料価

格の高騰対策をより一層強力に進めるとともに、

国産飼料の生産拡大に向けた施策の実施などに

ついて、早急に対応するよう強く要請するもの

です。 

 続いて、第８号議案水田活用の直接支払交付

金の見直しについて柔軟な対応を求める意見書

についてです。 

 本県においては全耕地面積に占める水田の割

合は約７割を占めており、作付延べ面積に対す

る水稲の割合は４１％であり、米への依存度が

高い営農形態となっています。その一方で、米

の需要見通しは年間１０万トンずつ減少し、主

食用水稲の作付実績も毎年２００から３００ヘ

クタール減少しています。 

 こうした傾向を受けて、本県においては、行

政や関係団体が一体となって、収益性の高い園

芸品目等の導入に取り組んでいます。 

 こうした中において、国は水田活用の直接支

払交付金についての見直しを行い、今後５年間

に一度も水張りが行われない農地は交付対象水

田にしないなどの方針を示しました。 

 この方針については、交付金の対象から除外

される農地が出ることにより、農地を維持する

ことが困難となり、耕作放棄地が増加すること

につながるのではないかなどの不安の声が聞か

れます。 

 そうしたことから、国等に対して、生産者が

意欲を持って作付けし、将来にわたる安定的な

営農や農地の維持が展望できるように、この直

接支払交付金の詳細な取組にあたり、柔軟な対

応を求めるものです。 

 最後に、第９号議案国民の祝日「海の日」の

７月２０日への固定化を求める意見書について

です。 

 国民の祝日である海の日は、海の恩恵に感謝

するとともに、海洋国日本の繁栄を願うことを

趣旨として平成７年に制定され、平成８年より

施行されています。制定された当初は、昭和１

６年に制定された海の記念日の７月２０日を基

に、海の日は７月２０日とされていましたが、

いわゆるハッピーマンデー制度により、平成１

５年以降、７月の第３月曜日とされたところで

す。しかしながら、我が国と海との歴史的、文

化的及び経済、社会的な関わりなどを踏まえ、

また、私たち一人一人が制定の趣旨でもある海

の恩恵に感謝し、海の安全や環境保全について

思いをはせる機会とするためにも、海の日を制

定当初の７月２０日に固定化するよう求めるも

のです。 

 案文はお手元に配付しているので、朗読は省

略します。 

 以上で説明を終わります。御賛同くださるよ

うよろしくお願いします。 

御手洗議長 小嶋秀行君。 

  〔小嶋議員登壇〕 

小嶋議員 ただいま議題となった議員提出第１

０号、第１１号、第１２号議案について一括し

て提案理由を説明します。 

 まず、第１０号議案地方財政の充実・強化を

求める意見書についてです。 

 今、地方自治体には、医療、介護など社会保

障への対応、子育て支援策の充実、地域交通の

維持、確保など多くの行政需要への対応が求め

られていますが、公的サービスを担う人材不足

は深刻化しており、新型コロナウイルス感染症

対策や近年多発している大規模災害、そのため

の防災・減災事業の実施など、緊急な対応を要

する課題にも直面しています。 

 こうした地方の財源対応について、政府はい

わゆる骨太方針２０２１で、２０２４年度まで、

２０２１年度の地方財政計画の水準を下回らな

いよう、同水準を確保するとしていることから、

国会及び政府に対し、来年度の政府予算と地方

財政の検討にあたり、社会保障、感染症対策、

防災、脱炭素化対策、地域交通対策、人口減少

対策、デジタル化対策など、九つの事項につい
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て措置を講ずるよう求めるものです。 

 次に、第１１号議案義務教育費国庫負担制度

の堅持を求める意見書についてです。 

 ２０２１年３月３１日、改正義務標準法が成

立し、小学校の学級編制標準が学年進行により

段階的に３５人に引き下げられることになりま

したが、文部科学大臣が国会で答弁したように、

中学校、高等学校での３５人学級の早期実施、

さらにはきめ細かな教育を行うための３０人学

級の実現が必要です。 

 本県では、小学校１・２年生、中学校１年生

の３０人以下学級の定数措置が行われています

が、義務教育は、自治体間、地域間によって格

差が生じることのないよう、国の施策として財

源を保障し、全国どこに住んでいても、子ども

たち一人一人へのきめ細かな対応や学びの質を

高めるための教育環境の整備が不可欠なことか

ら、国会及び政府に対し、地方自治体が教育の

機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教

育費国庫負担制度を堅持するよう要請するもの

です。 

 最後に、第１２号議案最低賃金の改正等に関

する意見書についてです。 

 新型コロナウイルス感染症の収束が見通せな

い中、経済、社会、雇用情勢は依然として厳し

い状況が続いています。感染症対策と経済成長

の両立に必要なことは、雇用の確保を大前提に

社会全体で雇用を維持、創出すると同時に、賃

金の底上げ、底支えにより所得を向上させるこ

とです。また、社会基盤を支える中小企業や有

期、短時間等で働く労働者の賃金格差を是正し、

個人消費を喚起して、内需を拡大させていくこ

とも必要不可欠です。 

 またさらに、多くのエッセンシャルワーカー

の処遇改善の観点からも、最低賃金の引上げの

重要性が指摘されています。 

 最低賃金の引上げについては、２０１０年、

政労使の雇用戦略対話で、できる限り早期に全

国最低８００円を確保し、景気状況に配慮しつ

つ、２０２０年までに全国平均千円を目指すこ

とを合意しています。 

 よって、最低賃金の引上げのためには、コロ

ナ禍で特に大きな影響を受けている中小企業・

小規模事業者が継続して事業を行い、雇用の維

持、確保ができるよう、雇用調整助成金をはじ

めとする国の各種施策の拡充、強化や特別措置

等の支援策の早急な対応が求められるため、国

会及び政府に対し、最低賃金の引上げや中小企

業・小規模事業者支援の拡充などを講ずるよう

要請するものです。 

 案文はお手元に配付しているので、朗読は省

略します。 

 以上で説明を終わります。御賛同くださるよ

うにお願いします。 

御手洗議長 吉村哲彦君。 

  〔吉村議員登壇〕 

吉村議員 ただいま議題となった第１３号、第

１４号議案について提案理由の説明をします。 

 まず、議員提出第１３号議案地方公共団体情

報システムの標準化に向けての意見書について

です。 

 政府は、令和２年に地方公共団体が予見可能

性をもって計画的、安定的にデジタル改革を進

めることが可能な形での財政的支援を行うこと

を閣議決定し、地方公共団体情報システムの標

準化に関する法律を制定しました。 

 また、国民の命と暮らしを守る安心と希望の

ための総合経済対策において、地方公共団体情

報システムの標準化が決まり、令和２年度、そ

して令和３年度に、地方公共団体が円滑にシス

テムを導入するための経費を基金として計上し

たところです。 

 国では、令和４年夏までに、２０業務につい

て各システムの標準仕様書の策定を行い、地方

公共団体は令和５年度から令和７年度にかけて、

ガバメントクラウドの利用に向けシステム移行

していく予定となっています。 

 しかし、地方公共団体は新型コロナウイルス

の影響で財政状況も厳しく、またデジタル人材

の不足も深刻な状態となっていることに加え、

地域の高齢者はデジタル化に不慣れな方も多く、

ネットの環境が整っていない地域もあります。 

 よって、国等におかれては、システム導入に

向けて、地方公共団体の状況を踏まえ、二つの



第２回 大分県議会定例会会議録 第５号 

- 152 - 

事項を実施されるよう要望するものです。 

 次に、議員提出第１４号議案環境教育の推進

及びカーボンニュートラル達成に向けた学校施

設のＺＥＢ化の更なる推進を求める意見書につ

いてです。 

 地球温暖化や激甚化、頻発化している災害等

に対し、ＳＤＧｓや２０５０年のカーボンニュ

ートラル達成に向けて、さらなる取組が急務で

す。これまで教育環境の向上と共に、学校施設

を教材として活用し、児童生徒の環境教育を行

う、いわゆるエコスクール授業が行われてきま

した。この授業は、現在エコスクール・プラス

として、認定を受けた学校が施設の整備事業を

実施する際に、関係各省より補助事業の優先採

択などの支援を受けることができます。文部科

学省の支援として、令和４年度からは地域脱炭

素ロードマップに基づく脱炭素先行地域などの

学校のうち、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙを達成する事

業に対し、単価加算措置の支援が行われていま

す。 

 また、新増築や大規模な改築のほかに、部分

的な補助事業もあり、これらを通じて仲間と共

に環境問題や環境対策を学ぶことができ、科学

技術への触発となるとともに、最新の技術等を

学ぶ貴重な教育機会となっています。 

 このような補助を活用し、これまで多くの事

業が全国の学校施設で行われていますが、カー

ボンニュートラルの達成及び環境教育の推進を

行うには、さらに加速して事業を実施すること

が必要であり、また、多くの学校での授業の実

施が重要です。 

 よって、国等におかれては、技術面及び財政

面について、二つの事項に留意して、さらなる

推進を行うことを強く求めるものです。 

 案文はお手元に配付しているので、朗読は省

略します。 

 御賛同いただくよう、何とぞよろしくお願い

します。 

御手洗議長 堤栄三君。 

  〔堤議員登壇〕 

堤議員 おはようございます。日本共産党の堤

です。ただいま上程された議員提出第１５号議

案埋設保管されている２・４・５－Ｔ系除草剤

の安全な撤去等を求める意見書についての提案

理由説明を行います。 

 全国４６か所の国有林に埋設、投棄されてい

る猛毒のダイオキシンを含む２・４・５－Ｔ剤

は、ベトナム戦争に使用された枯葉剤の成分で

あり、１９７１年に使用が禁止され、林野庁の

指示で、別府市を含む全国の国有林に埋設され

ています。 

 別府市内に埋設された２・４・５－Ｔ系除草

剤７５キログラムについては、県民の関心が高

く、不安の声が上がっています。１９７１年の

埋設から５０年以上が経過しており、コンクリ

ートの経年劣化や近年の地震、豪雨等の大規模

・頻発化する自然災害により、今後、漏出によ

る土壌や地下水、温泉等への影響が懸念されま

す。 

 今回の意見書では、国会及び政府に対して、

周辺地域の良好な環境を保全するため、定期点

検の実施や情報公開など、３点にわたり求めて

いるものです。 

 ぜひ賛同していただくよう要望し、提案理由

説明とします。 

御手洗議長 以上で提出者の説明は終わりまし

た。 

 これより質疑に入ります。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

します。 

 お諮りします。各案は、委員会付託を省略し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員会付託を省略することに

決定しました。 

 これより討論に入ります。発言の通告があり

ますので、これを許します。堤栄三君。 

  〔堤議員登壇〕 

堤議員 お疲れ様です。日本共産党の堤です。 

 まず、議員提出第９号議案国民の祝日「海の

日」の７月２０日への固定化を求める意見書に

ついて、反対の立場から討論を行います。 

 今回の意見書での海の日は、１９９５年に国
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民の祝日に関する法律で、海の恩恵に感謝する

とともに、海洋国日本の繁栄を願う日として、

祝日として制定され、１９９６年７月２０日か

ら実施されましたが、その後、２００１年の祝

日法改正で、７月２０日から７月の第３月曜に

改められました。 

 日本共産党は、海の環境や資源について考え

たり、海に親しんだりする契機となる国民の祝

日として海の日を設けること自体には賛成でし

たが、７月２０日にすることには反対でした。

そのため、７月２０日から７月の第３月曜に改

める改正には賛成しました。 

 ７月２０日を海の日とすることに反対した理

由は、この日が戦前の海の記念日に由来してい

るためです。 

 戦前、海の記念日を設けたのは、真珠湾攻撃

で対米英戦争を開始した１９４１年で、「徹底

的なる戦時態勢を必要とし、何よりも国力を充

実すべき。海の記念日はかように、堅実なる国

力の充実を図るための契機たらんとするため」

と当時の尾関將玄逓信省管船局長が発言してい

ます。戦争の遂行上、海上輸送で船員や船舶の

徴用と調達のために、海運関係者のみならず、

国民こぞって支援の雰囲気をつくることを狙い

としていました。そのため、逓信省管船局は、

軍艦でなく汽船明治丸で１８７６年７月１６日

に青森、北海道方面に巡行し、２０日に横浜に

帰った明治天皇の行動に着目して、２０日を海

の記念日に決めたとされています。明治天皇の

この巡行の目的は、明治新政府の地租金納制や

徴兵制に対する不満が強かった東北の民衆の感

情を抑えるためだったと言われています。 

 こうした日を戦後に引き継ぎ、国民の祝日と

することはふさわしくありません。 

 以上の理由から、国民の祝日「海の日」の７

月２０日への固定化を求める意見書について反

対します。 

 次に、議員提出第１０号地方財政の充実・強

化を求める意見書及び第１３号議案地方公共団

体情報システムの標準化に向けての意見書につ

いて、反対の立場から討論を行います。 

 議員提出第１０号議案の４項目めの自治体業

務システムの標準化に向けてと、第１３号議案

は同様の内容であるので、一括して討論します。 

 昨年５月にデジタル関連法が成立しましたが、

この中でも、自治体による行政サービスに直接

影響を及ぼすのが地方公共団体情報システム標

準化法です。 

 以前の議会でも質問しましたが、現在、国が

進めた基本事務に加え、独自の行政サービスを

約１，７００の自治体が行っています。例えば、

住民税の減免や子ども、高齢者、障がい者の医

療費の無料化、災害被害者の公共サービス料金

等の減免、大分でも災害被災者への生活再建支

援金などです。 

 今回の標準化法では、２０の行政事務を共通

の基盤で行うためのガバメントクラウドを国が

構築し、全ての自治体がこれを使用しなければ

ならなくなります。ここで問題なのは、国によ

る一元的なシステムの使用で義務付けられるの

で、これまでの自治体独自のサービスが継続で

きなくなるのではないかと危惧されることです。

独自にやろうと思えば、費用負担を国はしない

と言っているので、仕様変更もできなくなりま

す。効率化の名による住民サービスの低下を招

いてしまいます。地方自治体の独自性が否定さ

れてしまいます。 

 以上の理由から、両意見書には反対します。 

 以上で上程された意見書に対する反対討論を

終わります。（拍手） 

御手洗議長 以上で通告による討論は終わりま

した。 

 これをもって討論を終結し、これより採決し

ます。 

 まず、議員提出第６号議案から第８号議案ま

で、第１１号議案及び第１４号議案について採

決します。 

 各案は、原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議員提出第９号議案について、起立に

より採決します。 
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 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

御手洗議長 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議員提出第１０号議案及び第１３号議

案について、起立により採決します。 

 各案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

御手洗議長 起立多数であります。 

 よって、各案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議員提出第１２号議案について、起立

により採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

御手洗議長 起立少数であります。 

 よって、本案は否決されました。 

 次に、議員提出第１５号議案について、起立

により採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

御手洗議長 起立少数であります。 

 よって、本案は否決されました。 

―――――→…←――――― 

 日程第４ 議員派遣の件 

御手洗議長 日程第４、議員派遣の件を議題と

します。 

―――――→…←――――― 

 議員派遣 

 その１ 

１ 目的 

   議員出前講座出席のため 

２ 場所 

   大分市 

３ 期間 

   令和４年７月１９日 

４ 派遣議員 

   藤田正道、猿渡久子 

 その２ 

１ 目的 

   九州各県議会議員交流セミナー出席のた

   め 

２ 場所 

   沖縄県 

３ 期間 

   令和４年８月４日から５日まで 

４ 派遣議員 

  吉竹 悟、森 誠一、大友栄二、井上明夫、

  木付親次、高橋 肇、羽野武男、守永信幸、

  吉村哲彦、小川克己 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 お諮りします。会議規則第１２５

条第１項の規定により、お手元に配付のとおり

各議員を派遣したいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配付のとおり各議員を派遣

することに決定しました。 

 次に、お諮りします。ただいま可決された議

員派遣の内容について、今後変更を要するとき

は、その取扱いを議長に御一任願いたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

―――――→…←――――― 

 日程第５ 閉会中の継続審査及び調査の件 

御手洗議長 日程第５、閉会中の継続審査及び

調査の件を議題とします。 

―――――→…←――――― 

 閉会中における常任委員会、議会運営委員会

の継続調査事件 

総務企画委員会 

 １、職員の進退及び身分に関する事項につい

て 

 ２、県の歳入歳出予算、税その他の財務に関

する事項について 

 ３、市町村その他公共団体の行政一般に関す

る事項について 

 ４、条例の立案に関する事項について 
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 ５、県行政の総合企画及び総合調整に関する

事項について 

 ６、国際交流及び文化振興に関する事項につ

いて 

 ７、広報及び統計に関する事項について 

 ８、地域振興及び交通対策に関する事項につ

いて 

 ９、出納及び財産の取得管理に関する事項に

ついて 

１０、他の委員会に属さない事項について 

福祉保健生活環境委員会 

 １、社会福祉に関する事項について 

 ２、保健衛生に関する事項について 

 ３、社会保障に関する事項について 

 ４、県民生活に関する事項について 

 ５、環境衛生、環境保全及び公害に関する事

項について 

 ６、男女共同参画、青少年及び学事に関する

事項について 

 ７、災害対策、消防防災及び交通安全に関す

る事項について 

 ８、県の病院事業に関する事項について 

商工観光労働企業委員会 

 １、商業に関する事項について 

 ２、工・鉱業に関する事項について 

 ３、観光に関する事項について 

 ４、労働に関する事項について 

 ５、情報化の推進に関する事項について 

 ６、電気事業及び工業用水道事業に関する事

項について 

農林水産委員会 

 １、農業に関する事項について 

 ２、林業に関する事項について 

 ３、水産業に関する事項について 

土木建築委員会 

 １、道路及び河川に関する事項について 

 ２、都市計画に関する事項について 

 ３、住宅及び建築に関する事項について 

 ４、港湾その他土木に関する事項について 

文教警察委員会 

 １、市町村教育委員会の指導に関する事項に

ついて 

 ２、県立学校の施設及び設備の充実に関する

事項について 

 ３、教職員の定数及び勤務条件に関する事項

について 

 ４、義務教育及び高校教育に関する事項につ

いて 

 ５、へき地教育及び特別支援教育の振興に関

する事項について 

 ６、社会教育及び体育の振興に関する事項に

ついて 

 ７、文化財の保護に関する事項について 

 ８、治安及び交通安全対策に関する事項につ

いて 

議会運営委員会 

 １、議会の運営に関する事項について 

 ２、議会の会議規則、委員会に関する条例等

に関する事項について 

 ３、議長の諮問に関する事項について 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 各常任委員長及び議会運営委員長

から、会議規則第７３条の規定により、お手元

に配付のとおり閉会中の継続審査及び調査の申

出がありました。 

 お諮りします。各委員長から申出のとおり、

閉会中の継続審査及び調査に付することに御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

御手洗議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申出のとおり閉会中の

継続審査及び調査に付することに決定しました。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 以上をもって今期定例会に付議さ

れた諸案件は全て議了しました。 

―――――→…←――――― 

御手洗議長 これをもって令和４年第２回定例

会を閉会します。 

午前１０時５７分 閉会 

―――――→…←――――― 

なお、閉会後、前副議長三浦正臣議員に対し、

全国都道府県議会議長会感謝状が伝達された。 

 



第２回 大分県議会定例会会議録 請願 

- 157 - 

 

請     願 
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名 

１６ 令和４年６月１４日 
大分市大字一木１２１２番地の６０ 
おおいた動物との共生を考える会 
会長 土 井 篤 子 

件 名 及 び 要 旨 
犬猫の殺処分における安楽死を求めることについて 

 現在、動物の殺処分に関しては、各自治体がその方法を判断しているが、環境省からは、で

きる限り苦痛を与えない方法に努めることとされている。 
本県では、未だ大多数の犬猫は、二酸化炭素ガスで苦痛を与えられながら殺処分されてい

る。 
 ついては、犬猫の殺処分に関して、少しでも苦痛を与えぬよう、麻酔投与による安楽死とす

ることを要望する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紹介議員氏名 付託委員会 結 果 備 考 
後 藤 慎太郎 福祉保健生活環境  継続審査 
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請     願 
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名 

１７ 令和４年６月１６日 
大分市大津町一丁目１－２９ 
消費税をなくす大分の会 
代表者 藤 沢 架 住 

件 名 及 び 要 旨 
消費税率５％への引き下げを求める意見書の提出について 

 相次ぐ急激な物価上昇が国民生活を苦しめており、特に食料品の異常な値上げに家計は悲鳴

を上げている。賃金は上昇しない中で、年金は下がり、医療費は上がるなど、消費税５％への

引き下げは国民の切実な願いである。 
 消費税率の引き下げは、国民の購買力を高め、景気対策にもながることから、暮らし、営業

を支える経済対策として、消費税の減税による負担軽減が求められている。 
 事業者は赤字でも消費税の納税を迫られており、人件費など付加価値に課税される消費税率

が引き下げられれば、事業者負担は軽減され、賃金引き上げにもつながる。 
 ついては、住民の暮らし、地域経済、地方自治体に深刻な打撃を与える消費税率を５％へ引

き下げることを強く求める意見書を国に提出していただきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紹介議員氏名 付託委員会 結 果 備 考 
堤  栄 三 
猿 渡 久 子 

総務企画 不採択  
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請     願 
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名 

１８ 令和４年６月１６日 
大分市大津町一丁目１－２９ 
大分県商工団体連合会 
会長 木 村 鉄 男 

件 名 及 び 要 旨 
消費税インボイス制度実施の延期や中止を求める意見書の提出について 

 コロナ禍や物価上昇、ウクライナ危機が日本経済に影響を与える中、２０２３年１０月から

適格請求書等保存方式（インボイス制度）が実施されようとしている。 
 インボイス制度が実施されれば、中小事業者やフリーランスの事務量が増加し、消費税負担

の増加につながる。消費税免税事業者に新たな負担を強いるインボイス制度は、コロナ禍から

再起を図る事業者にとって重い足かせとなる。 
財務省はインボイス制度によって、新たに２，４８０億円の消費税収が増えると試算してお

り、実施されれば消費者の負担が増えることから、業界団体や税理士団体などもインボイス制

度の中止や凍結を求めている。 
 ついては、消費税インボイス制度実施の延期や中止を求める意見書を国に提出していただき

たい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紹介議員氏名 付託委員会 結 果 備 考 
堤  栄 三 
猿 渡 久 子 

総務企画 不採択  
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請     願 
受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名 

１２ 令和３年９月８日 
大分市古ヶ鶴１－４－２６ 
大分県農民運動連合会 
会長 佐 藤 隆 信 

件 名 及 び 要 旨 
コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策の意見書の提出について 

 新型コロナウイルスの感染拡大による需要の消失から、２０２０年産米の過大な流通在庫が

生まれ、市場価格は大暴落した。２０２１年産米についても、政府が打ち出した３６万トンの

上乗せ減反と、感染拡大によるさらなる消費減少により、昨年以上の米価下落が危惧されてい

る。 
 加えて、国内消費量は３０年間で４分の３に減少しているが、ミニマムアクセス米は年間７

７万トン輸入されており、一切見直されていない。 
 また、コロナ禍の中、全国各地で取り組まれている食料支援では、米をはじめとする食料配

布が歓迎されている。 
 ついては、農業者の経営と地域経済を守るため、次の事項を実現するよう、国に意見書の提

出を求める。 
 １ コロナ禍の需要減少による過剰在庫を政府が緊急に買い入れ、米の需給環境を改善し、

米価下落に歯止めをかけること。 
 ２ 政府が買い上げた米をコロナ禍などによる生活困難者・学生などへの食料支援で活用す

ること。 
 ３ 国内消費に必要のない外国産米（ミニマムアクセス米）について、当面、国産米の需給

状況に応じた輸入数量調整を実施すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紹介議員氏名 付託委員会 結 果 備 考 
猿 渡 久 子 
堤  栄 三 

農林水産  継続審査 
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      請 願 処 理 結 果 (
令  和  ４  年

第１回定例会採択分) 

受理番号 受理年月日 提出者の住所及び氏名 

１４ 令和４年２月２５日 

玖珠郡九重町大字右田６８７ 
子どもたちへの新型コロナワクチン接種を考

える有志 
代表 小 野 み ゆ き 

件 名 及 び 要 旨 
子どもたちへの新型コロナワクチン接種に関して配慮を求めることについて 

 現在、１２歳以上を対象に新型コロナワクチンの接種が実施されており、今後、５～１１歳

の子どもたちに接種が進められようとしている。 

 厚生労働省の新型コロナワクチン副反応疑い報告には、死亡、重篤を含む副反応疑いが多数

あげられており、その多くは因果関係が不明だが、子どもたちへの接種に不安を感じている。 

 ついては、子ども及び保護者が、メリット・デメリットに関する情報を公平に得て、十分に

理解し、納得した上で選択できるよう配慮をお願いし、次のとおり要望する。 

 １ 職場や学校、その他様々な環境において、接種の強要、同調圧力や差別、行動制限を行

わない啓発をさらに進めること。 

 ２ 新型コロナワクチン接種に関するインフォームドコンセント（十分な説明と同意）をさ

らに推奨すること。 
 
 
 
 
 

処 理 の 経 過 及 び 結 果 

 １については、接種の強要、同調圧力や差別、行動制限を行わないよう、学校における指導

はもとより、新聞やホームページ、市町村から送付される接種券に同封されているリーフレッ

ト等により、広く県民に対して啓発を行っている。 

 ２については、ワクチン接種に関するメリット・デメリットを接種券に同封されているリー

フレットにより情報提供するとともに、接種医療機関に対し接種を希望する方へ十分な説明を

行うよう医師会を通じて通知している。 

 

 

 

紹介議員氏名 付託委員会 
成 迫 健 児 
高 橋  肇 
原 田 孝 司 
馬 場  林 
平 岩 純 子 

福祉保健生活環境 
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